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第１章 横浜市防災計画の方針 

 

第１節 位置づけ及び目的 

○ 横浜市防災計画（以下「本計画」という。）は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条

に基づき、横浜市防災会議（以下「市防災会議」という。）が定める地域防災計画である。 

○ 本計画は、市域（横浜港港湾区域等を含む。以下「市域」という。）における災害から市民の生命、

身体及び財産を保護するため、市及び防災関係機関等（国、地方公共団体、指定行政機関、指定地方

行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び第１部第４章に掲載する機関等）が必要な体制を確

立し、その責任及び果たすべき役割を明確にするとともに、災害に対する予防、応急、復旧・復興そ

の他必要な対策の基本をあらかじめ定めることにより、総合的かつ計画的に災害対策の整備及び推進

を図り、もって地域社会の秩序の維持と公共の福祉の確保が図られることを目的とする。 

 

第２節 対象とする災害 

災害対策基本法第２条第１号に定める災害とする。 

 

第３節 計画の構成 

○ 本計画は、第１部総則、第２部予防対策、第３部応急対策、第４部復旧・復興対策、並びに資料編

で構成する。 

○ 資料編は、本計画の前提となる又は本計画を補完する資料等を掲載する。災害対策基本法第 42 条

の２に基づく地区防災計画は、市防災会議においてその提案を審議し、必要と認める場合は、資料編

に定める。 
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第２章 災害対策の基本 

 

第１節 対策の基本 

○ 災害対策には、時間の経過とともに予防対策、応急対策、復旧・復興対策の３段階がある。国、地

方公共団体、防災関係機関、事業者、市民等あらゆる主体は、自らの責任においてその役割を果たす

とともに、連携・協力して、各段階において最善の対策をとることにより被害を軽減する。 

○ 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合（以下「災害時」という。）の被害を最小化するとともに、被害の迅速な回復を図る「減災」の考

え方を対策の基本とする。災害時に人命を守ることを最優先するとともに、経済的被害を少なくする

ための対策を講じて備え、災害による社会経済活動への影響を最小限にとどめる。  

○ 地域には、性別及び性自認、年齢、障害、健康状態、国籍等、様々な個性や背景を持つ人々が居住

している。また、災害時において、被災者の状況や必要とする支援は、一人ひとり異なる。あらゆる

主体は、災害対策において、犯罪や暴力、差別、不平等な取扱い等が生じることのないよう人権尊重

を基調として取り組むとともに、多様な視点・意見・ニーズの反映がなされるよう、地域活動や避難

所運営への女性等の参画等の取組を進める。 

 

第２節 予防対策 

○ 平常時から、災害の発生を想定してその予防に最善を尽くすとともに、応急対策及び復旧・復興対

策を実施するための準備に万全を期すよう努める。 

○ 災害対策は、市及び防災関係機関等あらゆる主体が自らの責任と役割を認識して取り組むべきもの

であり、平常時から、相互に緊密に連携するとともに、災害による被害軽減に資する施策の推進、必

要な資機材・施設等の整備・維持管理、体制や手順の確認等を実施し、備える。 

○ 市及び防災関係機関等は、市民一人ひとりが自ら行う防災活動、並びに地域の防災力向上のための

自主防災組織（災害対策基本法第２条の２第２号に規定する自主防災組織（以下「自主防災組織」と

いう。））及び地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進する。 

○ 災害対策は、ハード対策及びソフト対策を組み合わせて、一体的に推進する。 

  

第３節 応急対策 

○ 発災時には、被害等を最小限にとどめるための応急対策を実施する。市及び防災関係機関等は、正

確な情報収集に努め、把握した情報に基づき、市民の生命の安全確保を最優先として事態を迅速に収

拾するため、各組織が有する能力を最大限に活用して最善を尽くす。 

○ 市及び防災関係機関等は、都市機能の確保及び早期回復に努める。 

 

第４節 復旧・復興対策及び事後対策 

○ 市及び防災関係機関等は、災害の収拾後には、市民生活の早期回復及び自力復興の促進を図るため、

被災者支援及び施設の復旧を実施する。 

○ 市及び防災関係機関等は、復興計画を策定し、市民生活の早期回復を図るとともに、市民が安全・

安心に住み続けられるまちづくりを実施する。 

○ 市及び防災関係機関等は、実施した対策の検証を行い、防災力の向上に努める。 
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第３章 自助及び共助における市民、事業者及び市の基本的責務 

 

第１節 自助及び共助の推進 

○ 自助とは、市民及び事業者が、自己の責任により、災害から自らの安全を自らで守ることをいう。 

○ 共助とは、市民及び事業者が、地域において互いに助け合い、互いを災害から守ることをいう。 

○ 市民、事業者及び市は、横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例（平成 25 年６月

条例第 30 号）に基づき、各々の責務を果たし、相互に連携協力して、災害に関する対策を行う。 

 

第２節 市民の責務 

○ 市民は、平常時から災害時への備えを心がけるとともに、地域における防災に関する活動及び市又

は県が実施する防災に関する施策に協力するよう努める。 

○ 市民は、生活物資の備蓄、防災に関する情報収集手段の確保、災害が発生するおそれがある危険な

箇所の確認、避難場所、避難経路又は避難方法等の確認、家具の転倒防止等の自宅の安全対策、避難

を要する場合の行動計画の作成、家族間の連絡方法の確認等、事前の備えに努める。 

○ 市民は、防災に関する研修会、訓練、ボランティア活動その他の防災に関する活動に積極的に参加

し、防災に関する知識及び技能の習得に努める。 

○ 市民は、災害時においては、自ら情報の収集に努め、避難すべきと判断したときは、速やかに自主

的に避難するとともに、避難指示等の発令があったときは、速やかにこれに応じて行動する。 

○ 市民は、町の防災組織（自主防災組織のうち自治会、町内会、マンションの管理組合等をいう。）の

活動に積極的に参加するとともに、地域防災拠点運営委員会（地域防災拠点を運営するため、当該地

域に居住する市民及び市の職員をもって構成された組織をいう。）の活動に協力し、これに積極的に

参加するよう努める。 

○ 市民は、平常時から、地域コミュニティ及び地域活動への参加、地域における顔の見える関係性な

どを通じて、住民同士のコミュニケーションの活性化を図り、災害時の自助及び共助にも繋げる。 

○ 市民は、高齢者、障害者その他の災害時において特別な配慮、支援等を要する者（災害対策基本法

第８条 15 に定める「要配慮者」。本計画では、以下「災害時要援護者」という。）について、平常時か

ら、地域（住民、町の防災組織、関係団体等）で連携し、ネットワークづくり等実情に応じた支え合

いの取組を進めることで、災害時に備える。 

 

第３節 事業者の責務 

○ 事業者は、平常時から災害時への備えを心がけるとともに、地域における防災に関する活動及び市

又は県が実施する防災に関する施策に協力するよう努める。 

○ 事業者は、その社会的責任を認識し、災害時における従業者及び顧客（以下「従業者等」という。） 

の安全の確保、地域に対する必要な協力を行うよう努める。 

○ 事業者は、平常時から、施設の安全管理、物資及び資機材備蓄等の環境整備、避難に関する事項の

確認、事業活動を継続するための計画策定、災害時に備えた地域連携の構築等の推進を図る。 

 

第４節 市の責務 

○ 市は、公助はもとより、自助及び共助の重要性を認識し、自助及び共助を推進するための体制整備、

啓発及び情報提供等を行い、市民及び事業者の自発的な防災・減災に関する活動の促進を図る。 

○ 市（各区）は、各区の地域性に応じて、自助及び共助の理念に基づく防災に関する施策を講ずる。 
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第４章 防災関係機関等が行うべき業務の大綱 

 

１ 市  

 (1) 防災組織の整備及び育成指導 

(2) 防災知識の普及及び教育 

(3) 災害教訓の伝承に関する啓発 

(4) 防災訓練の実施 

(5) 防災施設の整備 

(6) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(7) 消防活動その他の応急措置 

(8) 避難対策 

(9) 市域における災害に関する情報の収集、伝達、広報及び被害調査 

(10)緊急輸送の確保 

(11)保健衛生  

(12)文教対策 

(13)被災者に対する救助及び救護の実施 

(14)被災施設の復旧 

(15)その他の災害応急対策 

(16)その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

(17)防災に関する調査、研究 

(18)都市防災事業の推進 

 

２ 神奈川県（以下、「県」という。） 

 (1) 市町村及び防災関係機関の防災事務又は業務の実施についての総合調整 

(2) 防災組織の整備 

(3) 防災知識の普及及び教育 

(4) 災害教訓の伝承に関する啓発 

(5) 防災訓練の実施 

(6) 防災施設の整備 

(7) 防災に必要な物資及び資機材の備蓄、整備 

(8) 県域における災害に関する情報の収集、伝達、広報及び被害調査 

(9) 緊急輸送の確保 

(10)交通規制、その他の社会秩序の維持 

(11)保健衛生 

(12)文教対策 

(13)市町村が実施する被災者の救助及び救護の応援 

(14)災害救助法に基づく被災者の救助に係る資源配分の連絡調整 

(15)被災施設の復旧 

(16)その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

 

３ 指定地方行政機関 

（災害対策基本法第２条第４号に定める国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するもの） 
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  (1) 関東総合通信局 

  ア 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

イ 災害時テレコム支援チーム（MIC－TEAM）による災害対応支援 

ウ 災害対策用移動通信機器及び災害対策用移動電源車等の貸出し 

エ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指定変更及び

無線設備の設置場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施 

オ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

 (2) 関東財務局（横浜財務事務所） 

  ア 横浜第２合同庁舎を帰宅困難者用一時滞在施設及び津波避難施設として開設 

イ 応急措置に活用可能な未利用地及び庁舎等の国有財産情報の提供 

ウ 災害が発生した場合（災害が発生する蓋然性が高い場合も含む）における地方公共団体等に対

する国有財産の無償貸付等 

エ 民間金融機関による非常金融措置の実施要請等 

オ 地方公共団体に対する財政融資資金地方資金の貸付 

カ 主務省の要請による災害復旧事業費の査定の立会 

 (3) 関東農政局（神奈川県拠点） 

  ア 農業関係の被害状況の情報収集及び報告に関すること 

イ 応急用食料等の支援に関すること 

ウ 食品の需給・価格動向等に関すること 

 (4) 関東運輸局 

  ア 災害時における関係機関及び輸送機関との連絡調整 

 (5) 関東地方整備局京浜港湾事務所（以下「京浜港湾事務所」という。） 

  ア 港湾施設、海岸保全施設等の整備 

イ 港湾施設、海岸保全施設等に係わる災害情報の収集及び応急対策並びに復旧対策の指導・協力 

ウ 港湾施設及び海岸保全施設の災害応急対策及び復旧対策の実施 

 (6) 関東地方整備局横浜国道事務所（以下「横浜国道事務所」という。）、同京浜河川事務所（以下「京

浜河川事務所」という。） 

  ア 防災上必要な教育及び訓練 

イ 防災に関する施設及び設備の整備と、平常時及び災害時における関係機関の防災活動への支援 

ウ 災害危険区域の選定 

エ 災害に関する予報並びに警報の発表及び伝達 

オ 災害に関する情報の収集及び広報 

カ 水防活動の助言（京浜河川事務所） 

キ 豪雪害の予防（横浜国道事務所） 

ク 災害時における交通確保（横浜国道事務所） 

ケ 災害時における応急工事 

コ 災害復旧工事の実施 

サ 再度災害防止工事の施工 

 (7) 第三管区海上保安本部（横浜海上保安部）（以下「横浜海上保安部」という。） 

  ア 大規模災害対策訓練等の実施 

イ 関係者及び国民に対する海上防災講習会等による防災思想の啓発 

ウ 港湾の状況等の調査研究 
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エ 船艇、航空機等による警報等の伝達 

オ 船艇、航空機等を活用した情報収集 

カ 活動体制の確立 

キ 船艇、航空機等による海難救助等 

ク 船艇、航空機等による傷病者、医師、避難者、救援物資等の緊急輸送 

ケ 海上保安庁横浜海上防災基地を帰宅困難者用一時滞在施設及び津波避難施設として開設 

コ 被災者に対する物資の無償貸与又は譲渡 

サ 要請に基づく、関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

シ 排出油等の防除等 

ス 避難指示、入港制限、移動命令等船舶交通の整理、指導による海上交通安全の確保 

セ 警戒区域の設定並びに船舶等の区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示 

ソ 海上における治安の維持 

タ 危険物積載船舶に対する移動命令、航行制限若しくは禁止及び荷役の中止等危険物の保安に関

する措置 

チ 海洋環境への汚染の未然防止又は拡大防止のための適切な措置 

ツ 復旧・復興対策に係る工事に関する海上交通安全の確保 

 (8) 東京管区気象台（横浜地方気象台）（以下「横浜地方気象台」という。） 

  ア 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

イ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、及び水象の予報並びに

警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説 

ウ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備 

エ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言 

オ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

  (9) 神奈川労働局 

  ア 工場・工事現場等の事業場における労働災害防止の指導・援助 

  イ 建設現場の統括安全衛生管理の徹底の指導・援助 

ウ 復旧・復興対策工事の労働災害防止の指導・援助 

エ 被災労働者の労働災害補償等 

オ 被災者の雇用対策 

  (10) 国土地理院関東地方測量部 

  ア 災害時等における地理空間情報の整備・提供 

イ 復旧・復興対策のための公共測量に関する指導・助言 

ウ 地殻変動の監視 

 

４ 指定公共機関 

（災害対策基本法第２条第５号に定める公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するもの） 

 (1) 鉄道機関（東日本旅客鉄道（株）、東海旅客鉄道（株）、日本貨物鉄道（株）） 

  ア 鉄道及び軌道施設等の整備及び保全 

イ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

ウ 災害時の応急輸送対策 

エ 鉄道及び軌道関係被害の調査及び復旧 

  (2) 電気通信事業者（NTT 東日本(株)神奈川事業部（以下「NTT 東日本(株)」という。）、(株)NTT ドコ
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モ神奈川支店（以下「(株)NTT ドコモ」という。）、KDDI(株)首都圏総支社南関東管理部（以下「KDDI(株)」

という。）、ソフトバンク(株)） 

  ア 電気通信施設の整備及び点検 

イ 電気通信の特別取扱い 

ウ 電気通信施設の被害調査及び災害復旧 

  (3) 日本銀行（横浜支店） 

  ア 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

イ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

エ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

オ 各種措置に関する広報 

  (4) 日本赤十字社（神奈川県支部） 

  ア 医療救護 

イ こころのケア 

ウ 救援物資の備蓄及び配分 

エ 血液製剤の供給 

オ 義援金の受付及び配分 

カ その他応急対応に必要な業務 

  (5) 日本放送協会（横浜放送局） 

  ア 気象予報、警報等の放送周知 

イ 災害状況及び災害対策に関する放送 

ウ 放送施設の保安 

  (6) 東日本高速道路(株)（関東支社京浜管理事務所）、中日本高速道路(株)（東京支社）、首都高速道

路(株)（更新・建設局、神奈川局） 

ア 道路の耐震整備、保全及び災害復旧 

イ 災害時における緊急交通路の確保 

  (7) 日本通運(株)（横浜支店）（以下「日本通運(株)」という。）、福山通運(株)、佐川急便(株)、ヤマ

ト運輸(株)、西濃運輸(株) 

  ア 災害対策用物資の輸送確保 

イ 災害時の応急輸送対策 

  (8) 東京電力パワーグリッド(株)神奈川総支社、(株)JERA 

  ア 電力供給施設の整備及び点検 

イ 災害時における電力供給の確保 

ウ 被災施設の調査及び復旧 

(9) 東京ガス(株)、東京ガスネットワーク(株)、出光興産(株)、太陽石油(株)、コスモ石油(株)、富

士石油(株)、ENEOS(株) 

  ア ガス施設の予防対策措置 

イ 災害時の応急・復旧対策 

ウ 警戒宣言発令時の応急・復旧対策 

  (10)日本郵便(株)（横浜港郵便局ほか市域に所在する局） 

  ア 郵便物の運送施設及び集配施設の整備 

イ 郵便物の送達の確保 
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ウ 窓口業務の維持 

エ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

オ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

カ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

キ 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄付金の配分 

ク 市との間に交わした覚書に関すること。 

  

５ 指定地方公共機関 

（災害対策基本法第２条第６号に定める公益的事業を営む法人で、県知事が指定するもの） 

 (1) 鉄道機関（東急電鉄(株)、京浜急行電鉄(株)、相模鉄道(株)、(株)横浜シーサイドライン、横浜

高速鉄道(株)） 

  ア 鉄道及び軌道施設の整備及び保全 

イ 災害対策に必要な物資及び人員の輸送確保 

ウ 災害時の応急輸送対策 

エ 鉄道及び軌道関係被害の調査及び復旧 

  (2) 自動車運送機関（(一社)神奈川県バス協会、京浜急行バス(株)、川崎鶴見臨港バス(株)、神奈川

中央交通(株)、(一社)神奈川県トラック協会、(一社)神奈川県タクシー協会） 

  ア 被災地の人員輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送対策 

  ウ 災害対策用物資の輸送確保 

  (3) (公社)神奈川県看護協会、(公社)神奈川県栄養士会 

  ア 医療、助産等救護活動の実施 

イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

  (4) 放送機関（(株)アール・エフ・ラジオ日本、(株)テレビ神奈川、横浜エフエム放送(株)、(株)ジ

ェイコム湘南・神奈川、イッツ・コミュニケーションズ(株)、YOU テレビ(株)、横浜ケーブルビジ

ョン(株)） 

  ア 気象予報、警報等の放送周知 

イ 緊急地震速報の迅速な伝達 

ウ 災害状況及び災害対策に関する放送 

エ 放送施設の保安 

  (5) 新聞社（(株)神奈川新聞社） 

   災害状況及び災害対策に関する報道 

  (6) ガス供給機関（(公社)神奈川県ＬＰガス協会） 

  ア 燃料確保に関する協力 

イ 復旧用資機材の確保及び被災施設の応急復旧 

  (7) 神奈川県住宅供給公社 

   災害時における住宅の緊急貸付 

 

６ 神奈川県警察（以下「県警察」という。） 

 (1) 警備体制の確立 

(2) 災害に関する情報の収集及び伝達 

(3) 避難誘導、被災者の救出、その他人命の保護活動 
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(4) 交通規制及び緊急交通路の確保 

(5) 犯罪の予防取締、その他治安維持活動 

 

７ 自衛隊 

 (1) 陸上自衛隊第 31 普通科連隊 

   ア 防災関係資料の基礎調査 

イ 自衛隊災害派遣計画の作成 

ウ 横浜市防災計画にあわせた防災に関する訓練の実施 

エ 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急救護又は応急復旧 

オ 災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与 

  (2) 海上自衛隊横須賀地方総監部 

  ア 防災関係資料の基礎調査 

イ 自衛隊災害派遣計画の作成 

ウ 横浜市防災計画にあわせた防災に関する訓練の実施 

エ 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急救護又は応急復旧 

オ 災害救助のための防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与 

カ 艦艇、航空機等による人員・物資の輸送及び応急対策活動 

 

８ 消防団 

 (1) 災害に関する情報の収集、伝達及び被害状況の把握 

(2) 消火活動、救助活動、応急救護活動及び水防活動の実施 

(3) 地域住民の避難誘導の実施 

 

９ 市との協力協定等締結団体及び機関 

 (1) 協定に定める、市域の災害対策及び復旧に係る事項 

 

10 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

(1) (一社)横浜市医師会、(一社)横浜市歯科医師会、(一社)横浜市薬剤師会 

  ア 医療、助産等救護活動の実施 

イ 救護活動に必要な医薬品及び医療器材の提供 

  (2) 病院等医療施設の管理者 

  ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

イ 災害時における入院患者等の保護及び誘導 

ウ 災害時における病人等の受入及び保護 

エ 災害時における被災負傷者の治療及び助産 

  (3) 社会福祉施設、要配慮者利用施設の管理者  

  ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

イ 災害時における利用者の保護及び誘導 

  (4) 学校法人 

  ア 避難施設の整備及び避難訓練の実施 

イ 災害時における応急教育対策計画の確立及び実施 

  (5) 農業協同組合 
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    ア 本市が行う被害状況調査及び応急対策への協カ 

イ 農作物災害応急対策の指導 

ウ 農業生産資材及び農家生活資材の確保及びあっせん 

エ 被災農家に対する融資のあっせん 

  (6) 漁業協同組合 

    ア 本市が行う被害状況調査及び応急対策への協力 

イ 被災組合員に対する融資又は融資のあっせん 

ウ 漁船及び協同施設の災害応急対策及びその復旧対策の確立 

  (7) 産業経済団体（横浜商工会議所等） 

    ア 本市が行う商工業関係被害の調査及び応急対策への協力 

イ 救助用物資及び復旧資材の確保についての協力 

  (8) 金融機関 

      被災事業者等に対する資金融資 

  (9) 危険物及び高圧ガス取扱施設の管理者 

  ア 安全管理の徹底 

イ 防護施設の整備 

  (10) 横浜市男女共同参画センターの管理者 

  ア 男女共同参画推進の視点からの防災意識の普及啓発 

イ 災害時における女性の心やからだ等の相談窓口の提供 

 (11) 自動車運送機関（相鉄バス(株)） 

  ア 被災地の人員輸送の確保 

イ 災害時の応急輸送対策 

  ウ 災害対策用物資の輸送確保 

 

11 施設の管理者 

 (1) 自衛消防組織の整備 

(2) 施設についての災害防止上の自主検査と安全管理の徹底 

(3) 防災施設の整備及び点検の実施 

(4) 従業員に対する防災知識の普及と防災に関する教育及び訓練の実施 

(5) 施設利用者の避難等安全確保 

(6) 情報の収集及び伝達 

(7) 災害時における保健衛生 

(8) 災害時の広報及び広聴の実施 

(9) 防災に関する調査研究  
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第５章 計画の効果的推進等  

 

第１節 計画の効果的推進 

１ 計画の効果的推進 

○ 市防災会議は、本計画に毎年検討を加え、必要と認めるときは修正する。 

○ 市及び防災関係機関等は、平常時から、防災に関する調査・研究、教育・研修、訓練等を実施し、

本計画及び関連する計画等の実現及び習熟並びに検証に基づく知見の反映に努め、対応能力を高める。

また、本計画等のうち、特に必要と認めるものは、市民への周知を図る。 

○ 市及び防災関係機関等は、想像力を働かせ、災害及び必要かつ有効な対策をできる限り具体的に想

定して計画するよう努める。 

 

２ 関連する計画等 

○ 市及び防災関係機関等は、本計画等に基づく災害対策を行うにあたり必要となる細目的かつ具体的

な活動要領等の事項について、計画、マニュアル、手順等をあらかじめ定める。これらの計画等は、

本計画との整合性を確保するとともに、災害時に有効な活動が実施できるよう定めるものとする。 

○ 市における災害対策に関する事務分掌は、「横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程」に

よるものとし、各区局は、所掌事務の実施にあたり必要な事項をあらかじめ定める。 

 

３ 臨機応変の対処 

○ 発災時は、本計画等に基づき、迅速かつ的確に対応するものとするが、どれほど計画していても、

不測の事態が発生し想定外の状況となるなど、本計画に定めのない又は本計画の定めと異なる対策を

要することも起こり得る。その場合においても、臨機応変に対処し、市民の生命及び身体の安全確保、

被害の拡大防止並びに市民生活の早期回復等の目的の達成を図るものとする。 

 

第２節 法定計画等との整合性の確保等 

○ 本計画は、国（中央防災会議）の定める防災基本計画及び神奈川県地域防災計画、並びに市域に係

る防災関係機関の防災業務計画との整合を図る。 

○ 本計画は、横浜市国土強靭化計画及び災害対策基本法第 41 条に掲げる防災に関する計画との整合

性を有するとともに、市の定める総合計画及び都市計画との調和を図る。 

○ 本計画は、防災に関して、市及び防災関係機関等の処理すべき業務を包含するものとする。また、

本計画は、災害対策基本法の趣旨を鑑み、市だけでは対処し得ない比較的大規模な災害に関して、市

及び防災関係機関等相互の有機的、総合的な災害に関する予防対策、応急対策及び復旧・復興対策に

ついて効果的かつ具体的な実施を図ることを主眼として、災害対策の大綱を定めるものとし、防災関

係機関等各々の活動のための計画（細目的なもの、具体的なもの、又は複数機関が連携して災害に対

処する以前において機関等各々が小災害に対処するためのもの）は、別に定める。なお、防災関係機

関等が作成する防災に関する計画等は、本計画に相反しないものとする。 

○ 本計画のうち、震災対策に関する事項は、地震防災対策特別措置法（平成７年法律第 111 号）に基

づく地震防災緊急事業五箇年計画の基礎とする。 

○ 本計画は、横浜市国民保護計画及び横浜市緊急事態等対処計画と関連性を有するものとし、組織

体制及び措置等について、計画間の移行を速やかに行えるように配慮する。  
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第６章 想定する災害及び被害 

 

第１節 想定する災害種別 

１ 地震及び津波 

２ 風水害 

 (1) 浸水（洪水、雨水出水、高潮）による災害 

(2) 崖崩れ、土石流などの土砂災害 

(3) 暴風、竜巻等の突風による災害 

３ その他の自然災害 

(1) 雪害 

(2) 火山災害 

４ 都市災害※ 

 (1) 大規模な火災 

(2) 大規模な爆発 

(3) 危険物、火薬類、高圧ガス、毒劇物、有毒物質等に起因する災害 

(4) 海上災害 

(5) 事故災害（鉄道、道路、航空機） 

(6) 放射性物質災害 

 (7) 行事等における雑踏事故 

 (8) 不発弾等の爆発事故 

※ 災害対策基本法第２条第１号及び同法施行令（昭和 37 年政令第 288 号）第１条で定める災害のうち、大規模な火

災又は爆発その他の大規模な事故等による災害であって、かつ、その災害が死傷者及び施設損壊等の人的・物的被害

を伴い、社会的に著しい影響を与えるものを、本計画においては「都市災害」と分類する｡ 

 

第２節 想定する災害規模及び被害 

１ 地震及び津波 

○ 防災基本計画では、国及び地方公共団体は、地震災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、

あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を含め、様々な地震を想定し、その想定結果や切迫性等

に基づき対策を推進するものとされている。同計画では、切迫性の高いマグニチュード７クラスの首

都直下地震を当面の対応を要する地震として対策を推進するものとし、当面発生する可能性は低いと

考えられるマグニチュード８クラスの地震は、地域の実情を勘案して必要と認めるときは、長期的な

対応を要する地震として対策を推進するものとされている。 

○ あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震及び津波を想定することとし、さらに、津波対策は、

減災レベルの津波及び防護レベルの津波を想定することとする。 

○ 地震対策の主たる想定地震は、相模トラフ沿いで発生するマグニチュード８クラスの地震（元禄型

関東地震 マグニチュード 8.1）とする。 

○ 市域は、首都直下地震緊急対策区域に該当するため、首都直下地震（東京湾北部地震 マグニチュ

ード 7.3）を併せて想定する。 

○ 市域は、南海トラフ地震防災対策推進地域に該当するため、東海地震を包括した南海トラフ地震（南

海トラフ巨大地震マグニチュード９クラス）を併せて想定する。 

○ 減災レベルの津波（発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの

津波で、避難対策の対象とするもの）として、慶長型地震を想定する。慶長型地震とは、「津波防災地
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域づくりの推進に関する基本的な指針」に基づき、県が平成 23 年度津波浸水想定検討部会で設定し

たマグニチュード 8.5 の地震で、本市に最大の浸水域及び浸水深が想定されているものをいう。 

○ 防護レベルの津波（最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波の高さは低いものの大きな被

害をもたらす津波で、被害防止対策の対象とするもの）として、元禄型関東地震（行谷モデル）※を想

定する。 

○ 本計画上で想定する地震及び津波の被害※は、平成 24 年度「横浜市地震被害想定調査報告書」に基

づくものとする。 

※ 元禄型関東地震（行谷モデル）は、浸水域等が示されていないため、被害想定は算出していない。 

 

２ 風水害  

○ 過去に本土を襲った最大級の台風（伊勢湾台風級の大型台風）、法令に基づき設定する浸水想定  

区域の前提となる降雨、高潮特別警戒水位に基づき想定する高潮水位及び浸水面積などの過酷な自然

現象による風水害等の態様を勘案し、被害の発生の可能性が予測される区域の状況を想定する。 

 

３ その他の自然災害 

(1) 雪害 

○ 転倒、交通事故、除雪作業中の事故及び物的損壊に伴う死傷等の人的被害、家屋の損壊、農業    

用施設の損壊、倒木による物的破損等の物的被害、道路交通の不通、鉄道・バスの運休等の交通

被害、電線及び電話線の切断による停電・断水及び通信の途絶等のライフライン被害を想定する。 

(2)  火山災害 

○ これまで富士山で発生した最大規模の噴火（平成 16 年に「富士山ハザードマップ検討委員会」

で想定された噴火）を想定する（宝永噴火等と同程度の噴出量：約７億立米）。 

○ 火山からの距離（箱根山の山頂から本市境まで約 45km、富士山の山頂から本市境まで約 70km）

等の理由から、市域は、溶岩流や噴石等の影響はないとされており、主に富士山の噴火による火

山灰の降下（降灰）による影響が大きいと予測されている。 

○ 噴火の発生は間隔に明確な規則性がないため、発生時期の予測は困難とされている。 

○ これまで富士山で発生した最大規模の噴火を想定した場合の降灰は、本市付近においては、土

石流の発生する可能性が高くなる 10 ㎝前後の堆積と予測されている。 

○ 現時点では、市域は活動火山対策特別措置法（昭和 48 年法律第 61 号）に規定する火山災害警

戒地域及び準警戒地域には含まれていない。 

 

４ 都市災害 

○ 都市災害は、発生原因、発生場所及び条件等により災害態様が様々であることから、次の災害種別

ごとに、市域において相当な程度の人的又は物的被害等が発生する場合を想定する。 

(1) 大規模な火災 

○ 不特定多数の者が利用する地下街等及び高層建築物※等において発生し、人的又は物的被害が

大きく、通常の消防活動において対処する規模を超える火災を想定する。 

 ※ 高さ 31ｍ以上又は 11 階以上の高層建築物 

(2) 大規模な爆発 

○ 主に地下街等の密閉性の高い施設※又は都市ガス施設等において発生するもの、並びに土木工

事等の施行に際しての埋設導管の損傷等に伴い発生するもので、通常の消防活動において対処す

る規模を超えるガス爆発（ガスに起因する大規模な火災を含む。）を想定する。ガスに起因する爆



Ⅰ－14 

発又は火災は、燃焼の熾烈性、流動拡散等の性質から、人的又は物的被害が大きく、二次災害が

発生するおそれがある。 

 ※ 地下街及び準地下街（特定地下街等）、1000 ㎡以上の特定用途地下街等（特定地下室等） 

 (3) 危険物、火薬類、高圧ガス、毒劇物、有毒物質等に起因する災害 

○ 危険物、火薬類、高圧ガス、毒劇物取扱施設又はこれらの輸送時における漏洩等に起因する災

害は、爆発、爆燃、有毒性等態様が様々であるとともに、周辺地域を含めて、瞬時に大事故に進

展する危険、二次、三次災害が発生する危険を想定する。 

○ 鉄道施設、商業施設、繁華街等不特定多数の人が集まる場所等における有毒物質（硫化水素ガ

ス、青酸ガス、塩素ガス等の有毒物質、刺激物等）の漏洩により、多数の人的被害が発生し、又

は発生するおそれがある場合を想定する。 

 (4) 海上災害 

  ア 海上における船舶等の火災・爆発事故 

○ 船舶等の衝突事故の発生場所は、港内及び沿岸水域に集中する。衝突事故に伴う油流出若し

くは爆発の併発、又は当該船舶の積載物に起因する爆発、火災若しくは危険物流出による海面

火災の併発も想定される。 

○ 船舶火災のうち入渠係留中の火災は、海上火災と比較し、周辺へ及ぼす影響が大きい。荷役

中に発災した事例も多い。爆発事故が発生すると、大規模な災害も想定される。 

○ 船舶は、水平の開口部が少なく、ほぼ密閉された状態で燃焼が続くため、船内に熱気、濃煙

が充満し、消火、救助活動に支障をきたす。船内は、複雑に区画され、通路、階段が狭い等、

避難行動及び消防隊の消火、救助活動への制約が多く、多数の死傷者を伴う危険性がある。 

   ○ 爆発事故は、船舶全般に被害が及ぶことが多く、死傷者も多い。また、爆発に引き続き火災

が発生することが多い。爆発は、タンク清掃中、整備作業中、積荷中等に発生する事例が多い。 

  イ 大規模油等流出事故 

○ 横浜港港湾区域、漁港区域及びその周辺（以下「港湾区域等」という。）に影響のある船舶事

故、沿岸部の貯油施設の事故などによる大規模な油等流出事故に伴い、海洋汚染又は沿岸部へ

の漂着による環境破壊が生じる可能性がある。 

○ 海上への石油類の流出形態は、タンカーの衝突等による大量の油の一挙流出と、タンク配管

等からの徐々の流出に大別される。さらに、それぞれの形態における着火の有無で分類できる。 

  ウ 海上漂流物 

○ 火山噴火等による軽石の発生、船舶事故等に伴う積荷の散乱など、海上漂流物が多量に発生

することにより、船舶の航行や漁業への支障など、地域における社会経済活動に大きな影響が

生じる可能性を想定する。漂流物の回収には、技術的知見や専門的知識を要する場合がある。 

 (5) 事故災害 

○ 鉄道災害は、鉄道施設における事故等で、多数の人的及び物的被害を伴う災害を想定する。市

内における鉄道施設の利用者は多大であり、衝突、火災又は化成品等輸送車両の事故等、ひとた

び事故が発生すると、大規模な被害を生じるおそれがある。 

  ○ 道路災害は、自動車専用道路における車両衝突等の交通事故による多数の死傷者を伴う災害の

発生、トンネル部における車両火災等による大規模な損害を伴う災害を想定する。 

  ○ 航空災害は、多数の人的及び物的被害を伴う航空機事故を想定する。航空機事故は状況判断が

難しく、大規模な被害を生ずる事例も多くあり、迅速な行動と高度な技術による対処を要する。 

 (6) 放射性物質災害 

  ○ 市外の原子力施設における事故等による災害、核燃料物質等輸送中の災害、放射性同位元素保
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有施設における災害等を想定する。 

○ 現時点では、市内には原子力施設及び核燃料施設はなく、「原子力災害対策指針」等で規定する

「原子力災害対策重点区域」にも含まれていない。ただし、県公安委員会等への届出を経て、核

燃料を輸送する車両が、安全確保対策をとったうえで、市域を通過することは想定される。 

 (7) 行事等における雑踏事故 

○ 行事等※における群衆流動等による雑踏事故を想定する。 

※ 本計画において、行事等とは、市内で開催される大規模な行事のうち、特定の時間帯において一定の区域に来

場者が集中することにより混乱等の発生が予測され、かつ、雑踏事故が発生した場合、被害の拡大の危険性が高

いと見込まれるもので、市長が必要と認めるものとする。 

 (8) 不発弾等の爆発事故 

○ 埋没又は工事現場等から偶発的に発見された不発弾※等の爆発等を想定する。 

※ 一般に火砲から発射された砲弾、航空機から投下された爆弾等で、地上若しくは海上に落下したが発火せず不

発となったもの又はその疑いがあるものとする。 

 



 

 

 

 

 

第２部 

予防対策 
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第１章 予防対策の概要 

 

第１節 概要 

○ 市及び防災関係機関等は、平常時から、あらかじめ災害を想定してその予防に最善を尽くすととも

に、応急対策及び復旧・復興対策を実施するための準備を行う。市民及び事業者は、自助及び共助の

重要性を認識し、必要な備えを行う。 

○ 市及び防災関係機関等は、災害に強いまちづくりを進めることで、災害時における被害を防ぎ、又

は軽減するとともに、被災した場合の被害の拡大防止及び早期の復旧・復興がなされるよう備える。 

○ 市民及び事業者は、災害から自らの安全を守るための自助、並びに地域において互いに助け合い、

互いを災害から守るための相互の連携協力に基づく地域の共助を通じて、防災力の向上に努める。市

及び防災関係機関等は、これを支援し、災害に強い人づくり、地域づくりを進める。 

○ 市及び防災関係機関等は、災害時における活動体制及び活動内容、その役割、相互の連携に必要な

事項等をあらかじめ定め、有効な災害応急活動がなされるよう備える。また、調査・研究、及び訓練・

研修等により、災害対処能力の向上を図る。 

○ 市及び防災関係機関等は、各機関の災害応急活動に必要な情報受伝達体制・手段を確保するととも

に、市民等に対する情報受伝達方法・手段を整備する。 

○ 市及び防災関係機関等は、消防活動、医療・救護活動、緊急時の輸送体制、衛生、防疫、遺体対策

及びボランティアとの協力に必要な事項をあらかじめ定める。 

○ 市は、避難に必要又はその参考となる情報について、市民に周知する。市民は、自ら、あるいは周

囲の人々の生命及び身体の安全を災害から守るために必要な避難行動について平常時から確認し、備

えるとともに、地域における避難所の運営等に必要な事項をあらかじめ定める。 

○ 市、防災関係機関、施設管理者等、地域及び災害時要援護者は、災害時要援護者の支援について必

要な対策を進めるとともに、平常時から、地域のネットワークを通じて、災害時に備える。 

○ 市及び防災関係機関等は、物資及び資機材等の備蓄を計画的に進める。 

 

第２節 減災目標（震災） 

○ 防災基本計画において、大規模地震による想定被害は甚大かつ深刻であり、発生以前に、国、地方

公共団体、防災関係機関及び市民等が、様々な対策によって被害軽減を図ることが肝要とされている。 

○ 国は、特定の大規模地震について、被害想定に基づき、期限を定めて減災目標を設定し、その達成

に必要な数値目標、具体的な実現方策等を定めて、地震防災対策を推進する。また、地方公共団体は、

地域の特性を踏まえた被害想定を実施し、それに基づく減災目標を設定して、国の協力の下、関係機

関及び市民等と一体となって、効果的かつ効率的な地震防災対策の推進に努めるものとされている。 

○ 市は、本計画で想定する、元禄型地震及び慶長型地震について、市、防災関係機関及び市民等あら

ゆる主体が進める災害対策により、その想定被害を軽減するための中期的な目標として、減災目標を

設定し、具体的な対策を実施する。 

 

１ 対象期間 

  平成 25 年度～令和９年度（15 年間） 

※ 令和４年度までとしていた対象期間を５年間延長し、さらなる減災目標の達成に取り組む。 
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２ 減災目標   

基本目標Ⅰ 被害を最小限に抑える 

目標１ 死者数 50％減少（約 3,260 人→約 1,630 人） 

目標２ 避難者数 55％減少（約 577,000 人→約 254,600 人） 

目標３ 建物被害棟数（全壊・焼失）50％減少（約 112,000 棟→約 56,000 棟） 

基本目標Ⅱ 発災時の混乱を抑え、市民の命を守る 

目標１ 帰宅困難者の安全確保 

目標２ 災害対策本部機能の強化と適切な情報発信 

目標３ 医療、緊急時の交通の確保 

基本目標Ⅲ 被災者の支援と早期復興を図る 

目標１ 避難者の安全・安心の確保 

目標２ 被災者の早期生活再建支援 

目標３ 被災中小企業支援など早期の経済再生 

 

３ 施策   

基本目標Ⅰ 施策Ⅰ－１ 建物倒壊等による被害防止 【重点施策】 

施策Ⅰ－２ 火災による被害の軽減 【重点施策】 

施策Ⅰ－３ 津波による被害防止 

施策Ⅰ－４ 崖崩れ、液状化対策の推進 

施策Ⅰ－５ 市民及び地域の防災力向上 【重点施策】 

施策Ⅰ－６ ライフラインの被害防止 

基本目標Ⅱ 施策Ⅱ－１ 帰宅困難者の発生抑制と支援 

施策Ⅱ－２ 災害対策本部機能の強化 

施策Ⅱ－３ 市民への適切な情報発信 

施策Ⅱ－４ 災害時医療体制等の強化 【重点施策】 

施策Ⅱ－５ 緊急輸送路※等の整備 【重点施策】 

基本目標Ⅲ 施策Ⅲ－１ 地域防災拠点の充実・強化 【重点施策】 

施策Ⅲ－２ ボランティアとの連携強化 

施策Ⅲ－３ 被災者の早期生活再建支援 

施策Ⅲ－４ 速やかな経済再生・復興に向けた取組 

  ※ 『防災基本計画』及び『神奈川県地域防災計画』に規定する「緊急輸送道路」に相当する。本計画では、以下

「緊急輸送路」という。 

 

４ アクションプラン 

○ 市は、「横浜市地震防災戦略」を定め、施策に基づく対策（行動計画及び事業）を進める。 
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第２章 災害に強いまちづくり 

 

第１節 概要 

○ 横浜市都市計画マスタープラン等との調和を図りながら、これまで行ってきたまちづくりの成果を

踏まえつつ、過去の災害を教訓として、災害に強いまちづくりを計画的に進める｡市民の生命を守る

ことを最優先とし、併せて経済的・物的な被害を最小化する、減災に向けた都市づくりを目指す。 

○ 都市基盤・ライフライン施設及び建築物の防災性を向上させる。施設・建築物の耐震化促進に加え

て、地震火災対策、工場地帯・岸壁の防災・防潮対策、津波被害の軽減、液状化対策、大規模盛土造

成地の崩落防止等対策、崖崩れ対策、水害対策、エネルギー対策等の強化を図る。 

○ 老朽化が進行している都市基盤施設、建築物は、計画的に保全・更新を行う。 

○ 災害時の都市機能確保のため、救援・輸送等の応急活動に対する交通路・輸送路の確保、海上輸送

の拠点となる港湾機能の確保、ライフラインの防災性強化を進める。 

○ 既成市街地の防災性の強化を進める。特に木造住宅密集市街地、住工混在地区等の既成市街地にお

いて重点的に進める｡ 

○ 都市機能・施設が輻輳し、昼間人口が集中する地区では、昼間発生時の災害対策を考慮しつつ、再

開発事業等を推進して、防災性の向上を図る｡ 

○ 地域住民等と行政の協働によるまちづくりを推進し、平常時から災害に強い地域まちづくりを進め

るとともに、被災した場合におけるスムーズな復興に資する基盤づくりを進める。 

 

第２節 都心部の形成 

○ 駅を中心とする生活拠点の機能強化等を進め、拠点ごとの機能分担を図ることで災害に対応できる

都市構造を目指す。人口及び都市機能が集中する、みなとみらい 21 地区、横浜駅周辺地区、関内・関

外地区及び新横浜地区において、都市型災害、災害時の混乱防止及び帰宅困難者等について対策する。 

○ 大規模災害に対応できる都市の骨格を形成するため、体系的な道路ネットワークの整備を進める。 

 

１ みなとみらい 21 地区【みどり環境局、下水道河川局、都市整備局、道路・交通政策局、港湾局】 

(1) 基盤施設の安全強化 

○ 幹線道路、ライフライン（共同溝）、護岸等のインフラは、深層混合処理工法やサンドドレーン

工法などの地盤改良により、耐震性を高める｡ 

○ 地下空間の有効利用、都市災害の防止及び都市景観の向上を図るため、供給処理施設や電線類

などの都市インフラを収容する共同溝を整備し、災害時には、ライフラインの途絶や電柱の倒壊・

電線の切断による交通遮断などの二次災害を防ぐ。 

○ 避難誘導や物資輸送を確保するため、災害時にも複数の経路から地区外の幹線道路（国道１号

線、国道 16 号線、首都高速）にアクセスできるよう、広幅員の幹線道路を格子状に整備する。 

○ 地区内の誘導案内は、４か国語標記のサイン整備を進める。 

(2) 防災関連施設 

○ 市及び民間事業者は協力して、帰宅困難者一時滞在施設や津波避難施設の確保を進める。 

○ 空や海上からの救援物資輸送などの役割を担う耐震強化岸壁を整備する。 

○ 横浜海上防災基地（海上保安庁）は、東京湾及び関東一円の防災拠点として、災害時には、被

災者の救援活動などの海上災害応急対策の拠点として機能する。 

○ 地区内４箇所に災害用地下給水タンク（計 50 万人３日分の飲料水 4,500 立米）を設置する。 

(3) 安全な建築物 
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○ 建築物は、新耐震基準で設計する。高層建築物は、制震又は免震構造等により、耐震性を向上

させる。 

(4) 防災体制の確立 

○ 公助と併せ、(一社)横浜みなとみらい 21 に、地区内の企業・団体で構成する防災エリマネ推進

委員会を組織し、防災訓練や講習会等の活動を進めるほか、地域が一体となって、自助・共助に

よる対策について検討し、安全・安心な街を目指す。 

 

２ 横浜駅周辺地区【下水道河川局、都市整備局】 

(1) 基盤整備による安全性の強化 

○ 帷子川河口部の改修及び新規開発に伴う地盤の嵩上げにより、浸水に対する安全性向上を図る。 

○ 老朽化した下水道管きょの更新や下水道施設（貯留・排水施設）の整備により、耐震性及び治

水安全度の向上を図る。 

○ 災害時に滞留スペースや避難動線として活用できる、デッキレベルでの歩行者ネットワークの

強化を図る。 

(2) まちづくりの基本的方針を定めたガイドラインによる安全性の強化 

○ 再開発事業等により、老朽化した建築物等の更新を促進し、耐火・耐震性を高めるとともに、

公開空地、公共空間を創出し、滞留スペース等を整備する。 

○ 災害時における地区内の混乱防止や滞留者・帰宅困難者の安全確保のため、①滞留スペース、

②帰宅困難者収容スペース、③備蓄品・備蓄スペース、④耐震トイレ等、⑤情報受伝達システム、

⑥ライフラインの代替機能、の防災機能の整備を新規開発に誘導する。 

(3) エリアマネジメントによる安全性の強化 

○ 民間及び行政機関は、次に掲げる項目について、協同で作成した「インフラ基本計画」、「エキ

サイトよこはま 22 まちづくりガイドライン」に位置づけ、事業等の促進等を図る。 

 ア 駅周辺事業者、鉄道事業者、地元自治会、警察及び市で構成する横浜駅周辺混乱防止対策会

議において、滞留者・帰宅困難者対策の検討及び訓練などを行う。 

 イ 駅周辺事業者及び鉄道事業者は、災害時において滞留者・帰宅困難者に対応するための地域

の対応ルールを作成し、活用を進める。 

○ 民間及び行政機関は、横浜駅周辺地区都市再生安全確保計画に基づき、帰宅困難者等対策、津

波避難対策等を推進する。 

 

３ 関内・関外地区【都市整備局】 

○ 老朽化した業務ビルが多く存在することから、耐震性の向上も含むビルの機能更新や建替の支援を

行い、安全・安心なまちづくりを進める。また、老朽化した公共施設の再整備を進める。 

 

４ 新横浜都心【みどり環境局、下水道河川局、都市整備局、道路・交通政策局】 

○ 東京都及び本市中心部が被災した際の都市機能の代替性を確保し、補完するため、防災対策上のあ

り方を検討するとともに、そのための都心機能や交通機能の充実・整備を図る。 

○ 新横浜駅南部地区は、市街地開発事業等を活用して、駅前広場や幹線道路、公園、雨水処理施設等

の都市基盤施設の整備を行い、防災性の向上を図る。 

 

第３節 市街地整備 

○ 都心等拠点においては、都市機能・施設が輻輳することから、昼間発生時の災害対策を想定し、市
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街地再開発事業、土地区画整理事業等による防災まちづくりを推進する｡ 

○ 木造住宅密集市街地等の延焼の危険性が特に高い地域においては、まちの不燃化を推進する。 

 

１ 市街地再開発事業の活用【都市整備局】 

○ 建物が密集した地区において、細分化された敷地を統合し、耐火共同建築物に建て替えるとともに

道路・公園などの公共施設を整備し、オープンスペースや帰宅困難者の一時避難場所等を確保する。 

 

２ 土地区画整理事業の活用【都市整備局】 

○ 地区の特性に応じて道路や公園の公共施設を適正に配置し、無秩序な市街化を未然に防止して、計

画的に市街地を形成する。 

 

３ 優良建築物等整備事業（優良再開発型）【都市整備局】 

○ 民間の任意の再開発において、共同化された良好な建築物の供給や建築敷地の整備を促進し、市街

地の防災性の向上を図る。市は、二人以上の地権者等が敷地を共同化し、オープンスペースを確保し

た場合に、事業者へ必要な助成を行う。 

 

４ 住宅市街地総合整備事業【都市整備局】 

○ 既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市

街地の整備改善等を促進する。市は、住宅等及び公共施設の整備等を総合的に行う事業について、必

要な助成を行う。 

○ 市は、老朽住宅が密集し、公共施設等が著しく不足した木造住宅密集市街地において、居住環境の

整備、老朽住宅の建替促進を行う｡延焼の危険性が特に高い地域においては、面整備事業との連携を

図りつつ、まちの不燃化として、老朽建築物の除却・不燃化建替、避難に有効となる道路の拡幅整備、

広場・公園整備等を促進する修復型のまちづくりを進める｡ 

 

５ 住宅地区改良事業【都市整備局】 

○ 市は、住宅地区改良法（昭和 35 年法律第 84 号）に基づき、不良住宅の密集等により住環境の整備

が必要な地区において、従前居住者のための改良住宅（中高層・耐火建築物）を建設するとともに、

地区内の生活道路、公園、集会施設等を整備することにより不良住宅地区の住環境整備を図る｡ 

 

第４節 都市計画等の法制度の活用 

○ 防火・準防火地域等の地域地区や地区計画、防災再開発促進地区の指定や建築基準法（昭和 25 年

法律第 201 号）に基づく防火規制の導入など、都市計画等の法制度を有効に活用して、災害に強いま

ちづくりを計画的に推進する。 

 

１ 防火・準防火地域の指定及び不燃化推進条例による防火規制【建築局、都市整備局】 

○ 防火・準防火地域を活用し、建築物の不燃化を誘導して市街地の防災性向上を図る。 

○ 木造住宅密集市街地等の延焼の危険性が特に高い地域における面的な不燃化を促進するため、横浜

市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例（平成 26 年 12 月条例第 75 号）（不燃

化推進条例）により、不燃化推進地域を指定し防火規制を強化することで集中的に進める｡ 
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２ 最低限高度地区【建築局、都市整備局】 

○ 最低限高度地区を活用し、主要な道路沿道で建築物の高度利用による不燃化を図ることで、延焼遮

断効果を期待するとともに、防火地域を合わせて指定して、不燃化に対する効果を高める｡ 

 

３ 高度利用地区【建築局、都市整備局】 

○ 土地利用が細分化され、公共施設が不十分であるなど防災上高度利用を図るべき区域においては、

高度利用地区の指定により、建築敷地の統合を促進し、小規模建築物を抑制して有効な空地を確保す

ることで、災害に強い市街地を誘導する｡ 

○ 市街地再開発事業とあわせた高度利用地区の指定によって市街地の改善による防災性向上を図る

とともに、地域の状況により高度利用地区の単独利用も考慮するなど適切な活用を検討する｡ 

 

４ 特定街区【建築局、都市整備局】 

○ 特定街区の活用により、都市機能に適応した適正な街区を形成し、市街地の整備・改善を図るとと

もに、災害時に有効に活用できる防災施設の整備等、防災拠点になり得る機能の確保に努める｡ 

 

５ 地区計画等【建築局、都市整備局】 

○ 主に計画的開発地、既存住宅地等における良好な市街地環境の形成とその維持保全を図ることを目

的として、地域住民及び市は、協力して、地区計画等の策定を進める。 

○ 密集市街地など防災上課題のある地区において、良好な市街地環境の形成とともに、災害に強いま

ちづくりを目指す方針等を位置づけ、道路や公園等の地区施設、敷地面積の最低限度、壁面の位置の

制限、かき・さくの構造等を定めるなど、地区計画等を活用して安全で快適なまちづくりを推進する｡ 

 

６ 防災再開発促進地区【建築局、都市整備局】 

○ 市は、木造住宅密集市街地等の延焼の危険性が高い地域について、防災再開発促進地区の指定を行

い、老朽木造建築物の除却や建築物の不燃化、狭あい道路の拡幅整備、地域住民との協働による防災

まちづくり計画の策定等を進めることにより、防災性の向上と住環境の改善を促進する。 

 

第５節 都市施設の対策 

○ 都市施設の耐災害性を高めるとともに、道路等の代替が確保された体系的なネットワークの整備を

図る｡ 

 

１ 道路【建築局、道路・交通政策局】 

○ 市は、緊急輸送路の拡幅、近く緊急輸送路とする予定の路線の新設を進める。横浜環状道路等の高

速道路は全て緊急輸送路となるため、整備を重点的に進める。また、幅員 18m（４車線相当）以上の

幹線道路の整備により、緊急輸送路の機能強化を進める。 

○ 市は、消防活動や避難等の円滑化を図るため、防災に役立つ一般道路の整備を進める。災害時にお

いて、消火、救出、救助その他の応急対策（災害情報の受伝達、巡回、物資・人員輸送等）を行う車

両（以下「緊急車両」という。）の通行を確保するため、道路と鉄道の立体交差化、鉄道の連続立体交

差化を進める。 

○ 建築基準法第 42 条第２項に規定する道路等について、横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条

例（平成 28 年 12 月条例第 62 号）に基づき、整備促進路線を指定して、整備行為への助成、建築主が

建築確認申請等を行う場合の市との協議義務化など、狭あい道路の拡幅整備を促進する｡ 
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○ 市及び電線事業者は、電柱の倒壊による車両通行機能の阻害を防止するため、緊急輸送路を中心に

無電柱化の整備を進める。 

 

２ 河川護岸等【下水道河川局、防災・危機管理統括本部】 

○ 市内の河川のうち、鶴見川などの築堤河川は、国の指針等に基づき、河川管理者である国又は県が

堤防の耐震性照査･地震対策を進める。他の大部分の掘込み河川は、主にブロック積護岸で整備され

ているため、市は、その他の特殊堤区間や緊急輸送路に隣接する区間等について、必要に応じて、護

岸の地震対策を図る。 

○ 市は、市内の河川について、災害時における火災による被害を軽減・防止するため、必要に応じて、

消防ポンプ車が給水するときに必要な取水ピット等の整備を行う。また、緊急時の生活用水としても

有効利用を図る。 

○ 河川内に整備された緊急用船着場、河川敷道路、防災広場を活用し、災害時における輸送・避難等

の活動、避難場所のネットワーク化を図る。国により整備された鶴見川の緊急用船着場及び管理用道

路は、物資、人員輸送等に活用する。 

○ 鶴見川多目的遊水地内の広域避難場所と連携した避難支援活動の拠点として、鶴見川遊水地管理セ

ンターを活用する。 

 

３ 港湾施設【港湾局】 

○ 災害時、横浜港は広域的な海上輸送の拠点機能を有し、陸上輸送を代替補完する輸送基盤として、

緊急物資輸送、市民の移動物流機能の維持など、市民生活の安全を確保する役割を担う。 

○ 緊急物資受入れのための海上輸送拠点として、みなとみらい 21 中央地区、山内地区、金沢地区、新

港地区に耐震強化岸壁を整備するほか、災害時であっても国際物流機能を維持するため、本牧ふ頭及

び南本牧ふ頭、新本牧ふ頭でコンテナ船用の耐震強化岸壁の整備を進める。 

○ 新港地区には、海上保安庁が横浜海上防災基地を整備しており、災害時には巡視艇等の運用の指揮

中枢とされる。また、港内には、国土交通省が浮体式防災基地を係留している。 

○ 市は、耐震強化岸壁の整備、港湾と内陸輸送網の連絡強化等に加えて、その他の港湾施設について

老朽化及び腐食状況などの調査を行い、必要に応じて順次改良を進める。 

 

４ 都市公園【脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、みどり環境局】 

○ 市は、災害時の避難場所又は避難路のほか、火災の延焼阻止空間、救援活動拠点、応急仮設住宅用

地等の役割を担うことを想定して、まとまった土地の利用転換などの機会を捉えて用地を確保し、身

近な公園から大規模な公園まで、防災機能を備えた都市公園の整備及び適切な維持管理を進める｡ 

○ 市は、関係機関と協調して、①広域応援活動拠点又は緊急消防援助隊受入地点、②緊急連絡、人員

輸送及び傷病者搬送、緊急物資輸送のためのヘリコプター離着陸場、③救援物資の受入れ、仕分整理、

配送をするための物流拠点等の拠点機能を有する都市公園の整備を進める。 

○ 市は、関係機関と協調して、①広域避難場所、②いっとき避難場所、③帰宅困難者一時避難場所等

の避難地機能を有する都市公園の整備を進める。 

 

５ 鉄道施設【道路・交通政策局、交通局】 

○ 鉄道は、市民生活を支える重要な都市インフラであり、災害時には緊急的な人員及び物資の輸送路

としての役割を担う。市域に形成された鉄道ネットワークにおいて一部路線で不通区間が発生した場

合などは、代替となる路線により緊急輸送等に対応する。 
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○ 鉄道事業者は、鉄道施設・構造物の防災強度を確保するよう整備を図るとともに、維持点検を行う。

主要構造物の設計基準は、原則、震度６弱又は６強（気象庁）相当の耐震性を考慮する｡ 

○ 鉄道事業者は、情報連絡体制及び通信手段の整備、訓練実施など安全対策に努める。 

 

第６節 ライフラインの対策 

１ 水道施設【水道局】 

○ 市は、不測の事態が発生した場合においても影響範囲を最小限に抑え、早期に復旧するため、配水

ブロックごとの給水及び環状ネットワークの活用など送・配水機能のバックアップシステムを構築す

るとともに、ポンプ場等における自家発電設備の増設、バイパス弁開閉の自動化などを進める。 

○ 市は、構造物（浄水場、配水池、ポンプ場等）、導水施設、送・配水施設並びに管路の補強・更新等

の耐震化を促進する。また、水管橋や取水ぜきの津波対策について検討を進める。 

 

２ 下水道施設【下水道河川局】 

○ 市は、被災時における影響を最小限に抑えるため、バックアップ機能の確保を図る。処理場間のネ

ットワーク化及び資機材等の準備、処理場間を結ぶ送泥管の二重化による送泥施設のバックアップ、

幹線管きょ相互のネットワーク化及び主要幹線のバイパス管（増強幹線等）の設置を行う。 

○ 緊急輸送路、軌道下に敷設する下水道（マンホール）の浮上防止対策を図り、交通機能確保を図る。 

○ 管きょ、簡易処理など必要最低限の処理機能の確保に必要な構造物本体（水再生センター及びポン

プ場等）及び沈殿池汚泥かき寄せ機等の主要な機械設備など下水道施設の耐震化並びに耐震補強等を

図る。 

○ 機械設備について、断水時にも運転継続できるよう、設備更新時にポンプの無注水化、内燃機関の

空冷化を推進する。 

○ 市は、水再生センター及びポンプ場について、最大クラスの津波や河川計画規模の降雨による洪水

に対して、主要施設への浸水対策を行い、必要最低限の処理機能の維持を図る。 

 

３ 電力施設 

○ (株)JERA は発電所等、東京電力パワーグリッド(株)は送電線、変電所等の重要な設備について、被

災による広範囲・長時間停電、環境影響の発生防止に努める。 

○ (株)JERA は発電所、東京電力パワーグリッド(株)は給電所、制御所において 24 時間の監視体制を

整備する。災害時又は事故・故障等発生時は、被害状況の把握、電力系統の操作、被災現場に出向し

ての安全・設備状態の確認、事故設備の切り離しなど、停電拡大の防止及び短時間での復旧に努める。 

○ 送電線ルートを網の目状に配置し、代替ルートを使った送電を可能とする。設備の多重化、送電線・

配電線の連係等により、災害・事故等発生時における、停電の回避並びに短時間での復旧を確保する。 

○ 災害時に備えた情報連絡訓練、実践的な復旧方法を身につけるための災害復旧訓練を行う。また、

国や地方公共団体等が実施する地震防災訓練に積極的に参加する。 

 

４ ガス施設 

○ 東京ガスネットワーク(株)及び東京ガス(株)は、施設の機能確保について、ガス供給のための系統

の多重化及び拠点の分散に加えて、臨時供給のための移動式ガス設備などの代替施設の整備に努める。 

○ ガス製造設備は、消防関係法令、ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）等に基づき所要の対策を講

ずるとともに、防消火設備の整備・点検・火気取締等の実施により火災防止を図る。 

○ ガス供給設備は、ガス工作物の技術上の基準に適合するように維持するとともに、大規模なガス漏
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えい等を防止するため、ガス遮断装置の設置、導管防護措置、他工事に係わる導管事故防止措置等を

行う。 

○ 災害時の情報連絡、指令、報告等の実施及びガス工作物の遠隔監視・操作のための無線通信設備等

の通信設備の整備、コンピュータ設備のバックアップ体制の整備、常用電力停止時における防災業務

設備の機能を維持するための自家発電設備などの整備等、非常用設備の整備を行う。 

○ ガス工作物の事故の未然防止を図るため、定期的に巡視点検を行う。 

○ 主要設備の耐震化を進め、被害を最小限に抑える。製造設備（LNG 基地）、ガスホルダー、高圧導管

等は関連法規に基づき、設計、施工管理、維持管理を行う。 

○ 災害時は、ガス供給を停止し、二次災害を防止するよう備える。建物単位での供給停止及び地域単

位での供給の遠隔遮断の仕組みを設けるほか、導管網のブロック化により、供給停止による不便を最

小限に抑える。 

○ 災害時の復旧作業における、全国の都市ガス事業者との相互供給の応援体制をあらかじめ構築する。 

 

５ 電信電話施設 

○ 電気通信事業者（NTT 東日本(株)、(株)NTT ドコモ、KDDI(株)、ソフトバンク(株)）は、防災業務計

画及び社内規程等を定め、防災対策を行う。 

○ 電気通信事業者は、災害の種類、規模等について調査及び想定し、これに対する耐災害性を考慮し

て通信設備等の設計（耐震構造、浸水予防又は浸水を想定した措置等）を行う。また、重要機器・設

備の固定、情報システム装置・端末の耐震対策等を講じる。 

○ 電気通信事業者は、停電に備え、予備電源、蓄電池、非常用発電機及び移動電源車の配備、発電機

燃料の供給体制の確保等を行う。 

○ 電気通信事業者は、災害時における通信の不通又は極端な疎通低下を防止するため、通信網を整備

する。伝送路の多ルート化・ループ化、自動切替え又は分散化等、交換機からの伝送回線の分散配置、

通信ケーブル等の地中化（耐震、耐火構造のとう道網の建設促進、既設ケーブルを含めたとう道への

収容替え、ケーブルの不燃化・難燃化対策等）等により、通信網の信頼性を高める。 

○ 電気通信事業者は、通信網の常時監視、システムの高度化、センターの分散化並びに必要な通信機

器及び資機材等の配備等により、故障や災害に即応できる体制をとる。また、社員等の即応体制及び

対応マニュアル等を定める。 

○ 電気通信事業者は、大規模災害時における広域応援体制の構築のため、必要な対策をあらかじめ講

じる。 

○ 台風豪雨のようにある程度予測できる災害に対しては、事前に必要な人員体制及び資機材を確保す

るほか、情報収集・連絡体制の確立、電気通信設備・資機材等の点検整備、防護措置等を講じる。 

○ 電気通信事業者は、その社員等に対して又は協力会社等と合同で災害応急対策及び復旧等訓練を実

施するほか、中央防災会議が主催する訓練又は地方公共団体等が主催する訓練等に参加する。 

 

第７節 崖地、急傾斜地、擁壁対策（崖崩れ・土砂災害対策） 

１ 土砂災害警戒区域等の指定【防災・危機管理統括本部】 

○ 県知事は、防災関係機関による災害予防措置及び市民等の防災意識向上による円滑かつ迅速な避難

を確保するため、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定する。 

○ 市は、専門家による現地調査結果に基づき、人家に著しい被害を及ぼす可能性がある崖地及びその

周辺を「即時避難指示対象区域」として選定する。 
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２ 法令等に基づく指導等【建築局】 

○ 急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定に基づく防災対策（特

定の開発行為を行う際の県知事の許可、居室を有する建築物の建築確認時の構造審査など法令等に基

づく指導及び事務）を実施する。 

○ 宅地造成等に伴う崖崩れ災害及び土砂災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和

36 年法律第 191 号）に基づく規制区域を指定し、当該区域における宅地造成等の計画、構造、施工等

について指導する。 

○ 盛土等に伴う災害について、発生のリスクをより正確に把握し災害を防止するため、宅地造成及び

特定盛土等規制法に基づく基礎調査として、既存の盛土等を抽出のうえ、応急対策の必要性判断及び

安全性把握調査の優先度評価を実施し、必要に応じて安全性把握調査及び安全対策の実施を検討する。 

○ 大規模盛土の滑動崩落への予防対策として、大規模盛土造成地の変動予測等は、詳細調査（第二次

スクリーニング）が必要とされる地区について、最新の知見を踏まえて調査を進める。 

○ 市は、崖地に近接する建物について、構造の改善、補強及び移設、並びに排水施設の設置及び改善

等の指導を行う。 

○ 市は、横浜市建築基準条例に基づき、建物の被災を予防するため、計画、構造及び施工等について

行政指導を行う。 

 

３ 崖地の点検及び調査、崖改善の促進【建築局、各区】 

○ 市は、宅地防災パトロールを実施して崖地の確認を行い、対策が必要となる崖地の所有者又は管理

者に対して、工事に係る助言や助成金制度の紹介を行うなど、崖地の改善に向けた働きかけを進める。 

※ 市域における土砂災害警戒区域内の崖地（約 9,800 箇所）は、専門家による現地調査を実施済み。 

○ 市は、個人等が所有する高さ２m を超える崖等を対象に、崖崩れ等の土砂災害を防止するため、擁

壁の築造等の対策工事の費用を一部助成する（崖地防災対策工事助成金制度）。また、既存擁壁の補強

や崖地の保護など減災を目的とした対策工事の費用を一部助成する（崖地減災対策工事助成金制度）。 

○ 県は、高さが５m 以上の自然崖で崩壊により被害を受ける人家が５戸以上ある区域を対象に防災工

事を実施する。市は、原則としてその事業費の 20%を負担する（急傾斜地崩壊対策事業）。 

○ 住宅金融支援機構は、宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行うよう、地方公共

団体から勧告または改善命令を受けた方が、擁壁の設置などの宅地防災工事を行うための資金を融資

する（宅地防災工事資金融資制度）。 

 

４ 道路崖対策【道路・交通政策局】 

○ 市は、道路防災総点検に基づき、継続的に監視が必要な道路崖について道路防災カルテとしてまと

め、日常点検及び専門技術者による詳細点検を行い、道路がけ防災工事実施基準に基づく対策を行う。 

○ 市は、その他の道路崖について必要に応じて点検調査を行い、道路防災カルテに加えるなどの対応

を行う。 

 

５ 公園緑地崖対策【みどり環境局】 

○ 市は、即時避難指示対象区域における公園緑地の崖地について、対策を実施する。 

○ 市は、その他の崖地についても、管理者による日常点検のほかに、必要に応じて専門技術者による

詳細点検を行い、その結果に基づく対策を実施する。 
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第８節 施設等の対策 

１ 停電対策【脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、建築局、施設所管区局】 

○ 市区庁舎、消防署、病院などの重要拠点において、停電時における必要な機能維持のため、非常用

電源設備の整備及び燃料の備蓄を継続的に実施し、維持管理を行う。また、自立・分散型エネルギー、

再生可能エネルギーの導入等によるエネルギー供給源の多様化・分散化を図る。 

○ 自家発電設備の容量は、法令上求められる防災用設備及び保安用設備を稼働させるために必要な電

力に加えて、災害活動・機能を維持するために必要な電力を確保する。 

○ 断水に備え、冷却水を必要としない方式又は冷却水の補給を必要としない原動機方式を採用する。 

○ 連続運転可能時間は、原則、７日間とする。 

○ 燃料備蓄量は、原則、病院及び市庁舎は７日間、その他区庁舎等重要な施設は３日間とする。 

○ 区庁舎等に次世代自動車及びハイブリッド自動車並びに給電機器を配備し、非常時の電源供給に活

用する。また、電源供給の支援として、自動車会社は、協定に基づき区庁舎へ電気自動車を派遣する。 

○ 区庁舎に蓄電池を導入し、浸水時の非常用電源としての利用を可能とする。 

 

２ 公共建築物等の対策【施設所管区局】 

○ 市は、所有又は管理する市民利用施設等について、立地、利用者の性質等の特性を考慮し、災害時

における必要な対策及び具体的な活動をあらかじめ定める。市及び防災関係機関等は、連携を進める。

また、災害に係る情報、気象警報等の情報受伝達系統を整備する。 

○ 施設の所有者又は管理者等（指定管理者を含む。以下「施設管理者等」という。）は、災害時におけ

る必要な対策及び具体的な活動をあらかじめ定めるとともに、市及び防災関係機関等との連携を進め

る。特に、不特定多数の利用者のある施設は、情報の受伝達、利用者の安全確保、施設の保全、避難

行動、被害状況等の報告等、災害等の態様及び状況に即した対策について、マニュアル等に定める。 

○ 施設管理者等は、施設等が避難場所等に指定されている場合は、避難者の受入体制について、市及

び防災関係機関と連携して、あらかじめ定める。 

○ 市は、施設整備等に当たっては、災害警戒区域（浸水想定区域、土砂災害警戒区域等）の所在、種

別等を考慮する。 

 

３ 文化財等の対策【都市整備局、消防局、教育委員会事務局】 

○ 文化財の所有者又は管理者、消防局、地域住民等は協力し、防災訓練を実施する。 

○ 市は、横浜市文化財保護条例（昭和 62 年 12 月条例第 53 号）に基づき、文化財の所在、形式、構造

等の情報を整理・把握する。また、歴史を生かしたまちづくり要綱に基づき、歴史的建造物等の維持

管理、耐震改修、防災施設などの助成を行う。 

 

第９節 地域主体のまちづくり【建築局、都市整備局、各区局】 

○ 市及び地域は、まちの課題や将来像を共有しながら、住みやすく災害に強いまちを目指す。 

○ 市は、まちづくり協議会等の地域の自主的組織を育成するとともに、地域まちづくりの様々な段階

で、資金等の活動助成、専門家の派遣、地域防災に関する都市計画基礎調査データ等を活用した情報

の提供など支援の充実を図り、地域主体の防災まちづくり計画の策定を支援する。 

○ 災害時における、市民相互の助け合いや民間企業等の協力に繋がるよう、平常時から、市及び地

域住民は、協働によるコミュニティづくりを進めるとともに、企業との協定等による災害対応力の

強化を図る。  
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第３章 地震・津波への備え 

 

第１節 建築物の耐震化等 

１ 公共建築物・設備の耐震化【健康福祉局、建築局、施設所管区局】 

○ 市は、旧耐震基準（昭和 56 年５月 31 日以前の建築基準法の耐震基準）により建築された既存建築

物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）（耐震改修促進法）に基

づく横浜市耐震改修促進計画（令和５年６月改定）を定め、住宅、公共建築物、多数の者が利用する

建築物、地震災害時に通行を確保すべき道路沿道の建築物等の耐震化を進める。 

(1) 公共建築物の耐震性確保 

○ 市は、旧耐震基準により建築された公共建築物について耐震診断調査を実施し、別に定める指

標により耐震性能を判定する。補強対策を要する施設は、公共施設の耐震化整備方針並びに耐震

性能及び建設年度等を考慮した耐震対策事業計画により、耐震性を計画的・効率的に確保する。 

○ 市は、新たに建築する公共建築物について、公共施設の耐震化整備方針及び別に定める基準に

より、耐震性の強化を推進する。 

○ 市は、保有する公共建築物の特定天井の脱落対策について、横浜市公共建築物天井脱落対策事

業計画に基づき、優先度を勘案して計画的に耐震化に取り組む。 

(2) 設備等の耐震性確保 

○ 旧耐震基準により設置された電気、機械等の建築設備の耐震診断調査を実施し、補強が必要な

ものについては、建替計画等との整合を図りながら、早期に補強対策を進める。 

 

２ 特定建築物等の耐震改修の促進【医療局、建築局】 

○ 建築物の所有者は、耐震改修促進法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法

律（平成 25 年法律第 20 号）に基づき、耐震性向上に努める。また、不特定多数の者が利用する大規

模な建築物等の所有者は、耐震診断の実施及び診断結果の報告を市に行う。 

○ 市は、旧耐震基準で建築された、①病院・学校等災害時に重要な機能を果たす施設、②百貨店等災

害時に多数の者に危険が及ぶおそれがある施設、③危険物の貯蔵場又は処理場で別に定める要件に該

当する民間建築物等について、耐震診断又は耐震改修工事に要する費用を一部補助する。 

○ 市は、災害時に通行を確保すべき道路※沿道の建築物のうち、旧耐震基準で建築された一定高さ以

上のものについて、耐震診断や耐震改修工事に要する費用の一部を補助する。 

※ 緊急交通路、第一次緊急輸送路（輸送の骨格をなす道路）、第二次緊急輸送路（第一次緊急輸送路を補完する道路）、

災害時重要拠点アクセス路（災害発生時の拠点となる建築物から緊急交通路に至る道路）。 

○ 市は、耐震改修促進計画において、耐震診断の義務付け対象道路を指定する。 

○ 市は、休日急患診療所の耐震化を進めるとともに、民間病院に対して各施設の運営や指導監督面か

ら働きかけ、耐震化を促進する。 

 

３ 木造住宅及びマンションの耐震診断及び耐震補強等促進【建築局】 

○ 市は、旧耐震基準で建築された木造個人住宅に、市長が認定する木造住宅耐震診断士を派遣し、耐

震診断を行う。診断の結果、耐震性が確保されていないと判定された木造住宅に所有者又は居住者が

耐震改修工事を行う場合、又は木造住宅を除却する場合、その費用の一部を補助する。 

○ 市は、旧耐震基準で建築された木造個人住宅に、居住者が防災ベッド又は耐震シェルターを設置す

る場合、その本体費用の一部を補助する。 

○ 市は、旧耐震基準で建築された分譲マンションが耐震診断を行う場合、その費用の一部を補助する。
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診断の結果、耐震改修が必要と判定された分譲マンションが、その耐震改修工事を行う場合、設計、

工事監理及び耐震改修工事費用の一部を補助する。 

 

４ 社会福祉施設の耐震化促進【こども青少年局、健康福祉局】 

○ 社会福祉施設の設置者又は管理者は、利用者の安全を確保し、災害時要援護者の福祉避難所として

利用できるよう、耐震調査を実施し、耐震性の向上に努める。 

 

５ 危険なブロック塀等の改善促進【建築局】 

○ 通学路や生活道路等における安全確保のため、市は、道路等に面する、高さ１ｍ以上で倒壊のおそ

れがある危険なブロック塀等について、所有者へ改善を働きかけるとともに、改善工事に要する費用

の一部を補助する。 

 

６ 落下防止対策【建築局】 

○ 中高層建築物の所有者は、建築物の外壁、開口部及び窓ガラス、煙突、広告塔、高架水槽その他建

築設備等の落下防止対策を講じる。また、落下のおそれのある建築物については、建築物の防災上の

改修と落下物の防止対策を促進する。 

 

第２節 緊急輸送路等の対策【道路・交通政策局】 

○ 市は、橋りょうの耐震補強及び老朽橋の補修を進める。特に、緊急輸送路にある橋、高速道路・鉄

道を跨ぐ橋などを地震対策上の重要橋りょうと位置づけ、優先的に対策する。 

○ 市は、落橋による車両通行機能の阻害を防止するため、緊急輸送路などの上を跨ぐ歩道橋を優先し、

耐震補強を進める。 

○ 市は、地震に起因する落石、崩壊、地すべり等の災害で道路交通に支障を及ぼす可能性のある道路

崖について、対策を実施する。緊急輸送路に面した道路崖の点検監視等を継続して実施する。 

○ 市は、トンネル坑口の法面の安全性を確保するため点検を行う。 

○ 市は、街路樹について、倒木による車両通行機能の阻害の防止に加え、道路への建物倒壊防止機能

や火災延焼防止機能の確保のため、点検・管理を進める。 

○ 市は、地震時の道路陥没を防ぐため、路面下空洞調査を進める。 

 

第３節 地震火災対策（延焼被害の軽減） 

１ 対策の概要 

○ 火災に強い都市空間の形成、出火率の低減、初期消火力の向上等、地震火災対策の強化を進める。 

○ 特に火災による延焼危険性の高いエリアについて、市は、対象地域※に定め、「横浜市密集市街地に

おける地震火災対策計画（以下「地震火災対策計画」という。）」を策定して、施策の重点化を図る。 

※ 特に重点化が必要な地域を「重点対策地域（不燃化推進地域）」、それ以外を「対策地域」とする。 

 

２ 火災に強い都市空間の形成【みどり環境局、建築局、都市整備局、道路・交通政策局】 

○ 主要な幹線道路沿道の不燃化を図ることによる延焼遮断帯の形成、避難及び緊急時の輸送機能の確

保など、火災に強い都市空間を形成する。 

○ 木造住宅密集市街地等の延焼危険性が高い地域について、防火地域等の指定等による建築物の不燃

化促進、狭あい道路の拡幅整備、広場、公園及び防火水槽の整備等を行い、延焼を防止するとともに、

消防活動、避難に必要な機能を確保する。 
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○ 地震火災対策計画において地震火災対策重点路線を定め、被害想定による延焼範囲を分断する都市

計画道路を整備するとともに、既設の都市計画道路沿道の不燃化を重点的に進める。 

 

３ 出火率の低減、地域防災力・消防力の向上【都市整備局、消防局、防災・危機管理統括本部】 

○ 市は、通電火災を防ぐための感震ブレーカーの設置、家具転倒防止等による火気器具や電気機器に

よる出火の防止等、自助の取組による出火率低減を図る。 

○ 市は、初期消火器具の設置普及の促進、管轄消防署による初期消火器具取扱い及び防災訓練の指導

などを実施して、地域の初期消火力を高め、共助による地域防災力の向上を図る。 

○ 市は、防災上課題のある密集住宅市街地において、地域による防災まちづくり活動を支援する。 

○ 市は、車両・資機材の整備を推進するとともに、消防団を充実強化するなど、公設消防力の向上を

図る。住宅密集地など道路が狭隘な地域へのミニ消防車の配備、河川等から大量送水又は取水できる

資機材の適正配備を行う。 

 

第４節 液状化対策【みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路・交通政

策局、港湾局、水道局、交通局、防災・危機管理統括本部】 

○ 臨海部の埋立地は、地震時の強い揺れによって液状化する可能性があり、竣工から 40 年に満たな

い埋立地は特に注意を要する。岸壁や護岸、橋梁など大規模構造物の基礎は、概ね地盤改良工が施行

されており、被害が発生しても比較的早期の復旧が可能な範囲に止まると考えられるが、東日本大震

災を踏まえた国の基準改定などに応じて、構造物の種類（重要度）に応じた対策を進める。 

○ 市は、地盤の液状化の可能性が高い地域では、都市基盤の整備や公共建築物等の工事に際し、その

施設構造物自体の強化や地盤改良など、液状化対策を進める。 

○ 市は、液状化のおそれのある地域の周知や、地盤や建築物を対象とした対策工法などの情報提供に

努める。 

 

第５節 高層建築物等の対策【建築局、防災・危機管理統括本部】 

○ 高層建築物等は、長周期地震動による影響が大きいことから、市は、上層階への物資の備蓄や地震

管制運転装置付エレベーターへの改修促進などを啓発する。また、国が整備を進める技術基準等を踏

まえた建築指導などに取り組む。 

○ 市は、高層マンション等における防災マニュアルの整備等を支援する。 

 

第６節 危険物施設等の対策 

１ 危険物施設等【消防局】 

○ 危険物施設保有事業所は、危険物施設の機器の固定等及び建築物等の耐震化の推進並びに地震発生

時等の事業所による組織的な対応等の構築に取り組む。 

○ 危険物施設保有事業所は、日常点検・定期点検の実施による施設や設備等の健全性の確認を行い、

又は異常を早期に発見し、適切な対応をとることにより、危険物流出等の事故防止及び地震発生時等

における被害の抑制、拡大防止を図る。 

○ 危険物施設保有事業所は、地震による危険物施設への影響、事故等における未然の防止、発災時の

適切な対応等について、保安教育及び訓練を実施する。 

 

２ 有害化学物質等【みどり環境局、下水道河川局、建築局】 

○ 事業所において使用、製造又は保管されている有害化学物質等の、地震に伴う飛散又は流出を防止
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し、市民の健康や生活環境を保全するため、対策を進める。 

○ 市は、市内事業所で使用される有害化学物質等の種類及び排出量等の情報をデータベース化し、防

災関係機関等からの問合せに対応できるよう備える。 

○ 大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）及び水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）の対象

施設の設置者並びに横浜市生活環境の保全等に関する条例（平成 14 年 12 月条例第 58 号）の対象事

業者に対して、立入調査等により、施設及び有害化学物質等の適正な管理、並びに地震発生に伴う有

害化学物質飛散流出時の体制の整備について指導する。 

 

第７節 津波対策 

１ 対策の概要 

○ 津波防災地域づくりは、ハード・ソフトの施策を総合的に組み合わせて進める。 

○ 減災レベルの津波（防護レベルを超える津波）に対しては、市民等の避難対策を推進し、併せて、

防護レベルの津波に対する「被害を防ぐ」対策でこれを補強する。 

○ 防護レベルの津波に対しては、これまでの高潮対策、想定津波の検討結果、河川や水路への津波の

遡上に対する検証等を踏まえ、港湾区域、漁港区域、河川区域それぞれにおいて、対策が必要な地区

における適切な防護手法を検討し、整備する。 

 

２ 減災レベルの津波に対する予防対策【下水道河川局、道路・交通政策局、港湾局、交通局、防災・危機

管理統括本部、各区局】 

○ 市は、浸水が想定される区域から、安全な高台又は建物に概ね 10 分以内に避難できるよう、地域

と連携して津波避難場所の確保に努める。 

○ 市は、津波警報等発令時において、避難対象区域周辺に対して情報受伝達を行うための手段をあら

かじめ整備する。情報受伝達手段は、地震、風水害等の災害対策と共通とする。 

○ 市は、必要と認める箇所に、津波避難情報板及び海抜標示を掲出する。また、避難に関するガイド

ラインを作成するとともに、ハザードマップの作成に努める。市民等に対して、津波に関する正しい

知識及び避難行動等を啓発する。 

○ 市は、所管する地下施設への浸水による人的被害を防ぐため、対策を行う。市営地下駐車場につい

て、津波のおそれがある場合の避難手順の設定、最寄りの津波避難ビルの明示等の必要な対策を行う。 

○ 鉄道及び旅客船等を運行する事業者はその乗客について、駅及び客船ターミナルの施設管理者はそ

の施設に滞在する者について、避難誘導計画を定めるよう努める。 

○ 市営地下鉄は、浸水が想定される区域における、駅及び駅間に停止した列車からの避難誘導計画を

定める。 

○ 船舶の対策は、京浜港船舶津波対策協議会で合意された次の主な内容に留意し、措置する。 

(1) 地震に関する情報及び津波予報の入手経路について、あらかじめ確認を行う。 

(2) 津波警報等が発令された場合、津波到達までの時間的余裕を考慮し、直ちに港外退避するか、陸

揚げ固縛又は係留強化したうえ安全な高台や建物に避難する。 

(3) 正しい情報をラジオ、テレビ、無線などを通じて入手するとともに、京浜港長が発令する避難指

示等の情報に留意する。 

(4) 港外退避する場合は、水深が深く十分広い海域で航路から離れた海域を選定する。 

(5) 津波到達までの時間を考慮し、港外退避、陸揚げ固縛のいずれも実施するいとまが無い場合、直

ちに安全な高台や建物に避難する。 

(6) 船舶の避難、安全性を確保するため、早期の港外退避、陸揚げ固縛、係留強化等の自主防災行動
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力の向上を図る。 

 

３ 防護レベルの津波に対する予防対策【みどり環境局、下水道河川局、道路・交通政策局、港湾局、

交通局、防災・危機管理統括本部、区局】 

 (1) 護岸等の点検及び補強等並びに海岸保全施設等（堤防、突堤、護岸、胸壁及び河川護岸など、津

波やその河川遡上による浸水、侵食を防止するための施設。以下「津波防護施設」という。）の整備

（港湾区域、漁港区域、河川区域） 

○ 防護レベルの津波への対策を要する地区における護岸等は、建設年次の古い施設を対象に老朽

度、天端高（堤防、護岸の頂部の高さをいう。）の点検及び耐震性診断を進めるとともに、堤体の

防護効果を検証する。安全性、有効性に問題がある施設は、その管理者により、改修、補修、補

強、嵩上げ等の措置を講じる。併せて、防潮堤等、新たに必要な津波防護施設の整備を進める。 

 (2) その他の施設 

○ 市は、津波による影響を受ける雨水放流管等について、逆流防止の措置を講じる。 

○ 津波浸水が想定される区域に位置する水再生センター及びポンプ場は、津波浸水防止等の措置

を講じる。 

○ 市は、みなとみらい 21 地区の共同溝について、浸水対策を検討し、必要な工事を実施する。 

(3) 輸送・交通対策 

○ 緊急輸送ネットワークとして指定された輸送施設及び輸送拠点は、津波災害に対する安全性の

確保に配慮する。 

○ 港湾管理者は、港内在港船舶の避難のための船舶交通の制限等の措置について、横浜海上保安

部等と連携する。また、災害時の港湾区域内の漂流障害物除去、救援物資・人員輸送等について、

協定に基づき、港湾関連事業者との連携に努める。 

○ 鉄道事業者は、走行路線に津波の発生により危険度が高いと予想される区間がある場合、避難

路の確保や運行の停止等、必要な措置を講じるよう努める。 

 

第８節 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合への備え【防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 市は、平常時から、南海トラフ地震臨時情報の内容及び発表された場合の対応などについて、市民

及び事業者等への普及啓発に努める。 

○ 市、防災関係機関、施設管理者、事業者等は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応に

ついて、あらかじめ定めるよう努める。 

○ 県警察は、国の動向を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合にお

いて、運転手がとるべき行動の要領を定め、住民に周知する。 

○ 事業者等は、その特性、地理的条件等を踏まえ、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合におけ

る安全確保対策及び業務継続を検討する。大規模地震に備えた業務継続計画の確認又は策定努力、人

的・物的資源の一部制約等による企業活動への影響及び事業継続措置、後発地震に備えた対応の検討、

従業員等の安全確保、警戒措置の実施、地域との連携・協力等の検討及び計画等への反映に努める。 
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第４章 風水害その他自然災害への備え 

 

第１節 水害対策 

１ 河川の概要及び整備計画等【下水道河川局】 

(1) 市内の河川の概要     

一級河川 １水系（鶴見川水系） ９河川 

二級河川 ５水系（帷子川水系、境川水系、大岡川水系、宮川水系、侍従川水系） 24 河川 

準用河川 ６水系（鶴見川水系、入江川水系、滝の川水系、帷子川水系、境川水系、

大岡川水系） 

23 河川 

  ○ 一級河川鶴見川及び二級河川境川は、特定都市河川浸水被害対策法（平成 15 年法律第 77 号）

に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されている。 

(2) 河川の改修及び整備計画 

○ 市は、市内 56 河川のうち治水上重要な 28 河川について、時間降雨量約 50 ㎜への対応を当面

の目標とするとともに、下流部の河川管理者と協議が整った河川から時間降雨量約 60 ㎜に対応

した河川改修を進める。 

○ 近年、気候変動の影響などから局地的大雨が増加傾向にあることから、従来の治水対策に加え、

時間降雨量約 60mm 対応も含めた河川整備など、国、関係地方公共団体、事業者、地域住民等の流

域のあらゆる関係者が一体となって取り組む流域治水を推進する。 

 

２ 流域対策の推進【脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、みどり環境局、下水道河川局】 

(1) 概要 

○ 本市において、市街化が著しい河川下流域（臨海部）は、河道拡幅等による流下能力向上に限

界があるなど、河川整備が困難な状況にある。さらに、流域の宅地開発等、市街化の進展により、

河川への流出量が増大している。これらに対応しながら早期に治水安全度を高めるためには、河

川流域における保水・遊水機能を保全して河川への流入を抑制し、河川流量の低減を図るなど、

雨水流出抑制方式による浸水対策の推進が特に重要となる。 

○ 雨水を一時貯留・浸透させるなど保水・遊水機能の保全として、水源の森の設置並びに樹林地

及び農地の保全等を行う。  

○ 学校、公園等の公共・公益施設における雨水貯留浸透施設の整備、宅地開発及び大規模開発等

における雨水調整池及び雨水貯留浸透施設等の設置指導、市所管既存雨水調整池の貯留容量の拡

大、集合住宅及び個人住宅等への雨水浸透ますの設置等により雨水流出を抑制し、河川への短時

間流入を防ぐ。 

○ 河川、下水道及び流域が一体となった総合的な治水対策を段階的に進める。 

○ 都心部などの特に社会資本が集中する地域では、河川・雨水幹線及び雨水貯留施設等の整備と、

警戒・避難に必要な情報の収集及び伝達等により、ハード・ソフトの両面による大雨に強いまち

づくりを進める。 

(2) 特定都市河川浸水被害対策法に基づく浸水被害対策の推進 

○ 特定都市河川流域内の住民、事業者は、雨水を貯留浸透させる努力を担い、雨水浸透阻害行為

を行う場合は、許可の取得を要する。 

○ 河川管理者、下水道管理者及び流域自治体（市）は共同で、流域水害対策計画を策定する。 

○ 鶴見川では、「鶴見川流域水害対策計画（平成 19 年３月）」を策定し、水害に強いまちづくりを

目指して流域一体となった浸水被害対策を実施している。令和３年の流域治水関連法の改正に伴
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い、新たな制度や気候変動を踏まえた計画の拡充を行い、水害対策をより一層促進する。 

 

３ 下水道施設等の整備【下水道河川局】 

○ 市は、施設の老朽化が著しく、能力の低下した管きょや水再生センター及びポンプ場の増設、改良、

更新、再整備を行い、機能改善及び向上を図る。同時に、合流式下水道の改善、高度処理化を推進し、

公共用水域の水質改善を図るとともに、処理水や汚泥の資源としての有効利用を推進する。 

○ 雨水整備目標は、当面、時間降雨量約 50mm 程度（５年に１回程度）とする。特に人口が集中する低

地区などは、さらに安全度を高めるため、時間降雨量約 60mm 程度（10 年に１回程度）に対応する整

備を段階的に進める。横浜駅周辺は、浸水による経済活動及び事業活動への社会的影響が甚大なもの

となることから、時間降雨量約 74mm 程度（30 年に１回程度）に対応する整備を行う。 

○ 市は、雨水調整池の整備、透水性舗装、雨水浸透ます設置等により、雨水流出抑制策を行う。 

○ 市は、全ての下水道管路施設を対象とした点検調査による状態監視保全に基づき、計画的に下水道

管きょの再整備を行う。また、下水道管きょの調査、清掃及び修繕工事を行い、流下機能を確保する。 

○ 市は、水再生センター及びポンプ場について、ポンプや自家発電設備等が確実に運転できるよう、

機器の点検整備を計画的に行うとともに、職員の技術向上を図るため、訓練や技術研修を実施する。 

 

４ 関係機関との連携【下水道河川局、消防局、防災・危機管理統括本部、河川水系に関係する区】 

○ 市は、河川管理者が開催する水防連絡会※に参加し、重要水防区域をはじめ、河川の改修状況など

についての情報の収集・交換に努める。 

※ 多摩川・鶴見川・相模川水防連絡会（国土交通省主催）、横浜川崎治水事務所管内水防連絡会、厚木土木事務所東

部センター水防支部管内水防連絡会、藤沢土木水防支部連絡会、横浜川崎治水事務所川崎治水センター管内災害対

策連絡会（県主催） 

○ 多摩川・鶴見川・相模川流域大規模氾濫減災協議会として、水防災意識社会の再構築のために関係

者が連携し、流域における洪水氾濫の被害を軽減するためのハード・ソフト対策を一体的に推進する。 

○ 県、市町村、横浜地方気象台は、神奈川県大規模氾濫減災協議会を通じて連携協力し、水防災意識

社会を再構築するためにハード・ソフト対策を一体的に推進する。 

 

５ 洪水浸水想定区域等【下水道河川局、防災・危機管理統括本部】 

○ 国、県及び市は、防災関係機関による災害予防措置及び市民等の防災意識向上による円滑かつ迅速

な避難を確保するため、基準及び事業推進状況に基づき、区域の指定又は想定を行う。 

○ 国土交通大臣又は県知事は、洪水浸水想定区域を指定する。 

○ 市長は、雨水出水浸水想定区域を指定する。 

 

第２節 高潮災害対策 

１ 埋立地、港湾施設の対策【みどり環境局、下水道河川局、都市整備局、港湾局】 

○ 本市の海岸線は、一部を除きほぼ全面が埋立地である。横浜港は、埋立により拡張してきたが、高

潮を考慮した埋立の基準高さ（T.P.+2.7m）に沿って水際線が整備されてきた。横浜港で推定される計

画高潮位はこれを下回っていることから、高潮に対して一定の安全性が確保されていると考えられる。

しかしながら、最新の知見や護岸の経年変化による沈下等を踏まえ、海岸保全施設等の整備を進める。 

○ 海域に流入する河川の河川管理者は、高潮対策事業等により護岸等のかさ上げ工事を実施する。 

○ 臨海部の護岸の管理者は、状況の把握に努め、必要な対策を講じる。再開発事業などが行われる地

域は、事業実施に併せて、市は、かさ上げ等を行うよう指導・要請を行う。 
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２ 河川の対策【下水道河川局】 

○ 市が管理する河川は、洪水に対する安全確保の観点から、満潮時においても洪水を安全に海まで流

すことを最優先として整備してきたため、海域に流入する河川のうち、市管理の河川である準用河川

の入江川（派川含む。）、滝の川、そのほか水路の河口部には、計画高潮位（T.P.+2.7m）に対して高さ

が不足している区間があり、高潮対策が必要と確認されている。 

○ 高潮による海からの水の浸入を防ぐ観点と、高潮時において発生が想定される台風により増水した

河川の水を早く安全に海まで流す観点から、対策を進める必要がある。市が管理する河川について、

護岸整備などによる高潮対策の検討を進めるとともに、各河川の改修に合わせて必要な対策を行う。 

○ 国及び県は、一級河川鶴見川、二級河川帷子川等について、河川管理者による河川整備計画に基づ

き、高潮対策の整備又は検討を進める。 

 

３ 下水道の高潮対策【下水道河川局】 

○ 河川及び海岸線沿いに整備された下水道施設等について、水再生センター及びポンプ場の護岸は、

計画高潮位を上回るが、これらから排水する放流きょ及び雨水を排除するための管きょは、計画高潮

位を下回る箇所が存在するため、高潮対策と津波対策を合わせて進める。 

○ 市は、水再生センター及びポンプ場の処理機能について、高潮による電源損失又は制御不能を防ぐ

ための対策を行う。雨水を排除するための管きょは、高潮による海からの水の逆流など維持管理の支

障とならないよう対策を行う。 

 

４ 高潮浸水想定区域 

○ 県知事は、防災関係機関による災害予防措置及び市民等の防災意識向上による円滑かつ迅速な避難

を確保するため、高潮浸水想定区域を指定する。 

 

第３節 風害対策 

１ 街路樹倒伏防止対策【道路・交通政策局】 

○ 市は、台風などの強風時における倒伏を防止するため、腐朽しやすい街路樹について、樹木医によ

る点検を行う。深刻な状態が確認された場合は、伐採を行い、倒伏による被害の防止に努める。 

 

２ 公園緑地の危険樹木管理【みどり環境局】 

○ 市は、強風等による倒木や落枝によって、市が管理する公園緑地内の樹木が利用者や隣接する家屋、

道路等へ被害を及ぼすことを防止するため、管理者による日常点検を実施する。危険性が認められた

場合には、危険な樹木や枝の除去を行う。 

 

３ 市営地下鉄の強風対策【交通局】 

○ 市営地下鉄は、地上走行区間での強風対策として沿線に風向風速計を設置して、常時風速を計測す

る。強風時には、風速に応じて運転規制をかけて、列車の安全運行確保に努める。 

 

４ 空コンテナの飛散防止対策【港湾局】 

○ 市は、指定管理者と協力し、ふ頭内及び周辺管理用地の利用者に対して、強風時に空コンテナが飛

散しないよう、多段積みを極力避けること、固定具又はワイヤー等で飛散防止を図ることを指導する。 
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５ 竜巻等の突風災害対策【防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 竜巻等の突風による災害は、発生の予測又は予防が困難ではあるが、発生時に適切な行動をとるこ

とで被害を軽減することができるため、広報媒体を活用して市民への普及に努める。 

 

第４節 雪害対策【道路・交通政策局、消防局、交通局、各区局】 

○ 市は、除雪、融雪、凍結防止活動等を行うため、車両運行のためのタイヤチェーン又は冬用タイヤ

のほか、必要な資機材等の整備及び維持管理を行う。 

 

第５節 火山災害対策 

１ 降灰対策の検討及び推進【市民局、こども青少年局、健康福祉局、みどり環境局、下水道河川局、

資源循環局、道路・交通政策局、消防局、水道局、交通局、教育委員会事務局、防災・危機管理統括

本部、各区局】 

○ 国、県、市及び防災関係機関等は連携して、市民の安全、生活、経済活動等に及ぼす影響を軽減

するため、降灰対策等について検討を進める。検討に当たっては、県・横浜・川崎・相模原防災・

危機管理対策推進協議会、九都県市地震防災・危機管理対策部会等の場も活用する。 

○ 市及び防災関係機関等は、道路通行不能、停電など降灰による影響を想定した対策の検討を進め

る。携帯電話等の電波を使用する機器、船舶などへの降灰による影響は不明とされているため、各

管理者は、不測の事態に備え、対応についてあらかじめ定める。 

○ 市は、民間団体等と、火山降灰時における応急復旧業務に関する協定等の締結を推進する。 

○ 市は、火山降灰対策に必要となる資機材・物資の備蓄等を行うほか、建物その他の施設で、特に

火山降灰からの防護を要するものには、必要な対策を講じる。 

○ 市は、他の災害対策と同様に、地域の自主防災組織、事業所、ボランティア団体等の育成を図

り、また各団体等との連携を強化するとともに、地域全体が相互に協力できる体制の確立を図る。

災害時要援護者への情報提供、相談対応等も他の災害と同様に体制を整備するとともに、地域にお

ける声掛け等の共助の取組が行えるよう支援を進める。 

○ 市は、火山灰の処分方法について、関係機関との検討を行う。市は、市内での処分場選定を行う

とともに、広域的な処分について、国及び県との協議を進める。また、火山灰の海洋投棄につい

て、必要な法整備を行うよう、国に働きかける。 

 

２ 市民等の災害対応力の向上【防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 市は、市民及び事業者等に対し、火山災害についての正しい理解が進むよう、火山災害に関する

情報の提供や降灰等から身を守る手段等についての普及啓発に努める。 

○ 市民は、日頃から、火山災害に関する知識等の習得に努めるとともに、マスク、目を守るゴーグ

ル、衣料品などの備蓄、生活用水の汲み置き、地域での防災訓練等への参加、町の防災組織などを

単位とした地域での降灰への対応要領の確認などに努める。 
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第５章 都市災害への備え 

 

第１節 大規模な火災対策（地下街等及び高層建築物等火災対策）【消防局】 

○ 不特定多数の者が利用する地下街及び地下街と一体と見做す防火対象物（以下「地下街等」という。）

及び高層建築物等の管理者は、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）、同法施行令（昭和 36 年政令第 37

号）、高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）に基づ

き、必要な対策を行う。 

○ 地下街等及び高層建築物等の管理者は、消防用設備等について、法定資格を有する者による点検整

備を行い、点検結果は、市（消防局又は所轄消防署）に報告する。また、その他の防災諸設備、火気

使用設備及び電気設備について、平常時から点検整備する。 

○ 地下街等及び高層建築物等の管理者は、消火、通報及び避難訓練を実施する。また、従業員に対す

る防災教育を行う。 

○ 地下街等及び高層建築物等の管理者は、防火管理者を選任し、所轄消防署へ届け出る。防火対象物

の管理権限が複数の場合は、統括防火管理者を選任し、同様に届け出る。防火管理者又は統括防火管

理者は、消防計画の作成、避難訓練の実施、従業員に対する防災教育等防火管理上必要な業務を行う。 

○ 地下街等及び高層建築物等の管理者は、自衛消防組織を設置する。防火対象物の管理権限が複数の

場合は、共同で設置する。 

○ 地下街等及び高層建築物等の管理者は、避難経路、火気使用店舗等の配置の適正化、防火区画の徹

底など火災に強い構造の形成を図るとともに、不燃性材料・防炎物品の使用、店舗等における火気の

使用制限、安全なガスの使用などによる火災安全対策の充実を図るものとする。 

○ 市は、無線通信補助設備の確認を行う。また、関東管区警察局との協定に基づき、同設備を警察機

関が活用できるようにしている。関東通信局は、電波法（昭和 25 年法律第 131 号）に定める定期検査

を行う。 

○ 市は、高層建築物等の火災等の対応として、ヘリコプターによる消防活動用離着陸スペースを屋上

部分に確保するため、緊急離着陸場等設置指導基準を定め、指導する。 

 

第２節 大規模な爆発対策【消防局】 

○ 市、ガス事業者、地下街等の管理者、電力事業者、県警察等の関係機関は、災害防止及び災害時に

おける対策、連絡・活動体制等必要事項についてあらかじめ定める。  

○ 地下街等の管理者は、ガス事業法及び消防法等関係法令に基づく機器等の使用、ガス漏れ火災警報

設備等の安全設備の設置等を行う。 

○ 都市ガス事業者は、ガス事業法に基づく定期点検を実施する。 

○ 東京ガスネットワーク(株)は、需要家及び関係者に対して、法的な安全設備の設置・改善の指導及

びガス消費機器の使用・点検方法の指導等を実施する。 

○ 東京ガスネットワーク(株)は、特定地下街管理者に対して、ガス漏れ火災警報設備の位置及び発報

時の措置、ガス漏れ時の緊急措置を徹底する。 

○ 東京ガスネットワーク(株)及び特定地下街管理者は、法定の引込み管ガス遮断装置及び緊急ガス遮

断弁を設置するとともに、覚書を締結して、緊急時の操作、開閉操作、点検等を定める。 

○ 東京ガスネットワーク(株)及び市は、災害予防活動及び引込み管ガス遮断装置の操作によるガス供

給停止等について業務協約を締結し、協力体制を構築する。 

○ 市は、地下街等の管理者に対して、消防法に基づく立入検査及び東京ガスネットワーク(株)との業

務協約に基づく共同点検を実施するほか、ガス漏れ火災警報設備の設置指導を行う。 
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○ 市は、都市ガス供給事業の概要の把握、都市ガスに関する調査研究及び消防隊員に対する教育、

土木工事等事業者に対する防災指導、一般消費者に対する防災指導等を行う。 

 

第３節 危険物、火薬類、高圧ガス、毒劇物、有毒物質等に起因する災害対策 

１ 危険物・火薬類・高圧ガス・毒劇物取扱施設及び輸送時災害対策【みどり環境局、消防局】 

○ 市、防災関係機関及び施設管理者等は、法令（労働安全衛生法、消防法、危険物の規制に関する

政令、火薬類取締法（昭和 25 年法律第 149 号）、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法（昭和 25 年

法律第 303 号））に基づき、化学工場等の施設、輸送中の危険物、火薬類及び高圧ガス等の爆発、爆

燃並びに危険物又は毒性ガス漏洩等を予防する。 

○ 市は、有毒物等貯蔵・取扱施設等に関して所有する資料を、関係機関に提供する。 

○ 市及び防災関係機関は、所轄消防署への届出促進及び警防査察、相互の情報交換を通じて、消防

法に定める危険物以外の危険性物質保有施設の実態把握を図る。 

 

２ 有毒物質漏洩災害対策【医療局、みどり環境局、消防局】 

○ (公財)日本中毒情報センター、民間検査機関及び市は、有毒物質の調査のための連絡体制を確保

する。 

○ 市立病院等は、有毒物質等による中毒症状に使用する薬品を保有する。 

○ 市は、必要な医薬品、防護服、防毒マスク等の資機材を整備する。 

 

第４節 海上災害対策【みどり環境局、資源循環局、港湾局、消防局、防災・危機管理統括本部、 

沿岸区】 

○ 市、県、県警察、横浜海上保安部、防災関係機関、港湾・船舶関係者等は、港湾区域等における

災害に備え、情報受伝達体制及び連携協力体制を整備する。 

○ 関係機関は、横浜管内排出油等防除協議会を組織し、横浜港及びその周辺海域において大量の油

又は有害液体物質の排出事故が発生した場合の排出油等防除活動について必要な事項を協議し、か

つ、その実施を推進する。 

○ 横浜海上保安部及び市（消防局）は、業務協定を締結し、横浜港港湾区域における消火活動の分

担範囲を定める。市は、ふ頭、桟橋又は岸壁に係留された船舶及び上架又は入渠中の船舶並びに河

川、運河（京浜運河を除く。）内の船舶を分担するものとし、横浜海上保安部は、市の分担以外の船

舶を分担する。分担外の範囲は相互に協力する。 

○ 東京湾消防相互応援協定に基づき、協定都市の港内及びこれに関連する沿岸施設等に大規模災害

が発生した場合において、締結各都市の消防機関は、相互に応援協力する。 

○ 市は、油流出時の応急活動を実施するため、必要な資機材を備蓄する。 

○ 市（消防局、港湾局等）は、流出油回収に係る事項の調査研究等を行う。 

○ 油流出時の対策は、軽石等の海上漂流物対策に準用する。 

○ 横浜海上保安部は、次の予防対策を講じる。 

 (1) 各種講習会の開催、訪船指導等による海上防災思想の普及 

 (2) 大規模な災害を想定した関係機関等との連携による防災訓練の実施 

 (3) 船舶に対する安全運航の励行指導及び危険物積載船舶に対する安全対策指導 

 (4) 危険物専用岸壁の安全施設の整備及び自衛防災体制の整備に関する点検指導 

 (5) 船舶交通・危険物の荷役及び貯蔵場所、はしけ溜り、在港船舶等港湾の状況把握 

 (6) 災害発生の場合に必要な資機材、船舶その他施設の状況把握と緊急調達方法 
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第５節 鉄道災害対策 

○ 市及び鉄道事業者等の防災関係機関は、市域を運行する鉄道施設において発生が予想される衝

突、火災及び化成品等輸送車両の事故について、とるべき対策をあらかじめ定める。また、災害予

防又は災害応急活動における連携・協力体制についてあらかじめ協議し、定める。 

 

１ 東日本旅客鉄道(株)、東急電鉄(株)、京浜急行電鉄(株)、相模鉄道(株)、横浜高速鉄道(株)、市営

地下鉄、(株)横浜シーサイドライン 

○ 列車の運行は、自動列車制御装置（ATC）、自動列車停止装置（ATS）、自動列車運転装置（ATO）、

列車集中制御装置（CTC）、列車無線装置等の採用により、安全確保及び災害防止に努める。 

○ 鉄道事業者は、地震計、非常用自家発電装置、集中防災監視盤、非常発報装置、消火防煙装置、

列車緊急停止装置、防災システム等を関係法令等に基づき設備し、内部規程等に基づき、定期的に

点検整備を実施する。 

○ 鉄道事業者は、案内放送、誘導無線装置、加入電話及び業務電話等、通信連絡設備を整備する。 

○ 鉄道事業者は、防火管理体制の整備、駅及び車両の構造物への不燃材・難燃材使用等により、火

災予防の徹底を期する。 

○ 鉄道事業者は、関係職員に対する防災教育訓練を、職場教育の一環として実施する。消防法、内

部規定等に基づく災害時の防災組織の確立、初期消火、救急活動等応急措置に係る訓練を実施す

る。訓練に当たっては、消防署など関係機関との連携も考慮する。 

○ 市営地下鉄及び(株)横浜シーサイドラインは、地下街、ビル等の施設と接続又は隣接する駅にお

いて、接続又は隣接施設との相互防災のため、防災協定を締結する。 

 

２ 東海旅客鉄道(株)（新幹線鉄道施設） 

○ 列車運転時は、ATC を使用して、先行列車との間隔及び進路の条件に応じて列車の速度を制御する

速度制御式を常用保安方式として施行する。また、地震計を設置し、列車を停止させるシステム

（東海道新幹線早期地震警報システム：テラス）を活用する。 

○ 鉄道事業者は、新幹線車両の所定の箇所には、不燃性又は難燃性の材料及び同様の加工処理をし

たものを使用する。 

○ 鉄道事業者は、災害時の救出作業に支障のないよう、照明器具を確保する。トンネル内には、壁

面への距離表示、沿線電話機、照明灯を設置する。 

○ 鉄道事業者は、社員への防災知識の普及に努めるとともに、応急対策又は復旧対策等に従事する

社員が、必要な技術、技量を高度に発揮できるよう、教育・訓練を実施する。 

 

３ 日本貨物鉄道(株) 

○ 建物、施設、車両等の火気使用箇所、消防設備について、消防法に基づく消防計画及び車両関係

規程により、点検整備、検査、管理を実施する。災害応急対策に必要な機器、用具等を整備すると

ともに、救難、救護に必要な措置を講じる。 

○ 災害時における電力確保のため、非常用予備発電装置及び予備電源設備の利用方策を定める。 

○ 災害時に備え、貨物の引受、輸送の制限等の輸送対策を策定する。 

○ 異常時における連絡船事業について、客貨輸送の円滑を期するための輸送対策を策定する。 
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○ 災害時において応急資材の供給を確保するため、緊急調達制度の活用、災害予備用貯蔵品の保有

及び配置、緊急配給体制の確立等を行うとともに、自社及び関係機関等における応急用建設器材の

配置状況等を把握し、その緊急使用の方法及び運用をあらかじめ定める。 

○ 災害時における被災線区等の輸送・被害状況等の把握及び報道機関等への発表のため、あらかじ

めその体制を定める。 

○ 災害対策業務に従事する社員に教育を実施し、情報連絡及び予防措置等防災知識の習得を図ると

ともに、災害応急対策、復旧等に必要な判断力と技能を養成するため、訓練を行う。また、技術者

及び技能者の配置状況等を把握するとともに、災害時における従事命令の発動方法、手順等を定め

る。施設の機能保全に必要な体制を整備し、防災対策の計画的推進を図る。 

○ 災害応急対策に必要な要員、資材及び機器等の輸送は、緊急輸送用自動車によるものとする。 

 

第６節 道路災害対策 

○ 道路管理者は、自動車専用道路における衝突、車両火災及び危険物等による事故に対処するた

め、災害予防及び応急対策をあらかじめ定め、必要な措置を講じる。 

○ 道路管理者は、災害時における救急、消火活動、通行の禁止制限、広報活動等に関し、あらかじ

め市及び関係機関と協議する。 

○ 道路管理者は、防災に関する一般的知識、関係機関等の防災計画、緊急時の措置等について、所

属職員及び管理業務委託会社、請負会社の従業員を対象として、講習会等による防災教育を実施す

る。また、原則として、年１回以上の防災訓練を行う。 

○ 道路管理者は、防災設備の点検について、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）等関係法規に基づく

ほか、内部規定等による日常点検を行う。また、応急、復旧用資機材について、平常時から整備点

検を行うほか、関連事業者にも整備点検を指導する。 

 

第７節 航空災害対策 

○ 国、地方公共団体及び防災関係機関は、民間航空機事故発生時の連絡体制及び連絡事項をあらか

じめ定める。 

○ 国、地方公共団体及び防災関係機関は、米軍機又は自衛隊機事故発生時の連絡体制をあらかじめ

定める。県内の関係機関及び横浜防衛施設局、海上自衛隊第４航空群司令部による「暫定申し合わ

せ（昭和 54 年７月９日）」、国等の関係機関、県下関係市町等で構成する航空事故等連絡協議会（事

務局：横浜防衛施設局）が決定した「航空事故等にかかる緊急措置要領（昭和 63 年１月 29 日）」に

基づき、運用を図る。 

 

第８節 放射性物質災害対策 

１ 原子力事業者等による対策 

○ 原子力施設の管理者、並びに核燃料物質等の輸送事業者及び放射性同位元素を取り扱う事業者

は、原子力関係法令を遵守し、安全管理に努め、災害発生防止のため必要な措置をとる。 

○ 核燃料物質等の輸送事業者及び放射性同位元素を取り扱う事業者は、火災、放射性物質の漏洩、

その他の事故発生時等の緊急時に備え、通報・連絡体制、応急措置、放射線防護資機材の整備に努

める。また、その職員等に対して、防災教育・訓練を実施する。 
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２ 関係機関の連携強化等【防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 国、県、市、原子力事業者及び防災関係機関は、情報交換及び協力体制の確保など、平常時から

連携を進める。また、市周辺又は県外の原子力施設における災害時の連絡体制について、原子力災

害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）（以下「原災法」という。）の規定及び県マニュアルに

基づき、あらかじめ定める。 

○ 市は、県から、県内の原子力施設に係る輸送に関する情報の事前連絡を受けた場合、その取扱い

に留意して、災害発生に備える。県外の輸送情報の取扱いは、国、県等と協議する。 

 

３ 放射線量又は放射性物質の観測・測定体制の整備及び実施、並びに市民への情報提供等 

【みどり環境局、下水道河川局、消防局、水道局、教育委員会事務局、各区局】 

○ 県は、県内にモニタリングポストを設置し、広域的な放射線モニタリングを実施する。測定結果

は、国等と連携し、県民等へ情報提供する。 

○ 市は、市内に環境放射線のモニタリングポストを設置し、大気中の空間放射線量（γ（ガンマ）

線）を測定して、市域における環境放射線の水準を把握及び公表する。 

○ 市は、放射線量又は放射性物質の観測・測定体制を整備する。下水道施設流入下水及び放流水等

の検査、食品及び農作物等の検査、水道原水及び水道水の検査を行う。また、学校施設の安全性確

保や給食食材の検査などの実施体制等をあらかじめ定める。 

 

４ 応急対策のための備え【医療局、消防局、各区局】 

○ 市は、放射線測定機器、放射線防護服等の資機材を整備する。 

○ 市は、消防活動計画を策定し、消防職員の被ばく防止、放射能汚染の防止等を含め災害応急活動

体制の整備に努める。 

○ 市は、放射線被ばく者等を収容する医療機関の把握など、医療提供体制等の確保に努める。 

 

５ 知識習得、研修及び訓練、並びに啓発等【各区局】 

○ 市は、平常時から、放射線に関する基本的な知識を得て、理解を進める。必要に応じて、職員に

研修等を行うとともに、関係機関と連携して、放射線からの防護や除染、放射線量測定等の対処に

ついて訓練を行う。災害時には、国等の原子力に関する専門的知識を有する機関による指示、助言

等が重要となることから、平常時から連携を強化する。 

○ 国、県、市及び原子力事業者は、必要に応じて、放射線及び放射性物質の特性、災害とその特

性、放射線による健康への影響及び放射線防護、屋内退避、避難、緊急時にとるべき行動及び留意

事項に関すること等について、市民に対する啓発を行う。 

 

第９節 行事等における雑踏事故対策 

○ 原則として、行事等の主催者を中心として、雑踏事故防止対策を確立する。 

○ 市及び防災関係機関等は、行事等における不特定多数の群衆の滞留及び流動により混乱等が予測

される場合、又は雑踏事故が発生した場合に、被害の軽減を図るための対策をあらかじめ定める。 

 

１ 行事等の主催者の事前対策 

 (1) 警備対策 

○ 主催者（公民を問わない。）は、行事等の内容、規模、開催時間、天候等を踏まえ、事前に危険

要因等の調査・分析を実施して、警備対策に反映する。 
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○ 主催者は、会場等の警備担当事業者、県警察、市、関係公共交通機関、施設管理者等で構成す

る検討会を設置し、警備対策について協議検討する。 

○ 主催者は、会場等の実地調査や検討会での協議内容等を踏まえ、行事の警備計画を作成して、

関係機関への周知を図る。警備計画に定める事項は、概ね次のとおりとする。 

ア 会場等の設営に関すること。 

イ 警備本部の設置・運営に関すること。 

ウ 情報受伝達体制及び方法に関すること。 

エ 会場及び周辺の警備並びに警備員等の配置に関すること。 

オ 避難経路、避難口等の避難誘導に関すること。 

カ 仮救護所の設置及び医師、看護師等による救護措置の実施に関すること。  

キ 会場及び周辺地域の交通整理並びに公共交通機関への誘導に関すること。 

ク 事故発生時の医療機関との連携に関すること。 

ケ 警察、市関係区･局等への報告に関すること。 

 (2) 事前広報 

○ 主催者は、行事等の開催にあたり、来場者の混乱を防止するため、事前広報を実施する。 

ア 行事等の概要 

イ 車両の交通規制と迂回路、駐車場に関する事項、公共交通機関の案内 

ウ 会場周辺における歩行者等の動線及び迂回路 

 

２ 市及び防災関係機関の対策【医療局、消防局、防災・危機管理統括本部、行事等を主催又は共催す

る区局、所管施設等において行事等が開催される区局】 

○ 県警察は、公共の安全及び秩序維持を図るため、必要があると認める時は、行事内容を総合的に

判断し、警察警備計画を策定する。また、主催者が作成する警備計画について、指導、助言を行う。 

○ 公共交通機関の事業者は、行事等に関係する駅舎等において、必要に応じて、駅員等による乗降

客の誘導など、雑踏事故の防止に備える。また、主催者からの要請に基づき、可能な範囲で、増便

によるダイヤの変更等必要な措置に協力する。 

○ 行事等が開催される会場等の管理者等は、雑踏事故を防止するため、主催者、県警察、市、関係

機関等と事前に協議するとともに、連絡体制等の確立に努める。 

○ 市は、行事等を共催する場合は、主催者との連絡調整を行う。自ら主催する場合又は市所管施設

（区域を含む。）において開催される場合は、前項のとおりとする。 

○ 市は、行事等の開催に際して、情報連絡体制の確立、会場警備に関する計画等の策定等を行う。

また、主催者等からの要請に応じて、警備計画等について、指導、助言を行う。 

○ 市は、医療機関と連携を図り、発災時における受入体制、医療救護班の派遣等に関して事前に調

整するとともに、情報連絡体制を確立する。 

 

第 10 節 不発弾等爆発事故対策【防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 市は、あらかじめ、不発弾等の埋没が予測され、具体的な発掘工事が予定される場合の発掘手順

を定めるとともに、発掘された不発弾等及び工事現場などから偶発的に発見された不発弾等に関す

る処理対策を定める。市、県警察、自衛隊及び防災関係機関等は、連絡体制を定める。 
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第６章 災害に強い人づくり及び地域づくり 

 

第１節 自助及び共助の基本 

１ 防災知識の普及及び防災意識の高揚【消防局、防災・危機管理統括本部、各区局】  

○ 市は、市民への防災に係る知識及び意識の普及啓発について、学校、福祉施設、事業者（企業、職

場）等の生活に密接な集団を単位として進める。また、対象者の特性や環境等を考慮する。 

○ 市及び防災関係機関等は、市民の理解を促進するため、普及啓発の媒体及び機会（紙面、ウェブサ

イト、SNS、テレビ、講演会、横浜市民防災センター等の体験型施設など）並びに手法（映像、点字、

音声、多言語等）の拡充を図る。普及啓発に当たっては、災害時要援護者に配慮する。 

○ 市は、災害の態様に応じた、災害への備え、災害前兆現象情報、避難救助の措置、適切な避難行動

等について啓発する。市民は、これら基本的な防災知識の習得に努める。 

○ 市は、災害被害軽減のための自助及び共助の取組、並びに訓練等を通じた知識・技術の習得と併せ

て、市民の防災意識を涵養する。 

○ 市及び地域は連携して、全ての市民が災害から自らの命を守る避難行動をとれるよう、正常性バイ

アス等の適切な避難行動を阻む要因も踏まえて、実践的な防災教育及び避難訓練を実施する。 

 

２ 平常時からの取組による地域防災力の向上【消防局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 市及び地域は、平常時からの自治会町内会等の地域コミュニティ及び地域における関係性が災害時

の自助及び共助に繋がることを踏まえ、日頃から、住民同士のコミュニケーションの活性化を図る。 

○ 災害時は、自らの安全確保などの自助から始まり、共助に繋がることから、平常時から、町の防災

組織は、住民個々の減災行動を喚起する。 

○ 町の防災組織及び地域防災拠点運営委員会は、災害時に連携して活動できるよう、平常時から、地

域コミュニティ・地域の繋がりを形成し、共助体制及び地域防災力の強化を図る。 

 

３ 多様な主体の参画促進及び相互協力【健康福祉局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 市及び地域は、誰もが、また、様々な主体が、自助及び共助の取組に参画し、災害時の被害を軽減

できるよう、必要な配慮及び適切な働きかけを行う。 

○ 町の防災組織、消防団などが中心となり、環境、福祉、防犯、青少年育成、社会教育など、日頃の

地域活動に防災の要素を取り入れることで、継続的な普及啓発に結び付ける。 

○ 市民、地域及び事業者は、災害時における個々のニーズ（性別、配慮事項等）の違いに配慮した研

修・訓練の実施、若年者の参加促進による地域防災の担い手育成、女性の防災リーダーの育成、地域

防災拠点運営委員会への女性の参画促進等に努める。 

○ 市、地域及び福祉施設等は、災害時要援護者及びその補助者が、防災、避難等について必要な情報

を入手できるよう、連携して取り組む。 

○ 事業者は、地域社会の一構成員として、地域活動に参加するとともに、地域の自主防災組織と相互

に協力、連携できる体制の整備を行う。 

 

第２節 自助及び共助の促進 

１ 市民（自助）及び地域（共助）による対策の促進【建築局、消防局、防災・危機管理統括本部、各

区局】 

○ 市は、市民による家具類転倒防止及び備品等落下防止措置、並びに感震ブレーカーの設置等につい

て、啓発及び対策の支援を行う。 
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○ 市は、出火防止措置の啓発を図るともに、住宅用火災警報器の設置及び維持管理、並びに家庭での

消火器設置を促進する。 

○ 初期消火、隣近所での協力による消火活動、倒壊した家屋からの被災者の救出などにおいて地域の

助け合いが大きな力を発揮することから、市は、消火活動等の共助体制の強化を啓発する。 

○ 市は、市民の救護能力の向上を図るため、応急手当の方法（心肺蘇生、AED の使用、熱傷の手当、

搬送法等）などを普及する講習を実施する。 

○ 市は、家庭内備蓄等を含めた災害時における在宅避難の啓発を行う。 

○ 市は、市民を対象として、地域防災拠点に備える防災資機材の取扱講習を行い、資機材取扱リーダ

ーを養成して、地域防災力向上を図る。全地域防災拠点に一定数以上の資機材取扱リーダーを確保す

るとともに、地域防災拠点運営委員会との連携を強化するため、リーダーのネットワーク化を支援す

る。 

○ 市は、市民を対象として、防火・防災に関する必要な知識及び技術を研修し、自助から始まり、地

域における防災の担い手としても活躍できる家庭防災員を養成する。 

○ 市は、自治会町内会等を中心として、町の防災組織の促進とその育成強化を進める。 

○ 市は、町の防災組織が行う自主防災活動及び地域防災拠点運営委員会等の活動（防災訓練、防災備

蓄・資機材の購入等）を支援するため、活動経費を助成する。 

○ 市及び防災関係機関は、災害教訓の伝承のため、災害に関する資料の保存及び公開に努めるととも

に、市民自らが災害教訓を伝承する取組を支援する。 

○ 市は、防災・減災に係る地域の取組事例・活動ノウハウ等が広く活用されるよう取り組む。 

 

２ 事業者（共助）における対策の促進【経済局、消防局】 

○ 市は、防災・減災に取り組む事業者の表彰、事業者の防災マニュアル作成等の指導を実施する。 

○ 市は、市内経済団体や行政などで構成される産業防災連絡会議と連携し、産業界への防災の啓発、

防災対策に関する情報の共有、意見交換等を行う。 

○ 市は、市内事業者の事業継続計画（BCP）・事業継続力強化計画等策定を支援し、災害時においても

事業を継続または早期再開できるよう市内事業者の経営基盤強化を図る。また、事業者による災害対

策（BCP 策定状況や耐震化、備蓄、研修状況など）の把握に努める。 

○ 市は、事業者に対して、関係法令等の指導を行う。必要に応じて、関連する災害情報等を周知する。 

○ 市は、事業者の自衛消防組織の充実を図る。事業所の規模に応じて、自衛消防隊員の知識・技術向

上、資機材の整備、事業所等の施設及び人員を活用した地域の消防力支援等について指導する。 

○ 市は、事業者に対して、火気使用設備・器具等の安全管理徹底及び自主点検の励行指導による出火

防止措置の推進、危険物・指定可燃物等の安全な取扱い及び適正管理の指導、特定事業所における防

災教育の推進、事業所の防災計画・防災教育等への助言等を行う。 

○ 市は、防火管理者及び防災管理者選任義務対象の事業所について、職場における防災教育実施、災

害対策計画の策定、消防用設備等の自主点検・整備、防災訓練等について指導・助言を行い、事業所

における防火・防災管理体制の確立を図る。 

○ 市は、事業者の自衛消防力を発揮させるため、大規模建築物の管理者等に対する教育訓練の実施、

大規模防火対象物又は不特定多数の者が利用する防火対象物並びに商店街等の防火管理者及び自衛

消防隊員に対する講習の実施など、防災技術指導を行う。 

○ 市は、事業者に対して、津波からの避難確保等に関する事項を消防計画等に定めるよう指導する。 
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第３節 市民（自助）による対策【建築局、消防局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 市民は、家具類転倒防止及び備品等落下防止措置、並びに通電火災防止のための感震ブレーカーの

設置など地震及び火災への対策を講じる。 

○ 市民は、住宅用火災報知器の設置及び維持管理を行うとともに、初期消火のための家庭での消火器

設置に努めるなど、火災の拡大防止を図る。 

○ 市民は、所有する建築物等の耐震化・不燃化、危険なブロック塀などの改善、側溝・排水溝等の日

常的な清掃など、災害による被害を未然に防止するよう努める。 

○ 市民は、気象情報及び警報等の入手方法、地域の地形の特徴や災害リスク、避難場所・経路等をあ

らかじめ確認する。避難場所・経路等の確認に当たっては、災害種別（地震、津波、水害、土砂災害

等）に加えて、時間帯、季節、交通量、道路幅など、様々な視点から検討する。 

○ 市民は、避難行動計画（マイ・タイムライン）の作成などを行い、災害時において自らの命を守り、

確実に避難できるよう備える。 

○ 市民は、応急手当の知識及び方法の習得に努める。 

○ 市民は、災害時に備えて、最低３日分の食料及び水、トイレパック、携帯ラジオ、懐中電灯、医薬

品、その他自ら必要と考える物品等を備蓄するとともに、非常持出品を準備する。また、家族・関係

者間の連絡方法を確認する。  

○ 市民は、災害時に備えて、必要に応じて、地震保険、火災保険、水災保険等に加入する。 

 

第４節 地域（共助）による対策 

１ 区防災対策連絡協議会【防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 防災関係機関（指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、その他関係機関等）、地域住

民組織等の代表者、行政（区役所等）で構成し、地域の実情を踏まえた区域の防災対策を推進する。 

○ 主な活動は、防災知識の普及、防災訓練、応急対策の推進（人命救助救出、被害情報収集、      

地域住民への情報伝達、被災者の収容及び避難場所運営、応急救護所設置及び応急救護活動、食料・

緊急救援物資等の輸送等の協議及び実施）、区内主要駅等における混乱防止対策等とする。 

 

２ 自主防災組織 

(1) 町の防災組織【消防局、防災・危機管理統括本部、各区】 

ア 主な役割（町の防災組織は、活動計画として定める。） 

    (ｱ) 防災組織の編成及び任務分担 

(ｲ) 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

(ｳ) 情報の収集及び伝達 

(ｴ) 出火防止及び初期消火 

(ｵ) 救出救護 

(ｶ) 避難誘導 

(ｷ) 給食給水 

(ｸ) 市民が任意に設置した避難場所の支援 

(ｹ) 地域防災拠点との連携 

  イ 平常時における主な活動 

   (ｱ) ハザードマップ等を活用した、地域における災害危険箇所、避難経路、避難場所等の確認 

   (ｲ) その他地域防災力の向上に必要な事項 

 (2) 地域防災拠点運営委員会【消防局、防災・危機管理統括本部、各区】 
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○ 災害時の秩序ある避難生活の維持等、地域住民の相互協力による防災活動の促進を目的として、

地域防災拠点ごとに設置する。構成員は、地域住民、学校、行政（区役所等）等とする。 

   ア 各主体の主な役割 

    ○ 地域住民は、地域防災拠点の開設及び運営、情報の受伝達、救出・救護、食料等物資の配

布、避難所での相互扶助、防犯パトロール、飼い主による同行ペットの飼育管理などを担う。 

    ○ 学校等は、児童生徒の安全確保、学校施設の管理、教育の早期再開、地域防災拠点の開設･      

運営支援などを担う（廃校の跡地利用施設における施設利用者の安全確保、施設の管理など

を含む）。 

    ○ 行政は、地域防災拠点の開設・運営支援、避難所の安全性の確保、避難者名簿の管理、食

料等物資の確保、医療救護、情報の受伝達、市民生活の自立支援などを担う。 

   イ 平常時における主な活動 

(ｱ) 災害時に利用する教室の事前選定など避難所運営方法等の打ち合わせ並びに運営マニュ

アルの作成及び随時更新 

(ｲ) 防災資機材等の使用方法の習得などの研修会、講習会の開催 

(ｳ) 避難所開設運営訓練など防災訓練の実施及び参加 

(ｴ) ハザードマップ等を活用した地域防災拠点周辺の災害危険箇所、避難経路、避難場所等の

確認、防災マップの作成など 

(ｵ) 訓練等を通じた地域での防災リーダーの育成 

(ｶ) 地域のボランティア団体等との連携 

(ｷ) その他地域防災力の向上に必要な事項        

 (3) 相互連携 

  ○ 町の防災組織及び地域防災拠点運営委員会は連携して、災害時要援護者等に対する見守り活動、

町歩きの実施、防災リーダーの育成等の地域防災力の向上に努める。 

  ○ 市は、区ごとに地域防災拠点運営委員会連絡協議会を設置して、地域防災拠点運営委員会相互

の連携を図る。 

 

３ 地区防災計画【防災・危機管理統括本部】 

○ 地区居住者等は、災害対策基本法第 42 条の２に基づき、当該地区における地区防災計画を本計画

に定めることを、市防災会議に提案することができる。この場合において、地区居住者等は、本計画

の修正時及び日頃の防災活動等を通じて、策定した地区防災計画の点検及び更新に努める。 

 

第５節 事業者（共助）による対策【経済局、消防局、防災・危機管理統括本部】 

○ 事業者は、事業所内外の安全確保、防災・災害対策に係る計画・マニュアル整備など事業活動の継

続対策を講じる。 

○ 事業者は、防災資機材、飲料水及び食料等の備蓄など従業員、顧客の安全確保対策を講じる。また、

災害時において、従業員等が安全に帰宅できるまでの間、事業所に待機させるための環境整備を行う。 

○ 事業者は、災害により生活物資等の供給に混乱・不安が起こると認められる場合は、市民の安全確

保及び生活安定のため、保有する資機材、生活物資等の供給について協力するものとする。 

○ 事業者は、地下街等において、複数の管理者が存する場合は、横断的な組織である協議会などを設

置し、情報伝達及び避難体制等の確立に努める。 
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第６節 研修・訓練等【消防局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

１ 市民、地域及び事業者 

○ 市民、地域及び事業者は、地域又は職場等において、災害種別等様々なケースを想定した防災訓練

及び避難訓練の実施又は参加に努める。 

○ 地域防災拠点運営委員会は、平常時から、地域防災拠点における災害時の対応イメージを共有する

とともに、図上訓練又は実動訓練を実施する。 

○ 市民及び自主防災組織を中心とする地域は、研修・訓練等に多くの地域住民が参加できる環境を整

備する。また、福祉施設等とも協力しながら、災害時要援護者が防災訓練・イベント等を見学し、又

は参加しやすい環境に配慮する（多機能トイレの設置、災害時要援護者の移動方法の確認、個人情報

の取扱方法の説明等）。 

 

２ 市 

○ 市は、訓練に当たっては、災害の種別及び態様、発生時間帯、季節、地域等様々なケースを想定す

る。また、市民及び事業者等の参加促進、関連する訓練を組み合わせた実施等、実効性を高める。 

○ 市は、市民、自主防災組織、事業所、防災ボランティア、防災関係機関等の各主体の連携及び災害

対応力の強化を目的として、図上訓練又は実動訓練等を実施するとともに、各主体の実施を支援する。 

○ 市は、地域防災拠点の訓練に係るマニュアルを作成する。拠点の担当職員は、訓練を支援する。 

○ 市は、地域と連携して、全ての市民が災害から自らの命を守る避難行動をとれるよう、正常性バイ

アス等の適切な避難行動を阻む要因を踏まえて、地域の災害リスクの把握、風水害時の一人ひとりの

避難行動計画の作成など実践的な防災教育及び避難訓練を実施する。 

○ 市は、防災の日等を中心として、防災関係機関、地域住民、事業者等及び地方公共団体等と連携し

て、情報受伝達、避難、救出救護、火災防御、道路啓開、ライフライン復旧、広域応援等の実践的な

訓練又は図上訓練を実施する。 

○ 市は、訓練を通して災害対策の検証を行うとともに、自主防災組織、事業所防災組織等の育成と自

主防災活動の技術の向上を図る。 
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第７章 市の初動体制及び活動体制の強化 

※ 本章は、「横浜市役所の内部事項」について定める。 

第１節 配備・動員、体制確立に係る事前策定事項等 

１ 配備・動員人員 

○ 市は、災害等の状況に応じた職員の配備及び発令基準について、あらかじめ定める。配備は、１号

配備から５号配備（全職員動員）までの５段階とする。 

○ 各区局は、災害の態様に応じた諸活動を実施するため、あらかじめ配備・動員人員等を定める。動

員対象者は、市職員（教育職員を含む。）とし、各区局において指定する。 

(1) 動員先 

○ 区災害対策本部、地域防災拠点及び市本部運営チームの必要人員（交代要員を含む。）を確保す

るため、局職員を動員する。 

○ 局職員は、人員確保の観点から、区本部動員、拠点動員及び市本部動員に指定する。期間は、

原則、３日間（72 時間）とし、被害等の状況に応じ、短縮又は延長する。ただし、各局は、所掌

する災害対応に最低限必要な職員を所属動員とすることができる。局職員のうち、経営・運営責

任職は、原則として、所属動員とする。 

○ 区職員及び教職員は、原則として、所属動員とする。 

○ 地域防災拠点には、局職員、教職員（連絡調整者）及び当該区職員を各２名以上動員する。 

○ 各区局長は、必要と認める場合は、職員の所属する課、係等以外の場所に動員を命じることが

できる。 

 (2) 動員命令の伝達方法 

○ 各区局は、対象職員への伝達方法をあらかじめ定める。 

 

２ 代理者の事前指定 

○ 各区局は、災害の態様に応じた諸活動を実施するため、その体制の責任者に事故があるとき、又は

欠けたときに、その権限を行使するため、あらかじめその代理の順位を定める。代理者は、原則とし

て、部長又は課長相当職以上の直近下位の者から指定する。 

 

３ 市・区災害対策本部等の代替施設等の事前指定 

○ 各区局は、市庁舎又は区庁舎等が災害で使用不能となる場合を想定して、あらかじめ代替施設を指

定するとともに、その運営について定める。また、災害時において柔軟に活用できるよう、災害時に

おける用途を特定しない補完施設をあらかじめ定める。 

 

４ 区における早期体制確立のための職員配置 

○ 行財政局は、区役所の経営・運営責任職の一定割合を、当該区又はその周辺区の居住職員とするよ

う人事配置上の配慮をすることとし、区本部の早期設置が図られるよう努める。 

 

５ 災害応急対策従事職員の安全衛生管理及び備蓄等【総務局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 各区局は、災害応急対策に従事する職員の安全衛生管理上必要な措置を講ずる。「災害時の職員の

健康管理の手引」を参考として、従事職員が動員並びに災害応急対策を実施する道路や建物の損傷、

火災、危険物質の発生などのリスクを予測し、職員の安全対策を講じるほか、職員の休養、食事の確

保に配慮するとともに、感染症の予防、ストレスへの対処策を講じる。 

○ 災害応急対策業務に従事する職員は、職場や被災現地において継続的に応急対策に従事することか
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ら、各区局は、職員の交代の確保、保育対応等のバックアップ、食料等の備蓄等を考慮する。 

 

第２節 夜間・休日等の体制 

○ 市庁舎及び区庁舎では、夜間、休日等における災害発生に備え、宿日直若しくは災害応急対策員の

配置、又は確実かつ迅速に連絡のとれる体制の整備等により、初期情報の収集及び状況判断を行える

体制を整える。災害関連情報の収集及び把握、庁内及び関係機関との情報受伝達等を実施するととも

に、職員の参集体制の決定等を行う。 

○ 消防司令センターは、災害情報を入手した場合は、防災・危機管理統括本部等へ連絡し、連携して

初動体制の強化を図る。 

 

第３節 防災関係機関等との連携強化 

１ 防災関係機関相互の連携体制【防災・危機管理統括本部、各区局】 

  (1) 危機対処・防災連携対策会議 

横浜市、神奈川県、陸上自衛隊、海上自衛隊、横浜海上保安部、県警察で構成。機関相互の役割

分担等を確認するため、必要に応じて会議を開催する。 

(2) 県・横浜・川崎・相模原防災・危機管理対策推進協議会 

神奈川県及び３政令市で構成。相互の連携や役割分担について、定期的に意見交換を実施する。 

(3) 横浜港保安委員会・横浜港保安対策協議会 

港湾関係機関・団体等で構成。横浜港に不測の事態が生じた場合の港湾関係者による連絡・協力

体制の確立、関係者間の連携による保安の向上と入出管理の強化を図る。 

 (4) 横浜管内排出油等防除協議会 

横浜港及びその周辺海域において、大量の油又は有害液体物質の排出事故が発生した場合の防除

活動について、関係機関等が必要な事項を協議・連携し、その実施を推進する。連絡系統、防除作

業、回収した排出油等の保管場所等を含む排出油等の防除に関する自主基準（防除活動マニュアル）

の作成、排出油等の防除に関する技術の調査・研究、教育及び共同訓練の実施等を行う。 

 (5) 京浜港台風対策協議会 

   京浜港（横浜区・川崎区に限る。）台風等による海難事故を防止し、必要な対策を協議するため、

海事関係機関を構成員として、横浜海上保安部に設置する。台風の接近が予想される場合等必要に

応じて会長が招集し、台風の進路及び影響の予測、警戒体制の必要性及び発令・解除時期、台風災

害防止のため必要な措置等を協議する。京浜港長は、協議に基づき警戒体制等について勧告する。

構成員間では、情報伝達経路を確立・確保する。 

 

２ 防災関係機関等との協定の締結【各区局】 

○ 各区局は、災害対策の実施にあたり、所管する業務に関して、必要な協定等を締結する。また、災

害時に機能させるため、協定締結先との連携強化を図り、実践カ、即応力の向上を図る。 

○ 災害時の協定締結先への連絡は、原則として、協定等を所管する所属が行う。必要に応じて、市本

部運営チーム等が行うことができる。 

 

第４節 業務継続 

１ 横浜市業務継続計画【各区局】 

○ 市は、災害発生時に市民生活への影響が大きい業務の継続及び再開について、その対応方針をあら

かじめ計画として定める。 
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○ 発災後３日間は人命救助を最優先とし、その後も応急対策を優先して実施する。通常業務に従事す

る人員が大幅に不足するため、市民生活への影響度を考慮し、発災後１か月以内に実施すべき優先度

の高い通常業務とその再開時期を、あらかじめ定める。 

○ 各区局は、災害によって起こり得る様々な状況を勘案して、必要資源の確保に向けた具体的な措置

を定めるとともに、非常時優先業務に指定する業務の優先度などを定期的に見直すものとする。また、

対応策の継続的な改善、並びに業務の実施及び復旧の妨げとなる要因・課題の解消を目的として、中

長期的に取り組むべき対策についても検討する。 

○ 業務継続の基本方針は、次の３点とする。 

 １ 災害時は、市民の生命、身体及び財産の保護のため、応急対策及び優先度の高い通常業務の遂行

に全力を挙げること。 

２ 優先度の高い通常業務の遂行目標を設定するとともに、目標の実現のために必要な資源の確保及

び適切な配分を行うこと。 

３ 災害時に備え、平常時から、全庁的取組として業務継続力の向上に努めること。 

 

２ 行政機能の維持及び市民サービスの早期復旧のための備え【総務局、各区局】 

○ ホストコンピュータなどの重要機器は、免震構造かつ停電時にも 48 時間以上電源供給が可能な発

電装置を備えた施設内に設置する。 

○ 災害等によりホストコンピュータや通信回線等に障害が生じた場合においても、継続が必要な市民

サービスを実施するため、必要な対策を講じる。 

 

第５節 市職員の研修・訓練等【防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 災害対策は、市及び市職員の責務であることから、各区局は、採用・昇任、集合教育等の機会を捉

えて防災教育を実施するとともに、継続的に防災知識の普及啓発を図る。 

○ 各区局は、所属職員の災害対応能力の向上を図るため、所掌する災害対策に係る研修及び訓練（防

災関係機関と連携した訓練等を含む。）を実施する。研修及び訓練に当たっては、災害時における個人

のニーズの違いに配慮した内容を取り入れるよう努める。 

○ 各区局は、本計画等で定める災害の種別及び態様に応じて、水防、災害救助、避難、情報受伝達、

動員等の訓練を実施する。訓練の想定は、発生時間帯、季節、発生場所、地域の特性等、様々な要素

を考慮して行う。実施方法は、実地訓練のほか図上訓練も含み、防災とボランティアの日、防災の日、

水防月間、土砂災害防止月間などの機会を捉えて行う。 

○ 各区局は、防災関係機関等との合同訓練を実施するなど、相互の連携強化を図る。 

○ 市職員は、災害対策に関する研修の受講及び訓練への参加を行う。地域防災拠点を担当する職員及

び教職員は、地域防災拠点訓練に参加する。 
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第８章 情報受伝達 

 

第１節 市及び防災関係機関等の情報受伝達等 

１ 共通【消防局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 市及び防災関係機関等は、災害時において、必要な情報を収集し、伝達するため、情報システムの

整備及び情報受伝達手段の強化・多様化を図る。 

○ 市は、危機管理システムを用いて、情報を集約・活用する。気象警報等及び地震情報等の受伝達並

びに被害の集約、カメラ映像の統合等を行い、災害対策に活用する。 

○ 市は、防災行政用無線を整備するとともに、各機器の稼働に必要な電源設備を備える。 

○ 市は、市内主要繁華街に設置しているカメラについて、災害・事故等予防及び犯罪抑止の目的に加

えて、災害時等は、その映像を活用して早期の現状把握を行えるよう備える。 

○ 市は、高度安全安心情報ネットワークシステム（ASIN）を整備して、消防司令センターと市区庁舎、

消防署、病院等の関係機関を大容量光回線で結び、情報を集約、共有する。また、携帯電話網を利用

し、消防車両等の現在位置情報や災害現場の映像を把握する。 

○ 一般電話回線の輻輳及び停電等に備え、災害時優先電話を整備する。また、横浜市アマチュア無線

非常通信協力会と連携して、区と地域防災拠点間の情報受伝達手段の多様化を図る。 

 

２ 地震【道路・交通政策局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 市は、各種研究機関と連携して情報の収集及び共有に努めるとともに、地震に関する観測機能を維

持し、得られた観測データを活用する。 

○ 市は、市域の震度情報、被害推定、被害情報等を収集・集約する。 

 (1) 強震計ネットワークシステムを構築し、市内に設置する強震計から、地震発生後３分で震度を把  

握する。断線及び停電の影響を減じるため、複数回線を使用し、UPS 電源を整備する。 

(2) 東京ガスネットワーク超高密度リアルタイム地震防災システムから、震度分布、液状化、建物被

害の推定情報とガス供給停止情報を取得する。 

(3) 土木防災情報システムを用いて、道路上の実被害情報等を活用する。 

○ 市は、市庁舎等の公共施設に緊急地震速報の受信設備を導入し、受信時のマニュアル等を整備する。 

 

３ 風水害【下水道河川局、消防局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 市は、その災害対策を実施するに当たり、次節に掲載する市民への情報伝達事項については、伝達

のみならず、必要な情報収集にも活用するものとする。 

○ 市は、国土交通省が設置する高性能レーダーを活用して、降雨状況を把握し、下水道施設や河川施

設の運用を行う。また、同システムの情報を庁内共有し、活用する。（雨量監視システム（レインアイ

よこはま）） 

○ 市は、消防署所に設置する雨量計等、気象観測機器による観測データ等について、状況把握及び対

策に活用する。 

 

第２節 市民への情報伝達 

１ 共通【防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 市は、防災スピーカーとして、区庁舎及び地域防災拠点等に屋外スピーカーを設置し、全国瞬時警

報システム（J-ALERT）、避難指示等の緊急情報を音声で伝達する。 

○ 市は、災害時の安否確認に関する各サービスが災害時に活用されるよう、平常時から周知を図る。 
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○ 市は、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、市が配信する災害・避難情報など緊急かつ重要

な情報について、対象エリアにある緊急速報メールに対応した携帯電話に配信する。 

○ 市は、インターネット上の情報サービス等を活用し、避難情報発令、避難所開設状況等の緊急のお

知らせのほか、台風の接近又は大雪の恐れがある場合等の注意喚起等の情報を発信する。 

○ 市は、事前登録による希望者に対して、河川水位情報、地震、気象情報、天気予報など、災害等に

関係する情報をメール配信する。 

○ 市は、横浜市民防災情報（わいわい防災マップ）を公開し、災害時に予想される様々な危険性及び

被害軽減対策を行うための情報を提供して、市民の防災意識の向上及び減災行動の促進を図る。 

○ 市又は県は、災害警戒区域等の見直しを行った場合は、ウェブサイト等により、市民に周知する。 

○ 市は、指定避難所と指定緊急避難場所を区別して指定し、指定緊急避難場所については、対象とす

る異常な現象を示して、市ウェブサイトやハザードマップ等により、市民等に周知する。 

 

２ 地震【防災・危機管理統括本部】 

○ 市は、強震計で得られた市内の観測データをウェブサイト等で公開する。 

○ 市及び東京ガスネットワークは、市内に設置された東京ガスネットワークの地震計が感知した地震

情報をウェブサイトで公開する。 

 

３ 風水害【下水道河川局、消防局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

 (1) 市域 

○ 市は、雨量、河川水位及び下水道水位等の情報、若しくは警報、避難指示等を発信することに

より、市民の適切な避難行動を促進する。 

○ 市は、国土交通省が設置する高性能レーダーを活用して、降雨状況を把握し、リアルタイム及

び過去履歴のデータをウェブサイトに公開する。 

○ 市は、市内及び周辺地域の河川水位情報及び河川監視カメラの情報等をウェブサイトに公表す

る。また、希望者にはメール配信を行う。 

○ 市は、気象警報等や雨量情報、河川水位情報等と連動した回転灯・音声による警報装置を、利

用者の多い親水拠点等に設置する。 

(2) 各地域 

○ 市は、横浜駅周辺の下水道管内水位の情報を市ウェブサイトで提供し、市民及び地下街管理者

等が水防活動等へ活用することを図る。 

○ 市は、帷子川と今井川の合流点（今井川河口橋付近）の水位計により、洪水への警戒が必要な

とき又は溢水の危険があるときにサイレンで周辺地域（西区、保土ケ谷区）へ知らせる。 

○ 市は、西区河川水位情報システムを整備し、水位が上昇した場合などに、スピーカー放送など

により地域の住民に水位情報を知らせる。 

○ 市は、栄区における柏尾川及びいたち川の浸水想定区域に、防災用スピーカー及び栄区役所か

ら放送可能な装置を設置し、水害への注意喚起や避難指示等を広報する。 

○ 市は、都筑区における早淵川及び鶴見川の浸水想定区域に、防災用スピーカー及び都筑区役所

から放送可能な装置を設置し、水害への注意喚起や避難指示等を広報する。 

○ 市は、瀬谷区における境川の浸水想定区域に、防災用スピーカー及び瀬谷区役所から放送可能

な装置を設置し、水害時の避難指示等を広報する。 

(3) 鶴見川河川警報装置 

○ 市は、京浜河川事務所と締結する「河川警報装置の運用に関する覚書」及び「鶴見川における
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河川情報提供に関する覚書」に基づき、鶴見川流域の国土交通省所管地域における雨量水位、そ

の他の状況等について、同事務所から情報提供を受けるとともに、連携を図りながら、関係機関

及び地域住民に対する伝達又は警戒を行う。 

○ 市は、河川情報及び避難指示について、国土交通省所有の河川警報装置を使用して伝達する。 

○ 市は、京浜河川事務所からの提供情報と避難指示の実施状況等を総合して、必要と認める場合

は、放送局に放送要請を行う。 

 

４ ハザードマップ【下水道河川局、建築局、都市整備局、道路・交通政策局、港湾局、消防局、防災・危機

管理統括本部、各区】 

○ 市は、自然災害による被害の軽減及び防災対策に使用する目的で、被災想定区域及び避難場所・避

難経路等の防災関係施設の位置等を表示したものとしてハザードマップを作成し、市ウェブサイトへ

の掲載、各区における配付等により、市民に周知する。市民等があらかじめ避難経路を確認し、迅速

な避難行動に繋げること、並びに日頃からの備え及び災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

の対策をとることを促進する。 

○ ハザードマップの種類は、洪水、内水、土砂災害及び高潮とする。 

 

第３節 情報受伝達機器の維持管理等【各区局】 

○ 市及び防災関係機関等は、情報受伝達に必要な通信機器等について点検・整備等を実施するととも

に、非常用発電設備の点検・整備等停電対策を講じ、災害応急対策時に機能するよう維持管理する。 
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第９章 消防（消火、救助・救急）及び医療・救護 

 

第１節 消防活動 

１ 消防力の強化【消防局】 

○ 市は、災害時に同時多発する火災・建物倒壊、車両事故等により発生する事象に対処し、消火及び

救助・救出、救急活動の効果を高めるため、消防署所及び待機宿舎の適正配置、消防ポンプ自動車及

び救急自動車等車両の適正配置、必要な装備・資機材の整備等を進める。 

○ 市は、傷病者の救命効果を高めるため、救急隊員の確保及び資質向上を図る。また、救急救命士を

各救急隊に複数名乗務できるよう計画的に採用・養成する。 

○ 市は、大規模災害時に、航空機による情報受伝達活動等の諸活動を常時可能とする運行体制を継続

し、航空消防体制を強化する｡ 

○ 市は、災害時の消防活動に必要な技術及び知識の習熟を図るため、消防職員に訓練及び教育を行う。 

 

２ 消防水利の確保【消防局】 

○ 市は、消火栓及び防火水槽について地域特性を考慮した整備を図るとともに、防火水槽等が設置困

難な区域における民間建物の地下等の活用や、河川やプールなど消防隊により取水可能なもので消防

の用に供する水利についても指定を行い、確保する｡ 

○ 市は、広域避難場所には 100 立米防火水槽を原則整備し、一定規模以上の宅地開発等が行われる場

合には、法令等に基づく消火栓及び防火水槽の設置を指導する。 

○ 市は、下水処理水、遊水池、貯水槽、建築物の空調用蓄熱槽など消火用水源となり得るものについ

て、関係機関と協定等を締結する。 

○ 市は、低水位ストレーナーや遠距離送水資機材等の資機材を有効に活用した水利確保を図る。 

 

３ 災害警戒区域等の実態把握【消防局】 

 (1) 災害警戒区域及び水防施設物 

○ 市は、災害警戒区域及び水防施設物の実態を調査し、把握する。災害警戒区域の範囲、区域内

の住家・非住家棟数及び人口等、区域別の指定緊急避難場所及び指定避難所、災害履歴等を把握

する。 

 (2) 発災時に都市災害として対応することが想定される対象物 

  ○ 市は、発災した場合に、都市災害として対応することが想定される対象物の実態を把握すると

ともに、警防計画を策定する。実態把握の方法は、①予防査察、警防査察、水利調査、②消防計

画、防災計画等、③法令及び条例に基づく届出等、④防災指導等とする。 

 

４ 火災予防査察を通じた不備等の是正【消防局】 

○ 市は、事業者等に対し、火災予防査察を実施して、不備等を早期に発見し、違反事項の是正を指導

する。指導における主眼は、①防火・防災管理体制の適正な維持、②消防用設備等の点検整備、③火

気使用設備・器具の安全管理、④危険物、指定可燃物等の適正管理、⑤消火及び警報設備並びに避難

施設の適正管理、⑥自主管理の励行とする。 

 

５ 重要防御地区等の指定【消防局】 

○ 市は、地域、対象物等の重要度に応じ、現有消防力を最も効果的に投入すべき地域を明確にするた

め、重要防御地区及び重要対象物を指定する。 
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○ 重要防御地区は、住民の避難にあたって、火災等から安全を確保する必要のある街区、延焼拡大の

おそれが高い地区、地下街、主要駅等被災することが社会的に多大な影響を及ぼす地区であり、重要

度に応じ、優先的に火災防御活動を必要と認める地区とする。 

○ 重要対象物は、市民生活に直接影響を及ぼす避難者の収容施設（学校、公会堂等）、救護施設（病院

等）、災害対策中枢機関（区役所）等とする。 

 

６ 消防団の強化【消防局】 

○ 市は、国の定める「消防団の装備の基準」を踏まえた整備を行う。 

○ 消防団は、知識・技術の習得と合わせて訓練を実施する。 

 

７ 関係機関との連携強化【医療局、消防局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

(1) 医療関係団体等との連携 

○ 市は、市医師会、市病院協会、日本赤十字社神奈川県支部等医療関係団体と緊密な連絡を図り、

災害時における救急活動上必要な事項についてあらかじめ協議し、確認する｡ 

ア 災害発生時における情報連絡  

イ 医療機関の受入体制 

ウ 医療救護班の編成及び現場派遣方法 

エ 収容医療機関及び現場応援のための医師及び看護職の動員計画 

オ 救急医療薬品及び医療資器材の備蓄、調達並びに輸送の方法 

カ 被災地域外の医療機関への再収容又は移送に対する協力体制 

○ 市は、救命指導医制度を中心として、医師、救急隊及び医療機関の連携を強化する。 

○ 市は、傷病者の搬送に当たり、適正な救急医療を確保するため、医療機関一覧表又は分布図等

を常備するとともに、診療体制の変動について常時把握する｡ 

 (2) 防災関係機関等との連携 

○ 市は、県警察、自衛隊、横浜海上保安部、区防災対策連絡協議会構成機関等の防災関係機関と

緊密な連絡を図り、災害時における現場活動上必要な事項についてあらかじめ協議し、確認する｡ 

ア 災害発生時の交通規制措置 

イ 現場における任務分担 

ウ 現場救護所の設置 

エ 現場指揮、機関相互の情報連絡 

オ 各機関の保有する救急用資機材の備蓄及び調達要領 

 

第２節 医療・救護活動 

１ 災害医療の総合調整及び指揮【医療局、各区】 

○ 市は、災害医療の総合調整を担う。災害時における組織構成、関係機関等との役割分担、指示及び

伝達系統、権限などについて、あらかじめ定める。 

 

２ 医療提供体制等の確保【医療局、各区】 

○ 市は、医療救護隊の編成や活動調整を行う場所として、休日急患診療所等をあらかじめ定める。 

○ 市は、医療機関の定期把握及び重症度に応じた搬送先医療機関の整理を行う。 

○ 市は、広域搬送に備えた市内臨時搬送拠点の確保、災害拠点病院受入れ患者分担の調整を行う。ま

た、広域搬送拠点臨時医療施設（SCU）の運用、広域搬送患者の移送手段等に関して県と調整する。 
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○ 市は、医療救護隊看護職の確保を進める。 

 

３ 医薬品等の備蓄【医療局、各区】 

○ 全ての地域防災拠点に応急手当用品（消毒液、包帯、絆創膏等）を配備する。 

○ 薬局、休日急患診療所及び区役所に医療救護隊用の医薬品等を備蓄する。 

 

４ 情報通信体制【医療局、各区】 

○ 市は、医療調整活動専用の非常用通信手段を複数配備するほか、市医師会及び休日急患診療所にも

配備し、連携体制を確保する。他の医療関係団体、医療機関に対しても非常用通信手段の配備を推進

する。また、平常時から非常通信機器配備先と定期的に訓練を行う。 

 

５ 関係機関との連携強化【医療局、各区】 

○ 市は、災害医療体制の整備促進に向けて、医療関係団体、医療機関との調整を行う。また、必要な

協定の締結を進めるとともに、協定締結団体との連絡調整を行う。 

○ 市は、平常時から、医療関係団体、災害拠点病院、その他関係機関が参画する市災害医療連絡会議

及び区災害医療連絡会議を設置し、災害医療に関する意見交換や情報共有等を行う。 

 

６ 平常時からの備え【健康福祉局、医療局、各区】 

○ 市は、災害医療に関する各種研修会の開催及び災害対応訓練を実施する。 

○ 市は、災害時における被災者のこころのケア等について、職員教育、情報共有等を行う。また、地

域防災拠点運営委員会、自治会、町内会等の関係者、地域の医師等を対象として、災害時のこころの

ケアに関する講演会、研修会等を実施する。市民への普及啓発も図る。 

○ 市は、災害医療体制について、市民等へ広報する。 

○ 市及び関係機関は、市民・支援者とともに、地域ネットワークを災害時にも活用できるよう、平

常時から情報を共有化し、地域と連携を進める。 

○ 二次的被災者とも呼ばれる支援者は、災害対応による精神的な衝撃に備え、平常時から知識の習

得に努め、自ら発症予防に努める。  



Ⅱ－41 

第 10 章 緊急時輸送体制 

 

第１節 広域における緊急輸送の確保 

１ 交通規制計画 

 (1) 想定地震に基づく交通規制計画（路線規制） 

○ 県公安委員会は、県地域防災計画における想定地震について、被災地域ごとの４つに類型化し、

被災地域方向に通じる高速道路及び自動車専用道路等を、あらかじめ緊急交通路として指定する。

また、県警察交通部長が必要と認める路線を、緊急交通路として指定する。 

(2) 震度等に基づく交通規制計画（面規制） 

○ 県公安委員会は、あらかじめ、震度（気象庁発表）が一定の値を超えた区域、また大津波警報

発令時等において津波を警戒すべき区域について、同区域から区域外へ流出させ、同区域内への

進行又は区域内の移動をしようとする一般車両の通行を禁止する交通規制を定める。 

 

２ 緊急通行車両等の事前確認【車両を保有する区局】 

○ 県公安委員会は、大規模災害時は、災害応急対策に係る緊急輸送を確保するため、緊急交通路、指

定された通行禁止区域及び通行制限区域において、災害対策基本法施行令第 33 条の２に基づく緊急

通行車両又は大規模地震対策特別措置法施行令第 12 条に基づく緊急輸送車両（以下「緊急通行車両

等」という。）以外の、一般車両の通行を禁止・制限する。 

○ 緊急通行車両等は、災害対策基本法第 50 条第２項に規定する災害応急対策の実施責任者、大規模

地震対策特別措置法第 21 条第２項に規定する地震防災応急対策の実施責任者又はその委託を受けた

者が使用する車両であり、同法同条に規定する対策を実施するものとする。ただし、道路交通法（昭

和 35 年法律第 105 号）第 39 条に規定する緊急自動車は、緊急通行車両等の確認手続を省略できる。 

○ 県公安委員会は、災害対策基本法第 76 条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認及び同

法施行令第 33 条に規定する標章及び証明書の交付を行う（県知事が確認する車両（県保有車両及び

調達車両）を除く。）。 

○ 緊急通行車両等の管理者は、次の１から３までに掲げる車両の用途ごとに、県公安委員会の定める

手続に従い、あらかじめ緊急通行車両等の確認申請を行うことができる。当該車両管理者は、県公安

委員会から緊急通行車両等に係る標章及び証明書の交付を受けたときは、厳重に保管する。 

 (1) 第１段階（発災直後から２日目までの間） 

ア 救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道施設保安要員等

初動の災害応急対策に必要な人員・物資等 

エ 医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 

(2) 第２段階（発災３日目から概ね１週間までの間） 

ア 上記第１段階の継続 

イ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ウ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

(3) 第３段階（発災から概ね１週間経過以降） 

ア 上記第２段階の続行 



Ⅱ－42 

イ 災害復旧に必要な人員及び物資  

ウ 生活必需品 

  

第２節 市域における緊急輸送の確保 

○ 市は、県公安委員会が選定する緊急交通路指定想定路線に加え、市域全体での輸送路網の確保を図

るため、あらかじめ緊急輸送路を指定する。災害時には、この路線を中心として、事前に設定した優

先度が高い順に、緊急巡回、点検、緊急措置、道路啓開を行う。 

 

１ 緊急輸送路の指定【道路・交通政策局】 

○ 緊急輸送路は、災害時に、消火、救出、救助その他の応急対策（災害情報の受伝達、巡回、物資・

人員輸送等）を行う緊急車両が通行する道路であり、高速道路や幹線道路を対象とする。 

○ 行政機関、海上からの緊急物資を受け入れる耐震強化岸壁、総合病院等の各拠点の連携を考慮して、

第１次及び第２次緊急輸送路を指定する。指定は、道路の整備状況に応じて、順次見直す。 

○ 第１次緊急輸送路は、緊急交通路指定想定路と整合を図り、高速道路や幹線道路等の広域的ネット

ワークを構成する重要路線で、輸送の骨格をなす道路とする。 

○ 第２次緊急輸送路は、第１次緊急輸送路を補完し、相互に連絡する路線であり、第１次緊急輸送路

の代替性や多重性を確保する道路とする。 

 

２ 災害時に重要な拠点施設へのアクセスを確保する路線の指定【政策経営・国際戦略局】 

○ 緊急交通路を補完するものとして、区役所や土木事務所、消防署、主要な病院等、災害発生時の拠

点となる建築物から緊急交通路に至るまで、建築物等の倒壊等による、緊急車両の通行の阻害を防ぐ

べき路線（災害時重要拠点アクセス路）を定める。 

 

３ 関係機関との連携【建築局、防災・危機管理統括本部】 

○ 市及び(一社)横浜建設業協会及び(一社)神奈川県建設業協会横浜支部は、｢災害時における緊急巡

回及び応急措置等に関する横浜市と社団法人横浜建設業協会及び社団法人神奈川県建設業協会横浜

支部との協定｣、｢大規模地震時における道路啓開及び応急対策の支援活動に関する協定｣等に基づく

災害応急対策を円滑に行うため、定期的に連絡・確認を行う。 

○ 市及び京浜河川事務所は、鶴見川に防災拠点として整備された緊急用船着場及び管理用道路につい

て、救援物資及び災害復旧用資材等の輸送施設として使用できるよう、平常時から訓練にも活用する。 

 

第３節 普及・啓発等【道路・交通政策局、車両を保有する区局】 

○ 県警察及び市は、連携して、緊急交通路を表示する規制予告標識を設置する。 

○ 県警察及び県交通安全協会、並びに安全運転管理者は、講習会等により、震災時における自動車

の運行等の措置に関する知識の普及を図る。 
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第 11 章 避難 

 

第１節 避難場所 

１ 指定避難所（災害対策基本法第 49 条の７）・地域防災拠点 

【脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、下水道河川局、消防局、教育委員会事務局、防災・危機管理統括本部、

各区局】 

○ 被災した市民等が一定期間滞在して避難生活をするための避難所として、生活環境を確保するとと

もに、救援活動を実施できる施設とする。 

○ 市は、地域防災拠点である市立学校等を指定避難所に指定する。地域防災拠点は、市民の認知を高

めるほか、在宅被災者支援のための情報受伝達拠点、地域住民による救助・救護活動拠点、救助・生

活資機材、食料・飲料水等の備蓄機能を備えた拠点として整備する。 

(1) 地域防災拠点の指定及び避難地区割り当て 

○ 市は、被害の想定や人口、市立学校等の配置その他状況の変化等を勘案し、指定、変更又は解

除する。各区は、指定、変更又は解除に当たり、地域防災拠点の位置及び道路の状況、人口、自

治会町内会の区域等を考慮するとともに、避難地区の指定を行い、住民に周知する。 

(2) 地域防災拠点における安全性確保及び施設等の整備 

○ 市は、校舎等建築物の安全性を確保するよう努める。 

○ 市は、情報受伝達手段として、デジタル移動無線機を拠点ごとに配置するほか、緊急地震速報

対応ラジオの配置、災害時用公衆電話（特設公衆電話）及びインターネット環境の整備を進める。 

○ 市は、空き教室又は校地を利用して防災備蓄庫を設置し、物資及び救助資機材等を備蓄する。

救助資機材は、地域住民に加え、状況に応じて警察、消防、自衛隊等の公的機関も活用する。な

お、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域等に位置する場合は、防災備蓄庫の配置や耐水化等の措

置について、災害による影響を考慮する。 

○ 市は、水洗トイレ機能の確保のため、校舎の新・改築及び改修工事に併せて、排水設備の耐震

強化を実施する。また、誰でも利用できる多機能トイレを順次整備する。 

○ 市は、公共下水道に繋がる下水直結式仮設トイレ用下水道管を順次整備する。 

  ○ 市は、「地域防災拠点開設・運営マニュアル」を作成する。 

  ○ 各学校は、ヘリコプターによる救援活動のため、校舎屋上に、学校名を表示する。 

○ 都市ガスを使用する中学校は、LP ガスボンベ庫を設置する。LP ガスを使用する学校は、既存の

LP ガスボンベ庫に災害時対応ユニットを整備する。協定に基づき、訓練及び災害時に対応する事

業者の優先順位をあらかじめ指定するとともに、平常時から災害時まで一貫して事業者と連携す

ることで、災害対応能力を高める。 

○ 市は、VPP※１構築事業及び PPA※２事業により、災害時に電源としても活用できる蓄電池を設置

する。 

※１ VPP（Virtual Power Plant：仮想発電所）とは、様々な施設に点在する発電設備や蓄電池等を、ネットワ

ークシステムによりまとめて制御することで、あたかも発電所のように機能させること。 

※２ PPA（Power Purchase Agreement：電力購入契約）とは、設備事業者（PPA 事業者）が施設に太陽光発電設

備等を設置し、施設側は設備で発電した電気を購入する契約のこと。 

○ 市は、避難者の健康管理の観点から、施設管理者の協力のもと、既存の空調設備を有効に活用

する。 
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２ 指定緊急避難場所（災害対策基本法第 49 条の４）【防災・危機管理統括本部】 

○ 災害の危険が切迫した場合における緊急の避難場所として、防災施設の整備の状況、地形、地質そ

の他の状況を総合的に勘案して、異常な現象の種類※１毎に、同法施行令第 20 条の３に定める一定の

基準を満たす施設又は場所を、市が、必要に応じて指定する。（ただし、災害の規模や被害状況等によ

り、地区センター等の公共施設又は自治会町内会館などを避難場所として開設する場合がある。） 

○ 市は、指定避難所である地域防災拠点の避難場所機能（立退避難の場所としての適否）を異常な現

象の種類毎に明確にすることとし、地域防災拠点のうちから、指定緊急避難場所を指定する。 

 ※１ ①洪水 ②崖崩れ ③高潮 ④地震 ⑤津波 ⑥大規模な火災 ⑦雨水出水（内水） 

 ⑧火山※２  

異常な現象の種類 指定の考え方 

洪水 地域防災拠点に指定された市立学校等の敷地内の建物のうち、洪水の影

響を受けないものを指定する。 

崖崩れ、土石流などの

土砂災害 

地域防災拠点に指定された市立学校等の敷地内の建物のうち、崖崩れ、

土石流などの土砂災害の影響を受けないものを指定する。 

高潮 地域防災拠点に指定された市立学校等の敷地内の建物のうち、高潮の影

響を受けないものを指定する。 

地震 地域防災拠点に指定された市立学校等の敷地内の建物のうち、新耐震基

準を満たすものを指定する。 

津波 地域防災拠点に指定された市立学校等の敷地内のうち、第３項に指定す

る場所を指定する。 

大規模な火災 地域防災拠点に指定された市立学校のうち、第４項に指定する区域内に

あるものを指定する。 

雨水出水（内水） 地域防災拠点に指定された市立学校等の敷地内の建物のうち、雨水出水

（内水）の影響を受けないものを指定する。 

※２ 本市は、⑧に起因する立退避難を想定していないため、指定は行わない。 

 

３ 津波避難場所、津波代替拠点【防災・危機管理統括本部】 

○ 津波からの避難者を受け入れるため、海抜５ｍ以上の高台又は鉄筋コンクリート造等の頑丈な建物

の３階以上を目安に津波避難場所を確保する。 

○ 市は、県が公表する津波浸水予測図（平成 24 年３月）を踏まえ、一部の地域防災拠点が、津波被害

により使用できない可能性を考慮して、現在、地域防災拠点として未指定の市立中学校、市立高校な

どを津波代替拠点として指定し、避難場所を確保する。 

 

４ 広域避難場所の指定等【資源循環局、消防局、水道局、防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 地震による延焼火災の輻射熱及び煙から市民の生命及び身体を守るために、一時的（長くとも数時

間程度と想定）に避難する場所として、市が指定する。 

(1) 指定要件 

ア 木造密集市街地から 300ｍ以上、木造建物疎散地から 200ｍ以上、耐火建物から 50ｍ以上離れ

た空地 

イ 10 万㎡以上の空地、又は 10 万㎡未満であっても耐火建物など輻射熱を遮断する効果のあるも

ので囲まれた安全な場所 

(2) 指定及び避難地区割り当て 

○ 市は、定期的に新規指定及び区域追加に関して調査し、必要に応じて見直す。 

○ 市（各区）は、避難場所の状況、安全面積及び道路の状況、人口、自治会町内会の区域等を考
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慮して、避難地区の割当てを行い、地域住民に周知する。なお、割当ては、避難者１人当たり１

㎡を確保するとともに、避難場所まで１時間以内に到達できることを目安とする。 

 (3) 広域避難場所における施設等の整備 

○ 避難経路等には、避難場所への誘導標識を設置する。避難場所周囲には区域標示板を設置する。 

○ 広域避難場所の付近には、防火水槽等必要と認められる機能を整備する。 

 

５ 福祉避難所【健康福祉局、教育委員会事務局】 

○ 指定避難所での避難生活に支援等が必要な災害時要援護者のために、施設がバリアフリー化されて

いるなど災害時要援護者の利用に適する社会福祉施設等を、福祉避難所として選定する。 

○ 福祉避難所の確保のため、施設所在地の区と社会福祉施設等は協定を締結するとともに、「横浜市

福祉避難所応急備蓄物資整備事業要綱」等に基づき、必要な物資を備蓄する。 

○ 市立特別支援学校は、在籍児童生徒及びその保護者が避難する場所とする。 

 

６ 補充的避難所【防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 市は、避難者数に比して指定避難所のスペースが不足した場合や、被災等により機能しない避難所

が発生した場合に備え、公共施設又は民間施設を補充的な避難所として使用できるよう、あらかじめ

施設管理者と調整する。 

○ 補充的避難所として開設が予想される施設は、災害時の職員及び利用者の体制を検討するとともに、

備蓄品等を確保する。 

 

７ 任意の避難場所【防災・危機管理統括本部】 

○ 市民（地域）が任意に設置した避難場所（集会所や寺院など、比較的小規模な場所が想定される。）

であり、開設及び運営は、市民（地域）が行う。運営においては、町の防災組織及び地域防災拠点が

連携し、地域コミュニティを生かした共助で対応することが重要となる。 

○ 災害時における自動車内避難（以下「車中泊避難」という。）は、任意の避難場所として扱う。 

 

８ いっとき避難場所【防災・危機管理統括本部】 

○ 自宅建物の延焼、倒壊の危険がある場合に、災害状況の確認又は広域避難場所、指定避難所等に避

難する前の地域住民の集結の場、一時的な避難場所として、町の防災組織等が、あらかじめ選定する。 

○ 選定基準は、①地域単位ごとの集団で避難行動ができるよう地域生活圏と関連した場所とすること、

並びに ②小公園等、避難者の安全をある程度確保できるスペースを有することとする。 

 

第２節 帰宅困難者等対策 

１ 帰宅困難者等の定義【防災・危機管理統括本部】 

○ 災害時に外出している者のうち、移動手段を失い、滞留状態となった者を滞留者という。そのうち、

近距離徒歩帰宅者（近距離※を徒歩で帰宅する者）を除いた帰宅断念者（自宅が遠距離にあること等

により帰宅できない者）と遠距離徒歩帰宅者（遠距離を徒歩で帰宅する者）を帰宅困難者という。 

 

２ 対策の基本【防災・危機管理統括本部】 

○ 自助、共助及び公助により総合的に対応する。市、国、関係地方公共団体、鉄道事業者及び駅周辺

事業者等の関係機関は各々対策をとるとともに、平常時から連携・協働して対策を進める。 
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３ 帰宅困難者等の発生抑制【防災・危機管理統括本部】 

○ 市は、事業者・学校、市民等に対して、「むやみに移動を開始しない」等の基本的事項を定めた「一

斉帰宅抑制の基本方針」を周知するとともに、趣旨に賛同を得た事業者等の市ウェブサイト等への掲

載、風水害等の発生を予想した情報収集や早めの行動等の事前対策の啓発など、帰宅困難者の発生抑

制に向けた取組の推進を図る。 

○ 市は、事業者等に対して、災害時に、通勤・通学者が安全に帰宅できるようになるまでの間、当該

施設内で待機させること及び待機に必要となる物資等の備蓄を啓発する。また、共助の観点から、施

設周辺の帰宅困難者等の受け入れや、そのために必要な備蓄等についても啓発する。 

○ 市は、市民等に対して、災害時に無理に帰宅しなくて済むように、家族等との連絡手段の事前確認・

確保等を啓発する。また、徒歩で帰宅せざるを得ない場合に必要な、帰宅経路の確認や携行品等の備

えについて啓発する。 

 

４ 主要駅周辺等における関係者の役割【防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 災害時において、鉄道等が運行停止した場合、駅や繁華街等に大量の人々が滞留し、混乱が予測さ

れる。滞留者等による混乱を防止するため、関係者の役割を定め、対策を推進する。 

○ 主要駅において、地域、鉄道事業者、バス事業者、駅周辺事業者、管轄警察署、区役所等を構成員

とする協議会等を設立し、災害時における駅及び周辺での対応ルールや、情報受伝達マニュアル等を

整備するとともに、定期的な防災訓練を実施するなど、平常時からの連携強化を図る。 

○ 鉄道事業者は、利用者の安全を確保するため、防災資機材の整備、災害備蓄の推進、事業継続計画

等の実施、代替輸送手段の確保、運行情報等の広報等に努める。また、事業所防災計画等により、当

該施設内における待機や避難誘導等の利用者保護に係る計画を策定し、従業員等への周知に努める。 

○ 駅周辺事業者は、事業者ごとの対応を原則とし、従業員や顧客等の安全を確保するため、防災資機

材の整備、災害備蓄の推進、建物の耐震化、家具類の転倒等防止など、従業員等が事業所内に待機で

きる環境整備に努める。また、風水害等、事前にある程度発生の予測が可能な場合は、早期帰宅の実

施など、対策行動の啓発に努める。なお、大規模な集客施設※は、当該施設内における待機及び避難誘

導等の利用者保護に係る計画を策定し、従業員等への周知に努める。 

※ 災害時、利用者全てを施設外に出した場合、大量に帰宅困難者等が発生するおそれのある施設（大規模な店舗、映

画館、アミューズメント施設、展示場等）を想定。 

○ 学校は、職員及び施設利用者（児童生徒、学生）が安全に帰宅できるようになるまでの間、校舎内

に待機できるように、災害備蓄品等の備蓄に努める。 

 

５ 滞留者の一時避難場所及び帰宅困難者の一時滞在施設 

【にぎわいスポーツ文化局、防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 市は、主要駅周辺等を中心に、滞留者の安全確保及び災害関連情報提供のための一時避難場所を指

定する。滞留者等が帰宅困難者となる場合に備えて、市有施設及び国有施設を指定するほか、主要駅・

観光地周辺等の民間施設及び商業施設について、その協力を得て指定する。 

○ 市は、災害時に、必要に応じて、公共施設等を一時滞在施設として開設できるよう備える。 

 

６ 滞留者及び帰宅困難者への情報提供並びに徒歩帰宅者への支援【防災・危機管理統括本部】 

○ 市は、市民等の情報収集に資するよう、帰宅困難者一時滞在施設検索システムを整備する。 

○ 市は、遠距離徒歩帰宅者の支援のため、コンビニエンスストア、ファミリーレストラン等（災害時

帰宅支援ステーション）、ガソリンスタンド（災害時徒歩帰宅者支援ステーション）と協定を締結す
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る。協定締結施設は、可能な範囲において、水、トイレ、災害関連情報の提供等の支援を行う。 

 

第３節 車中泊避難対策【防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 車中泊避難は、避難場所及び避難者の規模の予測及び把握が困難なことに加えて、避難者本人の健

康面への影響が懸念されるほか、指定避難所又は指定緊急避難場所の敷地等において車中泊避難者が

発生した場合の指定避難所等避難者の生活支援への支障が生じる恐れ等の課題がある。 

○ 市は、平常時及び災害時において、車中泊避難の発生予防及び車中泊避難が発生した場合の避難者

の把握及び早期解消を目的として、地域防災拠点の役割（指定避難所、情報受伝達及び物資供給拠点）

と、その運営の基本（地域住民の相互扶助による運営）について、周知・啓発を行う。 

○ 市は、車中泊避難による健康被害（エコノミークラス症候群等）について周知・啓発する。 

 

第４節 浸水想定区域又は土砂災害警戒区域における避難対策  

１ 区域における対策 【下水道河川局、建築局、道路・交通政策局、消防局、防災・危機管理統括本

部、各区】 

○ 市は、浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。以

下同じ。）又は土砂災害警戒区域（土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域をいう。以下同じ。）

の指定・公表がなされた場合において、区域ごとに、予報及び警報等の発令及び伝達、避難情報の伝

達、避難場所、避難訓練の実施等の避難に関する措置について定めるとともにハザードマップを作成

して市民等への周知を徹底する。 

○ 市（各区）は、即時避難指示対象区域ごとの避難場所を指定するとともに、避難に関する情報の入

手方法と併せて市民等に事前に周知して、避難対策の強化を図る。 

 

２ 水防法第 15 条及び土砂災害防止法第８条に基づき、名称及び所在地を定める施設における対策 

【こども青少年局、健康福祉局、消防局、教育委員会事務局、防災・危機管理統括本部、各区】 

(1) 施設の範囲 

○ 市は、水防法第 15 条に基づく浸水想定区域内の地下街等（建設予定、又は建設中のものを除

く。)、要配慮者利用施設及び大規模な工場その他の施設（条例で定める基準に該当する施設のう

ち、施設所有者等からの申出があったもの。以下「大規模工場等」という。）並びに土砂災害防止

法第８条に基づく要配慮者利用施設について、本計画資料編において、その範囲を定めるととも

に、施設の名称及び所在地を定める。（以下「資料編に定める要配慮者利用施設等」という。） 

 (2) 気象情報及び警報等の情報伝達 

○ 市は、資料編に定める要配慮者利用施設等の所有者及び管理者等又は自衛水防組織の構成員に

対して、施設所在区の区役所から、浸水又は土砂災害に関する警報等の伝達体制を整備する。情

報伝達手段は、ファクシミリ、防災情報Ｅメール等を活用する。 

 【主な伝達事項（無印は、浸水。下線部は、土砂災害。二重下線部は、浸水・土砂災害共通。）】 

ア レベル３大雨警報、レベル４大雨危険警報、レベル５大雨特別警報、レベル３高潮警報、

レベル４高潮危険警報、レベル５高潮特別警報、津波注意報、津波警報、大津波警報、レベ

ル３土砂災害警報、レベル４土砂災害危険警報及びレベル５土砂災害特別警報 

イ 鶴見川又は多摩川洪水予報（レベル３氾濫警報、レベル４氾濫危険警報及びレベル５氾濫 

特別警報）） 

ウ 水位周知河川における氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）到達情報 

エ 避難指示等の発令 
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オ その他、浸水又は土砂災害対策上、必要な情報 

○ 市は、災害警戒区域及び過去の災害履歴等を考慮し、資料編に定める要配慮者利用施設等に対

して、リーフレットやハザードマップ等により災害の危険性及び予防対策等の周知・啓発を図る。 

 (3) 浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設における対策 

○ 浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設の所有者等は、避難確保計画を

作成し、市に報告する。また、作成した計画に基づく訓練を実施し、結果を市に報告する。 

○ 市は、避難確保計画の作成を支援するとともに、必要な指示を行う。また、計画に基づく訓練

の実施に必要な支援等を行う。 

○ 浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者等は、自衛水防組織の設置に努める。 

 (4) 浸水想定区域内の事業所等（地下街等及び大規模工場等）における対策 

  ア 避難確保計画及び浸水防止計画の作成並びに訓練の実施 

○ 資料編に施設の名称及び所在地を定める地下街等の所有者等は、単独で、又は共同して、「横

浜市地下街等の避難確保・浸水防止計画作成マニュアル」等を踏まえ、避難確保計画及び浸水

防止計画を作成する。また、作成した計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施する。 

○ 資料編に施設の名称及び所在地を定める大規模工場等の所有者等は、浸水防止計画の作成に

努める。また、計画を作成した場合は、訓練の実施に努める。 

○ 地下街等及び大規模工場等の所有者等は、避難確保計画又は浸水防止計画を作成し、若しく

は変更したときは、当該計画を自ら公表するとともに、市に報告する。 

○ 市は、避難確保計画及び浸水防止計画の作成並びに訓練の実施について、必要な支援を行う。

市は、両計画を作成していない地下街等の所有者等に対して、必要な指示を行うほか、必要が

あると認めるときは、２以上の地下街等の所有者等に対して、共同して作成するよう勧告する。 

  イ 自衛水防組織の設置及び報告 

○ 資料編に名称及び所在地を定める地下街等の所有者等は、洪水時における利用者の避難の確

保及び浸水防止のため、自衛水防組織を設置する。 

○ 資料編に名称及び所在地を定める大規模工場等の所有者等は、自衛水防組織の設置に努める。 

  ウ 避難対策及び浸水防止対策等 

○ 不特定かつ多数の人が利用する地下街等の所有者等は、利用者が避難できるように、避難口

及び避難路に誘導表示を設置するとともに、その周知に努める。 

○ 地下街等及び大規模工場等の所有者等は、地上出入口の嵩上げ、止水板設置等の防水対策を

行うとともに、想定する浸水に対して防水堰又は防水扉等の設置、土のう及び防水パックの備

蓄等に努める。 

○ 地下街等及び大規模工場等の所有者等は、構内下水の排水特性等を踏まえ、排水施設からの

逆流防止対策として逆流防止弁の設置等に努める。 

○ 地下街等及び大規模工場等の所有者等は、電源設備等の浸水対策として、地上及び高所への

移設、主要設備の耐水化、予備電源の確保、排水ポンプの拡充等に努める。 
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第 12 章 災害時要援護者支援 

 

第１節 災害時要援護者支援 

○ 地域には、災害時の避難行動など臨機応変の対応が難しく、また、その後の生活に様々な困難が生

じ得る災害時要援護者が居住する。災害時の安否確認、避難支援等を円滑に行うためには、平常時か

ら、地域と災害時要援護者との関係づくりを通じて、災害への備えを進めることが大切である。この

場合において、災害時要援護者が主体的に地域との関係づくりに努めることが円滑な避難等に繋がる。 

○ 自助、共助を基本とした地域による自主的な見守り、支え合いの取組が重層的に行われるとともに、

関係機関・団体等の連携、情報共有等が進むよう、各区で展開する地域福祉保健計画等の取組を進め、

平常時からの災害時要援護者支援を推進する。災害時要援護者対策は、災害対策基本法、横浜市震災

対策条例（平成 25 年２月条例第４号）等の規定に基づき推進するものとし、具体的な運用基準は、別

に定める「共助による災害時要援護者支援の手引」による。 

 

１ 災害時要援護者名簿及び個別避難計画【健康福祉局、各区局】 

○ 本市では、災害時要援護者のうち、特に自力避難が困難と想定される対象者について、法令等※１に

基づき、災害時要援護者名簿※２を作成する。 

○ 災害時要援護者名簿は、法令等※１に基づき、対象者の生命、身体を保護するため特に必要と認める

場合には、安否確認、避難誘導、救出救助等を利用目的として避難支援等の実施に携わる関係者（以

下「避難支援等関係者」という。）に提供する。この場合において、提供する名簿には、個人情報の提

供を拒否した者、不同意の者の情報を含む。 

○ 市は、防災、福祉等の関係機関等と連携し、災害時要援護者名簿掲載者※３の個別避難計画の作成等

を進める。 

 ※１ 災害対策基本法第 49 条の 10 から 13 まで、横浜市震災対策条例第 12 条、同条例施行規則（平成 10 年２月規則

第７号）第４条から第 10 条、及び個人情報の保護に関する法律第 27 条 

※２ 災害対策基本法第 49 条の 10 に定める「避難行動要支援者名簿」に相当する。 

※３ 災害対策基本法第 49 条の 10 に定める「避難行動要支援者」に相当する。 

  

２ 地域の取組【健康福祉局、各区局】 

○ 自主防災組織等（自主防災組織に準ずるもので、市長が認めるものを含む。以下同じ。）は、「共助

による災害時要援護者支援の手引」に定める方法等で災害時要援護者を把握し、災害時に備えて、安

否確認、避難支援等の対応方法の検討、災害時要援護者が参加できる防災訓練の実施、災害時要援護

者名簿作成等に取り組む。 

○ 自主防災組織等は、地域の助け合いを基本に、地域ぐるみで災害から災害時要援護者を守るための

取組みとして、災害時要援護者の安全対策に関する意識の高揚及び技術の修得に努める。 

○ 平常時から、自治会町内会、民生委員・児童委員、保健活動推進員、ボランティア、地域住民等が

相互に連携し、災害時要援護者に対する声かけ・見守り活動等地域の実情に応じた支え合いの取組を

進め、災害の備えにつなげる。 

○ 居宅介護支援事業者、福祉サービス提供事業者等、災害時要援護者に関わる事業者は、平常時から、

利用者が災害に備えた準備をする際の支援、並びに利用者と地域との関係づくりの支援を行う。 

 

３ 市の取組【健康福祉局、各区局】 

○ 市は、防災指導等の機会を捉えて、災害時要援護者やその家族に対し、高齢者等避難の情報への注
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意、早期に避難行動を開始するための準備など、家庭内での安全対策について周知する。また、地域

の助け合いを基本に、地域ぐるみで災害時要援護者を守るという自主防災意識を啓発する。 

○ 市は、平常時からの地域の自主的な支え合いの取組を支援するため、希望する自主防災組織等に、

市が保有する災害時要援護者名簿を提供する。提供に当たっては、自主防災組織等と協定を締結する。 

○ 市は、災害時に備え、避難支援等関係者（消防局）へ災害時要援護者名簿を提供する。 

○ 市は、災害時要援護者名簿の適正な情報管理のため、情報セキュリティ関連規定の遵守を徹底する。 

○ 市は、民間の居宅介護支援事業者、福祉サービス提供事業者等に対して、利用者が災害に備えた準

備をする際の支援、並びに利用者と地域との関係づくりの支援、災害時における利用者の安否確認、

避難支援等の協力を働きかけるとともに、協力協定を締結する。 

○ 災害時における難病等在宅療養者の安全確保のため、医療機関の機能確保に努める。特に電気、ガ

ス、水道の確保は、診療活動の維持に不可欠なため、関係機関と連携を図る。また、入院患者に対す

る給食用食料などは、市立病院等における備蓄を進める。 

○ 市（各区）は、登録申請のあった者（原則、２級から３級の身体障害者手帳の交付を受ける聴覚障

害者で自宅にファクシミリがある者）について、自宅のファクシミリへ災害時緊急情報を配信する。 

○ 市は、福祉避難所となる施設間の相互支援体制の構築、福祉避難所との定期連絡及び訓練の実施な

ど災害に備えた関係機関・団体等との連携強化を行う。 

 

■ 災害時要援護者名簿 

１ 掲載事項 

(1) 掲載する者の範囲 

在宅で、次のアからオのいずれかに該当する者 

ア 介護保険要介護・要支援認定者で次の各号のいずれかに該当する者 

(ｱ) 要介護３以上の者 

(ｲ) 一人暮らし高齢者、又は高齢者世帯でいずれもが要支援若しくは要介護認定の者 

(ｳ) 認知症のある者（要介護２以下で、日常生活自立度がⅡ以上の者） 

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）（障

害者総合支援法）のサービスの支給決定を受けている身体障害者、知的障害者、精神障害者、難

病患者 

ウ 視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自由者のうち身体障害者手帳１～３級の者 

エ 療育手帳（愛の手帳）Ａ１・Ａ２の者 

オ 精神障害者保健福祉手帳１・２級の者 

(2) 記載事項（７項目） 

①氏名、②住所又は居所、③生年月日、④性別、⑤電話番号その他の連絡先、⑥災害時要援護者

の安否確認、避難誘導、救出救助等の支援活動を必要とする事由、⑦その他災害時要援護者の支援

活動の実施に関し市長が必要と認めるもの 

 

２ 市から自主防災組織等への災害時要援護者名簿の提供 

(1) 名簿提供先 

ア 自主防災組織（町の防災組織及び地域防災拠点運営委員会） 

イ 自主防災組織に準ずるもので市長（区長に委任）が認めるもの 

(2) 名簿情報の適正管理 

  ○ 名簿提供先となる自主防災組織等及び市は、個人情報の取扱いについて定めた協定を締結する。 
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  ○ 名簿提供先となる自主防災組織等が行う個人情報の漏えい防止措置 

   ア 取組の対象となるエリアを定め、区に届け出る。 

   イ 情報管理者及び情報取扱者※、名簿保管方法について区に届け出る。 

   ウ 協定書で定める届出事項に変更が生じたときは、区に報告する。 

   エ 個人情報の取扱いに関する研修を実施する。 

オ 名簿情報の漏えい防止及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずる。 

※ 災害対策基本法第 49 条の 13 に規定する秘密保持義務が生じる（情報管理者及び情報取扱者でなくなった者

についても、同様とする。）。 

 

第２節 社会福祉施設等における対策 

１ 施設の安全対策【健康福祉局、各区局】 

○ 施設管理者は、施設、設備等を常時点検し、維持管理する。また、備品等の転倒、破損、飛散及び

落下等の防止、火器の安全対策等の措置を講じる。 

 

２ 応急活動のための備え【健康福祉局、各区局】 

○ 施設管理者は、地震に際して、防災組織体制、出火防止対策、救護対策、避難対策、保護者への緊

急連絡、地域との連携等その他必要事項を定めた計画を作成し、職員等へ周知徹底を図る。 

○ 施設管理者は、職員に防災教育を行い、災害時にとるべき措置・行動の周知徹底を図る。 

○ 施設管理者は、年２回以上（児童福祉施設は月１回以上）避難訓練を行う。うち１回は、大規模地

震を想定する。その際、夜間等職員が少ない状況も考慮する。訓練に当たっては、市（消防局）の指

導、助言を受けるとともに、近隣の自治会町内会等に協力を要請し、地域住民やボランティアの参加

による実践的な実施に努める。 

○ 施設管理者は、災害時に備え、保護者又は家族等と確実に連絡がとれる緊急連絡先を把握する。ま

た、最低３日分の飲料水の確保策を講じるとともに、必要に応じて、水の汲み置き、食料・トイレパ

ック、生活必需物品、救助用の防災資機材等を備蓄する。 

○ 福祉避難所となる施設は、災害時要援護者の受入れに必要な物資を備蓄するほか、災害時優先携帯

電話、ファックス等複数の情報受伝達手段と自家発電装置を整備するとともに、代替伝達手段として

のバイク、自転車等を整備する。 

 

３ 避難に関する事項の事前整備及び確認【健康福祉局、各区局】 

○ 施設管理者は、避難方法、避難先及び避難路等について事前に定めるとともに、併せて、特別警報

発令時、又は、既に浸水が始まり、緊急に命を守る行動をとる必要がある場合における応急的な対応

（垂直避難や重要な医療機器等の移動等）について事前に確認し、関係者に対する周知徹底を図る。 

○ 施設管理者は、避難者の受入先となる施設の救援救護体制について、事前に確認する。 

 

４ 地域との連携強化【健康福祉局、各区局】 

○ 施設管理者は、必要に応じて、近隣の自治会町内会、事業者等との間で、施設利用者の避難協力に

関する応援協定等を締結するなど、地域住民の協力による安全確保対策を進める。 

○ 施設管理者は、区分（施設種別、在宅サービスの種別、専門職種など）に応じて、広域的な組織と

災害時の緊急応援体制について、協定の締結等により、整備を進める。 
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第３節 学校施設における対策 

１ 校舎等施設の安全対策【教育委員会事務局、各学校】 

○ 各学校は、校舎・体育館の窓ガラスヘの飛散防止フィルム貼付、実験・実習で用いる薬品・危険物

等の管理徹底、教材・備品等の転倒落下防止等の安全措置を講じる。 

○ 各学校は、プール、貯水槽での貯水を可能な限りで行う。 

 

２ 情報連絡体制【教育委員会事務局、各学校、各区】 

○ 各学校は、緊急時の連絡方法をあらかじめ確認する。災害時における、各学校と所在区との情報受

伝達ルールを作成するほか、学校と周辺施設との連携が必要となることから、幼稚園、保育所、地区

センターなども含めた連絡体制の構築を推進する。 

○ 教職員は、災害時に情報通信機器を使用できるよう、防災訓練や定期的な研修に参加する。 

 

３ 災害応急活動に係る事前策定事項【医療局、教育委員会事務局、各学校、各区】 

○ 各学校は、避難方法、安全指導体制、教職員の役割、情報連絡体制その他必要事項を定めた学校防

災計画を作成して、教職員等へ周知徹底を図るとともに、地域防災拠点運営委員会と共有する。 

○ 地域防災拠点に指定されている学校は、避難所運営、役割分担、負傷者の応急救護体制、学校再開

準備などについて、地域防災拠点運営委員会に協力するとともに、平常時から、災害時に避難所とな

ることを想定して備える。教職員は、拠点開設・運営訓練等に参加するなど、災害時に備える。 

○ 各学校は、災害時における児童生徒の学習の場を確保するため、あらかじめ体制を整備する。 

○ 各学校は、重要書類、文書、諸帳簿、教材、備品等の管理及び非常持ち出しについて、日常指導を

徹底し、被害を最小限にするよう努める。 

○ 地域防災拠点での軽傷者対応のため、応急手当程度の用品を保健室に配備し、災害時に応急手当場

所に持ち出せるように整備する。地域防災拠点運営委員会及び各学校は協議し、応急手当場所や医療

救護隊の診療スペース（体育館の一画、教室、保健室等）、感染症に備えた隔離スペース等をあらかじ

め確保する。また、各区は、重傷者等の対応に備え、周辺の医療関係機関をリスト化し、区・運営委

員会・学校で情報共有する。 

 

４ 児童生徒の安全確保体制の確立【教育委員会事務局、各学校】 

○ 各学校は、学校防災計画の具体的行動マニュアルに基づき、児童生徒が安全に避難できるよう対策

する。市（教育委員会事務局）は、児童生徒の避難方法、安全指導体制、教職員の役割分担、情報連

絡体制などについて、各学校に、指導や研修を行う。 

○ 各学校は、学区内の地域及び町内別に児童生徒数を把握するとともに、あらかじめPTAと協議して、

地域の自治会町内会等の協力を得て、緊急時の保護者との連絡方法、登下校の安全経路、児童生徒の

保護措置などの安全対策を確立する。 

○ 各学校及び市（教育委員会事務局）は、気象警報等又は降灰予報の発表等、事前にある程度災害の

発生が予測可能な場合の登下校、休校、学校活動の継続・再開等について、児童生徒又は保護者への

連絡方法も含めて、あらかじめ定める。 

○ 各学校は、災害時における児童生徒の学校への留置き又は保護者への引渡しについて、あらかじめ

定める。また、放課後キッズクラブ、放課後児童クラブ、特別支援学校はまっ子ふれあいスクール、

コミュニティハウス等と、災害時の避難行動、児童生徒の留置き等の対応策をあらかじめ協議する。 
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５ 学校防災教育の推進、訓練等【教育委員会事務局、各学校】 

○ 各学校は、防災教育の指針に基づく指導資料等を活用して、災害態様、避難行動、地域のボランテ

ィア活動への参加等について、学校防災教育を推進する。小学生では自助を中心に、中学生以上には

加えて共助の取組を指導するなど、発達段階に合わせた体系的・継続的な防災教育を実施する。 

○ 各学校は、PTA との協力による訓練、並びに学校、家庭、地域及び区役所等が連携した総合的な訓

練を実施して、実践的な理解を深めるとともに、児童生徒や保護者の地域の防災訓練への参加を促す。 

○ 各学校は、発災型訓練、児童生徒の預かり・引き渡し訓練等の実践的な防災訓練を行う。訓練は、

地域防災拠点運営委員会との連携に配慮する。訓練終了後は、教職員の指示、安全点検、児童生徒の

避難行動などについて評価を行い、訓練及び対策に反映する。 

○ 市は、教職員の研修を充実し、防災教育に関する指導力や防災対応能力、救護処置能力を高める。 

 

第４節 外国人等（日本語の理解が充分でない又は日本の生活習慣に不慣れな者等）への支援【政策経

営・国際戦略局、市民局、にぎわいスポーツ文化局、道路・交通政策局、港湾局、防災・危機管理統

括本部】 

○ 市は、在住外国人等に向けて、外国語による防災啓発ツールの作成・配布及び防災情報のウェブサ

イト掲載などを通して防災意識の高揚を図るとともに、外国人支援ボランティアとの連携を進める。

また、防災訓練への参加を促す工夫や、災害を模擬体験できる機会の提供などを行う。 

○ 市は、外国人旅行者に向けて、旅行中に災害等に遭遇した際の安全確保等の知識の普及に努める。 

○ 市は、観光関連事業者向けの普及啓発として、災害時における外国人旅行者への情報提供ツール等

の提供に努める。 

○ 市は、多言語対応ツールの提供、道路標識及び避難標識等の多言語化及び一般図記号の使用、海抜

標示や津波避難情報板への多言語表記等を行う。 

○ 短期滞在外国人等についても、在住者及び旅行者と同様に、支援に努める。 
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第 13 章 物資・資機材等 

 

第１節 物資等の備蓄 

○ 発災後３日間は、自助による家庭内備蓄及び公的備蓄を合わせて対応する。また、在宅医療資材の

特殊品目については、自己備蓄を原則とする。 

 

１ 備蓄庫の整備【防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 地域防災拠点防災備蓄庫、区役所災害用備蓄庫、方面別備蓄庫、帰宅困難者用備蓄庫及び津波代替

拠点用備蓄庫に備蓄する。 

○ 地域防災拠点防災備蓄庫は、防災資機材、避難生活用品、非常食等を備蓄する。 

○ 区役所災害用備蓄庫は、地域防災拠点への補給物資基地とする。 

○ 方面別備蓄庫は、各区への補給物資の補充基地として、市域を大きく分割して、方面別に設置する。 

 

２ 備蓄物資等の整備【防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 市は、災害直後における物資確保及び道路障害等による物資輸送の困難性を勘案し、市民の安全確

保に関わる食料、水、生活用品、資機材等の備蓄を進める。国及び地方公共団体からの応援体制の迅

速化及び流通機構の活用により、早期に必要物資の調達が期待できることを踏まえて、避難者１人当

たり２食分（乳児は３日分）を備蓄し、計画的に更新する。 

○ 食料は、市民ニーズの多様化を踏まえ、想定される避難者数に応じた備蓄とする。高齢者及び乳幼

児については、軟食、乳児用ミルク（アレルギー対応のものを含む）等を備蓄する。 

○ 避難生活に必要な生活用品等（紙おむつ・紙パンツ、生理用品、トイレットペーパー、毛布、アル

ミブランケット等）を備蓄する。 

○ 帰宅困難者への支援として、１人当たり１食分の食料と水缶詰、アルミブランケット、トイレパッ

クを想定人数に応じて備蓄するものとし、備蓄庫及び一時滞在施設等に分散して備蓄する。 

○ 事業者（企業等）は、災害時の一斉帰宅抑制に備えて３日分の備蓄の確保に努める。 

 

３ 救援物資の受入・配分への備え【経済局】 

○ 物流拠点等は、基幹物流業者の倉庫等を活用するとともに、市と物流業者との連携を強化し、必要

な協定等を締結する。 

 

第２節 その他の資機材の整備 

１ 水防用資機材【下水道河川局、建築局、港湾局】 

○ 市は、各区土木事務所管内に水防倉庫等を設置し、県水防計画に準拠して水防用資機材を整備する

とともに、資機材の緊急調達方法をあらかじめ定める。なお、震災等他の災害対策にも使用できる。 

○ 市は、各ふ頭事務所（指定管理者事務所）に高潮活動用資機材を整備する。 

○ 崖崩れ及び土砂災害等対策として、市と協定を締結する各区の横浜建設業防災作業隊※に応急資機

材を備蓄する。応急活動により消費した資機材は翌年度補充し、常時一定量の備蓄を保つ。 

 ※ 「風水害、地震その他による崖崩れ災害に係る応急措置等に関する一般社団法人横浜建設業協会及び一般社団法

人神奈川県建設業協会横浜支部との協定」に基づき、(一社)横浜建設業協会及び(一社)神奈川県建設業協会横浜支

部の所属会員のうち、市内に本社がある会員をもって組織される。 
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２ ペット対策資機材等【医療局、各区】 

○ 市は、負傷した犬猫の保護や、避難者が地域防災拠点等にペットを連れてきた場合に備え、ペット

飼育用ケージを動物愛護センター、区役所及び動物病院に備蓄する。 

○ 飼い主は、災害時に備え、平常時からケージ等の保有に努める。 

 

３ その他の資機材等【各区局】 

○ 市は、災害対策に活用し、又は活用可能な物資及び資機材等について、適切に維持管理する。 

 

第３節 水の確保【水道局、防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 応急給水を行うための水は、主に配水池※１、災害用地下給水タンク※２に確保する。 

※１ 震度５強以上の地震が発生し、配水池の水位が設定水位以下となった場合、緊急遮断弁が閉じられ、飲料水

を確保する。管路に被害や漏水が発生した場合でも、市民が１週間必要とする量に相当する約 19 万立米の飲料水

を確保できる。 

※２ 通常配水管の一部として水道水が流れている地下式の貯水槽で、水圧が下がると自動的に緊急閉止弁（流入、

流出の弁）が閉まり、タンク内に飲料水が貯留される。 

○ 市は、災害用地下給水タンクを、災害などによる断水時に誰でも飲料水が得られる場所として、地

域防災拠点の市立学校等を中心に整備する。市及び地域は、平常時から、応急給水訓練を実施する。 

○ 市は、災害時、耐震管路の先端に応急給水装置（仮設の蛇口）を取り付けて給水する施設として、

緊急給水栓を、地域防災拠点の市立学校、区役所、公園等を中心に設置する。 

○ 災害用地下給水タンク等がなく受水槽が活用可能な地域防災拠点を中心に、災害時に飲料水として

活用するため、受水槽の排水管に簡易給水栓を取り付ける整備を進める。 

○ 災害用地下給水タンク等の応急給水施設が設置されていない地域防災拠点を対象に、配水管から屋

外水飲み場までを耐震化する耐震給水栓の整備を進める。 

○ 応急給水に必要な容器類は、各水道事務所、各配水池の倉庫及び応援者受け入れ施設に保管する｡

また、配水池、災害用地下給水タンク、緊急給水栓で使用する機材は、附属の倉庫、防災備蓄庫、水

道局事業所等に保管する。 

○ 市民は、各家庭で、１人１日３リットル、最低３日分で９リットル以上の飲料水の備蓄に努める。 

○ 市は、水缶詰を備蓄（２缶/避難者１人、１缶/帰宅困難者 1 人）し、計画的に更新する。 

○ 市は、井戸の所有者の協力を得て、市が簡易な水質検査を行い、洗浄水などの生活用水として災害

時に利用可能な井戸を災害応急用井戸に指定し、｢災害用井戸協力の家｣プレートの掲出を依頼する。 

○ 市は、受水槽水の設置者等に、災害時に活用できることを啓発し、給水方法を周知する。 

○ 市は、災害対策上重要な拠点となり、建築規模からも導入に適する小中学校舎、区庁舎、消防庁

舎等において、雨水利用施設（貯留槽）の整備を進める。   
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第 14 章 衛生・防疫・遺体対策 

 

第１節 動物の保護収容【医療局】 

○ 市は、平常時から、災害時のペット対策として、①飼い主の明示（鑑札・マイクロチップ装着等）、

②基本的しつけ、③健康管理、④ケージ、ペットフード、水等の避難用物品の確保、⑤ペットの預け

先確保等について普及啓発に努めるとともに、「ペットとの同行避難対応ガイドライン」に基づき、地

域防災拠点等での飼育ルールづくり及び飼育場所などの事前準備について支援・助言する。 

○ (公社)横浜市獣医師会、(公社)日本動物福祉協会横浜支部、神奈川県愛玩動物協会、(公財)日本補

助犬協会、NPO 法人神奈川動物ボランティア連絡会、(公財)神奈川県動物愛護協会、(一社)全国ペッ

ト協会、市等は、災害時に横浜市災害時動物救援本部を設置し、また、動物救援センターを設置して

活動する。市は、動物救援センター設置のための土地利用について、あらかじめ協定を締結する。 

 

第２節 遺体対策 

１ 関係機関の連携【健康福祉局、各区】 

○ 市及び県警察は、あらかじめ協議し、遺体対策に係る実施体制等を確立する。 

○ 葬祭業者及び市は、遺体の取扱い、遺体安置所における遺体の保存環境の確立、遺族が身元確認し

やすい環境の整備等について、あらかじめ協議し、協定の整備等を進める。遺体の保存環境の確立に

ついては、身元確認の長期化及び遺体の腐敗の進行が早い高温多湿な時期の災害も想定する。 

○ 市及び関係機関は、平常時から、必要な事項の協議、訓練等を実施する。遺体の処置には、専門的

な知識が必要であることから、市及び葬祭業者等は訓練の実施、協定の整備等、平常時からの連携を

促進し、必要な協力を得られる体制の確保に努める。 

 

２ 遺体安置所【健康福祉局、水道局、各区】 

○ 市は、区スポーツセンター等の公共施設、必要な場合は民間施設等をあらかじめ遺体安置所として

指定する。指定に当たっては、開設時に大型車が横付けできること、電気及び多量の水を確保できる

こと、被災者と隔離された場所であること、遺体搬入・安置を１階で行えること等に配慮する。 

○ 市は、各施設状況に応じ、遺体安置所の設備、遺体搬入等の動線を確認の上、遺体安置所設営マニ

ュアルを作成する。 

○ 市は、遺体安置所の開設に当たり、必要な物品をあらかじめ用意するとともに、災害時に活用でき

るよう、管理体制を整える。 

○ 遺体洗浄等には多量の水を要するため、洗浄水の供給体制について事前に協議する。 

 

３ 火埋葬許可証等【市民局、各区】 

○ 市が行う火埋葬許可証等発行手続は、実施手順をマニュアル化し、遺族への相談に対応できるよう

にする。また、通常の実施手順に加え、国からの特例措置も想定した災害時用のマニュアルも作成し

て対応する。 
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第 15 章 ボランティアとの協力 

 

第１節 平常時からの協力及び連携 

１ 横浜災害ボランティアネットワーク会議・区災害ボランティアネットワーク【行財政局、各区】 

○ 市内のボランティア団体は、平常時から、互いの主体性を尊重しながら、分野を越えた幅広い交流

を図る。市及び各区は、オブザーバーとして参加し、状況に応じた協力体制づくりを共に進める。 

 (1) 設置訓練等を通じた、市・区災害ボランティアセンターの組織体制の構築 

(2) 各区間における連携促進を目的とした各区災害ボランティアネットワーク連絡会の開催支援 

(3) 市域を越えた NPO をはじめとする関連団体や各機関との連携強化 

(4) コーディネートスキルアップ研修等による災害時のボランティア活動啓発 

(5) ホームページの運営による災害情報等の収集・提供 

 

２ 協力及び連携の強化【行財政局、各区】 

○ 市は、平常時から、横浜災害ボランティアネットワーク会議、ボランティア団体、市社会福祉協議

会等と協力し、顔の見える関係作りを推進する。 

○ 各区は、平常時から、地域防災拠点運営委員会連絡協議会、区災害ボランティアネットワーク、ボ

ランティア団体、区社会福祉協議会等と協力し、防災訓練や災害ボランティアセンター運営シミュレ

ーション等を通じて、顔の見える関係づくりを推進する。 

○ 各区は、災害時にボランティアニーズの把握、情報提供、活動場所の提供などが円滑に行われるよ

う必要な措置を講じるとともに、コーディネートをする区災害ボランティアネットワークや区社会福

祉協議会等の活動を支援する。 

 

３ ボランティア意識の高揚【行財政局】 

○ ボランティア団体及び市は、災害を視野に入れたネットワークづくりを行いながら、市民や関係者

に向けて行う事業等を通じ、ボランティア意識の高揚を図る。 

 

第２節 市災害ボランティア支援センター及び区災害ボランティアセンター設置等への備え 

１ 設置及び運営に関する備え【行財政局、各区】 

○ 市災害ボランティア支援センターの設置及び運営について、市、横浜災害ボランティアネットワー

ク会議及び市社会福祉協議会の役割及び位置づけを協定書等で定め、災害時の相互連絡及び定期的な

連絡調整を行う体制を整備する。また、区災害ボランティアセンターの設置及び運営について、区ご

とに協定書で定め、手順等に関するマニュアル等をあらかじめ整備する。 

○ 市及び各区、災害ボランティアネットワーク会議及び社会福祉協議会等は連携を強化し、設置運営

訓練を行う。 

○ 運営を支援するボランティアを養成するとともに、市及び区に設置担当者を複数人定める。 

   

２ 活動拠点等予定施設【行財政局、各区】 

○ 市災害ボランティア支援センターの活動拠点等予定施設は、横浜市社会福祉センター（横浜市健康

福祉総合センター内）とする。代替施設は、公共施設等から行財政局があらかじめ定める。 

○ 区災害ボランティアセンターの活動拠点等予定施設及び代替施設は、区社会福祉協議会と各区が協

議してあらかじめ定める。 

○ 活動拠点等予定施設が被災した場合の代替施設として、行財政局及び各区は、複数の予定施設をあ
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らかじめ定める。特に、津波による浸水の恐れがある地域は、次点の予定施設を定める。 

 

第３節 専門ボランティアの確保等 

１ 養成・登録【市民局、防災・危機管理統括本部、各区局】 

○ 市は、（公財）横浜市国際交流協会との協定に基づき、災害時における外国語の通訳・翻訳ボランテ

ィアに関する連携・協力を図る。 

○ 市は、横浜市アマチュア無線非常通信協力会との協定に基づき、災害時における連携・協力を図る。 

 

２ 赤十字防災ボランティア 

○ 日本赤十字社神奈川県支部は、日本赤十字社が行う災害救護救援活動に参加、協力する個人、団体

等の赤十字防災ボランティアの養成及び活動を推進する。県内に居住し、ボランティアとして平常時

における防災・減災思想の普及、並びに災害時の活動を希望する者を対象に、養成研修会を開催する。 

○ 赤十字防災ボランティアの活動は、研修や訓練に参加して自己研鑽を積み、災害時に被災者に対す

る応急救護･復旧等の活動などを自己完結で行う。 

 

３ 市退職者の登録制度【消防局、水道局】 

○ 市消防局消防吏員及び水道局の退職者を対象として、任意登録によるボランティア制度を運用し、

災害応急活動において支援・協力を得る。 
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第 16 章 復旧・復興を見据えた備え 

 

第１節 災害時に活用できる土地の確保【総務局、みどり環境局、下水道河川局】 

○ 市は、大規模災害時における救援活動や復旧・復興事業の活動拠点、事業等の用地として多くの空

地・未利用地等が必要となることに備え、平常時から市内の空地・未利用地の把握に努める。 

○ 市は、災害時における土地利用の考え方をあらかじめ定め、災害時には用地の確保及び関係者間の

利用調整を行い、応急から復旧、復旧から復興への速やかな体制の移行を図るよう備える。 

○ 災害時における主な利用目的は、次の１から５までとし、記載順を目安として優先利用する。 

１ 避難場所（いっとき避難場所、広域避難場所） 

２ 救援拠点 

ヘリポート（救援活動、物資輸送等）、自衛隊宿営地、応援部隊集結場所、物資輸送車両基地 

３ 応急仮設住宅建設用地、廃棄物仮置場、仮設店舗・工場・事業所建設用地 

４ 復旧拠点（復旧資材置場） 

５ 復興拠点（市街地整備用地、災害公営住宅用地、復興資材置場） 

○ 市は、国有・県有・市有の土地（公園、学校、埋立地、遊休地等）、及び協定締結等により災害時に

利用可能な民有地（民間企業所有空地、ゴルフ場等）を主に活用する。 

○ 市は、防災協力農地について、別に定める要綱の範囲で活用する。 

 

第２節 被災建築物・宅地の被害状況の把握 

１ 公共建築物等の被害状況の把握【建築局】 

○ 市内の建築・設備関係５団体及び市は、「横浜市公共建築物に係わる震災時の応急措置の協力に関

する協定」に基づき、震度５弱以上の地震発生時における、災害応急・復旧活動等による市民の安全・

安心の確保を図る。また、神奈川県中小建設業協会横浜支部及び市は、同様の協定に基づき対応する。 

○ 前記協定締結団体及び市は、施設管理者と連携して、地震発生時を想定して、即時出動対象施設へ

出動して現地での安全点検や応急措置を行う訓練を年１回実施する。 

 

２ 民間住宅等・宅地の被害状況の把握【建築局】 

○ 県及び県内市町村は、県建築物地震後対策推進協議会を設立して、応急危険度判定士及び被災宅地

危険度判定士の養成、並びに判定士の災害補償制度の確立等を推進する。 

○ 市は、市内の応急危険度判定士を組織化し、訓練を行う。また、判定に必要な資機材を確保する。 

○ 市は、被災宅地危険度判定について、市職員の訓練を行い、市の判定体制の充実を図る。また、被

災建築物応急危険度判定の判定活動を指示するコーディネーターとなる市職員を養成する。 

〇 市は、他市町村からの応援判定士の活動を支援する体制づくりを推進するほか、判定に必要な資機

材を確保する。 

 

第３節 復旧・復興に関する事前対策 

１ 復旧に関する事前対策【建築局、道路・交通政策局、各区局】 

○ 市は、被災者の自力復旧及び復興を支援するための制度について、平常時から、市民等に周知する。 

○ 市は、復旧段階における建設型応急住宅の確保のため、平常時から、建設用地データベースの作成

及び更新を行い、関係部署間で情報を共有する。 

○ 市は、道路台帳のデジタル化を進め、データの保全及び被災した場合の道路境界の復元に活用する。 

○ 市は、地図情報システムのバックアップ機能を確保し、復興計画に活用する｡ 
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２ 復興に関する事前対策【政策経営・国際戦略局】 

○ 大規模災害時において、被害規模や態様を踏まえ、速やかに復興体制を整え、復興に係る計画の策

定及び復興施策の推進等を実施できるよう、平常時から、復興に係る事前対策の充実を図る。 

○ 市は、本計画の復興（一部復旧含む）に関して、「横浜市震災復興マニュアル」を定める。マニュア

ルは、より実効性の高いものとするため、順次、課題解決に向けた取組を進めるなど、充実を図る。 

○ 平常時から、復興に係る各種制度の周知や情報共有の推進を図るなど、市民、事業者及び市が、復

興時におけるそれぞれの役割を認識できるよう、取組を進める。 
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第１章 応急対策の概要 

 

○ 市及び防災関係機関等は、災害時には、被害及び影響を最小限にとどめるための応急対策を実施す

る。各機関は、その保有する機能を発揮し、関係機関等と連携協力して、市民の生命及び身体の安全

確保を最優先として、災害及び被害等の迅速な収拾並びに社会秩序の保全に努める。 

○ 市及び防災関係機関、市民、事業者等あらゆる主体は、災害時には、判断又は行動の躊躇、及び状

況の軽視等が、被害等を拡大させ得ることを十分に認識し、主体的かつ積極的な行動を心掛ける。 

○ 市及び防災関係機関等は、災害時には直ちに対策本部等の必要な活動体制を執り、応急対策を実施

する。応急対策に当たっては、従事者の安全を確保して二次災害を防止するとともに、人員を効果的

かつ機能的に運用する。 

○ 市民及び事業者は、自助及び共助の重要性を認識し、自ら、及び周囲の人々の生命及び身体の安全

確保を図るよう、主体的かつ積極的に行動する。また、市及び防災関係機関等の応急活動に協力する。 

○ 災害時は、迅速かつ正確な状況把握及び情報受伝達が重要である。市及び防災関係機関等は、情報

を整理・集約し、災害の規模・態様を明らかにすることで、必要な応急対策の実施を図る。併せて、

適切な情報発信を通じて、情報不足及び不確かな情報に起因する混乱、不安、思い込み等を防止して、

社会秩序の保全を図る。 

○ 市及び防災関係機関等は、災害の拡大、二次災害又は複合災害の防止に努める。また、その保有す

る施設等の応急復旧を行う。特に、都市機能・施設、ライフライン等の応急復旧を確実に実施する。 

○ 市及び防災関係機関等は、消防及び医療救護活動を行う。また、応急対策の実施に要する人員及び

物資輸送を行う。 

○ 市及び防災関係機関等は、避難指示又は誘導等が必要な場合は速やかに行う。市民等は、避難指示

等があった場合、又は自ら避難の必要を感じた場合は、躊躇又は軽視せず、自ら及び周囲の人々の生

命を守るために必要な行動をとる。また、市民等は、地域における避難所を運営し、又は協力する。 

○ 市は、応急救助のための物資等を供給する。また、衛生、防疫、遺体対策、災害廃棄物対策を実施

する。 

○ 市は、応急教育の実施、保育教育の早期再開に努める。 

○ 市及び防災関係機関等並びに災害ボランティアは、互いの立場を尊重し、互いの良さを生かしつつ、

協力して被災者の救援、救護及び自立の援助に当たる。 

○ 災害時には、計画に定めのない又は計画の定めと異なる対応が求められる場合も想定し得る。市及

び防災関係機関等は、このような場合においても、連携協力してその責務を果たすよう、主体的かつ

積極的に対処するものとする。 

○ 災害時は、原則として、応急対策の実施が優先となるが、市及び防災関係機関等は、社会秩序の保

全のため必要不可欠であり、休止による影響が大きい業務は、確実な継続又は早期再開に努める。 
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第２章 市災害対策本部等の活動 

※本章は、「横浜市役所の内部事項」について定めるものとする。 

第１節 応急活動体制の種類及び移行 

１ 体制の種類  

 (1) 市全体又は局を中心とする体制（市本部） 

  ア 横浜市警戒体制（以下「市警戒体制」という。） 

  イ 横浜市災害対策警戒本部（以下「市警戒本部」という。） 

  ウ 横浜市災害対策本部（以下「市対策本部」という。） 

 (2) 区における体制（区本部） 

ア 区警戒体制 

イ 区災害対策警戒本部（以下「区警戒本部」という。） 

ウ 区災害対策本部（以下「区対策本部」という。） 

 

２ 体制の移行 

矢印は体制の移行を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 留意事項 

○ 災害の種別及び規模等に応じた、体制の確立若しくは設置又は廃止基準、並びに組織及び運営に関

する事項は、横浜市災害対策本部条例（昭和 38 年３月条例第２号）の定めによるほか、別に定める。 

 【参考】規程等 

  横浜市災害対策本部の組織及び運営に関する規程（昭和 38 年９月災害対策本部規程第１号） 

横浜市災害対策本部の組織及び運営等に関する要綱 

横浜市警戒体制及び警戒本部の組織及び運営等に関する要綱 

 

第２節 市・区警戒体制 

１ 目的  

市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、被害又は影響（以下「被害等」という。）

の発生及び程度などが不明な初期の段階において、情報を収集し、状況を把握するとともに、対策の

必要が生じた場合に速やかに実施できるよう備える（以下「警戒活動」という。）。 

 

２ 確立基準及び確立 

 (1) 確立基準 

市域に被害等を及ぼす災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、前項の目的のための警

戒活動を必要とし、市・区警戒本部又は対策本部の設置に至らない場合 

 (2) 確立 

災 害 発 生 

        

市 ・ 区 警 戒 体 制 

        

市 ・ 区 警 戒 本 部 

        

市 ・ 区 対 策 本 部 
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  ア 市庁舎又は区庁舎に確立することを原則とするが、警戒活動の規模により、体制の責任者が指

定する。平常時の勤務場所において、又は動員を伴わずに確立することも可能とする。 

イ 体制の責任者は、必要に応じて、確立した旨を防災関係機関等に通知する。 

※ 市・区警戒体制は、統合して確立することを可能とするが、区警戒体制のみを確立すること、又は市警戒体制

とは区別して区警戒体制を確立することも可能とする。 

 

３ 責任者、組織及び主な活動  

(1) 責任者及び組織 

○ 責任者は、危機管理副統括責任者（防災・危機管理統括本部防災・危機管理推進部長）をもっ

て充てる。 

○ 区警戒体制を確立する場合は、区危機管理責任者（副区長等）をもって充てる。 

 ○ 責任者は、関係区局を指定する。 

(2) 主な活動 

ア 災害に関する情報の収集及び伝達 

イ 関係区局及び防災関係機関等との連絡体制の確保 

ウ 災害の種別に応じた必要な措置 

 

４ 廃止基準  

(1) 市・区警戒本部又は市・区対策本部を設置する場合 

(2) 災害防御活動が完了したと認める場合 

(3) 被害等が小規模又は限定的で、平常時と異なる活動体制による応急対策の必要がないと認める場

合 

(4) 市域に新たな災害又は被害等の発生するおそれが解消したと認められる場合 

 

第３節 市・区警戒本部  

１ 目的  

市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、関係区局が緊密に連携して、状況を注

視及び把握し、必要な対策を実施するとともに、被害等の発生及び拡大に対処できるよう備える。 

 

２ 設置基準及び設置  

(1) 市本部 

ア 設置基準 

(ｱ) 市域に相当の被害等を及ぼす災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、前項の目

的のための活動を必要とし、市対策本部の設置に至らない場合 

(ｲ) 市本部長が必要と認める場合  

イ 設置 

(ｱ) 原則として、市庁舎に設置する。 

(ｲ) 市本部長は、設置した旨を防災関係機関等に通知する。 

 (2) 区本部 

ア 設置基準 
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(ｱ) 区域に相当の被害等を及ぼす災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、前項の目 

的のための活動を必要とし、区対策本部の設置に至らない場合（設置区は、原則として、災

害発生区とし、必要に応じて、市本部長が周辺区又は全区における設置を指示する。） 

(ｲ) 市本部長から設置の指示があった場合 

(ｳ) 区本部長が必要と認める場合 

イ 設置 

(ｱ) 区本部長が定める場所（原則として、区庁舎）に設置する。 

(ｲ) 区本部長は、設置した旨を市本部長に報告するとともに、区本部の構成機関及び防災関係

機関等に通知する。 

 

３ 責任者、組織及び主な活動  

(1) 市本部 

  ア 責任者（市警戒本部長）及び組織 

   ○ 責任者は、危機管理統括責任者（防災・危機管理統括本部長）をもって充てる。 

   ○ 責任者は、構成局を指定する。 

イ 主な活動 

(ｱ) 災害及び被害等に関する情報の収集及び伝達 

(ｲ) 構成局及び区本部の職員配備状況の把握 

(ｳ) 区本部に対する指示 

(ｴ) 災害種別に応じた必要な措置 

(2) 区本部 

ア 責任者（区警戒本部長）及び組織 

○ 責任者は、区危機管理責任者をもって充てる。 

○ 責任者は、必要とされる活動に応じて、構成班及び参加する地区隊を指定する。 

イ 主な活動 

(ｱ) 災害及び被害等に関する情報の収集及び伝達 

(ｲ) 区本部及び地区隊並びに消防警戒地区本部の職員配備状況の把握 

(ｳ) 災害種別に応じた必要な措置 

 

４ 廃止基準及び廃止  

(1) 市本部 

ア 廃止基準 

(ｱ) 市対策本部を設置する場合 

(ｲ) 応急対策が概ね完了したと認める場合 

(ｳ) 市域に新たな災害又は被害等の発生するおそれが解消したと認められる場合（警報等の解

除を含む。） 

イ 廃止 

市本部長は、廃止した旨を防災関係機関等に通知する。 

(2) 区本部 

ア 廃止基準 

(ｱ) 区対策本部を設置する場合 

(ｲ) 応急対策が概ね完了したと認める場合 
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(ｳ) 区域に新たな災害又は被害等の発生するおそれが解消したと認められる場合（警報等の解

除を含む。） 

イ 廃止 

区本部長は、廃止についてあらかじめ市本部長に報告する。また、廃止した旨を区本部の設

置構成機関及び防災関係機関等に通知する。 

 

第４節 市・区対策本部  

１ 目的  

市域に大規模※な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、関係区局が統合的に災害応急

対策を実施し、被害等の発生及び拡大を最小限にとどめるとともに、被害等からの早期復旧を図る。 

※ 災害救助法の適用基準を上回る又は上回ると予想される規模を目安とする。 

 

２ 設置基準及び設置  

(1) 市本部 

ア 設置基準 

(ｱ) 市域に大規模な被害等を及ぼす災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、関係区

局が統合的に応急対策（応急復旧対策を含む。）を実施する必要がある場合 

(ｲ) 市本部長が必要と認める場合 

イ 設置 

(ｱ) 原則として、市庁舎に設置する。 

(ｲ) 市本部長は、設置した旨を防災関係機関等に通知する。 

(ｳ) 市本部長は、設置した旨を報道機関に発表する。 

(ｴ) 市本部長は、設置した旨を県知事に報告する。 

(ｵ) 市本部を設置した場合は、市本部の標示を掲出する。 

(2) 区本部 

ア 設置基準 

(ｱ) 区域に大規模な被害等を及ぼす災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（設置区

は、原則として、災害発生区とし、必要に応じて市本部長が周辺区又は全区における設置を

指示する。） 

(ｲ) 市本部長から設置の指示があった場合 

(ｳ) 区本部長が必要と認める場合 

イ 設置 

(ｱ) 区本部長が定める場所（原則として、区庁舎）に設置する。 

(ｲ) 区本部長は、設置した旨を市本部長に報告するとともに、区本部の構成機関及び防災関係

機関等に通知する。 

(ｳ) 区本部を設置した場合は、区本部の標示を掲出する。 

(3) 現地災害対策本部（以下「現地本部」という。） 

ア 設置基準 

市本部長が、現地における応急対策の実施に当たり、必要と認める場合 

イ 設置 

設置場所は、現地又はその周辺の施設とする。 
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３ 組織及び主な活動  

(1) 市本部 

ア 責任者（市対策本部長）及び組織 

市本部長は、構成局を指定する。また、災害及び被害等の規模等により必要な場合は、対策

部等及び機能別チームを編成※して、局横断的な業務に対応する。 

※ 編成しない場合は、本計画上の対策部等及び機能別チームに係る記載は、主たる所管局に読み替える。 

イ 主な活動 

(ｱ) 災害及び被害等、対応、復旧等に関する状況の把握 

(ｲ) 構成局及び区本部の職員配備状況の把握 

(ｳ) 応急対策の実施 

(ｴ) 区・現地本部に対する指示 

(ｵ) 区・現地本部、防災関係機関等との連絡・調整 

(ｶ) 協定締結機関、防災関係機関等に対する応援要請 

(ｷ) 市域に設置された国の非常災害現地対策本部、緊急現地災害対策本部等との連携、支援及

び協力体制の確保 

(ｸ)災害の種別に応じた必要な措置 

(2) 区本部 

ア 責任者（区対策本部長）及び組織 

区本部長は、必要とされる活動に応じて、構成班及び参加する地区隊を指定する。 

イ 主な活動 

(ｱ) 区域における災害及び被害等、対応、復旧等に関する状況の把握 

    (ｲ) 区域における応急対策の実施 

(ｳ) 市本部への報告及び市・現地本部、防災関係機関等との連絡調整 

(ｴ) 区の協定締結機関、防災関係機関等に対する応援要請 

(ｵ) 市域に設置された国の非常災害現地対策本部、緊急現地災害対策本部等との連携、支援及

び協力体制の確保 

(ｶ) 災害の種別に応じた必要な措置 

(3) 現地本部 

ア 現地本部長及び組織 

現地本部長は、市本部長が、市副本部長、市本部員その他の職員の中から指名する。 

現地本部員は、市本部長が、市副本部長、市本部員その他の職員の中から指名する。 

イ 主な活動  

(ｱ) 現地における災害及び被害等、対応、復旧等に関する状況の把握 

(ｲ) 市・区本部、国、県、防災関係機関等との連絡調整 

(ｳ) 応急対策の実施 

(ｴ) 市域に設置された国の非常災害現地対策本部、緊急現地災害対策本部等との連携、支援及

び協力体制の確保 

(ｵ) 災害の種別に応じた必要な措置 

 

４ 廃止基準及び廃止  

(1) 市本部 

ア 廃止基準 
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(ｱ) 市域における被害が限定的で、応急対策が小規模又は限定的であると認める場合（市警戒

本部に体制を縮小する場合） 

(ｲ) 応急対策が概ね完了したと認める場合 

(ｳ) 市域に新たな災害又は被害等の発生するおそれが解消したと認められる場合 

イ 廃止 

市本部長は、廃止した旨を防災関係機関等に通知するとともに、報道機関に発表する。 

(2) 区本部 

ア 廃止基準 

(ｱ) 区域における被害が限定的で、応急対策が小規模又は限定的であると認める場合（区警戒  

本部に体制を縮小する場合） 

(ｲ) 応急対策が概ね完了したと認める場合 

(ｳ) 区域に新たな災害又は被害等の発生するおそれが解消したと認められる場合 

イ 廃止 

区本部長は、廃止についてあらかじめ市本部長に報告する。また、廃止した旨を区本部の構

成機関及び防災関係機関等に通知する。 

(3) 現地本部 

ア 廃止基準 

市本部長が、現地における被害が限定的で、市本部若しくは区本部の応急対策で足りると認

める場合又は応急対策が概ね完了したと認める場合 

イ 廃止 

市本部長は、廃止した旨を防災関係機関等に通知するとともに、報道機関に発表する。 

 

第５節 配備・動員 

○ 各区局は、災害の態様に応じた諸活動を実施するため、あらかじめ定める配備・動員計画に基づき、

職員を動員し、配備する。 

○ 各区局の責任者は、職員を班等に配備し、応急活動を命じる。職員の参集を待つ場合は、職員の参

集状況に応じて、順次応急対策に必要な班等を編成し、職員を配備して応急活動を命じる。この場合、

あらかじめ定める職員以外の職員を指名して配備し、又はあらかじめ定める班とは異なる班へ配備し

て、応急活動を命ずることができる。 

○ 職員は、動員命令を受けたとき、又は自らが配備・動員対象となる参集事由が発生したときは、あ

らかじめ定める動員先に速やかに参集する。参集に当たっては、自身の安全確保に留意する。参集途

上知り得た被害状況等は、所属の上司に報告する。  

○ 配備についた職員は、指揮命令に従い、災害応急活動を実施する。  
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■ 市本部組織図、並びに部及び区本部の事務分掌 

１ 組織図 
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２ 部の主な役割 

政策経営・国際戦略局 

(1) 本部長及び副本部長（副市長に限る。）の秘書に関すること。 

(2) 災害関連情報の報道及び広報、並びに映像記録等に関すること。 

(3) 報道機関等関係機関との連絡調整に関すること。 

(4) 災害に係る都市問題の総合調整に関すること。 

(5) 震災復興計画策定に向けた総合調整に関すること。 

(6) 海外からの支援に係る連絡調整に関すること（他の局の所管に属するものを除く。）。 

(7) 領事館及び各国大使館との連絡調整に関すること。 

(8) 外国語の通訳・翻訳に係る調整に関すること（市民局の所管に属するものを除く。）。 

行財政局 

(1) 災害ボランティアセンターの活動に係る連絡調整に関すること。 

(2) 予算経理に関すること。 

(3) 財源確保及び資金調達並びに市が所有又は管理する施設等の確保及び利用調整に関すること。 

(4) 職員等の罹災状況の集約、給与及び勤務条件等に関すること。 

総務局 

(1) 職員等の健康保持、厚生に関すること。 

(2) 重要文書及び公印の保全に関すること。 

(3) 緊急で重要な法律問題に対する支援に関すること。 

(4) 行政情報ネットワークの保全に関すること。 

(5) 住民情報系システム及び住民情報系ネットワークの保全に関すること。 

(6) 災害時における住民情報系システムの活用・調整に関すること。 

(7) 契約・調達等に係る連絡調整及び他の区局の支援に関すること。 

(8) 建物等の被害認定調査に係る区の支援に関すること。 

(9) 市が所有又は管理する土地の確保及び利用調整に関すること。 

 防災・危機管理統括本部 

(1) 本部の庶務に関すること。 

(2) 災害対策計画の立案及び総合調整に関すること。 

(3) 区本部及び現地本部並びに関係機関等との連絡に関すること。 

(4) 災害関連情報の収集、集約及び伝達に関すること。 

(5) 自衛隊及び他の地方公共団体等への応援要請並びに受援に関すること。 

(6) 避難指示等に関すること。 

(7) 他の局の所管に属さないこと。 

市民局 

(1) 地域住民組織の活動に係る連絡調整に関すること。 

(2) 被災者の相談等に関すること。 

(3) 区本部の支援及び区の経常業務の再開に向けた連絡調整に関すること。 

(4) 市民利用施設及び区庁舎等所管施設の災害対策及び復旧に関すること。 

(5) 外国人災害時情報センター（在住外国人に対する通訳・翻訳に係る調整に関することを含む。）

に関すること。 

にぎわいスポーツ文化局 

(1) 観光・スポーツ・文化施設等所管施設の災害対策及び復旧に関すること。 
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経済局 

(1) 救援物資の調達及び配給に関すること。 

(2) 中小企業等の応急対策に関すること。 

(3) 市内経済状況、商業及び製造業の被害状況の把握に関すること。 

(4) 市場、消費生活及び雇用に関すること。 

(5) 所管施設の災害対策及び復旧に関すること。 

こども青少年局 

(1) 妊産婦、乳幼児、児童、障害児等災害時要援護者の保護に関すること（他の局の所管に属する

ものを除く。）。 

(2) 児童福祉施設及び保育所等所管施設の災害対策及び復旧に関すること。 

健康福祉局 

(1) 災害救助法に基づく応急的な救助に関すること。 

(2) 高齢者、障害者等災害時要援護者の保護に関すること。 

(3) 福祉避難所の調整等に関すること。 

(4) 社会福祉施設等所管施設の災害対策及び復旧に関すること。 

(5) 医療（他の局の所管に属するものを除く。）及び保健に関すること。 

(6) 遺体取扱に係る調整及び火埋葬に関すること。 

(7) 被災者に係る生活支援に関すること。 

医療局 

(1) 医療、防疫及び衛生に関すること。 

(2) 救援物資（医薬品等）の調達及び配給に関すること。 

(3) 保健所業務の総合調整に関すること。 

医療局病院経営本部 

(1) 市立病院における医療に関すること。 

みどり環境局 

(1) 災害時における公害発生の防止に関すること。 

(2) 農業用公共施設、公園及び緑地等の災害対策及び復旧に関すること。 

(3) 主要食糧の集荷及び配給に関すること。 

(4) 農業及び水産業に係る被害状況の把握並びに関係機関との調整に関すること。 

(5) 区本部土木事務所地区隊との連携に関すること。 

下水道河川局 

(1) 下水道施設の災害対策及び復旧に関すること。 

(2) 水防に関すること。 

(3) 河川・水路等の災害対策及び復旧に関すること。 

(4) 区本部土木事務所地区隊との連携に関すること。 

資源循環局 

(1) 災害時における一般廃棄物の緊急処理及び産業廃棄物の緊急処理指導に関すること。 

(2) トイレ対策及びし尿処理に関すること。 

(3) 所管施設の災害対策及び復旧に関すること。 

建築局 

(1) 建築物、宅地、宅地造成工事、及び崖等の災害対策に関すること。 

(2) 応急仮設住宅等の供給並びに住宅の応急修理等に関すること。 
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(3) 公共建築物の被害状況の把握及び応急措置の技術支援に関すること。 

都市整備局 

(1) 個人、組合及び都市再生機構施行土地区画整理区域内の復旧に関すること。 

(2) 区画整理地区内街路等の災害対策及び復旧に関すること。 

(3) 被災市街地及び市街地開発事業に係る災害調査及び復旧計画に関すること。 

(4) 在日米軍との連絡調整に関すること。 

道路・交通政策局 

(1) 道路、街路及び橋りょう等道路施設の災害対策及び復旧に関すること。 

(2) 区本部土木事務所地区隊との連携に関すること。 

港湾局 

(1) 港湾施設及び埋立事業関連施設の災害対策及び復旧に関すること。 

(2) 貯木及び在港船舶対策に関すること。 

(3) 所管区域及び施設、並びに船舶及び海難事故等の被害状況の把握に関すること。 

(4) 救援物資の受入、積出、荷役及び海上輸送体制の確保に関すること。 

(5) 海上交通に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

消防局 

(1) 消防に関すること。 

(2) 災害関連情報の収集、集約及び伝達に関すること。 

(3) 危険物等の措置に関すること。 

(4) 避難指示等に関すること。 

(5) 区本部との連携に関すること。 

水道局 

(1) 水道施設の災害対策及び復旧に関すること。 

(2) 応急給水に関すること。 

交通局 

(1) 市営交通施設の災害対策及び復旧に関すること。 

(2) 市営地下鉄及び市営バスの運行に関すること。 

会計室 

(1) 災害時における会計事務に関すること。 

教育委員会事務局 

(1) 児童及び生徒の保護に関すること。 

(2) 学用品の供給及び応急教育に関すること。 

(3) 文教施設の災害対策及び復旧に関すること。 

(4) 避難場所等としての学校施設の提供及び運営協力に関すること。 

議会局 

(1) 災害時における議会活動に関すること。 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局 

(1) 特命事項に関すること。 

(2) 緊急を要する他の局への応援に関すること。 

 

３ 区本部の主な役割 

(1) 区本部の設置及び運営に関すること。 
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(2) 区災害対策計画の立案及び実施に関すること。 

(3) 本部、現地本部及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(4) 災害関連情報の収集及び伝達に関すること。 

(5) 災害関連情報の報道及び広報、並びに記録等に関すること。 

(6) 避難指示、誘導及び避難者等の安全確保に関すること。 

(7) 職員等の罹災状況の集約、健康保持及び厚生、並びに予算経理、その他総務に係る総合調整に

関すること。 

(8) ボランティア等の活動に係る情報提供及び連絡調整に関すること。 

(9) 諸証明の発行に関すること。 

(10)地域防災拠点及び福祉避難所等の避難場所の開設及び運営、並びに任意の避難場所の把握に関

すること。 

(11)被害状況の調査及び把握に関すること。 

(12)医療、保健、防疫及び衛生に関すること。 

(13)災害時要援護者の安否確認、避難支援及び安全確保に関すること。 

(14)被災者の生活相談及び地域住民の広聴に関すること。 

(15)保育の早期再開に関すること。 

(16)遺体安置所の設置及び運営に関すること。 

(17)行方不明者の把握に関すること。 

(18)救援物資等の調達及び配給に関すること。 

(19)道路、街路及び橋りょう等道路施設、河川・水路等、下水道施設、公園及び緑地等の災害対策

及び復旧に関すること。 

(20)廃棄物の収集に関すること。 

(21)応急給水に関すること。 
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第３章 防災関係機関への応援要請及び受援 

 

○ 市（市長若しくは市本部長、区本部長、又は区局長）は、災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合に、その規模及び被害等から防災関係機関の協力が必要と認める場合は、関係法令及び相

互応援協定等により協力を要請する。 

○ 防災関係機関は、法令又は協定等に基づき、自らの責務において、又は市の要請に応じて、災害

応急対策に協力する。 

 

第１節 自衛隊  

１ 要請等 

○ 市本部長は、自衛隊の災害派遣を必要とするときは、県知事に要請する。通信の途絶等により、

県知事に要請ができない場合は、最寄りの部隊の長（陸上自衛隊第 31 普通科連隊長、海上自衛隊

横須賀地方総監）に災害の状況を通知する。  

○ 自衛隊は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、県知事の要請を待ついとまがない

ときは、自衛隊法第 83 条２項により自主災害派遣として出動する。この場合において、県知事から

要請があった場合は、その時点から当該要請に基づく災害派遣に移行する。 

 

２ 派遣要請の主な範囲 

 (1) 被害状況の把握（車両、艦艇、航空機等による情報収集） 

(2) 避難の援助（避難者の救助、避難者の誘導・輸送等） 

(3) 死者、行方不明者、負傷者等の捜索救助（通常、他の救援活動に優先） 

(4) 消火活動（空中消火が必要な場合は、航空機による消防局等への協力） 

(5) 道路又は水路の啓開（道路等交通路が損壊し、又は障害物がある場合の啓開除去） 

(6) 被災者に対する応急医療、救護及び防疫（薬剤等は県又は市が準備） 

(7) 救急患者、医師その他救護活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送（航空機による輸送は、特

に緊急を要する場合に限る。） 

(8) 被災者に対する給食及び給水、入浴支援 

(9) 救援物資の無償貸付又は譲与（「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」

(昭和 33 年総理府令第 1 号)による。） 

(10)危険物の保安及び除去（火薬類、爆発物等危険物で、能力上可能なもの） 

(11)予防派遣（災害を未然に防止するため緊急を要し、かつ、他に適当な手段がない場合） 

 

３ 市及び自衛隊の連絡調整 

○ 市（本部運営チーム）は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、最寄りの部隊と密

に連絡調整を行う。市は、必要に応じて、自衛隊からの連絡班の派遣を、県知事を通じて要請する

とともに、状況に応じて、市庁舎又は自衛隊の指揮連絡に適した場所に連絡班事務所を設置する。 

○ 自衛隊は、災害の状況に応じて通信系を設定し、市との連絡体制の確保を図る。市（統括調整

部）は、これに伴う通信要員・機材の受入れ施設を提供する。 

 

４ 災害派遣部隊の派遣及び受入 

  (1) 部隊派遣及び配分 
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○ 陸上自衛隊第 31 普通科連隊及び海上自衛隊横須賀地方隊は、県知事の災害派遣要請に基づ

き、部隊を派遣する。 

○ 自衛隊は、防衛大臣による大規模震災災害派遣命令に基づき、増援部隊を派遣する。 

○ 県内における部隊の配分は、県と自衛隊との間で決定する。 

(2) 受入調整 

○ 市（救出・救助チーム）は、災害派遣部隊の活動地域及び活動内容を調整し、決定する（対

処方針）。この際、消防、警察等の救出・救助活動が有効に機能するように調整する。 

○ 市（統括調整部）は、対処方針に基づき、災害派遣部隊に対して、活動地域、内容及び拠

点、被災地への進入・移動、救援活動のための相互協力、必要な資材等の提供等について連

絡・調整する。災害派遣部隊との連絡は、市に派遣される連絡班を通じて行うが、未着の場合

は県を通じて行う。 

○ 市（災害派遣部隊を受ける区）は、投入地区を調整・決定し、自衛隊、消防、警察等と連携

して救出・救助に当たる。 

  ○ 市（統括調整部）は、防災関係機関の救援活動が競合重複することなく、有効に機能するよ

う、活動等の進捗を把握し、相互に、かつ継続的に調整する。 

○ 市（統括調整部）は、災害派遣部隊の宿営地、ヘリポート、岸壁、活動拠点及び緊急離着陸

場等の必要な施設を提供する。 

○ 市（統括調整部）は、給食、給水、入浴等救助活動以外の要望がある場合は、自衛隊に要望

するとともに、派遣される部隊の配置を調整し決定する。 

 

５ 経費の負担 

○ 自衛隊の災害派遣活動に要した経費は、原則として市が負担する。 

(1) 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係わるものを除く。）等の

購入費、借上料及び修繕費 

(2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上料 

(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話、入浴料等 

(4) 派遣部隊の救援活動実施に際し生じた損害（自衛隊装備に係わるものを除く。）の補償 

(5) 艦艇の入出港のためのタグボートの手配及び費用 

(6) その他救援活動の実施に要する費用で、負担区分に疑義がある場合は、両者で協議する。 

 

第２節 緊急消防援助隊等 

○ 市（消防局長）は、市域の災害推移状況から判断して他都市の消防機関からの応援が必要と認め

るときは、緊急消防援助隊受援計画又は消防相互応援協定に基づき応援要請を行う。要請する消防

隊等の数は、火災、救助事象等の災害状況に応じて消防局長が判断する。 

○ 市（統括調整部）は、災害状況等から受入拠点を決定し、県知事に通報する。また、その旨を、

受入拠点を管轄する消防地区本部長に通知する。 

 

第３節 横浜海上保安部 

○ 市（消防局）は、「横浜海上保安部と横浜市消防局との業務協定（平成 22 年４月１日）」によるほ

か、臨海部の陸上火災の消火活動、人員及び物資輸送等について、必要に応じて、横浜海上保安部

に協力要請する。 
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第４節 関東地方整備局 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、「災害時相互協力に関する申し合わせ（平成 22 年４月１日）」

に基づき、必要に応じて、災害対策車両及び通信機器等の貸付、応急復旧資機材の貸与、人員派遣

等の協力を要請する。 

○ 関東地方整備局は、特に緊急を要し、かつ市の要請を待ついとまがないと認められるときは、同

協定に基づき、自らの判断により協力を実施する。 

 

第５節 広域応援活動拠点 

○ 自衛隊、緊急消防援助隊、広域緊急援助隊（警察）の応援部隊による救出・救助等の活動拠点

は、必要に応じて、市（防災・危機管理統括本部）があらかじめ選定する施設を活用する。活動拠

点は、部隊集結のための交通の便、派遣人員の宿営及びへリコプター発着等を考慮し、決定する｡ 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、被災地周辺拠点として、県立高校を対象施設に指定する｡市が

活動拠点として使用するときは、県知事に要請する。対象施設の所在区は、各高校に、使用する旨

を伝達する｡なお、活動拠点として使用しない場合は、補充的避難所や物資集積所等として活用す

る。 

 

第６節 地方公共団体 

１ 法令等に基づく応援要請 

根拠法令 応援要請の内容 要請先 

災害対

策基本

法 

29条 指定地方行政機関に対する職員派遣の要請（災害応

急対策、災害復旧に従事） 

指定公共機関（特定公共機関

に限る。）指定地方行政機関 

30条 県に対する指定地方行政機関、指定公共機関又は他

の地方公共団体の職員派遣のあっせん要請 

県知事（県くらし安全防災局） 

67条 災害応急対策にかかる他の市町村に対する応援要請 他市町村 

68条 災害応急対策にかかる県に対する応援要請 県知事（県くらし安全防災局） 

地方自

治法 

252 条

の17 

他の地方公共団体に対する職員派遣の要請 他の地方公共団体 

 

２ 協定等に基づく応援要請 

(1)「広域・大規模災害時における指定都市市長会の確認事項」に基づく応援要請 

 (2) 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定 

(3) 21 大都市災害時相互応援に関する協定（都及び政令指定都市間） 

(4) 九都県市災害時相互応援に関する協定（首都圏を構成する１都３県５政令指定都市間） 

(5) 災害時における相互援助に関する協定（関東地方の７県の県庁所在市間） 

(6) 東海道五十三次市区町災害時相互応援に関する協定 

(7) その他、個別の都市と締結している応援協定 

 (8) 被災市区町村応援職員確保システムに基づく応援要請 

 

３ 受援（他都市応援職員等の受入）調整 

○ 市は、受援に関する事項について、受援調整チームを設置して統括する。ただし、専門性の高い

業務で同チームを介することで非効率となるものは、各局が直接、調整する。この場合において、

各局は、受援業務及び活動状況等について受援調整チームに報告する。 
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４ 受援体制 

(1) 情報の提供と応援手段の協議 

○ 市（受援調整チーム、主管局又は受援部署）は、災害の発生状況、被害状況、道路交通状況

等、必要な情報を要請先に連絡し、応援の受入方法について協議する。 

(2) 他都市応援職員等の活動 

 ○ 他都市応援職員等は、原則として、市（主管局又は受援部署）の指揮下で活動する。 

○ 市（主管局又は受援部署）は、他都市応援職員等の市内進入路及び集結地点、救援物資の受

取場所等を選定し、応援隊を誘導する。 

○ 他都市応援職員等が、固有の知識・技術などを要する業務に従事する場合は、必要に応じ

て、あらかじめ主管局又は受援部署が研修等を行う。 

(3) 受入環境 

○ 市（受援調整チーム）は、他都市応援職員等の待機場所（宿泊施設及び休息のための施設）

として、各区１か所以上の施設を指定する。また、協定等に基づき、民間施設を活用する。 

○ 他都市応援職員等への食料の提供及び燃料の供給は、原則として、要請先で準備することを

依頼し、必要に応じて、受援調整チームが調整する。 

○ 状況に応じて、他都市応援職員等に携行を依頼する品目（食料、寝具等）を決定する。 

 

第７節 海外からの支援受入 

○ 市（政策経営・国際戦略局）は、県と調整しながら、国の緊急災害対策本部、関係省庁等と連絡

するとともに、海外からの支援の種類、規模、内容等の受入れ計画について、情報収集に努める｡ま

た、受入に関する手続き、連絡・調整等を行う｡ 

 

第８節 国・県による代行 

○ 災害により、本市が事務の全部又は大部分を行うことができない場合は、災害対策基本法第 73 条

に基づき、県が本市の事務を代行する。県が代行できない場合は、同法第 78 条の２に基づき、指定

行政機関又は指定地方行政機関が本市の事務を代行する。  
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第４章 情報受伝達 

 

第１節 情報受伝達の基本 

○ 発災直後は、情報の早期把握が重要である。市及び防災関係機関は、関係機関及び市民等からの情

報を整理・集約し、災害の規模・態様を明らかにすることで、必要な応急対策を速やかに実施する。 

○ 情報の収集及び伝達は、正確かつ迅速に行う。 

○ 適切な情報発信を通じて、社会的混乱の防止、市民生活の安定化、被災者の生活再建の促進を図る。 

 

第２節 情報受伝達手段 

○ 市及び防災関係機関等は、あらかじめ、災害時における情報受伝達系統を定めるとともに、情報受

伝達手段を確保する。 

○ 情報受伝達手段は、通常の電話及びインターネット回線による通信の他、無線（防災行政無線、ア

マチュア無線、関東地方非常通信協議会等）、専用回線、災害時業務優先回線、衛星（携帯）電話等を

活用する。いずれの手段も取り得ない場合などは、必要に応じて、伝令を派遣する。 

○ 市は、応急対策に必要な通信のため、緊急かつ特別の必要があるときは、電波法（昭和 25 年法律第

131 号）の規定により放送局の免許を受けた放送機関に対して、放送を要請する。 

○ 市内部における指示、要請及び情報共有は、原則として、危機管理システムにより行う。当該シス

テム上に情報を集約し、即時共有を図ることで、対策に活用する。危機管理システムが利用できない

場合又は不足がある場合は、有線電話、ホットライン、Ｆネット又は無線 FAX を利用する。 

 

第３節 情報の収集・共有 

１ 通報等  

○ 市は、災害に関する情報を速やかに把握する。職員は、災害が発生し、又は発生するおそれがある

事案を覚知した場合は、直ちに主たる所管局又は防災・危機管理統括本部に通報する。区局又は関係

機関等から通報を受けた主たる所管局は、その情報を防災・危機管理統括本部と共有する。 

○ 市民及び事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある異常な現象を発見したときは、直ち

にその旨を消防、警察又は海上警備救難機関等に通報する。 

 

２ 情報収集活動及び情報の共有  

 (1) 主な活動 

○ 市は、関係機関等と連携し、当該災害に関する情報を収集する。 

○ 市は、収集した情報について適切に集約し、庁内関係部署、所管施設、及び必要に応じて関係

機関等と共有する。 

○ 市は、市内巡回及び現地確認を実施する。港湾区域の被害など特別な場合を除き、原則、各区

が、地区隊及び消防署と連携し、実施する。 

○ 市（施設所管区局）は、所管施設の被害状況等を集約する。集約した情報は、市本部又は防災・

危機管理統括本部へ報告するとともに、必要に応じて、庁内関係部署等と共有する。 

 (2) 主な情報事項 

ア 災害の種別    

イ 発生日時、場所・地点 

ウ 原因 

エ 被害の状況（人的被害、建築物等の物的被害、道路・橋りょう・ライフライン等の状況、等） 
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オ 負傷者の収容状況 

カ 各区局・機関による対応状況  

キ 避難の指示の実施及び避難の状況 

ク その他災害応急対策上必要な事項 

(3) 中間・最終報告 

  ○ 市及び関係機関等は、被害及び対応状況等の変化に応じて、適時適切に情報の共有を図る。   

  ○ 市は、最終的な被害及び対応状況等を集約する。各区局は、被害が概ね収束し、さらに拡大す

るおそれがなくなった時点で、市本部に最終報告を行う。 

  ○ 市本部長は、災害の状況とその措置の概要について、県知事に報告する。 

 

第４節 記録 

○ 市（各区局）は、災害に関する情報を正確に記録するとともに、その後の検証、記録資料確保等の

ため、整理し、保存する。記録に当たっては、必要に応じて、写真、動画等を用いる。 

○ 市（政策経営・国際戦略局）は、必要と認めるときは、「災害時の映像記録撮影等の協力に関する協

定」に基づき、横浜市ケーブルテレビ協議会に対して、映像記録撮影等の協力を要請する。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、市の災害に関する記録を定期的に作成し、庁内共有及び公表す

る。 
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第５章 都市施設等の応急復旧及び災害の拡大・二次災害・複合災害の防止 

 

第１節 都市施設・ライフライン等の応急復旧活動 

１ 道路及び橋りょう 

○ 市は、緊急輸送路の機能回復、機能拡大を目的として応急復旧を行う｡ 

○ 市（道路管理者）及びライフライン事業者は、応急復旧工事に係わる情報の共有化、交換を行う。 

○ 市（土木事務所）は、道路啓開完了までに確認した情報に加えて応急復旧調査を行い、応急復旧が

必要な箇所及び復旧方法等について道路・交通政策局に報告する｡ 

○ 市（道路・交通政策局）は、応急復旧に関する方針を策定する｡土木事務所は、この方針に基づき、

応急復旧を行う｡ 

 

２ 港湾施設 

○ 市（港湾局）は、港湾機能について被災状況を把握するため、岸壁、荷役機械、臨港道路、海上等

の被害調査を行う｡港湾局は調査、復旧作業に際し、「災害時応急措置の協力に関する協定」に基づき、

横浜港災害対策支援協議会に対し出動を要請する｡ 

○ 応急復旧は、京浜港湾事務所と協力して進める。特に緊急物資の海上輸送基地となる耐震強化岸壁

について、速やかな機能回復を図る｡また、本牧ふ頭、南本牧ふ頭等の外貿コンテナふ頭についても優

先的に機能の回復を図る。 

 

３ 河川施設 

○ 市（下水道河川局）は、護岸について、河川断面の確保及び緊急通行車両の通行の確保を優先し、

河道堆積物の除去、仮設土留めなどの復旧工事を行う｡ 

 

４ 水道施設 

(1) 停電対策 

 ○ 市（水道局）は、最低限の給水を継続するため、他系統からのバックアップ、非常用発電設備

の稼働を行う。また、同時被災の可能性・交通アクセスを踏まえた他都市水道事業体との協力、

並びに市内外の民間燃料取扱事業者の協力により燃料を確保する。 

(2) 優先順位 

○ 応急復旧作業は、最初に、二次災害・被害拡大防止の応急措置を行い、現場の安全を確保した

後、工事を行う｡ 

○ 優先順位は、復旧優先路線及び重大事故発生箇所とし、これらの復旧が終了した後、給配水管

復旧（面復旧）に移行する。また、復旧作業は配水池を起点とし上流から順番に行う。 

○ 復旧優先路線は、①緊急給水栓へのルート、②災害拠点病院・救急告示医療機関等主要な医療

施設へのルート、③地域防災拠点へのルート、④区役所・土木事務所へのルート、その他状況に

応じ優先して復旧する必要があるルートとする。 

(3) 応急復旧作業 

○ 市（水道局）は、横浜市管工事協同組合（「災害時における水道施設等の応急措置に関する協

定」）、横浜建設業協会（「災害時における水道施設等の応急措置に関する協定」）、日本水道鋼管協

会（「災害時等における水道施設等の応急活動に関する協定」）に対して協力を要請する。 

○ 前記に加えて、他都市応援職員等を含めた復旧活動体制で行う｡ 

(4) 復旧資材の確保 
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○ 管路の復旧に必要な資機材は、配水池等に保管してあるものを活用する｡また、「横浜水道安全・

安心パートナー制度（材料供給）」の登録事業者に材料供給要請を行う。 

 (5) 水質の保全 

○ 災害時の衛生環境の悪化を考慮して、水道水の残留塩素濃度の監視体制を強化し、必要に応じ

て適正な残留塩素濃度を確保する｡ 

○ 配水管路の破損箇所の復旧及び応急給水装置の設置が完了したときは、給水開始前に管内清掃

及び水質検査を行う｡また、給水作業中も適宜水質検査を行う｡ 

 

５ 下水道施設 

(1) 管きょ 

○ 地域防災拠点の水洗トイレ機能を確保するため、市（下水道河川局、土木事務所）及び協力事

業者は、地域防災拠点から流末の下水道管きょまでの損傷状態を調査し、応急復旧を行う。なお

本業務は、救出・救助、物資輸送の妨げとなる下水道施設の撤去等の進捗に応じて実施する。 

○ その他の管きょ施設の応急復旧作業は、二次災害防止と早期機能回復の観点から、管の破損、

土砂流入等による閉塞に伴う排水不良箇所の復旧を優先し、継ぎ手の目地ずれ、マンホール蓋枠

のずれ、管体及びマンホール壁体のクラック等は、二次的な復旧として取り扱う｡応急復旧方法

は、被害状況に応じて、仮設排水管や可搬式エンジンポンプにより排水機能の確保を図るととも

に、道路陥没など崩壊の危険がある箇所についても、二次災害防止処置を行う｡ 

○ 市（下水道河川局）は、協定締結事業者などの協力を得て、調査及び応急復旧を実施するが、

被害規模が大きい場合は、下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール等に

基づいて他都市への支援要請を行い、体制を拡大して対応する。 

○ 取付管は、広範囲にわたる被害が予想されるため、市（下水道河川局）は、速やかな調査及び

復旧に努め、早期機能回復を図る｡一般家庭の排水設備は埋設が浅く、災害時には多数の被害が

発生して、トイレの使用困難に伴う市民からの修理依頼が想定されることから、市は、横浜市管

工事協同組合などの協力を得て窓口を一元化し、迅速な対応を図る｡ 

(2) 水再生センター及びポンプ場  

○ 電気・機械設備本体は、地震による直接的な被害はないと考えられるが、配管等補機類の一部

に被害が想定されるため、市（下水道河川局）は、速やかに要員宿舎等の人員を動員し、被害状

況を調査するとともに、必要に応じて緊急措置を行う｡ 

○ 中央計算機の停止により機器の自動運転ができない場合は、現場運転によって対応する｡沈殿

池等のき裂による漏水により、地下に設置された機器が冠水した場合は、ポンプを仮設して排水

を行う｡応急復旧は、協定締結事業者などの協力を得て実施する。 

 

６ 電力施設 

○ 電力事業者は、災害により施設・設備に被害があった場合は、被害の拡大及び二次災害を防止し、

速やかに応急復旧を行い、施設機能を維持する。 

 (1) 東京電力パワーグリッド(株)の基本方針 

  ○ 災害及び被害の規模に応じて、非常災害対策本部・支部設置等の非常態勢をとり、対策を行う。 

○ 原則として、電力供給は可能な限り継続する。電力供給の継続が危険と認める場合は、その旨

を関係機関に連絡し、運転停止などの必要な措置を講じる。ただし、緊急やむを得ない場合は、

必要な措置を講じた後、関係機関へ速やかに連絡する。 

○ 防災関係機関から、災害応急活動の実施のための対応要請を受けた場合は、送電停止等の危険
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予防措置を講ずる。 

○ 電力の緊急融通は、各電力会社が締結する全国融通電力受給契約、隣接する電力会社と締結す

る二社融通電力受給契約及び広域機関の指示に基づき、実施する。 

○ 自社設備等に係る人的・物的被害状況、停電及び復旧状況、資機材・物資等の状況、社員等の

出動及び被災状況、交通機関・道路等の状況、気象等情報等を収集し、把握する。 

○ 要請に応じて、市災害対策本部等へ職員を派遣し、防災関係機関等との連絡調整を行う。 

 (2) 東京電力パワーグリッド(株)の応急対策 

  ○ 災害に伴う応急工事は、恒久的復旧工事との関連及び情勢の緊急度を勘案して、二次災害の防

止に配慮しつつ実施する。 

  ○ 各設備の復旧は、災害及び被害の状況、復旧の難易度を勘案して、電力供給上復旧効果の大き

いものから実施する。 

○ 防災上の重要拠点に対する電力供給は、災害及び被害の状況、復旧の難易度を勘案し、電力供

給上復旧効果の大きいものから実施する。原則として、人命にかかわる箇所、官公署、放送機関、

避難場所等に対しては、優先的に送電する。 

  ○ 復旧資材及び復旧資材置場としての用地を確保する。復旧資材の輸送は、原則として、予め契

約する請負会社の車両、舟艇、ヘリコプター等により行うが、不足する場合は、他業者及び他店

の協力を得て、輸送力の確保を図る。 

 ○ 自社所有の被害工作物が幹線道路上において支障となる場合は、早期に取り除く。 

 (3) 東京電力パワーグリッド(株)の広報対策 

  ○ 電気による二次災害（感電事故、漏電・通電火災等）防止の注意喚起、また、電力施設の被害

状況及び復旧見通し等の広報を行う。 

  ○ 大規模停電事故が発生している場合は、東京電力パワーグリッド(株)及び市は、協力して広報

する。 

  ○ 広範囲にわたる停電事故が発生した場合は、報道機関を通じて、広報を行う。 

 

７ ガス施設 

○ ガス事業者は、災害により施設・設備に被害があった場合は、被害の拡大及び二次災害を防止し、

速やかに応急復旧を行い、その機能を維持する。 

 (1) 東京ガスネットワーク(株)の基本方針 

  ○ 災害時は、非常体制に対応する災害対策組織により、災害対策活動を行う。 

○ 通信手段の活用又は市災害対策本部等への職員派遣により、防災関係機関等と連絡調整を行う。 

 (2) 東京ガスネットワーク(株)の応急対策 

  ○ 気象庁の発表する情報、ガス施設等被害状況及び復旧状況を把握する。 

  ○ 非常事態発生時は、可能な限り迅速に施設および設備の緊急点検を実施するとともに、被害状

況等を把握して、応急措置・応急工事を実施して、二次災害の発生を防止する。 

  ○ ガス漏えいにより被害の拡大のおそれがある場合には、避難区域の設定、火気の使用禁止、ガ

ス供給停止等の適切な危険予防措置を講ずる。 

  ○ 被害を受けた製造設備は、復旧計画に基づき復旧する。供給設備の復旧作業は、二次災害の発

生防止に留意し、被害状況に応じて、高・中圧導管及び低圧導管の復旧作業を組み合わせて行う。 

 (3) 東京ガスネットワーク(株)の広報対策 

  ○ 災害時は、時間経過及び状況に応じて、必要な広報活動を行う。 

○ 広報は、テレビ、ラジオ、インターネット、新聞等の報道機関を通じて行うほか、必要に応じ
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て、直接対象地域へ周知する。また、地方公共団体等の関係機関とも必要に応じて連携を図る。 

○ 復旧マイマップをホームページに公表して、ガスの供給停止及び復旧進捗状況を周知する。 

 

８ 電気通信事業者 

(1) 基本方針 

  ○ 電気通信事業者（NTT 東日本(株)、(株)NTT ドコモ、KDDI(株)、ソフトバンク(株)）は、災害及

び被害の状況等に応じて、災害対策本部等を設置し、被害状況の把握、重要通信の確保等の応急

措置を講じるとともに、被害の拡大及び二次災害の発生を防止する。 

○ 重要通信のそ通確保として、一般通信への利用制限等を行い、非常通信を要する防災関係機関

等の通信、110 番・119 番等の通信を優先的に確保する。 

○ 電気通信事業者は、災害時における通信の確保を図るとともに、通信の早期復旧を図る。 

○ 大規模災害時は、ライフライン・都市機能等の復旧、市民の避難・復帰、及び社会の復興状況

等を勘案して、第一に重要通信、次いで一般通信の復旧を進める。 

○ 電気通信事業者は、必要に応じて、全国の人員若しくはグループ会社・協力会社等による広域

支援体制を構築し、早期復旧に努める。 

○ 電気通信事業者は、市災害対策本部への人員派遣等、防災関係機関等との連絡調整を行う。 

 (2) 通信確保対策 

○ 電気通信事業者は、電気通信設備の巡回・点検及び措置、災害対策用機器及び車両の点検及び

整備、並びに資機材の点検、確認及び輸送の確保を実施する。 

○ 電気通信事業者は、通信設備が被災した場合は、応急用資機材及び災害対策機器を配備・活用

し、施設の復旧及び通信の確保にあたる。また、断線箇所の迂回等経路切り替え実施、臨時回線

の作成、通信規制による疎通確保、移動電源車若しくは移動無線基地局車の出動、可搬型臨時基

地局の設置等を実施して、通信サービスの復旧に努める。 

○ NTT 東日本(株)及び(株)NTT ドコモは、通信孤立地域の早期解消及び災害時用公衆電話（特設

公衆電話）の避難場所への設置に努める。また、避難場所への災害対策用移動機の貸出などを行

う。 

○ KDDI(株)及びソフトバンク(株)は、避難場所における、衛星携帯電話又は携帯電話等の通信手

段確保に努める。 

○ (株)NTT ドコモ、KDDI(株)、及びソフトバンク(株)は、防災関係機関からの要請がある場合は、

災害時用の衛星携帯電話又は携帯電話の台数確保に努め、可能な範囲で貸出しを行う。 

  ○ NTT 東日本(株)は、災害救助法適用規模の災害時は、公衆電話の無料化を行う。 

  ○ 電気通信事業者は、災害用伝言板、その他災害時提供サービスを開設する。NTT 東日本(株)は、

災害用伝言ダイヤル 171 を開設する。 

 (3) 広報対策 

  ○ 電気通信事業者は、①災害復旧に対する措置、復旧状況等、②通信の途絶又は利用制限の状況

及びその理由、③利用制限時の代替通信手段、④利用者への協力依頼又は案内（重要通信の優先、

事業所及び各家庭等での電話機器の点検、災害時提供サービスの開設、復旧エリアマップの公開、

臨時基地局の稼働状況、店舗の営業状況等）等について、広報を行う。 

 

９ 鉄道機関（鉄道事業者） 

○ 鉄道事業者（東日本旅客鉄道（株）、東海旅客鉄道（株）、日本貨物鉄道（株）、東急電鉄(株)、京浜

急行電鉄(株)、相模鉄道(株)、(株)横浜シーサイドライン、横浜高速鉄道(株)、市営地下鉄）は、災
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害及び被害の状況等に応じて、車両の停車、運転規制、乗客への冷静な行動の呼びかけ、車両及び進

路の安全確認等を行い、乗客の安全を確保する。 

○ 鉄道事業者は、災害及び被害の状況等に応じて、災害対策本部等の設置及び要員の確保など、あら

かじめ各機関で定める防災体制を早期に確立し、次の措置を講じて、被害の拡大を防止する。 

(1) 被害状況の把握 

(2) 負傷者の応急救護 

(3) 旅客の安全確保、避難誘導（負傷者、幼児、障害者、高齢者等優先）、混乱防止、輸送状況の広報 

(4) 出火防止及び初期消火 

(5) 線路、駅施設、通信施設、電気設備等の点検、保全及び応急復旧 

(6) 通信による災害情報の緊密化、防災関係機関との連携 

(7) 応急輸送活動 

 

10 バス輸送機関 

○ バス輸送機関（東急バス(株)、京浜急行バス(株)、小田急バス(株)、相鉄バス(株)、川崎鶴見臨港

バス(株)、神奈川中央交通(株)、(株)江ノ電バス、市営バス）の運転士は、災害及び被害の状況等に

応じて、車両の停車、乗客への冷静な行動の呼びかけ、車両及び進路の安全確認等を行い、乗客の安

全を確保する。 

○ バス輸送機関は、災害及び被害の状況等に応じて、災害対策本部等の設置及び要員の確保など、あ

らかじめ各機関で定める防災体制を早期に確立し、次の措置を講じて、被害の拡大を防止する。 

(1) 被害状況の把握 

(2) 負傷者の救出救護 

(3) 旅客の安全確保、避難誘導（負傷者、幼児、障害者、高齢者、女性等を優先する。）、混乱防止 

(4) 出火防止及び初期消火 

(5) 車両、駅施設、通信施設、電気設備等の点検、保全及び応急復旧 

(6) 通信による災害情報の緊密化、防災機関との連携 

(7) 応急輸送活動 

 

第２節 公共建築物等の対策 

○ 市（建築局）は、公共建築物等の被害状況により応急措置の必要を認める場合は、災害時応急措置

の協力に関する協定に基づき、横浜建設業防災作業隊の出動を要請する。 

 

第３節 被災建築物・宅地の被害状況の把握 

１ 被災建築物応急危険度判定 

○ 市は、二次災害を防止するため、民間住宅等の被災建築物応急危険度判定を行う。 

○ 市（各区）は、判定拠点を設置し、判定実施計画の策定、判定業務の実施、判定結果の取りまとめ、

報告等を行う。建築局は、判定活動を指示するコーディネーターを配置する。 

○ 市（建築局）は、判定実施本部を設置し、情報の収集・整理、判定実施計画の集約、応急危険度判

定士への参集要請、県への支援要請、判定拠点のフォロー等を実施する。必要に応じて、県に対して、

支援及び他の地方公共団体に所属する判定士の派遣を要請する。 

 

２ 被災宅地危険度判定 

○ 市は、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状
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況を把握し、危険度判定を実施して二次災害を軽減、防止する。 

○ 市（建築局）は、判定拠点を設置し、判定活動、判定結果の取りまとめ等を行う。応援判定士を受

け入れる場合は、現地判定拠点を設置し、市職員は応援判定士の活動を支援する。 

○ 市（建築局）は、判定実施本部を設置し、情報の収集・整理、判定実施計画の作成、判定活動の支

援、判定結果の集計等を実施する。被害状況に応じて、県に対して、他の地方公共団体に所属する判

定士の派遣を要請する。 

 

第４節 障害物の除去 

１ 実施基準 

○ 災害時における障害物の除去は、住民の生活に著しい支障及び危険を与え、又は与えると予想され

る場合、その他公共の福祉の立場から必要と認める場合に行うことを原則とする。 

(1) 市民の生命、身体及び財産等を保護するため、速やかにその障害物の排除を必要とする場合 

(2) 障害物の除去が交通の安全及び輸送の確保に必要な場合 

(3) 河川の溢水の防止、護岸等の決壊等を防止するため必要な場合 

(4) その他公共的見地から除去を必要とする場合 

 

２ 実施者 

○ 道路、下水道、河川、港湾等の障害物除去は、その管理者が行う。 

○ 人命の救助等緊急の場合は、必要の限度において、市（各区局）が障害物の除去を行う。 

○ 水防活動を実施するため障害となる工作物の除去は、水防管理者又は消防局等が行う。 

 

３ 方法 

○ 実施者は、自らの組織、労力及び機械器具を用いて、又は土木建築業者等の協力を得る等状況を考

慮して、行う。 

○ 障害物の除去は、目的に適応した応急的な措置とし、事後の復旧に支障がないよう配慮する。 

○ 除去した障害物、特に崩落土は応急措置として、最寄りの遊休地に運搬する。 

 

４ 道路確保対策 

○ 市（土木事務所）は、道路法面崩壊が予想される箇所については、事前にパトロールを行い、交通

規制や土のう積シート要請等の措置を行う。また、横浜建設業防災作業隊等に対し、直ちに出動でき

る体制を整えておくよう要請する。 

○ 市（土木事務所）は、災害が発生した場合は、被害状況について現場調査を行い、交通規制等の措

置を行うとともに、早急に横浜建設業防災作業隊等に土砂の処分や土のう積み等の応急措置を行うよ

う指示する。その後、必要に応じて石積等の本復旧工事を行う。 

 

第５節 二次被害等災害の拡大防止 

１ 有害化学物質等による大気汚染防止対策 

○ 市（みどり環境局）は、大気汚染物質を排出する対象施設・処理装置等を設置する事業場について、

被災状況等を把握し、大気汚染物質が大気中に排出している場合又はそのおそれがある場合は、事業

者に対して緊急に適切な措置をとるよう指導する。 

○ 市（みどり環境局）は、対象施設等の管理状況について確認する。 

○ 市（みどり環境局）は、有害化学物質等による汚染の拡散状況について、一般環境大気測定局で測
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定している風向、風速等の測定結果を、関係機関に提供する。 

○ 市は、石綿が使用されている建築物情報を把握及び集約し、市民等からの災害時における石綿に係

る問合せに対応する。 

○ 市（みどり環境局）は、石綿の飛散のおそれのある個所について、飛散状況等を調査する。飛散を

確認した場合は、建築物の管理者・所有者等に対して、飛散・ばく露防止措置を講じるよう指導する。

また、建築物解体等の現場における石綿除去等を指導する。 

 

２ 河川・海域、土壌、地下水等の汚染防止対策 

○ 市（みどり環境局）は、汚染物質を排出する対象施設・処理装置等を設置する事業場について、被

災状況等を把握し、有害化学物質等が公共用水域（河川、海域等）に流出若しくは地下に浸透してい

る場合又はそのおそれがある場合は、事業者に対して緊急に適切な措置をとるよう指導する。 

○ 市（みどり環境局）は、災害に伴う、公共用水域及び地下水の有害化学物質等による汚染状況を確

認する。 

 

３ 市及び災害時協定締結団体の協力 

○ 横浜市環境技術協議会は、協定及び市（みどり環境局）の要請に基づき、有害化学物質による汚染

状況の把握に協力する。 

○ (一社)建築物石綿含有建材調査者協会は、協定及び市（みどり環境局）の要請に基づき、被災建築

物における石綿調査及び石綿の飛散防止のために必要な支援等に協力する。 

 

４ 施設・設備等の保安強化 

○ 県警察は、火薬類、高圧ガス、放射性物質、石油類貯蔵施設等、大規模災害発生の要因となり得る

施設に対する保安対策の強化を図り、危険物被害の予防及び被害拡大の防止に努める。 
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第６章 消防（消火、救助・救急）及び医療・救護 

 

第１節 消防活動 

１ 初動体制の確立 

 (1) 活動方針決定のための情報収集等 

  ○ 市（消防局）は、気象警報等、関係機関等からの情報提供、市民等からの通報、高度安全安心

情報ネットワークによる情報、各消防署で把握する情報等を集約する。集約した情報は、各消防

署及び関係機関等に連絡する。 

 (2) 災害覚知体制の確保 

  ○ 電話通信回線に障害が発生した場合は、119 番非常切替装置により対応するとともに、電話の

通信不能区域について、消防活動二輪隊の派遣、航空隊、災害監視カメラ等の活用による災害覚

知体制の強化、無線局開局による出場指令及び通信連絡体制の確保を行う。また、火災・救急等

の通報手段及び出火防止について広報し、災害の防止等を図る。 

 (3) 災害対策消防警戒体制、消防警戒本部又は消防対策本部の設置等 

  ○ 災害対策消防警戒体制、消防警戒本部及び消防警戒地区本部、又は消防対策本部及び消防対策

地区本部の各体制の責任者は、配備を発令し、当直警備人員及びその他必要な人員により、体制

を確立又は設置する。各体制の確立又は設置及び廃止基準、並びに配備発令基準は、別に定める。 

  ○ 各体制の責任者は、体制を確立又は設置した場合、活動方針及び実施する対策を決定するため、

必要に応じて、会議を開催する。 

  ○ 消防警戒本部又は消防対策本部の設置時は、市庁舎に必要な人員を派遣し、災害情報室を設置

して、緊密に情報連絡を行う。各体制の長は、災害情報室を通じて、市本部長への報告を行う。 

  ○ 配備発令時は、通信統制の実施等により、通信体制を確保する。 

  ○ 災害の規模及び配備状況により、通常業務の停止又は縮小を行い、対処する。 

  ○ 消防団長及び消防団分団長は、災害対策消防団警戒本部及び災害対策消防分団警戒本部、又は

災害対策消防団本部及び災害対策消防分団本部を設置して各消防署と連携して災害防止活動を

実施する。各体制の設置及び廃止基準、並びに配備発令基準は、別に定める。 

 

２ 主な活動 

 (1) 消火活動 

 (2) 人命の救助・救急活動 

 (3) 災害拡大防止活動 

 (4) 安全避難の確保 

 (5) 適時的確な情報受伝達 

 

３ 消防局による活動 

(1) 消防隊等の運用及び編成 

  ○ 消防隊等は、適切な部隊編成及び運用を図り、災害応急活動を行う。災害の状況、編成可能な

部隊及び人員状況、時間経過等を踏まえ、必要に応じて、増強又は縮小を図る。 

  ○ 航空隊は、情報収集及び伝達、人命救助、空中消火、避難指示等の伝達、活動人員及び傷病者

の搬送、物資及び資機材の搬送等を行う。 

  ○ 水上消防隊は、沿岸火災の消火活動、陸上部隊への送水及び油流出の警戒消防活動並びに消防

資機材の輸送に当たるとともに、航行中に溺水者を発見した場合は、救助に当たる。 



Ⅲ－27 

 (2) 現場の早期把握 

○ 先着消防隊等の隊長は、災害現場の状況から傷病者が多数と判断した場合は、速やかに災害の

種別及び概要、並びに傷病者の概数を、消防局長に報告する。 

 (3) 現場指揮体制の確立及び現場指揮本部の設置 

○ 市（消防局）は、現場における指揮体制を確立し、指揮命令の円滑と徹底を期すことを目的と

して、現場指揮本部を設置し、災害状況の把握、活動方針の決定、消防隊等の総合指揮、仮救護

所の設置、情報受伝達、関係機関等との連絡調整、消防広報の実施等の主要な任務を行う。 

○ 災害の状況により、関係機関の参加を得るほか、前進指揮所を設置し、指揮命令等の伝達体制

の確立を図るとともに部隊間を有機的に連携させ、防御活動の効率化を図る。  

○ 現場指揮者は、災害の状況を把握し、人命の安全確保を最優先として、消火及び救助・救急活

動の成算等を総合的に判断して、行動を決定する。 

 (4) 活動要領 

  ア 消火活動 

   (ｱ) 早期鎮圧と延焼拡大防止の優先 

(ｲ) 重要防御地区及び重要対象物を中心とした活動の優先 

(ｳ) 飛火警戒の徹底 

(ｴ) 延焼防止線の選定 

(ｵ) 避難路確保のための防御活動 

イ 救助・救出活動 

(ｱ) 緊急度及び重症度が高い傷病者救出の優先 

(ｲ) 被害の拡大防止 

(ｳ) 傷病者の救出 

(ｴ) 仮救護所までの傷病者の搬送 

(ｵ) 二次災害の予防措置及び警戒区域の設定 

ウ 救急活動 

  (ｱ) 傷病者のトリアージ 

(ｲ) 救命活動の優先 

(ｳ) 仮救護所における応急処置及び容態管理 

(ｴ) 医療機関の収容状況把握 

(ｵ) 医療機関への傷病者の搬送 

(ｶ) 傷病者に関する情報収集及び現場指揮本部への報告 

 

４ 消防団による活動 

○ 消防団による主な活動は、消火、救助・救急、救護及び水防活動、警報等の伝達及び避難誘導等、

並びに情報収集及び指揮支援活動等とする。 

○ 消防団は、消防地区本部（消防署）及び消防隊等と災害現場の情報を相互に交換して災害状況を把

握するとともに、緊密に連携して活動する。また、関係機関及び地域住民と連携・協力して活動する。 

○ 消防団の活動範囲は受持区域を優先する。被害状況等に応じて、消防本部からの要請があったとき

は、受持区域外への応援も行う。 

○ 消防団は、消火活動に当たっては、防火水槽、プール等の消火栓以外の水利を活用することを原則

とする。火災の進展状況に応じて、飛火警戒を実施するとともに、避難路及び住民の安全確保に重点

を置く。 
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○ 車両隊は、消火活動を主とするが、火災が受持区域に発生しておらず、家屋倒壊、崖崩れ等による

救助事象が発生した場合は、救助活動用資機材等を活用して救助、救急活動を実施するほか、消防隊、

救急隊等に協力する。 

○ 地域活動隊は、地域住民に対して、出火防止の呼びかけ、初期消火、人命救出活動、応急救護活動

などの指導等を行う。 

○ 消防団員は、参集に際して、自宅等周辺の出火防止及び初期消火の呼びかけ、火災等発生状況及び

道路状況等の情報収集を行う。必要に応じて、消火、救助・救急等の応急活動を指示し、又は直接実

施する。 

 

５ 自主防災組織による活動 

○ 自主防災組織は、自宅の出火防止措置及び家族の安全確保を実施する。 

○ 自主防災組織は、初期消火器具等を活用し、地域の初期消火活動を実施する。なお、火災が拡大し

て危険となった場合は、活動を中止して速やかに避難する。 

○ 自主防災組織は、周囲の協力を得て、救出・救助活動の実施及び二次災害発生の防止に努める。 

○ 自主防災組織は、平常時から把握する災害時要援護者等の情報をもとに、救助・救急活動を行う。 

○ 自主防災組織は、消火、救出・救助活動に当たり、必要に応じて、消防隊等の出動を要請する。消

防隊等の到着時は、必要な情報を提供するとともに、その指示のもと応急活動に協力する。 

 

６ 防災関係機関等による連携及び活動 

○ 横浜建設業防災作業隊は、市（消防局）の指揮のもと、救助活動を支援する。 

○ 県警察（機動隊、広域緊急援助隊）、自衛隊、横浜海上保安部及び市（消防局）等防災関係機関は、

現場において、各機関の指揮者間で随時、活動区域、分担等の調整を行い、救出・救助活動を行う。 

 

第２節 医療・救護活動 

１ 災害時における医療救護体制の確立 

○ 災害時において限られた医療資源を結集し、効果的な医療救護活動を展開するため、市（医療調整

チーム、区）は、災害医療の総合調整を行う。 

○ 市（医療調整チーム）は、医療機関の応需情報等について、広域災害救急医療情報システム（EMIS）、

横浜市救急医療情報システム（YMIS）、各種非常用通信機器から把握する。また、必要に応じて、救急

隊から情報を得る。診療所、薬局の情報は、区医師会、区歯科医師会、区薬剤師会の協力を得て確認

する。その他の医療関連施設についても関連情報の収集に努める。 

○ 市（医療調整チーム）は、医療資源及び負傷者の状況等、各種情報を把握、分析及び評価し、医療

救護体制を確立する。また、医療救護活動の安全確保及び活動調整のため、二次災害の危険性、ライ

フライン等の状況、道路事情や移動可能手段等を把握する。 

○ 市・区災害医療アドバイザーは、医学的見地からの助言及び医療機関の医師との調整等に従事する。

参集要請及び任務解除は、市本部長又は区本部長が要請又は指定する。 

○ 市（医療調整チーム、区）は、必要と認める場合は、市・区災害医療連絡会議を開催する。災害現

場における医療提供状況、診療状況等に関する情報を共有して、各機関は災害応急活動に反映する。  

○ 市（医療調整チーム）は、県保健医療福祉調整本部、県 DMAT 調整本部、県 DPAT 調整本部及び緊急

消防援助隊神奈川県消防応援活動調整本部等と連携し、応援者受入れ等に当たる。また、必要と認め

る場合は、横浜救急医療チーム（YMAT）協定締結医療機関及び日本赤十字社神奈川県支部長に対して、

出動を要請する。 
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○ 市（医療調整チーム）は、DMAT、DPAT、日本赤十字社救護班、日本医師会災害医療チーム（JMAT）、

日本災害歯科支援チーム（JDAT）、他都市医療救護隊等、医療ボランティア等の受入調整を行い、必要

な地域（被害が甚大な地域を優先）に派遣する。 

○ 市医師会は、必要に応じて、十四大都市医師会の「災害時相互支援に関する協定」に基づき、他都

市の医療支援チーム派遣等を要請する。 

○ 医療機関及び薬局は、診療または調剤可能な場合に、横浜市共通の目印となる旗を掲出する。 

 

２ 緊急度及び重要度、並びに発災後の時間経過に応じた医療提供体制 

○ 災害時において効果的に対処するため、負傷者等の緊急度及び重症度（以下「重症度等」という。）

並びに時間経過に応じて、医療提供主体を分担する。災害拠点病院の機能を発揮させるため、被災を

免れた医療機関は重症者以外の負傷者を中心とした受入態勢を整える。 

○ 災害医療は、時間経過により医療ニーズが異なるため、あらかじめ災害フェーズを設け、その対応

を想定する。災害フェーズの間隔や進行は、災害規模等による変動可能性を考慮する。 

(1) 救助・救命期（発災直後～超急性期） 

ア 災害拠点病院 

○ 他の医療提供では対応困難な重症者を中心に受入れを行う。重症者の搬送は、区内に限らず、

至近の災害拠点病院への搬送を原則とする。 

○ 被災地外へ転送する負傷者等及び長期的入院が必要な患者等を判別するとともに、広域搬送

に当たり県保健医療福祉調整本部と連携する。被災状況に応じて、県 DMAT 調整本部から派遣

指示された DMAT の支援を受ける。 

  イ 災害拠点精神科病院は、被災地からの精神疾患を有する患者の受け入れ、DPAT の派遣に係る対

応を行う。 

ウ 災害時救急病院（災害拠点病院以外で、災害時に負傷者等受入れを行う病院）は、診療所や医

療救護隊による医療提供では対応困難な中等症の負傷者等を中心に受入れを行う。 

エ 診療所は、可能な範囲において、軽症の負傷者等を中心に受入れを行う。 

オ 医療救護隊 

○ 医師、看護職、薬剤師及び業務調整員を基本として臨機応変に編成し、地域防災拠点等の避

難場所における負傷者等の状況把握とともに、主に軽症者に対する応急医療を行う。 

○ 市（医療調整チーム）は、必要に応じて、市医師会及び市薬剤師会に対して、医療救護隊の

出動を要請する。また、各区は必要に応じて、区医師会等と調整し、登録看護職への協力を要

請する。震度６弱以上を観測した区は、区医師会及び区薬剤師会の協力を得て、速やかに医療

救護隊を編成する。状況に応じて、他の医療関係団体、医療ボランティア等、及び市職員の保

健師が加わる。 

○ 医療救護隊は、原則として、休日急患診療所、区役所等に参集する。参集場所が複数の場合

は、連絡手段を確保して各区で一体的に運用する。原則として、活動場所は、区が指定する。 

○ 地域防災拠点での活動は学校保健室を活用する。こころのケア、歯科診療、保健活動等との

連携に配意する。 

カ 他都市医療救護隊、医療ボランティア、他自治体応援保健師等 

○ 市（各区）の指示に基づき、定点・巡回診療、医療機関への応援、巡回健康相談等に従事す

る。活動区域は、医療調整チームが指定する。 

キ 薬局 

○ 緊急持ち出し医薬品を備蓄する薬局は、市（各区）が指示する休日急患診療所等に医薬品を
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運搬し仕分けを行うなど、医療救護隊の活動を支援する。 

○ 被災を免れた薬局は、医薬品を調剤できる体制を整える。 

ク 仮設救護所について、市（各区）は必要と認める場合に、安全な場所に設置する。 

(2) 急性期、亜急性期及び慢性期以降 

○ 市（医療調整チーム、区）は、医療救護隊、他都市医療救護隊、医療支援チーム（歯科診療、

口腔ケア等）の支援を受けながら、被災者に対する医療救護活動を継続する。 

○ 市（医療調整チーム、区）は、慢性疾患患者、人工透析患者、在宅酸素療法患者等に対する医

療提供等に配慮する。在宅慢性疾患患者に関する情報は、保健師、医療救護隊、医療機関等、及

び在宅酸素機器メーカー等からの収集に努める。分娩予定者に対しては、市内出産取扱施設をは

じめ、県保健医療福祉調整本部と連携して、被災地外出産取扱施設の確保に取り組む。 

○ 市（各区）は、国又は県が派遣する災害支援ナース等と連携し、保健・福祉の領域にまたがる

医療活動についても対応する。 

○ 市（各区）は、他都市医療救護隊等の支援状況に応じて、区内医療関係者が診療所等の復旧・

復興に順次移行できるよう配慮する。また、復旧・復興状況を見極めながら、医療救護隊の活動

を徐々に縮小させるなど、区内医療体制を平常時に戻すよう調整を図る。各区は、区医師会等の

協力を得て、区内の医療救護活動に係る総合調整を継続する。 

 

３ 搬送体制等の確保 

○ 負傷者等の医療機関への搬送は、救急車、緊急消防援助隊によるほか、市及び医療機関の車両、市

民の共助を得た搬送等、あらゆる手段を講じる。 

○ 市及び県保健医療福祉調整本部は連携して、県外への広域医療搬送、収容能力を超えた災害拠点病

院及び災害時救急病院が生じた場合における受入可能医療機関及び搬送手段の確保にあたる。 

(1) 市内搬送 

ア 医療救護隊で対応できない負傷者等は、最寄りの受入可能医療機関に収容する。 

イ 市（医療調整チーム）は、EMIS 等を活用し、市内の受入可能医療機関の確保に努める。市内で

の受入れが困難な場合は、県保健医療福祉調整本部に受入れ先の確保を要請する。 

ウ 市（医療調整チーム）は、継続的な医療処置が不可欠な慢性疾患患者への医療提供のため、必

要に応じて、被災地外の受入医療機関及び移送手段を確保する。人工透析患者が地域内で透析治

療が受けられない場合は、県保健医療福祉調整本部及び日本透析医会の災害情報ネットワークと

連携し、治療先及び移送手段の確保に努める。 

(2) 広域搬送（市外搬送） 

ア 市（医療調整チーム）は、重症患者等の広域搬送に備えた市内臨時拠点の確保と運用に当たる

ほか、航空搬送拠点臨時医療施設（SCU）までの搬送について、県保健医療福祉調整本部と協議し、

指示を受ける。 

イ 市（医療調整チーム）は、SCU までの搬送手段の確保に努める。自衛隊等関係機関の協力を得

る場合は、県保健医療福祉調整本部と協議・調整する。ヘリコプターによる搬送は、各災害拠点

病院が指定する離着陸場を起点とする。横浜へリポート及び病院屋上ヘリポート以外の場所に離

着陸する場合は、誘導及び安全確保等のため、消防局に対して航空支援隊等の出場を要請する。 

ウ 市（医療調整チーム）は、SCU への搬送が困難な場合は、医療機能を有する海上自衛隊の護衛

艦及び横浜海上保安部の巡視船等の活用について、県保健医療福祉調整本部と協議する。 
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４ 医薬品等の備蓄、調達等 

○ 避難所、仮設救護所等で救護隊が使用する医薬品等は、薬局、休日急患診療所及び区役所等の備蓄

を使用する。 

○ 医薬品等を備蓄する薬局の薬剤師は、市（各区）が指示する地域防災拠点等に医薬品等を運搬する。 

○ 災害ボランティアバイクネットワーク関東神奈川支部は、地域防災拠点で医薬品等が不足する場合

は、協定及び市（医療局）の要請に基づき、バイクによる輸送協力を行う｡ 

○ 市（医療調整チーム）は、協定等を締結する運送業者等の協力を得て、拠出可能な医薬品等を各区

が指定する場所に運搬する。各区は、区薬剤師会の協力を得て、不足又は拠出可能な医薬品等を把握

し、医療調整チームに要請又は報告する。 

○ 市（医療調整チーム）は、他都市からの救援医薬品等を受け入れた場合は、不足する区へ供給する。 

○ 市薬剤師会及び横浜薬科大学は、協定及び市（医療局）の要請に基づき、避難所等における災害処

方箋の対応等について、災害対策医薬品供給車両（モバイルファーマシー）を派遣する。 

○ 市薬剤師会及び市内医薬品卸会社は、協定及び市（医療局）の要請に基づき、医薬品等を供給する。 

○ 市（医療調整チーム）は、必要に応じて、県保健医療福祉調整本部に医薬品等の供給を要請する。 

 

５ 医療情報の提供 

○ 市（医療調整チーム、区）は、各区医療機関の診療可能科目、処方可能な薬局等をリスト化し、地

域防災拠点等に掲示するほか、区医師会、医療救護隊、医療機関等に情報提供する。 

 

第３節 保健活動 

１ 市本部の活動 

○ 市（健康福祉局）は、必要と認める場合は、各局に所属する保健師等をその指揮下（統括保健師）

に集約し、統合的な保健活動を行う。 

○ 市（健康福祉局）は、発災直後から被災者支援の保健活動を開始するため、必要に応じて、他自治

体保健師等職員の応援斡旋について、県、厚生労働省に要請するとともに、他自治体応援保健師等の

受入調整を行う。また、各区の活動調整等を行う。 

 

２ 区本部の活動 

○ 救助・救命期は、市（各区）は、避難場所及び在宅の巡回健康調査等を実施し、被災者の中で慢性

疾患、感染症、歯科医療、こころのケア等の医療支援が必要な対象者を把握して、巡回診療、相談、

医療に結びつけるとともに、健康問題の発生防止のための保健指導や予防活動を行う。 

○ 急性期、亜急性期及び慢性期以降は、避難場所及び在宅の巡回健康相談を実施し、被災者及び災害

時要援護者の健康管理、疾病予防、福祉保健医療ニーズの把握と対応、歯科診療及び口腔ケアの把握

と対応、こころのケア等を対象者の状態に合わせて提供し、健康被害の最小化に努める。 

 

第４節 こころのケア 

１ 早期支援及び継続的支援 

○ 市（医療調整チーム、区）及び関係機関は、被災者及び被災地支援の従事者のこころのケアへの早

期介入の重要性を鑑み、メンタルヘルスに関する情報、並びに精神保健医療福祉への受診・相談方法

等に関する情報を提供し、治療・支援に遅滞のないよう取り組む。 

○ 災害時のこころのケアは、時間経過に伴う各段階（茫然自失の時期、ハネムーン期、幻滅期、再建

期）を踏まえ、幻滅期から再建期に向かう時期の支援が重要であることを認識し、長期的かつ継続的
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に行う。 

 

２ こころのケアの実施 

○ 市（各区）は、被災者等のこころのケアを行うため、区役所等に精神保健医療相談窓口を設置する。

また、必要に応じて、巡回訪問及び相談活動等を行う。 

○ 被災者対応の従事者は、災害応急活動及び窓口での対応等により、多大な精神的ストレスを受ける

ため、市（医療調整チーム、区）は、従事者のこころのケアについて十分に留意する。 

○ 市（各区）は、区災害医療連絡会議等を通じて情報収集するとともに、DPAT による診療活動等につ

いて総合調整等を行う。 

○ 市（医療調整チーム）は、他都市からの応援受入れを行い、必要とする区へ差配する。また、医療

調整チームは、各区に対して、こころのケアに関する技術的な支援や協力等を行う。 

  

第５節 歯科医療 

○ 市（医療調整チーム）は、市歯科医師会の協力の下に、状況に応じて、災害時歯科医療体制を構築

する。市域で震度６弱以上が観測された場合は、市歯科医師会内に設置される歯科医療対策本部及び

情報収集班と市が連携して、各区の歯科医療機関の被災状況等の情報収集を行う。震度６弱未満であ

っても、必要と認める場合は、市は、歯科医療対策本部に対応を要請する。 

○ 歯科医療対策本部は、市（医療調整チーム）の要請により、市歯科保健医療センターにおいて歯科

診療・口腔ケア等を行う。また、必要に応じて、又は市の要請に応じて、各区地域防災拠点等におい

て、巡回歯科診療・口腔ケア等を実施する。 

 

第６節 行方不明者の捜索 

１ 捜索活動 

○ 市は、災害のため所在が不明であり、生死が未だ判明しない状態にある者又は死亡の疑いのある者

の捜索を、防災関係機関の協力を得て実施する｡ 

○ 市（救出・救助チーム）は、県警察、横浜海上保安部、自衛隊派遣部隊等の関係機関、消防団等及

び関係区局間での連携を密にし、役割や捜索区域の分担を行って、捜索を実施する｡ 

○ 県警察は、機動隊等警察部隊を被災現地に出動させ、防災関係機関と連携して捜索を実施する。 

○ 捜索に当たっては、二次災害の防止に留意する。 

 

２ 行方不明者の把握 

○ 市（各区）は、捜索が必要とされる者の届出窓口を開設し、対象者の住所、氏名、年齢、性別、身

長、着衣その他必要事項を聴取し、記録する｡ 

○ 市（各区）は、死亡者名簿と避難者名簿の確認、地域防災拠点等における聞き取りを行い、届出の

ない所在不明者の安否確認を行う。 

○ 市（本部運営チーム、区）は、県警察と協力して、行方不明者、避難者、死亡者に関する情報の共

有・突合を行い、生存者の居場所確認等を行うとともに、行方不明者数を確定する等、把握に努める｡ 

 

３ 後方支援活動 

○ 市（各区）は、防災関係機関、自主防災組織、日赤奉仕団等の協力を得て、捜索活動のための後方

支援活動（警備、交通整理、広報等）を行う｡ 

○ 市は、捜索活動又は後方支援活動に関する情報を把握し、必要な対応を執る。各区は、前記情報を
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本部運営チームに報告するほか、必要に応じて、各局が締結する協定等に基づく、関係機関等の協力

を要請する｡各局は、把握する情報に基づき、自ら、又は各区の要請に応じて、所管する協定等に基づ

く関係機関等への協力を要請して、区の後方活動を支援する｡ 

○ 大型クレーン等の建設機械は、捜索活動等に有効なため、活用に努める｡市（防災・危機管理統括本

部）は、捜索・救出活動に当たり重機等が必要なときは、横浜建設業防災作業隊等に応援を要請する。 
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第７章 緊急輸送・交通・警備 

 

○ 災害時における対策人員及び物資等の輸送並びに被災者の避難輸送は、応急活動の基幹であること

から、輸送路及び輸送手段を同時に確保して、緊急輸送を行う。緊急輸送路及び緊急交通路の道路啓

開を行うとともに、必要な車両及び船舶等を確保して活用する｡ 

 

第１節 輸送路の確保 

１ 道路啓開の実施 

○ 市（道路・交通政策局）は、土木事務所からの情報及び国土交通省、県、各高速道路(株)※等が管理

する道路の被災状況、災害対策などの情報を集約し、県警察、他の道路管理者等と協議のうえ、道路

啓開方針を決定する。併せて、応急復旧チームに道路啓開方針を提供する｡ 

 ※ 東日本高速道路(株)京浜管理事務所が管轄する高速道路は責任啓開事務所と情報収集を行う。 

○ 市（土木事務所）は、道路啓開方針に基づき、緊急輸送路等について、県警察等と連携し、作業隊、

支援隊の協力を受けて路上障害物の除去、応急的な対策などの道路啓開を行う。原則として２車線の

通行帯確保に努める｡ 

 

２ 河川関係障害物の除去 

○ 河川・水路の管理者等は、河川・水路の溢水の防止、護岸等の決壊を防止するため必要と認める場

合は、障害物の除去等を行う｡実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い、又は土木建築業者等の

協力を得る等、状況を考慮して速やかに行う｡なお、復旧に支障がないよう応急的な措置とする｡ 

○ 市（土木事務所）は、人命の救助等緊急の場合、必要な範囲において、障害物の排除を行う。この

場合において、下水道河川局は、土木事務所に指示する。 

 

３ ヘリコプター離着陸場の確保 

○ 市（防災・危機管理統括本部、消防局）は、交通路が遮断された場合に、市（消防局）及び防災関

係機関等のヘリコプターによる緊急連絡、人員輸送、傷病者搬送、緊急物資輸送等を行うために、市

内各地にヘリコプターの離着陸場を確保する｡ 

 

４ 海上輸送路の確保 

(1) 在港船舶の避難 

○ 市（港湾局）は、京浜港の長と調整のうえ、国際 VHF 無線により在港船舶との連絡を行った後、

避難船舶の運航調整、水先人等への情報提供を行い、適切に避難させる｡ 

(2) 海上交通規制 

○ 市（港湾局）は、本市港務艇及びパトロール艇を出動させ、海上の状況を調査・把握するとと

もに、港内の安全確保のため、必要に応じて、京浜港の長に対して、所要の航行規制を要請する｡ 

(3) 海上障害物の除去 

○ 海面に障害物が漂流した場合、市（港湾局）は、港務艇及び清掃船を出動させ、船舶航行の支

障とならない水域にえい航し、収集又は一時係留した後、適宜処理するほか、大型の漂流物等は、

「災害時における曳船の協力に関する協定」に基づき、横浜川崎曳船(株)にタグボートの出動を

要請する｡また、必要により、京浜港湾事務所の協力を要請する｡ 
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第２節 輸送体制の確保 

１ 輸送手段の確保 

○ 原則として、災害応急対策実施機関の保有車両等による。不足する場合は、他の実施機関の保有車

両等を使用する、又は、各実施機関が営業者より直接調達する。 

○ 市（各区局）は、法令又は協定等に基づき、各機関に輸送車両等の調達及び輸送協力を要請する。 

(1) 自動車 

○ 神奈川県トラック協会、赤帽首都圏軽自動車運送協同組合神奈川県支部、日本通運(株)横浜支

店及び横浜港運協会は、協定等に基づき、市の要請に応じて、輸送に協力する。 

○ 災害応急対策実施機関において、必要数の確保が不可能な場合は、市は、県に対して、輸送手

段の確保を要請する。 

(2) バス 

○ 市（交通局）は、バスによる輸送を行う｡本部運営チームの要請に基づき、実施する。 

(3) 鉄道 

○ 市（物資チーム）は、道路の被害等により自動車による輸送が不可能な場合、又は遠隔地で物

資を確保した場合において、必要と認める場合は、鉄道事業者に協力を要請する｡ 

(4) 航空機 

○ 市（消防局）は、空中輸送が必要な場合は、ヘリコプターによる輸送を実施する｡市において輸

送ができない、又は不足が生じる場合は、必要に応じて、県に対して、緊急消防援助隊の派遣、

又は自衛隊及び横浜海上保安部への輸送協力を要請する｡ 

(5) 船舶及び海上輸送 

○ 市（港湾局）は、陸上交通による輸送が困難な場合、又は途絶した場合は、横浜海上保安部、

関東運輸局、横浜港運協会等関係機関と協議し、活動に必要な人数、物資等の海上輸送を図る。 

○ (株)ポートサービス、京浜フェリーボート(株)、関東旅客船協会、(一社)日本外航客船協会、

横浜屋形船事業協同組合、クルーズライン協同組合は、人員輸送等で海上交通の確保が必要な場

合は、「災害時における交通船等の協力に関する協定」等及び市（港湾局）の要請に基づき、輸送

の協力を行う｡ 

○ 市（港湾局）は、前記手段による暇がないとき、又は不足が生じるときには、横須賀地方総監

部、横浜海上保安部、京浜港湾事務所に輸送協力を要請する｡ 

ア 海上輸送基地の確保 

○ 市（港湾局）は、他の地方公共団体からの緊急物資を受け入れるため、周辺状況を調査・把

握するとともに、物資受入れに支障が生じると判断した場合は、京浜港湾事務所と協力の上、

横浜港運協会、横浜港災害対策支援協議会に対して、出動を要請する｡ 

○ 海上輸送基地を中心に被害状況、輸送船舶の諸元等を把握し、受入岸壁を選定するとともに、

背後の荷捌き地、一時保管のための上屋を確保する。接岸岸壁に不足が生じるときは、横浜海

上保安部に対して、横浜海上防災基地の岸壁の使用を要請する｡ 

イ 救援船の受入れ 

○ 救援船の入港に際しては、接岸岸壁を指定するとともに、水先人、タグボートに待機を依頼

する。また、国際 VHF 無線又は市港務艇により到着を確認し、救援船の安全な接岸を確保する。 

(6) 他の地方公共団体、防災関係機関等から車両等の供与があった場合 

○ 市（本部運営チーム）は、受入れの調整を行うとともに、被害状況に応じて配車する｡ 
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２ 燃料の確保 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、通常の方法により、自動車等の燃料が確保できない場合は、「災

害時における燃料の供給協力に関する横浜市と神奈川県石油業協同組合との協定」に基づき、神奈川

県石油業協同組合に対して、供給協力を要請する｡ 

○ 航空機及び船舶の燃料確保は、各機関の定めるところによる。 

 

第３節 輸送 

○ 輸送対象、期間及び費用等の取扱いは、災害救助法による。 

  

第４節 警備 

１ 県警察による警備体制の確立 

○ 県警察は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、警察本部に県警備本部を、各警察

署に警察署警備本部を設置して指揮体制を確立する。 

○ 県警備本部は、県、市及び関係機関と緊密な連携をとり、災害の概要把握、情報収集を実施すると

ともに、警察部隊の統括指揮にあたる。 

○ 県警察は、別に定めるところにより、警備部隊等を編成し、事案の規模及び態様に応じて運用す

る。 

 

２ 情報受伝達 

○ 県警察は、災害警備上必要な情報収集を行うとともに、必要に応じて、関係機関へ連絡する。 

○ 県警察は、災害に関する警報等を認知した場合、内容、情勢等を分析・検討し、必要に応じて、地

域住民に対する広報を行う。当該警報等の緊急性並びに市の体制等を勘案し、災害警備上必要がある

場合又は市から要請のあった場合は、市の行う地域住民に対する警報等の伝達に協力する。 

 

３ 二次災害の防止 

○ 県警察は、二次災害の危険場所等を把握するため、所要の調査班を編成し、住宅地域を中心に調査

を実施するとともに、把握した危険場所等の情報を市に伝達して、避難指示等の発令を促す。 

 

第５節 交通規制 

１ 交通規制に関する措置等 

(1) 県警察は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被災地域における交通の混

乱防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行われるように、被災規模・状況に応じて、一般車両の

通行を禁止し、又は制限する区域の設定、緊急交通路確保など必要な交通規制を実施し、緊急通行

車両の通行の確保及び市民等の安全な避難路の確保に努める。 

(2) 県公安委員会は、神奈川県及び隣接都県（東京都、静岡県及び山梨県）において災害が発生し、

緊急の必要があると認める場合は、災害対策基本法第 76 条第１項に基づき、区域又は道路の区間

を指定して緊急通行車両や規制除外車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限する。災害地の実態、

道路及び交通の状況を把握するとともに、災害地を管轄する都県公安委員会、都県知事又は市町村

長と緊密に連絡して、通行の禁止又は制限に関する資料を収集し、判断する。 

(3) 前記による通行の禁止又は制限を実施するときは、原則として、道路管理者に事前に通知する。

また、関係都県公安委員会に通知するとともに、報道機関の協力及び立て看板等の設置により、一

般に周知する。 
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(4) 災害時には、被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、必要な交通規

制を迅速・的確に実施し、危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集及び提供、車両使用の

自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行う。 

(5) 県警察は、交通規制を実施したときは、直ちに住民等に周知を図る。 

(6) 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となること

により、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあると認める場合は、放置車両の撤去、

警察車両等による先導、運転者等に対する措置命令を行い、また、自ら措置を行う。現場に警察官

がいない場合は、自衛官及び消防吏員は、各々の緊急通行車両の通行を確保するため、同様に措置

命令を行う。 

(7) 道路管理者は、道路の通行が危険であると認める場合における道路通行規制に関する基準等を定

め、交通機関へ連絡、通行規制その他必要な措置を講ずる。 

 

２ 緊急通行車両 

○ 災害応急対策に使用する車両は、あらかじめ交付を受けた緊急通行車両確認標章及び確認証明書を、

所定の場所に具備又は掲示する｡なお、標章及び証明書の交付を事前に受けていない車両は、災害時

において県公安委員会に申請し、確認及び交付を受ける。 

 

３ 交通情報の収集等 

○ 県警察（交通管制センター）は、災害時における道路交通情報を、現場の警察官、関係機関等から

の情報に加え、交通監視用テレビカメラ、車両感知器等を活用するほか、警察航空隊との連携により、

収集する。 

 

４ 交通情報の広報 

○ 県警察は、規制標識版、立看板、携帯用拡声器等を利用して、運転者及び地域住民等へ広報する。

情報板、信号機等の交通管制施設も活用する。また、テレビ、ラジオ等の報道機関との連携、必要に

応じて、広報車、航空機等を活用して周知に努める。また、必要に応じて、市の協力を依頼する。 

○ 特に避難誘導、交通規制に関する広報については、隣接都県との整合性を考慮し、相互の広報内容

に矛盾の生じないように努める。 
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第８章 避難 

 

第１節 避難指示、警戒区域の指定 

１ 避難指示等 

○ 区本部長又は市本部長は、災害時において、市民の生命及び身体を保護し、被害の拡大を防止する

ため、避難、危険な場所への立入制限、屋内への退避及び外出の自粛等の必要があると認める場合は、

避難対象区域を指定して、避難指示及び屋内での退避その他の屋内における避難のための安全確保に

関する措置の指示（以下「避難指示等」という。）を行う。 

○ 他機関が法令等に基づき避難等の措置を行う場合、市は協力する。なお、警戒体制又は平常時体制

において、市民の生命及び身体を保護し、被害の拡大を防止するため、緊急を要する場合は、各区局

長は、次の定めに準じて、直ちにでき得る避難の措置等を実施する。 

(1) 市による避難指示等 

○ 原則として、区本部長が実施する。複数の区に渡り一括して実施する必要がある場合は、市本

部長が実施することができる。市本部長が実施する場合は、関係局長及び該当区の区本部長に対

し、避難指示等の発令日時、対象地域及びその他必要な事項を明示し、通知する。 

○ 現地の対応は、避難等を必要とする状況に応じて区役所職員、消防署員等が行い、警察署等関

係機関の協力を得て、人命の安全確保を最優先に実施する。  

 (2) 防災関係機関による避難指示等 

  ○ 次に掲げる者は、災害対策基本法第 60 条、第 61 条、警察官職務執行法（昭和 23 年法律第 136

号）第４条及び自衛隊法第 94 条等の関係法令に基づき、避難の指示等を実施する。この場合にお

いて、避難、立退き等を指示した場合、直ちにその旨を市長に通知する。 

 ア 県警察 

○ 警察官は、市長等が避難指示等を行う暇がない場合、市長等が要請した場合、又は市民の生

命及び身体に危険が切迫していると自ら認める場合は、直ちに当該住民等に避難指示等を行う。 

○ 避難誘導に当たっては、災害時要援護者に配慮する。警察施設への来庁時に被災した者は、

市等が開設する避難場所が整った段階で、当該施設に誘導する。 

  イ 横浜海上保安部 

   ○ 海上保安官は、市長等が避難指示等を行う暇がない場合、市長等が要請した場合、又は市民

の生命及び身体に危険が切迫していると自ら認める場合は、直ちに当該住民等に避難指示等を

行う。 

  ウ 自衛隊 

   ○ 災害派遣部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で、警察官がその場にいな

い場合は、危険な場所にいる住民に避難の指示をする。 

エ 県 

○ 県知事は、市が、災害によりその全部又は大部分の事務を行うことができない場合は、市長

に代わり避難指示等を行う。 

 (3) 国又は県の助言 

  ○ 市本部長又は区本部長は、避難指示の発令に当たり必要と認める場合は、国の機関又は県から

災害に関する情報等の助言を得ることができる。また、土砂災害防止法第 32 条に基づき、避難指

示の解除に当たり必要と認める場合は、国の機関又は県から助言を得ることができる。 

○ 市から助言を求められた国の機関又は県は、その所掌事務について必要な助言を行う。 
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２ 警戒区域の設定及び立退き 

 (1) 災害対策基本法第 63 条に基づく警戒区域 

○ 市本部長又は区本部長は、必要と認める場合は、警戒区域を設定して、当該区域への立入りを

制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

  ○ 市本部長若しくは区本部長、若しくは市職員が現場にいない場合、又は市長等から要請があっ

た場合は、警察官、海上保安官又は自衛官は、前記の職権を行使できる。 

 (2) 消防法第 23 条の２に基づく火災警戒区域 

○ 消防長若しくは消防署長は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した

場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大きく、かつ、人命又は財産に著

しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、火災警戒区域を設定して、当該区域内にお

ける火気の使用を禁止し、又は当該区域への出入を制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から

の退去を命ずることができる。 

○ 消防長若しくは消防署長、又はこれらの者から委任を受けて職権を行う者が現場にいないとき、

又は消防長等から要請があったときは、警察署長は、前記の職権を行使できる。 

 

３ 関係機関における情報共有 

(1) 区本部長から市本部長への報告事項（終了時も同様に報告する。）。 

ア 避難指示等の発令日時 

   イ 避難等の対象地域、対象世帯数及び人員数 

ウ 開設した避難場所（施設名、所在地等）、及び避難場所における活動 

エ その他必要な事項 

(2) 関係機関等への連絡 

○ 市本部長は、避難指示等を発令したときは、県に報告するとともに、県警察及び自衛隊等の関

係機関等に対して通報する。 

○ 区本部長は、避難指示等を発令したときは、所轄警察署等の関係機関等に対して通報する。 

 

４ 終了 

○ 市本部長又は区本部長は、警報等の解除、避難対象区域の安全の確認等がなされ、避難の指示等を

継続する必要がなくなったときは、それを解除する。避難指示等を解除した市本部長又は区本部長は、

終了した旨を対象者へ伝達する。 

 

第２節 避難指示の伝達及び避難誘導 

１ 避難指示の伝達 

(1) 対象者への明示事項 

ア 避難等を要する理由（他機関の実施する避難措置理由等を含む。） 

イ 避難等の対象地域 

ウ 避難先及び避難場所、並びに避難を要する場合の経路 

エ その他必要な事項 

(2) 伝達方法 

○ 市（各区）は、「避難指示等の判断・伝達マニュアル」に基づき、対象者に対して可能な限り

複数の手段（防災スピーカー、サイレン、スマートフォン等の媒体への発信、市ウェブサイト等）

で伝達する。事前登録している聴覚障害者には、各区からファクシミリにより伝達する。 
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○ 市（各区）は、施設管理者又は責任者、町の防災組織等関係者の協力を得て、対象者への避難

指示の徹底を図るとともに誘導を行う。ただし、津波警報又は大津波警報の発表時は、津波に関

する情報に留意し、必要に応じて、活動を中止して避難する。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、広域にわたって避難指示等の伝達を行う必要がある場合、

又は他の方法によっては伝達が困難な場合には、放送機関に対し、災害対策基本法第 57 条の規

定に基づき、避難指示等の放送を要請する。 

○ 日本放送協会横浜放送局、(株)アール・エフ・ラジオ日本、(株)テレビ神奈川、横浜エフエム

(株)及び(株)InterＦＭ897 は、災害時における放送要請に関する協定・覚書に基づき、市の要

請に協力する。 

 

２ 避難誘導 

○ 区本部長又は市本部長は、消防、警察等の関係機関等の協力を得て、住民が安全かつ迅速に避難で

きるよう、組織的な避難誘導に努める。 

○ 区本部長又は市本部長は、事前に安全な避難経路を検討し、必要に応じて誘導員を配置するなど、

事故防止に努める。 

○ 区本部長又は市本部長は、避難誘導を行う際は、災害時要援護者への必要な配慮に努めるものとし、

関係施設の管理者のほか、自主防災組織、近隣居住者の協力も得て、行う。 

○ 区本部長又は市本部長は、避難場所を指示して避難の措置等を実施した場合は、施設管理者に通知

するとともに、職員を派遣し、必要な措置を講じる。その場合において、市本部長は、避難場所の状

況の適切な掌握に努める。そのため、区本部長又は局長は、避難場所における避難人員、傷病者の有

無、その他必要な事項の確認を行い、市本部長に報告する。 

 

第３節 指定緊急避難場所 

１ 開設 

○ 災害の危険が切迫した場合における緊急の避難場所として、災害（異常な現象）の種類ごとに定め

る開設基準及び方法に従い、開設する。 

○ 市（各区）は、災害の状況により必要と認める場合は、地区センター等の公共施設、自治会町内会

館等あらかじめ指定する指定緊急避難場所以外の施設等について、施設管理者等の同意のうえ避難場

所として開設する。 

○ 市（各区）は、市民の早めの避難行動に対応できるよう、開錠等について、必要に応じて、施設管

理者又は地域の協力を得ることで、迅速な開設及び避難者の受入れを図る。 

 

２ 運営 

○ 市（各区）は、避難指示等により避難した市民に対して、区内の防災備蓄庫の物資を活用するなど、

必要に応じて避難生活等に必要な給食、寝具等の提供を行うことができる。防災備蓄物資に不足が生

じた場合には、市（防災・危機管理統括本部）に、方面別備蓄庫の物資の使用を要請する。 

○ 災害時要援護者等に配慮したスペースを確保する。 

○ 避難場所内における感染症対策として、患者等の専用スペースの確保、動線の工夫、避難者の健康

状態の確認、手洗いやマスクの着用等の基本的な対策を行う。 

○ 飼い主と同行避難してきたペットの一時飼育場所は、避難者との動線を分け、台風等の荒天時でも

雨風をしのげる場所に確保する。動物を苦手とする人、動物アレルギーの人に配慮する。 
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３ 閉鎖 

○ 市（各区）は、発災後一定時間を経過しても住民の避難がない場合は、災害状況を踏まえ、閉鎖に

ついて判断、決定する。 

 

第４節 指定避難所（地域防災拠点） 

１ 開設 

○ 地域防災拠点運営委員会を中心とする地域住民を主体として開設することを原則とする。開設に当

たっては、地域防災拠点運営委員、市職員（拠点を担当する職員、学校職員）は、施設の安全性を確

認した後、相互に協力して、避難者の受け入れに必要な措置を講じる。 

 

２ 運営 

○ 地域住民の相互扶助による運営を基本とし、避難してきた者全員が協力する。地域防災拠点運営委

員会は、学校・行政と連携して、地域防災拠点がその機能を発揮するよう、運営する。 

○ 市（各区）は、避難所に関する情報を把握し、必要に応じて、被災者支援チームと調整する｡ 

○ 地域防災拠点運営委員会の主な活動は、次のアからシに掲げる。中長期化する場合は、避難所の衛

生管理、被災者のこころのケアなどについて、区役所やボランティア団体と連携して、運営する。 

 ア 避難者の誘導、運営マニュアルに基づく作業分担の割当て 

イ 負傷者の応急手当、医療機関への誘導  

ウ 防災資機材等を活用した救出・救助 

エ 負傷者及び高齢者、障害者、乳幼児、児童、妊産婦等で援護を必要とする避難者の把握・援護 

オ 仮設トイレの設置、清掃、防疫対策などの環境衛生 

カ 備蓄食料、救援物資等の要請・配布、炊き出し 

キ 地域の被災情報及び生活情報の収集・伝達 

ク 公的避難場所以外での避難者への情報提供、救援物資の要請受付 

ケ ボランティアに関する対応（区災害ボランティアセンターとの受入調整、避難地区内のボランテ

ィアニーズの把握、情報提供） 

コ 防犯パトロールの実施 

サ 「ペットとの同行避難対応ガイドライン」に基づく対応 

シ その他必要な事項 

○ 学校附帯設備（統廃合による廃校の跡地利用施設を含む。）は、次のとおり活用する。 

ア 被災者の生活スペースとして使う場所は、体育館、教室の順とし、職員室、校長室、会議室、保

健室、給食室等は使用しない｡ 

イ 性別、乳幼児、高齢者、障害者、感染症患者等に配慮して、概ね３教室をあらかじめ確保し、利

用する（建物の被害状況等により柔軟に対応する）。 

ウ 保健室は、学校職員が鍵を開錠し、避難者の応急手当ができる状態を整える。地域防災拠点運営

委員会は、応急処置を行う。また、医療救護隊が定点・巡回診療を行う場として活用する。 

エ 給食室・家庭科室は、学校給食の実施に支障のない範囲で、避難者の援助に有効活用する｡ 

オ トイレが使用可能な場合は、仮設トイレに優先する。多機能トイレが整備されている場合は、女

性、乳幼児、高齢者、障害者、トランスジェンダー等、誰でも利用できるトイレとして活用する。 

カ プールの水は、防火用水、トイレ用水等に利用する｡ 

キ 緊急通行車両や物資等運搬車両の妨げとならないよう、自家用車の校庭への乗入れを禁止する。

また、周辺道路への駐車も禁止する。 
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ク ペット同行避難を想定し、あらかじめ学校敷地内（可能であれば、雨風をしのぐことができる場

所）等に、ペットの一時飼育場所を設定する。 

○ 避難所運営にあたっては、主に次の事項に留意する。その他、状況に応じて、必要な配慮を行う。 

 ア 多様な意見の反映（運営側への女性の参画等） 

 イ 避難者への暴力等を防ぐための防犯の強化（地域防災拠点における照明配置の工夫、女性も含め

た班編成による巡回の実施など） 

 ウ プライバシーへの配慮（着替え、下着等の洗濯等）、物資配布時の配慮（女性用物資の女性による

配布、必要な人が必要な支給物品（衣服、下着、女性用物資）を受け取れる配慮等） 

 エ 性別を問わず設備・支援を安全・安心に利用できる工夫（男女別設備・スペースに加えた多機能

トイレの活用・個室の更衣スペース等の設置、設置場所、経路及び照明の工夫 等） 

 オ 妊産婦への配慮（休息・授乳スペースの確保、健康管理、栄養相談、保健指導、分娩・診察に対

応できるよう医療機関等の情報提供、必要な物資等の配布、妊娠早期の者への配慮等） 

 カ 乳幼児及び子どもへの配慮（専用スペースの確保等泣き声への対応、保健指導、育児相談、子ど

ものプレイルーム、児童生徒の学習スペースの確保） 

 キ 障害の特性に応じた配慮（スペースの確保、情報伝達の工夫（筆談、指差し等）、福祉用具等） 

 ク 高齢者への配慮（孤立防止のためのコミュニティスペースの確保、健康増進知識等を有する地域

人材による軽度の運動等を行うミニデイサービス、生活不活発病の予防及び早期発見、認知症等へ

の配慮、オムツ使用への配慮等） 

 ケ 災害時要援護者の援護を行う者に関するスペース・資機材等の確保 

 コ 標識の工夫（誰もがわかりやすいピクトグラム、やさしい日本語等） 

 サ 同性パートナーの尊重等多様な家族への配慮 

シ 外国人等の生活習慣の違いへの配慮、通訳ボランティアの活用 

ス 感染症対策（患者・有症者等の専用スペース確保、導線の工夫、健康状態の確認、手洗い・マス

ク着用等の基本的な対策、流行している感染症に応じた対策） 

  

３ 避難者の受入 

○ 区本部長又は市本部長は、災害により住家を失い、又は破損等により、日常起居する居住場所を失

った者を一時的に受け入れる必要がある場合は、次のとおり受け入れ、及び保護する。 

(1) 受入施設 

 ○ 原則、指定避難所とし、状況に応じて、公共施設等で避難者を受入可能な施設とする。 

(2) 受入割当て 

○ 区本部長は、避難者の居住地域及び災害の状況を勘案して、割当てを行う。原則として、あら

かじめ指定する指定避難所ごとの割当てに従う。状況に応じて、他の施設でも受け入れる。 

(3) 受入期間 

○ 避難者が、その住宅を修理、新築する等住宅を確保するまでの間又は応急仮設住宅へ入居する

までの間とする。  

(4) 受入環境の整備 

○ 市（各区局）は、避難者への生活必需物資の供与等について配慮するとともに、炊事施設の整

備、し尿、ごみ処理等避難施設の維持管理を行う。 

 (5) 受入状況の把握 

  ○ 市（被災者支援チーム）は、避難者の状況を把握する。各区は、受入施設の開設時期、受入世

帯・人員、受入者の状況、物資等の供与状況等について、被災者支援チームに報告する。  
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 (6) 留意事項 

○ 身体障害者補助犬法（平成 14 年法律第 49 号）に基づく身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、

介助犬）の同伴・使用は、同法に基づき対応する。 

  ○ 施設の使用及び学校教職員の従事に当たっては、児童生徒の安全確保及び学校教育の早期再開

に支障を来さないよう考慮する。 

 

４ 統合及び閉鎖 

○ 市（各区）は、災害の状況が明らかになる時期（概ね３日以内）、ライフライン復旧時期、住宅の確

保時期等の各段階において、地域防災拠点運営委員長と協議を行い、地域防災拠点の統合、避難者の

集約、閉鎖等を決定する。 

○ 市（各区）は、発災から一定時間を経過しても住民の避難がない場合は、災害状況を踏まえ、また、

地域防災拠点の情報受伝達及び物資供給拠点としての役割も考慮して、地域防災拠点の閉鎖について

判断、決定し、地域防災拠点運営委員等に指示する。 

 

第５節 補充的避難所又は一時受入施設 

１ 開設 

 (1) 開設基準 

○ 市（各区）は、多数の避難者で避難所のスペースが不足する、若しくは不足することが明らか

な場合、又は避難所が被災等により機能しない場合等において、区内の他の公共的施設や民間施

設等を補充的な避難所として開設する｡ 

(2) 対象施設 

○ 市立学校、地区センター等の市有施設、県有施設、民間施設等（避難場所に指定済み、又は別

に用途を指定する公共施設は除く。） 

 (3) 県有施設等の利用 

○ 必要と認める場合は、市（防災・危機管理統括本部、各区）は、県に対して、県有施設の利用

を要請する。県は、可能な範囲で提供し、当該施設管理者は、市が行う避難所の運営に協力する。 

ア 要請する県有施設の条件 

a 原則として、受入能力 50 人以上の施設であること｡ 

b 給水、給食等の救護活動が容易であること｡ 

イ 対象施設の種類 

県立高等学校（広域応援活動拠点に指定した高校を除く｡）、青少年センター、図書館、かな

がわ労働プラザ、保養所、その他県有施設 

ウ 利用期間 

災害救助法に定める期間とし、必要に応じて、県市の調整により延長する｡教育施設等は、応

急教育の実施に支障のない範囲とする｡ 

エ 近隣地方公共団体の施設 

近隣市町村又は県外の施設での避難の受入れが必要な場合は、県に受入れの調整を要請する｡ 

 

２ 運営 

○ 地域住民の相互扶助による運営を基本とし、避難してきた者全員が協力する。その他の必要事項は、

地域防災拠点と同様とする｡ 
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第６節 在宅被災生活者及び任意の避難場所 

○ 自宅で被災生活を送る被災者（以下「在宅被災生活者」という。）及び任意の避難場所で被災生活を

送る避難者は、災害等に関する情報及び物資等を地域防災拠点から得ることを基本とする。避難者は

自ら、町の防災組織又は地域防災拠点運営委員会に、被災生活を送る場所、住所・氏名及びその他必

要事項を報告するとともに、情報及び物資が必要な場合は、地域防災拠点運営委員会等と調整を行う。 

○ 町の防災組織及び地域防災拠点は連携して、在宅被災生活者及び任意の避難場所への情報伝達・物

資の集配など、地域コミュニティを生かした地域の共助で対応する。 

 

第７節 福祉避難所 

１ 開設及び運営 

○ 施設管理者は、発災後速やかに、福祉避難所として機能するよう必要な措置を講じるとともに、そ

の運営体制を確保する｡ 

○ 市（各区）は、協定を締結する施設に対して、福祉避難所の開設を要請する。 

○ 社会福祉施設（入所型、通所型）等における福祉避難所の開設及び運営は、施設職員が行う｡人員が

不足する場合は、区は、ボランティア等の受入窓口に協力を要請する｡ 

○ 市（各区）は、社会福祉施設だけでは不足する場合は、施設及び施設職員と連携して、市民利用施

設を福祉避難所として開設する｡家族、ボランティア等による自主運営を原則とし、各区は、運営を支

援するとともに、必要な措置を講じる｡ 

 

２ 受入れの決定 

○ 福祉避難所での受入れの決定は、援護の必要性の高い者を優先して、区本部長が行う｡ 

(1) 老人福祉施設は高齢者を、障害者施設は障害者を、児童施設は児童を受け入れることを原則とし、

各施設が保有する専門分野での支援のノウハウを生かす｡ 

(2) 入所型の社会福祉施設等は、原則として、重度の災害時要援護者を対象とする。受入れに当たっ

ては、緊急入所によるものとする。 

(3) 通所型の社会福祉施設等、市民利用施設等は、福祉避難所としての受入れを行う｡ 

○ 区内の施設だけでは受入れが困難な場合、又は区域外への避難を必要とする場合は、区の要請に基

づき、健康福祉局が受入施設の調整を行う｡ 

 

第８節 災害時要援護者支援 

１ 市民、地域等の役割 

○ 自主防災組織等は、地域の助け合いを基本として、地域ぐるみで災害時要援護者を守るため、自治

会・町内会、民生委員・児童委員、保健活動推進員等地域関係者及び地域住民と連携して安否確認、

避難支援等その他必要な援護を行う｡ 

○ 地域の連帯という観点から、主体的に災害時要援護者の援護を行うとともに、行政、関係団体等と

相互に連携協力する｡ 

  

２ 援護対策の基本方針 

(1) 医療的ケアが必要と判断される者は、医療機関と連携し、入院又は健康管理に係る措置を講じる｡ 

(2) 地域防災拠点での避難生活に支援等が必要な災害時要援護者は、福祉避難所での受入れを行う｡ 

(3) 各種の事務手続を可能な限り簡素化し、必要なサービスを速やかに提供できるよう努める｡ 

(4) 災害時要援護者に対しては、従前のサービスの提供のみではなく、早期に生活全体の安定を図る



Ⅲ－45 

施策を実施することが必要であり、その視点で幅広く対応する｡ 

(5) 災害時要援護者対策は、長期的かつ計画的に実施する。必要な援護は多様であり、対象者ごとの

ニ一ズに応えた小回りの利く援護は、市民、地域、ボランティア等の持つ力に期待するところが大

きい。市（健康福祉局、こども青少年局、各区局）は、的確に情報を発信し、ボランティア等と連

携・協力してきめ細かい援護を展開する｡ 

(6) 地域防災拠点単位で、災害時要援護者が、要介護状態にならないよう取り組む。 

 

３ 援護体制の確保 

(1) 災害時要援護者の状況把握 

○ 市（こども青少年局、健康福祉局、区）は、災害時要援護者の状況を把握し、必要な援護を行

う｡ 

○ 市（各区）は、地域防災拠点運営委員会等の協力のもと、災害時要援護者の住所、氏名、健康

状態、傷病の有無その他必要事項を把握する｡また、自治会町内会、民生委員・児童委員、保健活

動推進員等地域の関係者・住民等の協力を得て、地域の声かけ・見守りのネットワーク等から在

宅の（地域防災拠点に避難していない）災害時要援護者の状況（健康状態、生活状況、環境衛生

等）を把握する｡ 

○ 市（各区）は、区で保管する災害時要援護者名簿を活用し、地域防災拠点運営委員会、自主防

災組織等と連携して、災害時要援護者の安否確認、状況把握を行う。区内の民間福祉事業者に協

定等に基づく協力要請を行い、災害時要援護者の安否についての情報を収集する。 

○ 市（健康福祉局）は、施設の利用者（入所者）及び被害状況を把握し、各区と共有する｡ 

(2) 援護対策計画 

○ 市（こども青少年局、健康福祉局）は、必要に応じて、市域又は他都市を含む広域的な援護対

策計画を策定して、関係区局に周知する｡ 

○ 市（健康福祉局）は、被災者の生活支援に係る援護対策計画、並びに障害者及び高齢者の援護

対策計画を策定する。 

○ 市（こども青少年局）は、妊産婦、乳幼児、児童、障害児の援護対策計画を策定する｡ 

 

４ 援護の実施 

(1) 地域防災拠点での援護 

ア 災害時要援護者の特性及び状況に応じた配慮・支援の実施 

イ 災害時要援護者の状況（健康状況、生活状況、環境衛生等）把握及び安否確認、並びに必要な

援護策の調整 

ウ 巡回健康相談等の保健活動 

エ 福祉避難所での受入れが必要な災害時要援護者の把握 

オ その他必要な援護  

(2) 在宅の災害時要援護者等への援護 

○ 市（医療調整チーム、区）は、必要な医療・保健・福祉サービス及び支援策を提供・調整する。 

(3) 各種福祉保健サービス等利用のための支援 

○ 市（各区）は、災害時要援護者及び応急仮設住宅入居者の状況を把握し、ケア方針を決定する。

また、各区、健康福祉局及び民間福祉事業者は連携して、災害時要援護者への各種福祉保健サー

ビス等利用のための支援を行う。 

(4) 関係機関との連携等 
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 ○ 市（健康福祉局）は、災害時要援護者の援護に際して、関係機関・部署との総合調整を行う。 

○ 市（健康福祉局）は、被害の少ない区又は他の地方公共団体への災害時要援護者の受入調整を

行う。 

○ 市（健康福祉局）は、他の地方公共団体、各種施設協議会、専門職種団体等関係機関に対する

職員派遣等の協力要請など、広域的な援護体制の確保に係る連絡調整を行う。 

○ 市（健康福祉局）は、民間福祉事業者との連絡調整、応援要請（市内福祉施設の応援ニーズ把

握、他の地方公共団体等からの福祉人材のマッチング）を行う。 

 

第９節 児童生徒の安全確保（学校における対策） 

○ 各学校は、災害時は、児童生徒の安全確保及び被災状況の確認を行う。夜間・休日等に発災した場

合は、地域防災拠点等から情報を得るなど、安否確認を行う。各学校は、確認した状況を市（教育委

員会事務局、区）に報告する。 

○ 各学校は、災害時は、防災計画等に基づく措置及び避難誘導等の措置を講ずる｡実施に当たっては、

各区と緊密に連絡するとともに、必要に応じて、地域住民の協力を得る｡ 

○ 各学校は、施設及び周辺の被害状況等を確認し、市（教育委員会事務局、区）に報告する｡危険な箇

所等がある場合は、立入禁止措置及び応急復旧工事等の応急措置を講じる。 

○ 各学校又は放課後キッズクラブ等における児童生徒の留置き又は保護者への引渡しは、あらかじめ

定めるとおりとする。 

 

第 10 節 施設利用者等の安全確保（施設における対策） 

１ 施設利用者等の安全確保 

○ 施設管理者等は、必要に応じて、最寄りの避難場所その他安全な場所（施設内を含む。）に、利用者

等を避難誘導する｡施設等に被害が発生し、又は発生が予想される場合は、直ちに利用者等に避難を

指示するとともに、施設の緊急閉鎖等の必要な措置をとる。 

○ 施設管理者等は、災害時は、直ちに施設の点検及び出火防止措置を講じる｡出火時は、所轄消防署へ

通報するとともに初期消火を行い、火災の拡大防止に万全を期する｡ 

○ 市（各区局）は、所管又は区域内に所在する施設について、施設管理者等及び関係機関と連携して、

必要な対策を行う。 

 

２ 避難場所等への協力 

○ 避難場所等、あらかじめ災害時の用途が指定されている施設の管理者等は、災害関連情報に留意し、

施設の安全点検等を行うとともに、関係機関との連絡体制及び災害時における施設利用等について、

市（施設所管区局）と協議し、必要な対応を行う。 

○ 災害時の用途が事前に指定されていない施設の管理者等は、災害状況により、市から協力を求めら

れた場合は、協力に努める。市と指定管理協定を締結する者は、協力に努める義務を負う。 

○ 施設管理者等は、災害応急活動を実施する場合、又は避難者を受け入れる必要がある、若しくは受

け入れた場合は、市（所管区局）に報告する｡ 

 

第 11 節 帰宅困難者対策 

○ 市（防災・危機管理統括本部）及び関係機関は、鉄道機関の被害状況、滞留者及び帰宅困難者の発

生状況、一時滞在施設等の帰宅困難者受入れ状況等を把握するとともに、滞留者の一時避難場所への

誘導、帰宅困難者の一時滞在施設等への誘導、搬送等により、混乱の防止及び被害の軽減を図る。 
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○ 事業者等は、風水害等、一定の予測が可能な災害は、可能な限り、未然に防ぐための対策を講じる。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、発災時間等を考慮して、事業者等に対する一斉帰宅抑制を呼び

かける。 

 

１ 市の対応 

○ 市は、帰宅困難者対策チームを設置して総合調整を図るとともに、必要に応じて、関係地方公共団

体及び国との調整を実施する。 

○ 市（各区）は、主要駅等における混乱を防止するため、職員を派遣して、滞留者等の状況等を把握

するとともに、鉄道事業者、バス事業者、駅周辺事業者、警察等と連携して、災害情報等の広報、避

難誘導等を行う。また、区内の一時滞在施設の開設及び運営状況等を把握し、必要な支援を行う。 

○ 市（帰宅困難者対策チーム、西区、神奈川区）は、必要に応じて、横浜駅周辺総合防災センターに

情報連絡本部を設置し、鉄道事業者、バス事業者、駅周辺事業者、県警察等と連携して混乱防止対策

を行う。また、屋外拡声器を利用して、滞留者等へ情報提供を行う。 

 

２ 関係機関の対応 

(1) 鉄道事業者 

○ 利用者を安全に待機できる場所へ誘導し、鉄道運行情報等を広報する。施設内に待機場所を確

保可能な駅は、滞留者等の受入れ等を実施する。必要に応じて、災害関連情報及び公共交通機関

の運行情報等の提供、関係機関と連携した一時避難場所及び一時滞在施設への案内又は誘導、代

替輸送手段の情報提供等を実施する。 

 (2) バス事業者 

○ 利用者の安全確保を図るとともに、滞留者等に対して、運行状況、乗り継ぎが可能な路線等に

係る情報等を広報する。また、関係機関と連携して、代替輸送手段の情報提供等を実施する。 

 (3) 駅周辺事業者 

○ 利用者を安全に待機できる場所へ誘導し、冷静な行動を呼びかけるとともに、災害関連情報等

を広報する。施設内に受入場所を確保可能な事業者は、滞留者の受入れを実施する。必要に応じ

て、災害関連情報及び公共交通機関の運行情報等の提供、関係機関と連携した一時避難場所及び

一時滞在施設への案内又は誘導等を実施する。 

 (4) 県警察 

  ○ 主要駅周辺等の安全確保を図るため、災害の状況に応じて、関係機関と連携して、一時避難場

所及び一時滞在施設への誘導を行う。駅周辺、一時避難場所、一時滞在施設等に立ち寄り、関係

機関と適宜情報共有する。 

(5) 事業所・学校等 

○ 帰宅困難者の発生を抑制するため、事業所等は従業員の施設内待機、学校等は児童生徒等の保

護に努める。従業員等を施設内又は他の安全な場所に待機させ、災害関連情報や公共交通機関の

運行情報等を提供するとともに、必要に応じて備蓄物資等を提供する。 

○ 共助の観点から、可能な限り帰宅困難者等（来街者、来客等）の受入れに努めるほか、事業継

続のために必要な人員を除き、可能な範囲で、被災者支援・復旧活動（特に災害時要援護者の保

護等）を実施する。 

 (6) 大規模集客施設等 

○ 施設管理者は、施設の安全が確認できた場合には、利用者を施設内で一時的に保護する。施設

内に滞在場所を確保できる施設は、帰宅困難者等を受け入れ、災害関連情報の提供等を実施する。 
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○ 施設内で利用者保護ができない場合は、状況に応じて、徒歩帰宅を支援する情報を提供すると

ともに、関係機関と連携して一時避難場所及び一時滞在施設への案内又は誘導を実施する。 

 

３ 一時滞在施設等 

(1) 運営 

○ 一時滞在施設の管理者は、必要かつ可能な範囲で、トイレ、水道水、災害関連情報を帰宅困難

者へ提供する。また、市（帰宅困難者対策チーム、区）と施設の開設・運営状況等を共有する。 

○ 市（にぎわいスポーツ文化局）は、パシフィコ横浜及び横浜アリーナを一時滞在施設として開

設するとともに、各区と連携し、水、食料、災害関連情報等の提供を行う。 

○ 市（帰宅困難者対策チーム、区）は、一時滞在施設に対して、鉄道運行状況及び代替輸送の実

施状況等を広報する。 

○ 市（帰宅困難者対策チーム、区）は、災害時に任意に提供された避難スペースについて、可能

な限り把握に努め、帰宅困難者の受入れに必要な支援を実施する。 

 (2) 開設期間 

○ 一時滞在施設の開設期間は、原則として、発災から３日間とする。ただし、災害及び施設の状

況に応じて、開設期間を変更できるものとする。 

○ 災害及び鉄道運行状況等を踏まえ、必要に応じて、一時滞在施設の開設を一部延長する。延長

する施設の選定に当たっては、運営人員の確保及び物資搬送のほか、避難者の移動等の負担を考

慮する。原則として、３日目以降は全市でパシフィコ横浜及び横浜アリーナの２施設とする。 

 

４ 物資の搬送 

○ （一社）神奈川県トラック協会及び赤帽首都圏自動車運送協同組合神奈川県支部等は、物資が不足

する場合には、「災害時における自動車輸送の協力に関する協定」等及び市（物資チーム、区）の要請

に基づき、輸送に協力する。この場合において、物資チームは、帰宅困難者対策チームの要請を受け

て行う。 

 

５ 帰宅困難者等の搬送 

○ 市（帰宅困難者対策チーム）は、徒歩帰宅が困難な災害時要援護者及び遠方からの観光客等の帰宅

困難者に対しては、混乱が収まった後に、必要に応じて、代替交通機関を確保する。 

○ 発災翌日における一時滞在施設への移動は徒歩を原則とするが、災害時要援護者等は、「災害時に

おけるタクシー無線通信等の協力に関する協定」に基づき、神奈川県タクシー協会横浜支部及び神奈

川県個人タクシー協会に対して、タクシーでの搬送協力を要請する。 

○ 発災３日目以降における一時滞在施設への移動は、バスによる搬送（交通局）とし、近隣都市間で

の搬送は、バス、船舶（港湾局）等の代替交通機関を確保する。 

 

６ 徒歩帰宅者への支援 

○ 徒歩帰宅可能な一定の距離内に自宅等がある帰宅困難者等に対しては、原則として、秩序だった徒

歩帰宅を促進するとともに、その支援を行う。 

○ コンビニエンスストア、ファミリーレストラン、ガソリンスタンド等（災害時徒歩帰宅者支援ステ

ーション）の施設管理者は、帰宅困難者に対して、水道水、トイレ、災害関連情報の提供等を行う。 

○ 市（帰宅困難者対策チーム、区）は、必要に応じて、徒歩帰宅者の通行が想定される幹線道路沿い

の公共施設等に、一時的な休憩場所や災害関連情報を提供するための支援拠点を設置する。 
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第 12 節 避難行動 

○ 市民等は、自ら気象情報、避難情報等を収集する。災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

は、被害軽減行動、早めの避難行動、避難行動計画に基づく行動、状況に応じた適切な安全確保の実

施（不要不急の外出の自粛、屋内での安全確保措置）により、自らの生命及び身体の安全を確保する。 

○ 自主防災組織等は、気象情報、避難情報等を収集する。災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合は、共助の活動として、災害時要援護者の安否確認及び避難行動の支援、地域における負傷者の

救出・救護、集団避難、浸水防止措置等を必要に応じて実施する。 
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第９章 広報・情報提供、広聴 

 

第１節 災害時広報・報道 

○ 市及び関係機関は、災害時広報・報道を実施して、憶測・不正確な情報による人心の不安及び社会

的な混乱を防止し、社会秩序を保全する。 

○ 市及び関係機関は、救助・救出、救援等、災害応急活動の周知により、市民生活の安定化を図る。 

○ 市及び関係機関は、必要な情報を提供することで、被災者の生活再建を促進する。 

 

１ 災害時広報・報道の実施  

(1) 市は、災害時に必要な広報を実施する。市は、広報・報道チームを設置して、広報（市民等への

災害関連情報の提供）及び報道機関を通じた情報提供を総括する。広報・報道チームは、各チーム・

区局に広報の指示をする。各チーム・区局は、広報が必要な場合は、広報・報道チームに依頼する。 

(2) 主な広報内容 

○ 広報は、時間の推移による緊急性、重要性及び必要性の変化に応じて行う。 

ア 災害及び被害等の状況に関すること 

イ 避難指示等に関すること 

ウ 応急対策活動等に関すること 

エ 医療情報（病院、診療所、薬局等の再開状況） 

オ 避難場所・地域防災拠点の開設状況 

カ ライフライン等の被害・復旧状況 

キ 生活支援情報（被害認定調査、罹災証明書の発行、被災者支援に関する事項等） 

ク 死傷者・行方不明者の公表 

ケ その他市民生活に必要なこと 

 (3) 死傷者・行方不明者の広報（公表） 

○ 市は、県及び県警察と調整し、必要に応じて、死傷者・行方不明者の広報（公表）を実施する。 

 (4) 広報媒体・手段 

○ 市は、市ウェブサイト、電子メール、SNS、スマートフォンアプリ、テレビ・ラジオ、新聞・雑

誌、広報紙、掲示板、広報車、人員派遣等により、効果的な広報を行う。広報に当たっては、あ

らゆる人に情報が届くよう、可能な限り複数媒体を用いて情報伝達手段の多様化を図るとともに、

視覚・聴覚情報の併用、多言語又はやさしい日本語を用いるなど適切な配慮に努める。 

○ 市（消防局）は、必要に応じて、又は区の要請に基づき、ヘリコプター（搭載スピー力一）に

より、住民に対して各種情報提供、避難指示及び避難誘導等を実施する。 

○ 市は、地域防災拠点を避難者及び地域住民に対する広報活動の拠点とし、生活支援情報等を提

供する。情報提供に当たっては、県警察、消防等関係機関との連携を図る。 

 (5) 報道機関等への情報提供 

  ○ 市（各区局・体制の責任者）は、主に社会的関心が高いと思われる事項について、適切な時期

に情報提供を行う。情報提供に当たっては、混乱防止に留意して適切な場所、方法で行うものと

し、広報・報道チームと調整する。報道機関等への情報提供時は、各区局は、連絡可能な体制を

とる。 

○ 市（政策経営・国際戦略局）は、在日外国公館等との情報交換、並びに海外からの支援、取材

に対応するために、連絡調整窓口を設置する。 

(6) 放送機関及び関係機関との連携 
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○ 市（政策経営・国際戦略局）は、市民広報、防災関係機関への緊急連絡及び災害対策基本法第

57 条に定める通信のため特別の必要がある場合は、「災害時における放送要請に関する協定」に

基づき、日本放送協会（横浜放送局）、(株)テレビ神奈川、(株)アール・エフ・ラジオ日本、横浜

エフエム放送(株)及び (株)InterFM897 に対して、放送を要請する。また、必要に応じて、都市

型ケーブルテレビ各局に対し、放送を要請する。 

○ 市（政策経営・国際戦略局）は、人命や財産に重大な影響を及ぼす、重要かつ緊急な災害情報

（①津波警報、②避難指示等）について、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日

本放送協会（横浜放送局）に対して、緊急警報放送システムを利用した放送を要請する。 

○ (公財)横浜観光コンベンション・ビューローは、横浜観光情報公式サイト、SNS、観光案内所等

において、外国人旅行者に対する情報提供の協力に努める。 

 

２ 混乱防止及び秩序の保全 

○ 不特定多数の者が利用する施設又は繁華街を構成する店舗等の事業者は、利用者の安全を確保する

ため、構内放送や非常用放送設備を用いて、混乱防止のための広報を実施する。 

○ 鉄道事業者は、利用者の安全を確保するため、広報及び避難誘導等の混乱防止対策を行う。 

○ 市は、事業者等と協力して避難誘導に関する広報を最優先に行う。また、災害に関する正確な情報

を早期に市民に提供することで、混乱防止に努める。 

 

第２節 放送機関の対策 

１ 基本方針 

○ 放送機関は、災害状況等に応じて、対策本部等の設置及び要員の確保など、あらかじめ各機関で定

める体制を早期に確立し、また、法令・社内規定等に従い、災害応急対策及び災害時広報を行う。 

○ 災害時における放送の重要性に鑑み、施設の応急復旧等必要な措置を講じて、早期に報道体制を確

立して緊急放送を実施する。放送に当たっては、津波警報、避難指示及び誘導等、人命に係わる緊急

情報を優先する。放送所が罹災した場合は、適切な場所に移転し、放送を行う。 

○ 気象庁、県、市その他防災関係機関との連絡を密にし、協定等に基づく放送要請があった場合は、

形式、内容、時刻等を都度決定し、放送する。 

 

２ 放送機関の対応 

 (1) 日本放送協会（横浜放送局） 

    ○ 総合テレビ、衛星放送、ラジオ第一放送（594KHz）、FM 放送（81.9MHz）を中心に、災害規模に

応じて通常番組を中断するなどして、随時、ニュース連報、臨時ニュース、災害特別番組を編成

し、災害の規模、被災の実態、被災現場からのリポート、地方公共団体からの呼びかけを放送す

る。 

○ 被災により、施設、設備及び回線等が使用不能の場合は、緊急機材等により速やかに復旧に努

める。FM 放送は、状況によって放送所に出向し、ロ一カル情報を直接放送する。 

 (2) (株)アール・エフ・ラジオ日本 

  ○ 社内規定に基づき、ニュース速報又は臨時ニュースを放送するとともに、事態に即応した番組

編成を行う。災害情報、注意事項、官公庁からの通報等の収集及び放送を行う。 

 (3) (株)テレビ神奈川 

  ○ 災害の軽重により、災害放送対策本部が通常放送からの切り替えを指示し、速報臨時ニュース、

特別番組等に移行して、被災状況等の情報、諸注意を市民に伝える。 



Ⅲ－52 

○ 一定時間経過後は、地方公共団体等の災害対策本部及び情報主要拠点からの中継放送を実施す

る。 

 (4) 横浜エフエム放送(株) 

  ○ 災害発生の確認ができ次第、社内規定に基づき、ニュース速報又は臨時ニュースを放送する。 

○ 災害状況に応じて通常番組を中断し、災害に関する情報を放送する。また、災害及び被害の規

模によっては、特別番組に切り替える。 

○ 状況により、市・県災害対策本部等からの中継放送など、事態に即した情報を収集し発信する。 

 (5) (株)InterFM897 

○ 「外国人市民等への防災情報等の提供に関する協定」に基づき、外国語（英語、中国語、韓国・

朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語）での放送を行う。 

  

第３節 安否情報の提供等 

○ 市は、被災者の安否に関する情報について照会があった場合は、災害対策基本法第 86 条の 15 及び

同法施行規則第８条の３に基づき、緊急性の高い他の応急対策業務に支障を及ぼさない範囲で、可能

な限り回答するよう努める。 

 

１ 安否情報の照会受付 

○ 市は、市民等からの安否情報の照会について、窓口を設置し、原則として、書面により受け付ける。 

○ 安否情報について照会する者は、市が指定する事項を明らかにするとともに、本人であることを証

明する書類（個人番号カード、運転免許証等）を提出又は提示する。 

 

２ 安否情報の回答 

○ 市は、照会者の区分（同居する者、親族、職場関係者、他の関係者、知人等）に応じて回答する。 

○ 回答に当たっては、必要最小限の情報に留めるとともに、被災者等の権利利益を不当に侵害するこ

とのないよう配慮する。ただし、照会に係る被災者が安否情報の提供について同意をしている場合は

その同意の範囲内で、又は公益上特に必要があると認める場合は必要と認める限度において、当該被

災者の安否情報を回答することができる。 

○ 市は、安否情報の照会者の氏名及び連絡先等並びに回答を行った担当者を記録する。 

 

３ 情報管理の徹底 

○ 市は、安否情報は個人情報であること、DV 被害者等の情報が含まれる可能性があることなどを鑑み、

取扱いに留意すべきことを職員に周知し、情報管理を徹底する。 

 

第４節 広聴 

１ 臨時市・区民相談室 

○ 市（市民局、区）は、被災者の生活不安の解消、自力復興の促進のため、必要に応じて、臨時市民

相談室及び臨時区民相談室を開設し、問合せ、相談、要望等に対応する。 

○ 区民等の問合せ、相談、要望等は、区役所及び地域防災拠点等において対応する。専門相談は、所

管する区局で対応する。 

○ 被災からの時間経過及び状況の推移に応じて、専門相談員による相談業務を順次開始する。 
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２ 災害時コールセンター 

○ 市（市民局）は、市災害対策本部設置時は、原則として、災害時コールセンターを設置する。設置

場所は、市コールセンター内とするが、施設の被災により業務不能の場合は、市庁舎内に設置する。 

○ 災害時コールセンター設置時は、通常の市政案内等に優先して、災害等に関する問合せ対応に業務

を移行する。災害時コールセンターは、市が把握する情報をもとに、市民等への情報提供を行う。 

 

３ 外国人災害時情報センター 

○ (公財)横浜市国際交流協会（YOKE）は、市災害対策本部が設置されたときは、「横浜市外国人災害時

情報センターの設置及び運営に関する協定」及び市（市民局）の要請に基づき、横浜市外国人災害時

情報センターを設置し、運営する。  

○ 外国人災害時情報センターは、臨時市民相談室へ外国語の通訳・翻訳ができるボランティアを派遣

し、外国人への生活情報の提供等を実施する。 

 

４ 県警察による被災者等への情報伝達・相談活動 

○ 県警察は、被災者等のニーズを把握し、災害関連情報、避難の措置に関する情報、交通規制等警察

措置に関する情報等を、交番、駐在所、パトカー等の勤務員の活用等により、伝達に努める｡ 

○ 県警察は、行方不明者相談窓口を設置する等、被災者の安否を気遣う肉親等の相談対応に努める｡ 
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第 10 章 物資等の供給 

 

第１節 応急給水 

１ 給水方法 

○ 市（水道局）は、水道施設が被災し、管路による給水が困難な場合は、応急的に配水池、災害用地

下給水タンク等から給水を行うとともに、給水車等による運搬給水を行う｡その後は、耐震管路上に

設置する緊急給水栓への応急給水装置の取付け、耐震給水栓の活用を行うとともに、逐次復旧工事を

行い各戸給水まで回復させる。 

○ 災害用地下給水タンクは、原則、市民が応急給水装置を設置（共助）し、横浜市管工事協同組合が

開設の補助を行うことで、必要な飲料水を確保する。市（各区）は、これを支援する。 

○ 概ね発災４日目以降、断水状況を踏まえて、市（水道局）及び横浜市管工事協同組合は、順次、耐

震管路上に設置する緊急給水栓への応急給水装置を取付け、給水を行う。 

○ 耐震給水栓が整備されている場合は、地域防災拠点運営委員の運用等により、耐震給水栓から飲料

水を確保する。 

○ 災害拠点病院、救急告示医療機関等には、管路からの直接給水（管路を優先復旧し、復旧した配水

管から病院等の受水槽へ給水）又は給水車等による運搬給水を行う。 

○ 市（水道局）は、必要に応じて、地域防災拠点に給水車等による運搬給水を行う。各区は、避難者

等への水の配布を支援する。 

○ 市（水道局）は、他都市水道事業体、横浜市管工事協同組合、メーター検針・料金整理業務受託事

業者（補助的作業）に、地域防災拠点等における応急給水作業の補助を要請する。 

○ 市（水道局、鶴見区、神奈川区）は、「災害時における飲料水の供給協力に関する協定」に基づき、

キリンビール(株)横浜工場に給水車等への飲料水の供給を要請する。 

○ 市（各区）は、応急給水実施場所の案内、備蓄水缶詰の配布の支援、受水槽に簡易給水栓の設置・

運用を行う市民への支援、独居高齢者等への運搬給水等の調整（地域住民、ボランティアへの応援依

頼）、プール及び災害応急用井戸からの直接給水（生活用水として使用）等の給水支援を行う。 

 

第２節 物資の供給 

１ 供給方法 

○ 発災直後（発災から概ね３日間）は、必要物資を被災者に確実かつ迅速に届けるため、市（物資チ

ーム）は、避難場所等及び集約する区からの要請の有無にかかわらず物資を確保し、避難場所等に供

給する（プッシュ型供給）。 

○ 発災から４日目以降は、市（物資チーム）は、避難場所等の被災者ニーズを把握し、各区からの物

資要請に基づいて、物資を避難場所等に供給する（プル型供給）。プッシュ型供給の継続は、避難場所

等での物資の滞留を招く懸念があるため、早期にプル型供給への移行に努める。 

 

２ 供給対象者 

○ 避難場所の被災者、住家に被害を受けたことにより、炊事ができない者又は生活必需品を喪失した

者、旅行者又は滞在者、災害応急対策従事者、区本部長が必要と認める者とする。 

 

３ 物資の配分等 

(1) 市民が自ら非常用に備蓄し、又は持ち出した物資の消費を優先する｡ 

(2) 市（物資チーム、区）は、地域防災拠点、区役所等に備蓄する物資を、被災者に供給する｡ 
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(3) 地域防災拠点防災備蓄庫の備蓄物資は、地域防災拠点運営委員会の方針に従い、利用する｡ 

(4) 地域防災拠点等の備蓄に不足が生じた場合、市本部物資チームは、各区の要請に基づき、方面別

備蓄庫等の物資の輸送を、基幹物流業者※１及び支援物流業者※２に要請する｡ 

※１ 災害時、協定に基づき市物流拠点の在庫管理、荷捌き業務、輸送等を一元的に行う物流業者 

※２ 災害時、協定に基づき物資を輸送する物流業者 

(5) 市民は、物資が公平に分配されるよう相互に協力する｡ 

(6) 物資の配付は、被災者が相互に協力する。優先順位の基本は、①災害時要援護者（高齢者、乳幼

児、障害者、妊産婦等）及び子ども、②地域防災拠点の避難者、③任意の避難場所の避難者及び在

宅被災生活者、④その他（帰宅困難者等）とする。 

(7) 食料供給の留意事項 

ア 誰でもすぐに食べられる物の供給を基本とする｡調理を必要としない弁当によることもできる｡

災害時要援護者への供給には、特に配慮する。 

イ アレルギー疾患者への対応として、アレルゲンが除去された食品を確保する。供給する際には、

十分留意する。 

ウ 炊き出しは、必要に応じて、地域防災拠点運営委員会が行う。市（各区）は、状況に応じて、

ボランティア等の協力を得て行う｡衛生面に注意するほか、状況に応じて、節水など工夫する。 

 

第３節 市が備蓄する物資が不足する場合の調達 

○ 市は、物資チームを設置して、物資調達を総括する。物資チームは、各区局からの要請に応じて、

又は各区局及び関係機関に要請して、必要な調達を行う。 

○ 市（各区）は、備蓄物資が不足し、又は不足のおそれがあるときは、次により調達する｡ 

(1) 被災者数、必要な物資の品目及び数量を把握して、物資チームに調達を要請する｡ 

(2)「食料・物資の確保に関する協定」を締結する区内の小売業者から調達する｡ 

(3) 物資チームによる供給を補完するため、区内に店舗を有する大規模小売業者（大手スーパー等）

から、締結する協定に基づき店頭在庫を優先的に調達する。 

○ 市（物資チーム）は、発災後３日間を対象とする店頭在庫等からの調達に関して、市内に事業所（工

場、倉庫、店舗等）を有する事業者（卸売業者、食料品製造業者、大規模小売業者等）との間で締結

する協定に基づき、市内の事業所から優先的に調達し、地域防災拠点等へ供給する体制を構築する。 

○ 市（経済局）は、「災害時における生活必需物資の供給協力に関する協定」等に基づき、供給協力企

業・団体に要請し、生活必需物資の調達体制を確立する｡また、食料品及び生活必需品の販売を行う店

舗については、できる限り早期に再開するように併せて要請する｡ 

○ 中央卸売市場は、「災害時における生鮮食料品等の緊急確保及び供給協力に関する協定」及び「全国

中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定」に基づく供給協力企業・団体、各都市中央卸売市場

等に、青果物、水産物、食肉、これらの加工品等の在庫流通品目の供給を要請する。輸送車両が不足

する場合は、「災害時における生鮮食料品等の自動車輸送の協力に関する協定」に基づく協定企業に

輸送を要請し、集荷、供給体制を確立する｡また、中央卸売市場関係の小売組合、売買参加者組合等に

対して、加盟組合員の各店舗ができる限り早期に再開するよう要請する｡ 

○ 市（みどり環境局）は、「災害時における米穀の供給協力に関する協定」等に基づき、協力団体に供

給要請を行うとともに、調達体制を確立する。協定締結団体所有米穀では不足する場合は、災害応急

用米穀の供給を県に要請する｡災害救助法適用時は、政府所有米穀の供給を農林水産省に要請する｡ 

○ 市（総務局）は、「災害時における物品の供給協力に関する協定」等に基づき、物品供給協力企業に

要請し、調達体制を確立する。調達する物資は、できる限り地域防災拠点等の避難場所への直送を
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依頼する。生活必需品の販売を行う店舗は、できる限り早期に再開するよう併せて要請する。 

○ 市（物資チーム）は、救助の実施にあたり、その備蓄する物資が不足し、当該救助の実施が困難で

あると認める場合は、災害救助法適用がある場合は国に対して、適用がない場合は県に対して、物

資供給について必要な措置を講ずるよう要請する。 

 

第４節 救援物資の募集及び受入・配分 

１ 市の体制 

○ 市は、窓口を一元化し、救援物資の需給調整、受入・配分体制を構築する。広報・報道チームは、

物資チームの依頼に基づき、募集及び受入に係る一般的な広報を行う。物資チームは、募集内容等を

整理記録するとともに、外部からの問合せ対応、他都市等への個別要請・調整を行う。 

 

２ 募集に係る広報事項 

(1) 必要（又は過剰）な物資の品目 

(2) 物資は、原則として、地方公共団体単位及び団体からの受入れとすること 

(3) 受入形態は、単品こん包又は類似品種のこん包とし、内容・数量についてラベル表示すること 

(4) 運搬手段は提供側で確保し、原則として、市物流拠点まで輸送すること 

 

３ 受入・配分 

○ 市（物資チーム）は、被災状況を確認の上、基幹物流業者に市物流拠点の開設及び市への職員派遣

を要請するとともに、市物流拠点の在庫管理及び荷捌き業務等の実施を要請する。 

○ 基幹物流業者の職員等は、市物流拠点における物品の在庫管理等を行う。市（港湾局）は、必要に

応じて、「災害時における緊急措置の支援に関する協定」に基づき、神奈川県倉庫協会に対して、物流

専門家の派遣を要請する。 

○ 地域防災拠点及び市予備的物流拠点では、ボランティアの協力を得て受入配分を行う｡また、搬入

された物資を記録するとともに、搬入者に対して救援物資受領書を発行する｡本部運営チームは、物

資チームからの要請に応じて、拠点に職員を派遣する。 

○ 市（物資チーム）は、救援物資の輸送について、基幹物流業者及び支援物流業者に依頼する｡救援物

資等は、避難場所等への直送を原則とするが、市（各区）は、必要に応じて、区集配拠点を開設する。 

○ 市（港湾局）は、救援物資の受入場所を決定し、荷役作業及び輸送に必要な人員、機材の提供を横

浜港運協会に要請する。また、海上輸送基地間の海上輸送が必要な場合、「災害救援応急措置の協力に

関する協定」等に基づき、横浜港運協会、(株)ポートサービス、京浜フェリーボート(株)、横浜屋形

船事業協同組合、クルーズライン協同組合、関東旅客船協会、(一社)日本外航客船協会、横浜ベイサ

イドマリーナ(株)に対して、船舶等の提供を要請する｡なお、前記手段による暇がない場合、又は不足

が生じる場合は、横須賀地方総監部、京浜港湾事務所に対して輸送協力を要請する｡ 

 

４ 協定等に基づく物資保管場所及び施設の確保等 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、基幹物流業者に対して、物資保管場所及び施設の確保等の協力

を依頼する。 

○ 市（港湾局）は、「災害時における緊急措置の支援に関する協定」に基づき、神奈川県倉庫協会に協

力を依頼する。 

○ 市（防災・危機管理統括本部、各区）は、「災害時における関東郵政局、横浜市間の協力に関する覚

書」に基づき、横浜港郵便局長又は当該区を管轄する集配郵便局長に対して、当該施設又は用地を物
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資集積場所等として活用することについて協力を依頼する｡  
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第 11 章 衛生・防疫・遺体対策 

 

第１節 生活衛生に係る市民等への広報 

○ 市（医療局、区）は、被災地及び避難場所等における生活衛生に関する事項について広報を行う。

避難場所においては、地域防災拠点運営委員会などを通じて周知に努める。 

○ 主な広報事項は、①食品の衛生管理（食品の取扱方法、調理者の衛生管理等）、②飲料水の衛生管理、

③手洗い励行、手指消毒、④トイレ等の衛生管理（消毒方法等）、⑤飼育動物の適正飼養（扱い方、糞

尿処理等）、⑥その他衛生情報（入浴施設情報等）とする。 

 

第２節 飲料水及び食品の衛生確保 

○ 市（医療局、区）は、被災地及び避難場所等における飲料水及び食品の衛生確保状況を把握し、実

状にあわせた衛生管理指導を実施する。  

○ 主な指導事項は、①災害応急用井戸の衛生指導（飲用はしない。）、②受水槽水の衛生指導、③食品

の衛生監視（非常給食・弁当の保管状況点検、弁当類の早期喫食の啓発、損壊ビル等の悪環境下での

営業の衛生確保、巡回指導の早期実施体制の確保等）とする。 

 

第３節 感染症の拡大防止措置及び予防 

１ 感染症患者等の早期把握及び拡大防止措置 

○ 市（医療局、区）は、被災地及び避難場所における感染症患者又は無症状病原体保有者の早期発見

に努める。 

○ 市（医療局、区）は、入院勧告を必要とする感染症患者又は無症状病原体保有者が発生した場合は、

患者移送車により横浜市立市民病院に移送する。 

○ 市（医療局、区）は、患者の家族等接触者の調査等を行い、他の患者の早期発見、感染症発生時の

消毒指導及び広域的な対応等が必要な場合の消毒作業、感染経路の遮断等感染拡大防止の措置を行う。 

○ 感染拡大防止の主な措置は、①ねずみ族、昆虫等の発生状況調査・駆除指導、②トイレ等の衛生指

導、③感染症発生予防のための消毒指導及び広域的な対応が必要な場合の消毒作業、④防疫用資機材

の調達とする。 

○ 市（医療局、区）は、区役所等の備蓄資機材が不足する場合は、協定に基づき、(社)横浜市薬剤師

会及び関係事業者から防疫用薬剤及び防疫用機材を調達する。 

○ 市（医療局、区）は、薬剤散布等を実施する場合は、協定に基づき、レンタカー事業者団体から車

両を借り上げる 

 

２ 予防 

○ 市（医療局、区）は、インフルエンザ等感染症が蔓延するおそれのある場合は、県と協議して、予

防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）に基づく臨時の予防接種を実施する。 

○ 市（医療局、区）は、被災地及び避難場所の乳幼児の定期予防接種の実施に努めるとともに、市外

避難者の定期予防接種の実施について関係地方公共団体に協力を要請する。 

 

第４節 動物の保護収容 

○ 市（医療局、区）は、災害時における飼育動物保護、動物由来感染症予防、動物による咬傷事故

等予防及び地域防災拠点等におけるペットの適正飼育のために、(公社)横浜市獣医師会、動物愛護

団体、ボランティア等から構成される横浜市動物救援連絡会と連携して、次の活動を行う。 



Ⅲ－59 

 １ 飼い主不明動物の保護収容 

２ 負傷動物の保護、治療、一時保管 

３ 継続飼育が困難な動物の一時保管 

４ 行方不明動物に関する情報提供、保護収容動物の返還と譲渡 

５ 地域防災拠点等におけるペットの適正飼育についての助言 

６ その他、動物に係る相談、助言等 

○ 市は、許可した特定動物の状況を確認し、適切に対応する。 

○ (公社)横浜市獣医師会、(公社)日本動物福祉協会横浜支部、神奈川県愛玩動物協会、(公財)日本

補助犬協会、NPO 法人神奈川動物ボランティア連絡会、(公財)神奈川県動物愛護協会、(一社)全国ペ

ット協会、市（医療局動物愛護センター）等は、横浜市災害時動物救援本部を設置する。 

○ 市災害時動物救援本部が主体となり、動物救援センターを設置して、飼い主とはぐれたペットや

飼育の継続が困難なペットの保護収容、移送、保管、返還、譲渡、各種相談受付等を行う。動物救

援センター設置に係る土地利用は、市動物愛護センターのほか、あらかじめ３拠点と締結する協定

による。 

○ 環境省及びペット災害支援協議会は、市災害時動物救援本部等による災害時の動物救護活動を支

援する。市は、環境省及びペット災害支援協議会に支援を要請する。 

○ 動物救援病院（（公社）市獣医師会に所属する市内の動物病院）は、市と(公社)市獣医師会との協

定により負傷した飼い主不明のペットの一時保護、治療等の支援を行う。 

 

第５節 遺体対策 

１ 関係機関との連携等  

○ 市（遺体取扱チーム、区）は、県警察等関係機関の協力を得て、災害時における遺体の処理、埋葬

を行う。遺体の取扱いに当たっては、遺族の感情へ十分に配慮する｡ 

○ 県警察は、機動隊等警察部隊を被災現地に出動させ、県、市及び防災関係機関と協力して、遺体

の収容を実施する。また、検視等を担当する。 

○ 市（遺体取扱チーム、区）は、葬祭業者との協定に基づき、遺体の取扱いを遅滞なく実施する。 

 

２ 遺体安置所 

(1) 機能 

○ 市（各区）は、災害による遺体の一時保管・安置、検視検案等による遺体情報の確定、身元

確認、遺留品の保管、納棺用品の保管、遺族への引き渡し等を行う｡ 

(2) 開設・運営 

ア 市（各区）は、県警察と協議の上、原則として被害の大きな区又は近隣区のあらかじめ指定

する施設を遺体安置所として開設し、運営する。必要に応じて、近隣区にも追加で開設する。

開設しない区は、職員の応援派遣等の支援を行う。 

イ 市（水道局、区）は、遺体洗浄等のため、洗浄水の供給体制を確保する。 

   ウ 市（各区）は、遺体安置所ごとの情報を管理する。遺体取扱チームは、情報を集約・管理

し、市民及び各遺体安置所へ提供するほか、市外からの問合せ等、早期の身元判明に繋がるよ

う対応する。 

 

３ 遺体の処理 

(1) 遺体の発見及び搬送等 



Ⅲ－60 

○ 市（遺体取扱チーム、各区）は、災害現場から遺体を発見し、又は遺体発見の連絡を受けた

場合は、直ちに管轄の警察署又は直近の警察官にその旨を通報する。遺体を搬送する必要があ

る場合は、関係機関等の協力を得て、所持品とともに搬送する。この場合において、発見場

所、状況、発見者等を記録する。 

○ 市（遺体取扱チーム、区）は、災害が原因で病院へ搬送され、その後病院において死亡が確

認された遺体についても遺体安置所へ搬送し、取扱状況及び搬送の経緯を記録する。 

(2) 遺体の検視等及び検案 

○ 検視等は、県警察が、不自然な死亡の状況の有無について調査するために行う。 

○ 検案は、法医学専門医、警察協力医又は応援協力により出動した医師が、死因を特定するた

めに行う｡ 

(3) 遺体の洗浄、縫合、消毒、一時保存の処置 

○ 市（各区）は、検視・検案後、遺体識別及び人道上の見地から、必要に応じて、遺体の洗

浄、縫合、消毒、一時保存の措置をとり、死体票を作成のうえ納棺して、氏名及び番号を記載

した氏名札を棺に添付する。 

○ 市（健康福祉局）は、「災害時における棺等葬祭用品の供給などの協力に関する協定」に基づ

き、全日本葬祭業協同組合連合会神奈川県葬祭業協同組合及び(一社)全日本冠婚葬祭互助協会

に納棺、納棺用品等必要資材の調達等を要請する｡ 

(4) 身元確認 

○ 市（各区）は、県警察、地元自治会・町内会等の協力を得て、遺体の身元確認及び身元引受

人の発見に努める。 

○ 県警察は、身元不明者の身元確認のため、県警察歯科医等への協力要請を行う｡ 

(5) 遺体の引渡し等 

○ 市（各区）及び県警察は相互に協力して、検視等及び検案が終了し、身元が明らかになった

遺体を、遺族又は関係者に引き渡す｡また、各区は、遺体の氏名等を地域防災拠点等に掲出し、

遺族等の早期発見に努める｡ 

○ 身元が確認できない遺体は、行旅死亡人として取扱う｡市（各区）は、遺体及び所持品を写真

撮影するとともに、顔の特徴、所持品、着衣、特徴等を記録し、遺留品を保管する｡ 

(6) 死亡者数の確定と広報 

○ 検視・検案を終えた遺体は、死亡者数として計上する。計上に当たっては、市（遺体取扱チ

ーム、区）及び警察が、死亡者名簿等の情報を相互に共有して、確定する。 

○ 死亡者数、死亡者氏名、身元不明遺体数等の広報は、市（遺体取扱チーム、区）及び県警察

が協議のうえ、統一的に行う｡ 

 

４ 火・埋葬 

○ 市（健康福祉局）は、各区又は遺族から搬送された遺体の火葬を行う｡ 

○ 市（各区）は、遺体取扱施設等から斎場等へ遺体を搬送する場合は、「災害時における霊柩自動車

輸送の協力に関する協定」に基づき、（一社）全国霊柩自動車協会に要請する｡ 

○ 市（各区）は、あらかじめ定める手順に従い、火埋葬許可証等を発行する。 

○ 市（健康福祉局）は、斎場等の稼働状況を点検し、その機能の確保、維持を図る｡また、斎場等の

運転に必要な燃料等を確保する｡ 

 (1) 応急的な火・埋葬 
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○ 市（健康福祉局）は、各区の要請に基づき、遺族等の引取者がない場合、又は遺族等が火・

埋葬を行うことが困難な場合は、応急的措置として、火葬及び焼骨の仮収蔵を行う｡ 

 (2) 広域火葬への対応 

○ 市（遺体取扱チーム）は、市域の火葬場が被災し、早期の復旧が困難な場合は、神奈川県広

域火葬計画に基づき、近隣都県での火葬協力を県に要請する。近隣都県も被災して火葬受入が

困難な場合は、県を通じて国に広域火葬を要請する。 

(3) 仮埋葬、改葬 

○ 火葬を希望する遺族の心情を考慮し、原則として、仮埋葬、改葬は実施しない。 

○ ただし、被害及び火葬の状況（①市営斎場の火葬機能が停止した場合（12 炉以上が機能停止

かつ復旧に２週間以上の期間を要する場合）、②夏季に発災した場合、③死者数が被害想定を大

きく上回ると見込まれる場合、④広域火葬が見込めない場合）により、仮埋葬を実施する。 

 (4) 火葬機能の確保 

○ 市（健康福祉局）は、火葬炉稼働のため、火葬場を電気及びガス供給の早期復旧が必要な施

設と位置付け、東京電力パワーグリッド(株)、東京ガスネットワーク(株)に供給を要請する。 

○ 市（水道局）は、火葬炉や排ガス等の冷却用水を確保するため、断水時の優先的な復旧、復

旧が長期化した場合のタンク車による給水を行う。 
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第 12 章 災害廃棄物対策 

 

第１節 災害廃棄物等の処理の基本的考え方 

１ 災害廃棄物の範囲（定義） 

○ 災害により発生した廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第２

条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）で次のものとする。 

(1) し尿 

地域防災拠点等でのくみ取り式仮設トイレなどから発生するし尿 

(2) 生活ごみ・避難所ごみ 

ア 平常時と同様の、日々の生活から発生するごみ（燃やすごみ、プラスチック製容器包装、

缶・びん・ペットボトルなど） 

イ  使用済みトイレパック等 

(3) 路上廃棄物 

災害時の道路啓開に伴う廃棄物 

(4) 片付けごみ 

倒壊に至らなかった被災建築物内の片付けで発生するごみ（破損した食器類、蛍光灯など燃え

ないごみ及び家具・家電類） 

(5) 災害がれき 

災害により損壊した家屋・事業所等の解体・撤去等に伴って発生する廃棄物（木くず・コンク

リート片、金属くずなど） 

(6) 津波堆積物 

津波によって漂着した製品等や堆積した汚泥等 

 

２ 対応時期等 

○ 市（資源循環局）は、発災２日目以降、地域防災拠点の仮設トイレから、し尿の収集業務を開始

する。なお、通常の汲み取り作業は、発災後２週間停止する｡ 仮設トイレ等の収集は、汲み取り業

務の回復状況に応じて行う｡（目安時期は、震災等の大規模災害を想定するものとし、小規模又は局

地的災害の場合は、順次対応を図る。以下同じ。） 

○ 市（資源循環局）は、発災 72 時間後までに、順次、生活ごみ・避難所ごみの収集業務を開始す

る。発災直後は、人命の救出・救助等の災害応急活動を優先的に行うが、生活環境の復旧を図るた

め、被災状況を把握し、市職員などによる収集体制を速やかに整える。 

○ 片付けごみは、無秩序な排出、道路への放置等がなされると、生活衛生環境の悪化だけでなく、

早期の復旧・生活再建の妨げになることから、生活ごみと区別して収集する。 

○ 発災から１か月程度は、燃やすごみを最優先とし、次にプラスチック製容器包装、缶・びん・ペッ

トボトル、古紙、古布の収集を行う。粗大ごみの収集は一時停止する。 

○ 発災から１か月程度以降は、復旧状況を踏まえ、家庭系ごみ（粗大ごみを除く。）の収集が安定した

段階で粗大ごみの収集を実施する。 

○ 災害がれきは復旧期に対応する。津波堆積物は応急復旧期に対応する。 

○ 事業系ごみは、原則として、事業者自らの責任及び費用負担により、資源化や環境に配慮して、適

正な処理を行う。 
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第２節 トイレ・し尿対策 

１ トイレ対策 

 (1) 指定避難所（地域防災拠点） 

○ 地域防災拠点運営委員会等の避難所運営者は、既存トイレが使用できない又は不足する場

合、配管の損傷、断水等により水洗用水が無い場合は、災害用仮設トイレとして、備蓄トイレ

パック、次いで備蓄仮設トイレ（下水直結式（優先）又はくみ取り式）を設置し、利用する。 

○ 市（下水道河川局）は、水洗用水を確保するとともに、民間事業者の協力を得て、排水設備

の補修等の水洗トイレ機能の確保を行う。 

○ 市（各区）は、被災状況を勘案して、仮設レンタルトイレの設置及び撤去の必要数を物資チ

ームに要請する。資源循環局は、物資チームからの報告を踏まえ、配置計画を策定する｡ 

○ 市（資源循環局）は、仮設レンタルトイレ（原則、くみ取り式）及びトイレパックを地域防

災拠点へ配置する。また、水道・下水道が復旧した場合で、長期の仮設トイレ配置が見込まれ

る場合は、水洗式とする。下水道河川局は、資源循環局からの依頼に応じて、配管工事及びま

すへの接続工事を手配する。 

○ 市（資源循環局）は、仮設トイレ及びトイレパックの配置について、民間事業者へ協力を要

請する。その際は、民間事業者の被害状況等を調査し、配置先・数量及び利用可能な幹線道路

等を連絡する｡民間事業者は、地域防災拠点等への搬入・設置を行う。不足する場合は、他都市

に協力を要請する。 

 (2) 広域避難場所 

○ 必要に応じて、備蓄する簡易テント、簡易式トイレ便座、トイレパックを活用する。 

(3) 帰宅困難者一時滞在施設等 

○ 既存トイレが使用できない場合は、当該施設の備蓄トイレパックを活用するほか、不足する

場合は、周辺の帰宅困難者用備蓄庫等から、運搬し、利用する。 

(4)トイレの管理 

○ 既存及び仮設トイレの清掃管理は、地域防災拠点運営委員会が行う｡ 

○ 地域防災拠点運営委員会は、トイレの維持管理状況及びトイレ用水の確保状況を把握し、下

水管等の清掃必要箇所、トイレ用水必要量を各区に連絡する。各区は下水道河川局へ報告する｡ 

○ 既存トイレの活用又は仮設トイレの設置に当たっては、男女別の設置、設置場所、経路、照

明等、利用者の安全面に留意するほか、女性用トイレを多くする等の配慮を行う。 

○ 必要に応じて、和式トイレの利用が難しい場合は、備蓄簡易式トイレ便座を活用する。 

 

２ し尿汲み取り対策 

○ 市（資源循環局）は、被災状況等を踏まえ、配車及び投入先に関する計画を策定する。計画に基

づき、資源循環局北部事務所は収集を行う｡必要に応じて、各収集事務所に応援を要請するほか、民

間事業者及び他都市に協力を要請する。 

○ 収集したし尿は最寄りの磯子検認所・水再生センター等へ投入する。被災状況に応じて、近隣他

都市への搬入を要請する｡ 
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第３節 家庭系ごみ対策 

１ 市における収集準備 

○ 市（資源循環局）は、収集計画の策定及び収集準備等の調整を行う。ごみ処理関連施設（焼却工

場、資源選別センター等）の稼働状況の確認及び事務所地区隊との間における情報提供及び集約、

並びに民間事業者及び他都市の支援体制等を把握する。 

○ 市（事務所地区隊）は、収集計画の策定、収集準備、施設及び車両の確認・整備等を行う。 

○ 市（事務所地区隊）は、ふれあい収集利用者の安否情報の収集と提供等、収集車を活用した広報

及び物資運搬等を行う。また、避難場所、道路、ごみの排出状況等の情報を収集する。現地調査、

収集車両からの報告、各区との相互連絡により情報を収集する。 

○ 市（資源循環局、事務所地区隊）は、燃料の確保を行う。また、収集委託業者及び横浜市資源循

環公社の人員及び車両、並びに運営状況を把握する。 

 

２ 収集の実施 

(1) 市による収集及び応援体制 

 ○ 市（資源循環局、事務所地区隊）は、家庭系ごみの収集を実施する。 

○ 事務所地区隊の所管区域は、平常時と同等を基本とする｡被害の状況に応じて、地区隊間の相

互応援体制を組織する｡必要に応じて、民間事業者及び他都市に協力を要請する。 

(2) 分別等 

○ 分別は、平常時と同様（燃やすごみ、プラスチック製容器包装等）とする。 

○ 家電リサイクル対象製品など一般廃棄物処理実施計画で掲げる本市が収集しないごみは、災

害時においても収集しない。所有者は、メーカー又は販売店等に相談し、適切に処理する。 

 

第４節 廃棄物処理施設 

１ 施設の応急復旧及び機能確保 

○ 市（資源循環局）は、所管施設の被害状況等を把握するとともに、必要に応じて、応急復旧を実

施する。被害施設の補修は、優先順位を決定し、順次実施する。 

○ 市（資源循環局）は、焼却工場の被害状況及び周辺の搬入道路、ライフライン等の被害状況を確

認し、継続稼働の可否を判断する。震度６弱以上が発生した場合は、焼却炉を一旦停止し、安全性

を確認した後に再稼働する。 

○ 市（資源循環局）は、所有する焼却工場等の施設に重大な被害が生じた場合、又は焼却に必要な

薬品等が不足する場合は、民間事業者に協力要請する。 

○ 市（資源循環局）は、焼却工場の稼働状況、ごみの発生量を踏まえ、必要に応じて他都市等にご

み焼却に関する協力要請を行う。 

 

２ 仮置場 

○ 市（資源循環局、総務チーム）は、災害廃棄物等を一時的に保管するための一次仮置場、二次仮

置場について、あらかじめ市保有地等から選定する候補地から、決定する。 

○ 一次仮置場では、発生場所から撤去した災害廃棄物を一時的に保管し、二次仮置場では、一次仮

置場などから運搬した災害廃棄物等を保管する。また、必要に応じ破砕や焼却などを行う仮設処理

施設を設置する。最終処分場等が被害を受けて焼却灰の埋立てができない場合は、必要に応じて、

一時保管場所として利用する。仮置場に保管の廃棄物は、既存及び仮設の処理施設の処理能力を踏

まえ、搬送及び処理をする。 
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○ 仮置場内は、悪臭、廃棄物等の飛散、火災、事故などを防止するための対策を行う。廃石綿等及

び石綿含有廃棄物（以下「石綿含有廃棄物等」という。）は、原則として仮置場への受入れを行わな  

いこととし、やむを得ず受入れる場合は、適切な飛散防止措置を講じる。また、再利用、再資源化

などを効率的に行うため、品目ごとに分別して保管する。 
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第 13 章 社会秩序の保全及び応急教育の実施等 

 

第１節 社会秩序の保全 

○ 県警察は、被災地及びその周辺におけるパトロールの強化、避難場所等の定期的な巡回を行い、各

種犯罪・自己の未然防止を図り、治安及び社会秩序の維持に努める。 

○ 県警察は、自主防災組織及びボランティア団体等との連携を図り、被災地における各種犯罪・事故

の未然防止と被災住民等の不安除去等を目的として行われるボランティア活動に必要な支援を行う。 

 

第２節 応急教育の実施 

１ 教育再開の時期 

○ 教育活動の継続又は再開は、各学校長が判断する。判断に当たっては、あらかじめ定める事項、並

びに災害及び被害等の状況、児童生徒の安全確保を考慮する。児童生徒・保護者等への伝達は、あら

かじめ定める方法による。 

○ 原則として、市域で震度５強以上が発生した当日及び翌日、又は火山噴火による降灰が継続してい

る間は、休校とする。 

 

２ 被災施設の措置及び教育再開の準備 

○ 各学校は、児童生徒の安全確保を最優先とし、災害及び被害状況を把握し、できる限り教育活動へ

の支障を軽減するために必要な措置を講ずる。被害状況等は、教育委員会事務局及び各区に報告する。 

○ 各学校は、被災状況、復旧期間を勘案して、可能な範囲において教育活動を実施する｡施設の被害状

況に応じて、安全確保のための応急措置を講じて、又は残存の安全な教室等の転用により、授業を行

う｡施設が全面的に使用不能な場合は、近隣の安全な学校・公共施設の代替利用、又は用地確保が可能

な場合は仮設教室の建設を行い、授業を再開する｡ 

○ 市（教育委員会事務局）は、被災校の調査を指示し、状況に応じて、応急復旧計画を策定する｡また、

学校施設の応急復旧措置と並行して、復旧済の施設又は仮設校舎等へ児童生徒を収容するなど、平常

の教育形態に近づけるよう措置する。 

○ 各学校は、避難場所が開設されている場合は、地域防災拠点運営委員会等の避難所運営者及び保護

者等と連携・協力して、児童生徒が安全安心できる場づくり等を行う。学校教育再開に当たっては、

避難所運営者及び地域住民等と、必要な協議を行う。 

○ 各学校は、学校教育再開に向けて、教職員の受入体制及び通学路等の安全確認を行う。 

 

３ 教材、学用品の調整等 

○ 市（教育委員会事務局）は、必要に応じて、被災した児童生徒に学用品の給与を行う｡必要な教材・

学用品は、基本的に通常、学校に備える教材等の有効利用により対応する｡ 

○ 市（教育委員会事務局）は、被災の実態調査を行い、必要な物品等を調達する。被災した学校の管

理運営に必要な需用費関係経費による設備等の復旧は、諸復旧計画と併せて処理する。 

 

４ 給食 

○ 各学校は、給食施設・設備及び給食物資納入業者の被害状況を把握し、必要に応じて、学校給食の

献立変更又は中止などの措置をとる。また、復旧計画を策定する。 

○ 各学校は、各区、教育委員会事務局及びよこはま学校食育財団と連携して、可能な学校から逐次給

食を実施する｡ 
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５ 衛生管理 

○ 浸水被害を受けた学校は、校内全部、浸水を免れた学校は、便所等防疫上必要な箇所の消毒を行う。 

○ 各学校は、被災に伴う感染症の発生に留意する。感染症発生時は、区役所に届出を行い、適切な処

置を講ずる。 

○ 各学校は、給食場、給食用設備、備品等の清掃及び消毒を実施するとともに、学校医・薬剤師、区

役所等に依頼して、給食場等の衛生検査、給食従事職員の健康診断等を行う｡また、給食従事職員及び

給食物資納入業者の赤痢等感染症の発生状況を調査し、各区と連携して、防疫対策を行う｡ 

 

第３節 保育の早期再開 

○ 市立保育所施設長は、所在区の区長の命を受けて、保育士をあらかじめ定めた配置につけ、児童の

安全確保、施設の管理、保育の早期再開に向けた活動などの応急活動を行う。 

○ 市立保育所施設長は、災害時は、施設設備、周辺の被害状況等を調査し、被害状況を所在区及びこ

ども青少年局に報告する。 

○ 市（こども青少年局）は、保育の早期再開のため、保育士など職員の適切な配置に努める。市域及

び私立保育所の被害状況等から、必要と認めるときは、代替施設での臨時保育等を検討し、実施する。 
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第 14 章 災害ボランティア活動 

 

第１節 専門ボランティア活動 

○ 主な活動分野及び受入調整等は、次表のとおりとする。 

主な活動分野 受入等 

応急医療、保健、福祉、衛生等に関する業務（医
師、歯科医師、看護師、薬剤師、保健師、助産師、
社会福祉士等） 

医療局又は医療調整チーム（医療従事者）が受入
調整を行う。 

①手話 ②要約筆記通訳（日本語） 健康福祉局が受入調整を行う。 

理容師・美容師 
横浜市理容連合会及び横浜市美容組合連絡協議会
を通じて、医療局が受入調整を行う。 

①獣医師等のペットの医療・飼養関係従事者 
②動物愛護団体等（ペットの保護収容・移送等） 

医療局動物愛護センターが、横浜市動物救援本部
への受入調整を行う｡ 

児童福祉施設等（保育士・放課後キッズクラブ・学
童クラブの専門職含む。） 

原則、国・地方公共団体等からの応援で対応する
ものとし、こども青少年局が受入調整を行う。 

アマチュア無線技士等 
横浜市アマチュア無線非常通信協力会を通じて通
信の協力を依頼し、各区で受入調整を行う。 

外国語支援（通訳・翻訳） 
横浜市外国人災害時情報センター（横浜市国際交
流協会（YOKE）内）が受入調整を行う。 

 

第２節 一般ボランティア活動 

１ 主な活動分野 

○ 主に、①避難場所支援、②清掃（泥出し・片付け・美化活動）、③物資支援（仕分け・配分等）、④

傾聴活動、⑤その他の支援を担う。 

 

２ 対応窓口の設置 

○ 市・区災害ボランティア（支援）センターのほか、一般的な申出や頻度の高い質問は、市コールセ

ンターも一時案内窓口として活用する。 

○ 市（行財政局、区）は、ボランティア活動を行う団体等との連絡調整に対応するため、職員を配置

し、ボランティアの対応窓口を設置する｡各区が窓口を設置したときは、行財政局と共有する｡ 

 

第３節 市災害ボランティア支援センター及び区災害ボランティアセンター 

○ 市社会福祉協議会及び横浜災害ボランティアネットワーク会議は、市を含めた三者による協議のも

と、市の要請により、市災害ボランティア支援センターを設置する。 

○ 区社会福祉協議会及び区災害ボランティアネットワークは、区の要請により、災害ボランティアセ

ンターを設置する。 

○ 区災害ボランティアセンターは、ボランティア希望者の受入れや被災者からのニーズ等の調整を実

施する。 

 

１ 市災害ボランティア支援センターの主な役割 

(1) 区災害ボランティアセンターの状況把握（ボランティアニーズ、スタッフ、物資等） 

(2) ボランティア希望者に向けた情報発信（区災害ボランティアセンターの開設状況、ボランティア

ニーズなど） 

(3) 活動を希望するボランティア団体及び NPO との調整、並びに区災害ボランティアセンター間の調

整 
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(4) 市本部との連絡調整 

 

２ 区災害ボランティアセンターの主な役割 

(1) 被災者及び地域防災拠点からのボランティアニーズの収集 

(2) ボランティア希望者の受付 

(3) ボランティアニーズとボランティア希望者とのコーディネート、ボランティアの派遣 

(4) 区本部及び地域防災拠点、市災害ボランティア支援センターとの連絡調整 

 

３ 活動しやすい環境の確保 

○ 市（行財政局、区）は、市・区災害ボランティア（支援）センターの活動拠点として、あらかじめ

定めた施設を提供するとともに、活動に必要な事務用品（通信機器、コピー機、明細地図等）を可能

な限り貸し出す。また、市及びボランティア双方の活動実施について、調整する。 

○ ボランティアは、その活動前に、災害に関するボランティア活動中に発生した事故に対して補償す

る保険に、社会福祉協議会で加入する。 

 

４ ボランティアニーズの把握及びボランティアヘの情報提供 

○ 市（行財政局、区）は、ボランティアの協力を要する業務及び被災者のニ一ズ等を把握し、市・区

災害ボランティア（支援）センターと共有する。また、全国のボランティアに対して、市・区災害ボ

ランティア（支援）センター及び市ウェブサイト等を通じて、被災地の状況等と併せて情報提供する｡ 

 

５ 風水害時の市・区災害ボランティア（支援）センター設置 

○ あらかじめ被害が想定される場合は、市及び市社会福祉協議会は、設置について事前に協議を行う。 
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第１章 地震対策 

 

第１節 避難 

１ 避難指示の発令基準 

(1) 地震に起因する火災の延焼拡大又はガス等の漏洩により、居住者、滞在者その他の者に生命の危

険が及ぶと市本部長又は区本部長が認める場合 

(2) 崖崩れ等が発生し、又は発生するおそれがあり、居住者、滞在者その他の者に生命の危険が及ぶ

と市本部長又は区本部長が認める場合 

(3) 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

 

２ 指定緊急避難場所及び指定避難所（地域防災拠点）の開設 

 (1) 基準 

○ 市域において震度５強以上の地震（気象庁発表）が発生した場合は、全ての地域防災拠点を

開設する。 

 (2) 開設方法 

○ 原則として、地域防災拠点運営委員会が開設する。 

○ 市（区、拠点参集職員、学校連絡調整者）は、速やかに地域防災拠点に参集し、施設の安全

性を確認した後、避難者の受け入れに必要な措置を講じる。 

 

第２節 消防活動 

１ 応急活動の基本方針 

○ 二次的に発生する火災が被害を増幅させることから、市は、発災後の初期段階から炎上火災の

早期鎮圧及び拡大防止に総力をあげる。（消火活動の優先） 

○ 発災後の火災多発時は、消火活動に従事する一方で、建物の倒壊、崖崩れ、車両の事故など、

複合的に災害が発生することから、適切な部隊運用を図る。（人命の救助、救急活動） 

○ 住民の安全避難を確保するため、避難が完了するまでの間、当該街区における火災の鎮圧及び

拡大防止を図る。（安全避難の確保） 

 

２ 消火活動 

○ 現場指揮者は、災害の状況を把握し、人命の安全確保を最優先とし、転戦路を確保した延焼拡大

防止及び救助、救急活動の成算等を総合的に判断して、行動を決定する。 

○ 火災状況が消防力を下回るときは、消防隊等を集中させ一挙鎮圧を図る。火災状況が消防力を上

回るときは、重要防御地区、消火有効地域、市街地火災、重要対象物、住民の安全確保を優先とし

て消火及び延焼防止活動を実施する。 

 

３ 救助・救急活動 

○ 震災時の救助・救急活動は、救命活動優先、緊急度・重症者優先、幼児・高齢者優先、火災現場付

近優先、救助・救急の効率重視、大量人命危険対象物優先の原則により、実施する。 

○ 火災の同時多発時は、消火活動を優先する。火災の拡大防止が図られた場合は、消火活動と並行し

て救助・救急活動を行う。原則として、消防署所周辺から対応し、大規模救助事象や医療機関の受入

情報等を把握した場合は、消防署所周辺以外の救助・救急事象に対応できる体制に移行する。 
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第３節 二次災害等災害の拡大防止 

１ 公共建築物等の被害状況の把握 

 (1) 震度５強以上 

○ あらかじめ指定する関係団体の企業会員（即時出動者）は、市（建築局）の要請の有無にかか

わらず、即時出動対象施設（区庁舎・消防署・病院等）の安全点検や応急措置を実施する。また、

市の要請に応じて、他の公共建築物等についても安全点検や応急措置を実施する。 

○ 施設管理者は、施設の修繕が必要な個所を調査し、到着する即時出動者と協力して点検、必要

に応じた応急措置を行う 

 (2) 震度５弱 

○ 関係団体の企業会員は、市（建築局）の要請に応じて、即時出動対象施設及び公共建築物等の

安全点検や応急措置を実施する。 

○ 施設管理者は、その施設に被害が発生し、応急復旧が必要な場合は、市へ出動要請を依頼する。 
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第２章 津波対策 

 

第１節 初動対応 

１ 津波警報等及び津波予報の発表 

○ 気象庁は、津波による災害の発生が予想される場合に、地震発生から約３分を目標に、津波警報等

を発表する。津波警報等は、「大津波警報」、「津波警報」、「津波注意報」とする。 

○ 気象庁は、津波警報等を発表した場合、津波の到達予想時刻、予想される津波の高さなどを津波情

報で発表する。 

○ 気象庁は、地震発生後、津波による災害が発生するおそれがない場合は、津波予報を発表する。 

○ 気象庁は、海外で大規模噴火が発生した場合、又は大規模噴火後に日本へ津波の伝わる経路上にあ

る海外の潮位観測点で潮位変化が観測された場合には、日本においても津波の影響が生じる可能性が

ある旨を周知する。 

 

２ 市及び防災関係機関による初動対応 

 (1) 市及び防災関係機関は、地震を感じたときは、直ちに情報収集に努める。 

(2) 市（みどり環境局、下水道河川局、港湾局）は、強い地震により防潮堤、護岸等の損壊のおそれ

があるときは、津波災害の発生がないことを確認した後に職員を派遣し、防潮堤、護岸等の巡回調

査を実施する。 

(3) 市（鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢区（以下「津波対策関係

８区」という。）の消防署）は、津波警報等発表時は、消防隊等を沿岸地域及び河川流域周辺に派遣

し、情報収集を行う。併せて巡回警戒、潮位観測等を行うが、二次災害防止のため、津波に関する

情報収集体制を確保し、緊急退避を考慮しながら活動する。避難対象区域内で活動を行う場合は、

津波に関する情報収集に努め、状況によっては活動を中止し、緊急退避する。 

 

３ 沿岸住民、在泊船舶等への伝達 

(1) 市（防災・危機管理統括本部）は、津波警報等が発表された場合は、沿岸住民、河川流域周辺住

民等に広報する。 

(2) 市（津波対策関係８区及び所轄消防署、港湾局、みどり環境局、下水道河川局）は、津波警報等

及び海面監視情報等を早期に掌握し、沿岸住民、河川流域周辺住民等に津波警報等を伝達し、海岸

及び川岸から離れた高台等への避難を広報する。 

(3) 市（津波対策関係８区の消防署）は、津波警報等が発表された場合は、気象業務法（昭和 27 年法

律第 165 号）に定める標識により情報伝達を行う。 

(4) 横浜海上保安部は、津波警報等が発表された場合、港内及びその周辺海域の在泊船舶等に対して、

情報伝達を行う。 

 

第２節 避難 

１ 避難対象区域 

○ ①県が想定する慶長型地震の津波による浸水予測区域及び②河川遡上による影響を詳細に把握す

るため本市の検証において浸水可能性があるとした区域を合わせた区域とする。 

 

２ 避難指示の発令基準 

 (1) 東京湾内湾を対象とする津波警報又は大津波警報が発表された場合 
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 (2) 東京湾内湾を対象とする津波注意報が発表された場合、かつ気象庁からの情報及び津波到達状況

等から必要と認める場合 

 (3) 市本部長又は区本部長が必要と認める場合  

 

３ 避難の基本 

○ 地震による大きな揺れを感じた場合、又は津波警報等の情報を得た場合は、市民等は自ら、直ちに

避難することを判断し、海抜５ｍ以上の高台若しくは鉄筋又は鉄骨鉄筋コンクリート造の頑丈な建物

の３階以上を目安に避難する。 

 

４ 津波代替拠点（地域防災拠点の代替施設）の運用 

○ 地域防災拠点運営委員会は、津波警報又は大津波警報が解除された場合は、地域防災拠点の被害状

況を確認する。当該拠点が使用可能な場合は、その拠点を使用する。当該拠点が使用不能と認められ

る場合は、所在する区と協議のうえ、あらかじめ定める津波代替拠点を使用する。 
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第３章 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

 

○ 本章では、南海トラフの想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震の可

能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合等における対策を定める。本章に定めのな

い事項は、共通対策、地震対策及び津波対策に係る記載を準用する。 

 

第１節 南海トラフ地震に関連する情報の発表 

○ 気象庁は、南海トラフ地震を対象として、異常な現象を観測した場合、地震発生の可能性が平常時

と比べて相対的に高まっていると評価した場合等に「南海トラフ地震に関連する情報」を発表する。 

○ 「南海トラフ地震に関連する情報」は、「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解説

情報」として発表する。 

○ 気象庁は、前記異常な現象と南海トラフ地震との関連性について調査を開始する場合は、その旨を

「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」として発表する。調査及び有識者による検討会での評価を経

て、警戒又は注意を要する場合は、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」又は「南海トラフ地

震臨時情報（巨大地震注意）」を発表する。 

○ 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合の情報の流れは、「南海トラフ地震

の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（令和３年５月改定、内閣府）」による。 

 

第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の対応 

１ 概要 

(1) 巨大地震警戒（半割れケース） 

○ 最初の地震発生から１週間を基本に、国からの呼びかけに応じ、日頃からの地震への備えを再

確認する。 

○ 最初の地震発生から１週間経過以降２週間経過までの間は、巨大地震注意と同様に対応する。 

(2) 巨大地震注意（一部割れケース、ゆっくりすべりケース） 

○ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、状況に応じて、防災対応を準備・開

始する。 

○ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合は、最初の地震発生から１週間（ゆ

っくりすべりの場合は、すべりの変化が収まってから変化していた期間と概ね同程度の期間）を

基本に、国からの呼びかけに応じ、日頃からの地震への備えの確認などの対応を行う。 

  ○ １週間経過後（又は巨大地震警戒から２週間経過後）は、国からの呼びかけに応じ、地震発生

の可能性がなくなったわけではないことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を

行う。 

 

２ 市民及び事業者等の対応 

○ 市民及び事業者等は、南海トラフの震源域で想定される最大クラス（Ｍ９クラス）の後発地震の発

生を想定して、次のとおり警戒レベルを上げて備える。 

○ 市民は、地震に伴って土砂災害が発生する危険性が高い箇所を特定することは難しいことを前提に、

自ら不安がある場合は、知人・親類宅への避難など身の安全を守るための対応を検討する。 

○ 市民は、住宅の耐震性に不安がある場合は、知人・親類宅等への避難等を検討する。 

○ 事業者は、平常時からの地震への備えを再確認するなど警戒レベルを上げることを基本に、個々の

状況に応じた防災対応を行い、できる限り事業継続に努める。事業継続に当たっては、一時的には企
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業活動が低下しても、後発地震が発生した場合に、総合的に事業継続・早期復旧できるよう努める。 

○ 事業者は、大規模地震発生時に従業員などの生命に危険が及ぶことが明らかな場合は、回避するた

めの措置を講じる。 

○ 事業者は、その事業所又は管理する施設の規模、立地、利用者等の状況を勘案して、従業員及び利

用者の安全を確保する。また、施設の点検等を実施して、大規模地震の発生に備える。 

○ 不特定多数の者が利用する施設、危険物取扱施設等は、出火防止措置などの施設点検を実施する 

○ 幼稚園、学校等は、立地等の状況を勘案して、児童生徒等の保護の方法を定める。 

○ 社会福祉施設は、入所者の保護及び保護者への引継ぎの方法などについて、施設の種類並びに耐震

性及び耐浪性を考慮して対応方法を定める。 

 

３ 防災関係機関の対応 

(1) 県警察 

○ 県警察は、犯罪及び混乱防止等に関する措置として、情報の収集・伝達（情報収集、県及び市

が行う南海トラフ地震臨時情報等の伝達への協力）、関係機関との相互連絡、広報等を実施する。 

○ 県警察は、南海トラフ地震災害に係る危惧及び物資の欠乏、将来の生活に対する不安等に起因

する混乱並びに窃盗犯、粗暴犯、集団不法事案等を防止するため、社会秩序維持に万全を期する。 

ア 正確な情報の収集及び伝達によるパニックの防止及び流言飛語の防止 

イ 民心の不安を助長する窃盗犯、暴力犯、経済犯等の予防、取締り 

ウ 危険物による犯罪又は被害発生防止のための予防、取締り 

エ 混乱等の防止と人命の保護 

オ 重要施設等の警戒 

カ 民間防犯活動等に対する指導  

 (2) 放送機関（放送事業者） 

○ 放送事業者は、市民等に対して、冷静な対応を呼びかけるほか、関係機関と連携して、交通や

ライフラインに関する情報など、市民等が防災行動をとるために必要な情報の提供に努める。 

 (3) 鉄道機関（鉄道事業者） 

○ 鉄道事業者は、利用者等に対して、当該情報を伝達する。 

○ 鉄道事業者は、安全性に留意しつつ、運行のために必要な対応を行う。津波による浸水のおそ

れがある地域は、必要な対応を行う。 

 

４ 市の対応 

○ 市は、地震又は津波が発生している場合は、災害の規模又は被害状況等に応じて、応急対策を行う。 

○ 市は、市域において地震等の被害が発生していない場合は、気象庁が発表する情報に応じて、応急

活動体制を執る。 

○ 市は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、情報収集体制を確立する。情報収

集体制では、平常時の組織体制のもと、情報収集を行い、必要に応じて上位体制に移行できるよう準

備する。南海トラフ地震臨時情報（調査終了）が発表された場合、又は災害が発生するおそれがない

と認める場合は、廃止する。 
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第１章 予報・警報等の発表等及び被害等の未然防止 

 

第１節 気象庁（横浜地方気象台及び気象庁大気海洋部）が行う予報・警報等 

１ 一般の利用に適合する注意報及び警報 

○ 気象庁は、県内及び沿岸の海域において気象、洪水、高潮による災害及び被害の発生するおそれの

ある場合に、地域を分けて注意報又は警報を行い（以下「気象警報等」という。）、地域住民、防災関

係機関等に注意・警戒を喚起する。発表区域は、市北部（鶴見区、神奈川区、旭区、港北区、緑区、

青葉区、都筑区、泉区及び瀬谷区）及び市南部（西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯子区、

金沢区、戸塚区及び栄区）に区分する。 

○ 注意報は、気象等の現象により、災害が起きるおそれがあると予想される場合に発表する。種類は、

強風注意報、風雪注意報、レベル２氾濫注意報、レベル２大雨注意報、大雪注意報、レベル２土砂災

害注意報、濃霧注意報、雷注意報、乾燥注意報、融雪注意報、着氷注意報、着雪注意報、霜注意報、

なだれ注意報、低温注意報、波浪注意報及びレベル２高潮注意報とする。このうち、氾濫、波浪及び

高潮を除く注意報を「気象注意報」と総称する。地面現象及び浸水に関する注意報事項は、気象注意

報に含める。 

○ 警報は、気象等の現象により、重大な災害が起きるおそれがあると予想される場合に発表する｡種

類は、暴風警報、暴風雪警報、レベル３氾濫警報、レベル３大雨警報、大雪警報、レベル３土砂災害

警報、波浪警報及びレベル３高潮警報とする。このうち、氾濫、波浪及び高潮を除く警報を「気象警

報」と総称する。 

○ 危険警報は、気象等の現象により、重大な災害が起きるおそれが大きいと予想される場合に発表す

る。種類は、レベル４氾濫危険警報、レベル４大雨危険警報、レベル４土砂災害危険警報及びレベル

４高潮危険警報とする。 

○ 特別警報は、警報の一種で、警報の発表基準をはるかに超える気象等の現象により、重大な災害の

起こるおそれが著しく大きいと予想される場合に発表する。種類は、レベル５氾濫特別警報、レベル

５大雨特別警報、レベル５土砂災害特別警報及びレベル５高潮特別警報とする。 

 

２ 水防活動の利用に適合する注意報及び警報 

○ 暴風雨、大雨、氾濫、高潮により、重大な水害又は被害の発生するおそれがある場合に行う水防活

動用の気象注意報及び警報は、前１項のレベル２大雨注意報及びレベル３大雨警報の発表を、水防活

動用の氾濫及び高潮に関する注意報及び警報は、前１項の氾濫及び高潮に関するレベル２の注意報及

びレベル３の警報の発表をもって代える。 

 

３ 気象業務法に基づく警報事項の通知 

○ 横浜地方気象台は、気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）第 15 条及び同法施行令第７条の定める

警報事項の通知を、県内防災関係機関に対して行う｡ 

 

４ 多摩川、鶴見川洪水予報 

○ 気象庁及び京浜河川事務所は、洪水による被害の発生が予想される場合に、レベル２氾濫注意報、

レベル３氾濫警報、レベル４氾濫危険警報又はレベル５氾濫特別警報を発表する。 

 

５ 地方海上警報 

○ 気象庁大気海洋部は、船舶の航行の安全に資するため、神奈川県沿岸を含む関東海域に対して、地
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方海上警報を発表する。発表した地方海上警報は、海上保安庁第三管区海上保安本部から、無線通信

により関係船舶に通報される。 

○ 地方海上警報は、海上風警報、海上濃霧警報、海上強風警報、海上暴風警報、海上台風警報、海上

警報解除とする。 

 

６ 気象情報 

○ 横浜地方気象台は、24 時間から２～３日先までに災害に結びつくような激しい現象が発生する可能

性のある場合、又は警報・注意報発表時にその利用価値を高め、防災対策の支援効果を高めるために、

現象の推移、観測成果、注意事項などを具体的に知らせる必要がある場合は、気象情報を発表する。 

○ 気象庁は、大雨警報発表中に、キキクル（危険度分布）の「非常に危険」が出現し、かつ県内で数

年に１回程度出現する記録的な短時間の強雨が観測又は解析された場合※は、「気象防災速報（記録的

短時間大雨）」を発表して、広く警戒を呼びかける｡ 

 ※ 神奈川県における運用基準は、１時間当たり雨量 100 ㎜以上 

 

第２節 気象庁又は防災関係機関が行う気象通報 

１ 火災気象通報 

○ 横浜地方気象台は、県内の気象状況が火災の予防上危険であると認めたときは、湿度及び風速の基

準により、県（くらし安全防災局）に通報する。ただし、通報基準に該当する地域・時間帯で降水（降

雪を含む）が予想される場合には、通報を実施しないときがある。 

 

２ 電話気象通報 

○ NTT 東日本又は NTT 西日本は、(財)日本気象協会から提供される、一般の利用に適合する注意報及

び警報を、天気予報と併せて 177 自動応答装置により一般の利用者に案内する。 

 

第３節 防災関係機関等（気象庁を除く。）からの情報 

○ 市は、気象解析等業務委託機関からの情報として、横浜防災気象情報（時系列予測情報、降水量情

報、臨時情報（警戒情報）、概況）、天気予報、降水短時間予測、気象レーダ、アメダス、気象衛星ひ

まわり雲画像、天気図、台風情報、地震情報、津波予報、警報注意報を把握する。 

○ 市は、必要な情報を、横浜市雨量監視システム（レインアイよこはま）、横浜市水防災情報システム、

消防局通信指令システム（気象情報）、同雨量情報、横浜市地震情報その他各区局所管のシステム、

国・県が配信する河川水位情報から収集する。 

○ 市（西区、保土ケ谷区）は、河口橋、内海橋及び元平沼橋付近に設置した水位計により、河川水

位の上昇を把握する。 

○ 京浜河川事務所は、「河川警報装置の運用に関する覚書」、「鶴見川における河川情報提供に関する

覚書」に基づき、鶴見川流域の国土交通省所管地域における水位、その他の情報を市に提供する。 

 

第４節 水防警報 

○ 国土交通大臣及び県知事は、あらかじめ指定した河川及び海岸について、水防法第 16 条第１項に

基づく水防警報を行う。水防警報の種類は、待機、準備、出動、指示、解除とする。 
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第５節 被害等の未然防止 

１ 情報受伝達 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、横浜地方気象台（NTT 東日本又は NTT 西日本経由）、県（防災

行政通信網）、総務省消防庁（J アラート）及び気象解析等業務委託機関から、気象等に関する情報

を収集する。 

○ 市（各区局）は、気象の悪化が予想されるときは、テレビ・ラジオの情報に注意し、気象状況の

早期把握に努める。自ら整備する機器を保有する区局は、それにより、情報を収集する。 

○ 防災関係機関は、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）を、県及び市（関係区）に通知する。市

（各区局）は、必要な情報を収集・共有して、対応する。 

 

２ 市民等への伝達及び注意喚起等 

○ 市（各区局）は、必要に応じて、市域に関する気象警報等が発表された旨及び避難喚起等市民等

がとるべき行動について、直接、又は施設管理者等を通じて、市民及び施設利用者等に伝達する。

気象通報及び気象情報が発表された場合は、必要に応じて、同様に行う。 

○ 市（各区）は、資料編に定める要配慮者利用施設等の所有者及び管理者等又は自衛水防組織の構

成員に対して、施設所在区の区役所から、浸水又は土砂災害に関する警報等を伝達する。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、京浜河川事務所と締結する覚書に基づき、洪水時等における

鶴見川の水位状況、降雨状況、水位予想等について、流域住民に広報する。広報及び避難指示は、

国土交通省所有の河川警報装置を使用する。また、必要に応じて、放送事業者にラジオ放送を要請

する。 

○ 市（下水道河川局）は、市内で特に利用者の多い親水拠点等に設置した警報装置から、回転灯及

び音声により、その危険性について利用者の視覚及び聴覚に訴える広報を実施する。 

○ 市（各区）は、特に河川に関する情報に注意を要する地域には、警報システム、スピーカー等に

より、地域住民等に対して、水位上昇時の広報、水害の注意喚起、避難指示等を実施する。 

 

３ 施設及び事業者、学校等における対策 

○ 施設及び事業者、学校等は、気象警報等の発表時、又は発表が予想される場合は、利用者の安全

確保対策を講じる。必要に応じて、施設の開閉、臨時休校等を行う。 

○ 施設管理者等は、被害を未然に防止するため、施設内外の危険箇所を点検し、必要な措置を講ず

る。また、必要に応じて、重要機器・物品類の管理の徹底、安全な場所への移動などを行う。 

○ 各学校は、重要書類、備品類、理化学実験用危険薬品類等の安全保管及び非常持出について準備

し、被害を最小限にする。給食施設は、機器及び在庫物資が被害を受けないよう適宜措置する。 

○ 市（工事発注区局、土木事務所）は、建設工事現場について、工事現場、又はこれに伴う市民へ

の二次的な被害が予想される場合には、建設現場での二次災害の未然防止策を実施する。 

○ 東京ガスネットワーク(株)は、風水害の発生が予想される場合は、必要なガス供給設備を巡回点

検する。 
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第２章 水防活動 

 

第１節 警戒活動 

１ 河川等の監視、警戒 

○ 市（下水道河川局、土木事務所、消防署等）は、随時、区域内の河川等（下水等の内水を含む。

以下同じ。）を巡視し、水防上危険と認められる箇所があるときは、直ちに各管理者に所管局から連

絡して必要な措置を求める。 

○ 市は、気象の悪化が予想されるときは、監視及び警戒を強め、即時に対応できるよう備える。（非

常警戒） 

○ 監視及び警戒に当たっては、重要水防区域及び箇所、浸水想定区域、護岸工事等の施工中の箇

所、浸水履歴のある箇所に重点を置く。 

○ 市（区、土木事務所、消防署）は、親水拠点警報装置、警戒の実施等により、河川の急な増水か

ら親水拠点等にいる者の安全を確保する。 

 

２ 農業用取水堰の操作 

○ 市（土木事務所）は、農業用取水堰の管理者に適切な操作を行うよう依頼し、水災を未然に防止

するよう措置する。みどり環境局は、農業用取水堰の実態を各区に通知する。 

 

３ 情報受伝達 

○ 市（各区局）は、災害及び被害等に関する情報収集、関係機関等との連絡、及び区域住民に対す

る必要な広報、避難指示等を実施する。 

  

第２節 決壊等の通報及び決壊後の措置 

○ 市（下水道河川局、防災・危機管理統括本部、区）は、堤防等が決壊し、又はこれに準ずる事態

が発生した場合は、該当する河川に応じて、横浜治水水防支部、厚木土木東部センター水防支部、

藤沢土木水防支部、川崎治水水防支部及び氾濫が予想される隣接市町村にその旨を通報する。ま

た、鶴見川（国土交通省管理区間）の決壊等は、京浜河川事務所に通報する。 

○ 堤防等が決壊し、又はこれに準ずる事態が発生した場合、市（区、消防署）は、住民の救出及び

避難を第一に行う。 

○ 堤防等が決壊し、又はこれに準ずる事態が発生した場合、市（土木事務所）は、横浜建設業防災

作業隊等の機関と協力して、決壊箇所に応じた水防工法を行い、可能な限り氾濫による被害の拡大

防止に努める。 

 

第３節 水防用資機材の調達及び輸送 

○ 市（土木事務所）は、市水防倉庫備蓄資機材を使用する。資機材の輸送は、保有車輌を活用する

ものとし、不足する場合は共通対策のとおり行う。あらかじめ定める方法により緊急調達してもな

お不足する場合は、県に対して、資機材の提供を要請する。 

 

第４節 公用負担 

○ 市長は、水防のため緊急の必要があるときは、水防法第 28 条に基づく権限を行使することができ

る。この場合において、公用負担命令権限書を提示し、公用負担命令書を発行して行う。 

(1) 必要な土地の一時使用 
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(2) 土砂、竹木その他の資材の使用又は収用 

(3) 車両その他の運搬用機器又は排水用機器の使用 

(4) 工作物その他の障害物の処分 
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第３章 高潮災害対策 

 

第１節 主な活動 

１ 潮位の観測及び異常発見時の措置 

○ 市は、潮位の異常を認めたときは、必要に応じて潮位の状況を監視するとともに、市民等への広

報、避難指示等を実施する。施設の開放が危険と認める場合は、閉鎖などの措置をとる。関係区局

は、沿岸６区（鶴見区、神奈川区、西区、中区、磯子区、金沢区）、内陸３区（南区、保土ケ谷区、

港北区）、みどり環境局、下水道河川局、港湾局、消防局、防災・危機管理統括本部とする。 

 

２ 公共上屋の防潮対策の実施 

○ 市（港湾局）は、気象警報等に関する情報に基づき、公共上屋へ水害等の影響が予想される場合

に、公共上屋の防潮扉の閉鎖、及び水害を防止又は軽減する対策を指定管理者に指示し、必要に応

じて自ら実施する。 

○ 市（港湾局）は、指定管理者を通じて、公共上屋利用者に気象情報を連絡する。また、必要に応

じて、公共上屋利用者に防潮扉の閉鎖及び水害防止対策の実施を指示する。 

○ 市（港湾局）及び指定管理者は、必要に応じて防潮扉の閉鎖及び水害防止対策を自ら実施する。 

 

３ 市民への情報の提供、避難の指示等 

○ 市（みどり環境局、港湾局）は、気象警報等に関する情報に基づき、横浜港沿岸部の市民利用施

設及びその利用者への水害等の影響が予想される場合は、利用者に対して気象情報を提供するとと

もに避難指示等を行う。 また、施設の開放が危険と認める場合は、閉鎖等の措置をとる。 

○ 市（港湾局）は、公共ふ頭内等に立地する、本牧海づり施設、大黒ふ頭中央公園等の所管市民利

用施設について、必要な措置を行う。 

○ 市（みどり環境局）は、海の公園、山下公園、野島公園について、必要な措置を行う。また、柴

漁港、金沢漁港に対して、気象情報の連絡を行う。 

 

４ 港湾施設等の被害状況の把握 

○ 市（港湾局）及び指定管理者は協力して、港湾施設等の巡回等を行い、被害状況を把握し、必要

な情報を共有する。 

 

５ 港湾施設工事箇所における防災対策 

○ 市（港湾局）は、風水害の発生が想定される場合、工事担当課を中心として、工事請負人及び関

係機関と密接な連絡を取り、工事請負人に工事箇所の防災対策の徹底を指示し、建設現場における

被害発生の防止を図る。この場合において、職員は気象情報に留意し、動員等を確認して備える。 

○ 市（港湾局）は、工事箇所において被害が発生した場合は、工事請負人に二次災害の発生防止の

ための応急対策を指示する。 

 

第２節 港湾施設対策 

１ 在港船対策 

○ 台風の来襲が予想される場合で、京浜港台風対策協議会の協議に基づき、京浜港長が発令する警

戒体制の指導・勧告があった場合は、市（港湾局）は、在港船に対して、避難の順序等の運航スケ

ジュールを調整し、水先人、曳船等をあっ旋して、円滑な避難を図る。 
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○ 市（港湾局）は、在港船の避難に際して、避難船舶の運航調整、水先人等のあっ旋に要する人員

を配備する。また、巡視、連絡用として、人員を配備し、港務艇を出動させる。 

○ 市（港湾局）は、「災害時における曳船の協力に関する協定」に基づき、民間の曳船について、在

港船の避難に係る協力を求める。 

 

２ 横浜港内の障害物の除去 

○ 台風通過後の港内清掃は、横浜港の清掃実施団体である（社）横浜清港会が実施する。加えて、

海面に漂流する障害物の除去は、市が保有する港務艇及び（社）横浜清港会の清掃船により実施す

る。必要により、「災害時における曳船の協力に関する協定」に基づき曳船の協力を要請し、曳航一

時係留して航行の支障とならない措置をした後、適宜処理する。 

○ 市（港湾局、資源循環局）は、河川から流入する流木等の障害物について、適切に処理する。 

 

３ 通信連絡体制の確保 

○ 港内の船舶航行の安全、海難防止及び災害発生に際しての適切な処置を図るため、市港務艇は、

国際 VHF 無線よこはまポートラジオ局（東洋信号通信社）等により、必要な情報を収集する。ま

た、港湾局内における連絡体制を確保する。 

○ 市（港湾局）は、防災行政用無線を開局して、各所からの必要な情報を収集するとともに、連絡

体制を確保する。 
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第４章 土砂災害対策 

 

第１節 前兆把握及び早期避難 

○ 市（区、消防署、土木事務所）は、区域の降雨量を把握するとともに、地域住民等と協力し、レべ

ル３大雨警報、レベル４土砂災害危険警報、気象防災速報（記録的短時間大雨、線状降水帯発生、線

状降水帯直前予測）等が発表されたとき又は区域内に相当の降雨があったときは、次により市民等の

早期の避難対策を講ずる。 

 

１ 前兆現象等の早期把握 

○ 市は、局地的な降雨等の情報、神奈川県土砂災害警戒情報システムによる土砂災害に関する防災気

象情報を補足する情報の把握に努めるとともに、崖崩れの前兆現象及び発生時における災害状況の早

期把握に努め、市民等の安全に関する情報を最優先に収集、伝達する。 

○ 市民等は、前兆現象を発見した場合は、区役所に連絡する。 

 

２ 事前の避難 

○ 市（各区）は、危険が予想される箇所周辺の住民等に対しては、人命の安全を第一とし、迅速かつ

沈着な行動をとり避難するよう、具体的な指導を行う。 

○ 市民等は、切迫した状況と判断したときは、自主的に避難する等の適切な行動をとる。 

 

３ 緊急警戒・巡視 

○ 市（建築局、区）は、土砂災害の発生が予想される場合は、次の箇所を中心に警戒・巡視体制を強

化する。 

(1) 急傾斜地崩壊危険区域（特に工事施工前、施工中のものを重点に行う。） 

(2) 土砂災害警戒区域等 

(3) 宅地造成中の箇所（施工者への災害防止指導） 

(4) 災害経歴箇所（特に最近崖崩れがあった箇所を重点に行う。） 

 

４ 住民等への情報伝達 

○ 区本部長は、レベル４土砂災害危険警報が発表され、キキクル（危険度分布）で「危険（紫）」が点

灯している即時避難指示対象区域、キキクル（危険度分布）で「危険（紫）」が継続点灯している土砂

災害警戒区域の住民等に対して避難指示を発令する。その他の崖地についても、前兆現象を把握した

とき等土砂災害の発生が予想される場合は、適宜、避難指示を発令する。特に、具体的に危険が予想

される住民等には、個別伝達に努める。 

○ 区本部長は、レベル４土砂災害危険警報が発表され、切迫度の高い即時避難指示対象区域、土砂災

害警戒区域の住民等に対して避難指示を発令する。 

○ 避難指示等の発令は、あらかじめ各区が作成する「避難指示等の判断・伝達マニュアル」による。 

 

第２節 二次災害防止 

１ 崖の監視 

○ 市（区、土木事務所、消防隊等）は、行方不明者等の捜索活動、応急工事等に当たっては、降雨等

の気象状況に注意するとともに、崩壊面及びその周辺斜面、堆積土砂等について監視を行う。 
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２ 被災宅地の調査 

○ 市（建築局）は、豪雨等に伴い宅地災害が広範囲に発生した場合、被害の発生状況を把握するため、

被災宅地危険度判定士等の協力を得て調査を行う。 

 

３ 警戒区域の設定等 

○ 市本部長又は区本部長は、安全が確認されるまで崩壊危険箇所周辺の居住者の避難指示等を継続す

るとともに、警戒区域の設定、立ち入り規制等必要な措置を行う。 

 

４ 応急対策事業等の実施 

○ 崖地の所有者等は、降雨継続時においては、作業の安全を確保した上で、崩壊危険箇所及びその周

辺へのシート被覆、応急排水路等の簡易な応急措置により再崩壊の防止に努める。 

○ 崖地の所有者等による応急対策が困難な場合、市（建築局）は、崩壊した崖面に防災シート被覆等

を行うなど応急資材を整備する。 

○ 土砂災害が発生し、放置すれば崖崩れ被害が拡大する等の二次災害が発生するおそれのある場合は、

市（建築局）は、土地所有者等が行う応急的な仮設対策工事にかかる費用を要綱に基づき助成する。

（応急仮設工事助成金、緊急応急対策工事助成金） 

 

５ 防災体制の整備 

○ 市（建築局）は、レベル３大雨警報が発表された場合、区本部の要請に応じて職員を派遣し、土砂

災害発生時の対応や応急資材整備（防災シート等）の実施にあたり、技術的なアドバイスをするなど、

区と連携した対応を行う。 

○ 市（建築局）は、市内で崖崩れが同時多発するおそれがある場合は、崖崩れ対策本部を設置して、

区役所等と連携を図り崖崩れの情報収集や現地調査等を実施する。 

 

第３節 施設の応急復旧 

○ 道路は、法面崩壊、盛土欠壊、路面埋没等が予想されるが、被災直後、緊急に最小限の交通路を確

保する必要があることから、市は、迂回路等を確保するとともに、施設の緊急復旧を行う。 

○ 鉄道は、線路施設、電気施設の破損等の被害が予想されるが、緊急輸送のため確保すべき路線から

重点的に復旧する。 

○ 河川、海岸、急傾斜地崩壊防止施設等の国土保全施設に被害が発生した場合は、二次災害防止のた

め、市及び施設管理者は連絡を密にし、堆積土砂の除去、土留工事等による応急復旧を実施する。 

○ 通信事業者は、緊急に現地や避難場所等に臨時の通信機能を確保するとともに、電話回線等が被災

した場合には、その応急復旧を行う。 

○ 電気、ガス、水道施設等のライフライン施設は、その社会的、経済的重要性から早期復旧に努める。 
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第５章 避難 

 

第１節 風水害（一定の程度において、発生が予測できる災害）時の避難行動 

１ 避難行動の基本 

○ 避難行動は、数分後から数時間後に起こるかもしれない災害から、命を守るための行動である。居

住地の地形、住宅構造、家族構成等によりとるべき避難行動や避難のタイミングが異なることから、

風水害等の自然災害に対しては、市民等が自らの判断で避難行動をとることが原則かつ重要である。 

○ 市民等は、自らの命は自らが守るという意識を持ち、避難指示等が発令された場合は勿論のこと、

発令される前であっても、警戒レベル相当情報等に留意し、災害が発生する前に、自らの判断で自発

的に避難行動をとる。特に、避難行動に時間を要すると予想される場合は、早期の避難を考慮する。 

 

２ 風水害時の避難行動のパターン 

(1) 立ち退き避難（水平避難） 

避難場所、近くの高台、公園、近隣の高い建物、強度の強い建物など安全な場所に避難する。 

(2) 屋内安全確保 

ア 建物（屋内）の２階以上の安全を確保できる高さへの避難（垂直避難） 

イ 夜間、危険が差し迫っている場合など、屋外へ避難することでかえって命に危険を及ぼしかね

ない場合は、建物内のより安全な場所へ待避する。 

 

第２節 避難指示等 

１ 避難指示等の発令及び避難行動の目安 

○ 区本部長又は市本部長は、風水害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、住民等の迅

速かつ円滑な避難行動を促すため、避難指示等を発令する。早い段階での高齢者等避難の指示、屋内

での安全確保措置の指示等、災害の性質及び発災時の状況、対象者等を考慮して発令する。 

○ 避難指示等は、危険の切迫性に応じて伝達文を工夫し、対象者を明確にするとともに、対象者ごと

にとるべき避難行動がわかるようにする。５段階の警戒レベル及び対応する避難等行動の促進を伝達

する等、市民等の積極的な避難行動を喚起する。 

 (1) 【警戒レベル１】早期注意情報（警報級の可能性） 

  ○ 気象庁が発表する。 

○ 市民等は、防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。 

  (2) 【警戒レベル２】注意報 

  ○ 気象庁が発表する。 

  ○ 市民等は、ハザードマップ等により、災害リスク、避難場所及び避難経路、避難のタイミング

等の再確認、避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に備えて自らの避難行動を確認する。 

(3) 【警戒レベル３】高齢者等避難 

○ 区本部長又は市本部長は、避難の準備を促すため、災害が発生するおそれがある場合等におい

て必要と認める地域の住民等に対し、高齢者等避難を発令する。 

○ 市民等のうち、避難に時間を要する高齢者等の災害時要援護者は、立ち退き避難する。 

○ 市民等は、立ち退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等に注意を

払い、自発的に避難を開始するよう努める。特に、他の水災害と比較して突発性が高く予測が困

難な土砂災害は、避難準備が整い次第、立ち退き避難するよう努める。 

(4) 【警戒レベル４】避難指示 
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○ 区本部長又は市本部長は、災害のおそれがある場合等において特に必要と認める地域の住民等

に対し、避難行動が必要な地域を示して発令する。 

○ 災害が発生するおそれが極めて高い状況であることから、市民等は、緊急的に避難する。指定

緊急避難場所等の避難場所等への立ち退き避難に限らず、近隣の安全な場所・建物等への避難を

行う。屋外が危険な場合は、命が助かる可能性を高める避難行動として、屋内安全確保を行う。 

(5) 【警戒レベル５】緊急安全確保 

○ 区本部長又は市本部長は、災害が切迫している場合、又は既に災害が発生している場合におい

て、地域の住民等に対し、命を守るための最善の行動を促すため、緊急安全確保を発令する。 

○ 災害が切迫している状況、又は既に災害が発生している状況であることから、市民等は、命を

守るための最善の行動をとる。 

 

２ 大雨（内水）に関する発令基準及び解除の目安 

 (1) 発令基準 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高
齢
者
等
避
難 

□ レベル３大雨警報が発表され、夜間から明け方に台風の接近、通過又は線状降
水帯の形成が予想され、多量の降雨が見込まれる場合（夜間から明け方に避難指
示の発令が予想される場合） 

□ 昼間でも、台風などによりレベル４大雨危険警報の発表が予想され、風雨の影
響により避難に支障が生じる可能性があり、市民に早めの避難を呼びかける必要
がある場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示 

□ レベル４大雨危険警報が発表され、キキクル（危険度分布）で「危険（紫）」の
格子の点灯を確認した場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊
急
安
全
確
保 

□ レベル５大雨特別警報が発表された場合 
□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

 (2) 発令 

   区本部長又は市本部長は、発令基準に達した場合、発令する。 

(3) 解除の目安 

ア 発令中のレベル３大雨警報が解除され、区域内の浸水のおそれが解消したと判断できる場合 

イ 発令中のレベル４大雨危険警報又はレベル５大雨特別警報が解除され、キキクル（危険度分

布）で「警戒（赤）」以下の表示となり、区域内の浸水のおそれが解消したと判断できる場合 
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３ 河川（洪水）に関する発令基準及び解除の目安 

○ 河川に係る発令基準及び発令 

(1) 洪水予報河川 

ア 発令基準 

 

 

 

イ 発令 

 ○ 区本部長又は市本部長は、発令基準に達した場合、発令する。 

ウ 解除の目安 

(ｱ) 避難指示等の判断基準に該当しなくなったと認められる場合 

(ｲ) 河川水位の低下等により、家屋への浸水被害がないと認められる場合 

(ｳ) 滞水地域から水が引き、日常生活に支障がないと認められる場合 

※ 指定緊急避難場所等での避難者の有無は考慮しない（以下、各項同じ。）。 

(2) 水位周知河川等※及び水位周知河川以外の小河川 

   ※ 一部水位計には、避難判断水位又は氾濫危険水位が設定されていない。 

  ア 発令基準 

 洪水予報河川（鶴見川、多摩川） 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高
齢
者
等
避
難 

□ レベル３氾濫警報が発表、または、避難判断水位に到達し、上流域の降雨等によ
り、引き続き水位上昇が見込まれる場合 

□ 夜間から明け方に台風の接近、通過又は線状降水帯の形成が予想され、多量の降
雨が見込まれる場合（夜間から明け方に避難指示の発令が予想される場合） 

□ 漏水等が発見された場合 
□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示 

□ レベル４氾濫危険警報が発表された場合 

□ 氾濫危険水位に到達した場合 

□ レベル２氾濫注意報が発表され、 

 

□ 急激な水位上昇による氾濫のおそれがある場合 
□ 台風が夜間から明け方に接近、通過し、大雨警報等の発表など多量の降雨が予

想される場合 
□ 異常な漏水等が発見された場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊
急
安
全
確
保 

□ レベル５氾濫特別警報が発表された場合 

警戒レベル４を発令した後に、以下項目に該当する場合 

□ 垂直移動等の緊急的に安全を確保する行動を求める場合 
□ 災害が切迫している状況である場合 

・ 越水・溢水のおそれがある場合 
・ 異常な漏水の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まった場合 
・ 樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合 

□ 決壊や越水・溢水が発生している場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

□ 国・県（河川管理者）からの通報を覚知した場合 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高
齢
者
等
避
難 

水位周知河川 その他の河川 

□ レベル３大雨警報やレベル３氾濫警戒情

報が発表され 

□ レベル３大雨警報が発表され、キ

キクル（危険度分布）で「警戒（赤）」

が表示された河川について、 
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イ 発令 

 ○ 区本部長又は市本部長は、発令基準に達した場合、発令する。 

ウ 解除の目安 

(ｱ) 避難指示等の判断基準に該当しなくなったと認められる場合 

(ｲ) 河川水位の低下等により、家屋への浸水被害がないと認められる場合 

(ｳ) 滞水地域から水が引き、日常生活に支障がないと認められる場合 

※ 指定緊急避難場所等での避難者の有無は考慮しない（以下、各項同じ。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 避難判断水位に到達し、上流域の降雨等により、引き続き水位上昇が見込まれる

場合 

□ 夜間から明け方に台風の接近、通過又は線状降水帯の形成が予想され、多量の降

雨による水位上昇が見込まれる場合（夜間から明け方に避難指示の発令が予想され

る場合） 

□ 漏水等が発見された場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示 

□ レベル４大雨危険警報又はレベル４氾濫

危険情報が発表され、キキクル（危険度分布）

で「危険（紫）」の点灯を確認した場合 

□ レベル４大雨危険警報が発表、対

象河川がキキクル（危険度分布）で

「危険（紫）」が表示され、引き続き

水位の上昇が見込まれる場合 

□ 氾濫危険水位に到達した場合 

□ 氾濫注意水位を超えた状態で、 

□ レベル２大雨注意報が発表され、

対象河川がキキクル（危険度分布）で

「注意（黄色）」が表示された場合で、 

 

□ 急激な水位上昇による氾濫のおそれがある場合 

□ 台風が夜間から明け方に接近、通過し、多量の降雨による水位上昇が予想される

場合 

□ 異常な漏水等が発見された場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊
急
安
全
確
保 

□ レベル５大雨特別警報又はレベル５氾濫

発生情報が発表された場合 

□ レベル５大雨特別警報が発表され

た場合 

警戒レベル４を発令した後に、以下項目に該当する場合に発令することができる。 

□ 垂直移動等の緊急的に安全を確保する行動を求める場合 

□ 災害が切迫している状況である場合 

・ 越水・溢水のおそれがある場合 

・ 異常な漏水の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まった場合 

・ 樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合 

□ 決壊や越水・溢水が発生している場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

□ 県（河川管理者）からの通報を覚知した場合 
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４ 土砂災害に関する発令基準及び解除の目安 

 (1) 発令基準 

 
即時避難指示対象区域 土砂災害警戒区域 

左記以外 
の崖地 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高
齢
者
等
避
難 

レベル３土砂災害警報が発表され、 ― 

 □ 日没から日出までの間に、台風などにより
レベル４土砂災害危険警報の発表が予想さ
れ、風雨の影響により避難に支障が生じる可
能性があり、市民に早めの避難を呼びかける
必要がある場合 

□ 昼間でも、台風などによりレベル４土砂災
害危険警報の発表が予想され、風雨の影響に
より避難に支障が生じる可能性があり、市民
に早めの避難を呼びかける必要がある場合 

－ 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示 

□ レベル４土砂災害危険警報が発表され、 ― 

 □ キキクル（危険度分布）で「危険（紫）」
が点灯している場合 

□ キキクル（危険度分
布）で「危険（紫）」が
継続して点灯した場
合 

－ 

□ 過去の土砂災害等を勘案して市本部及び区本部が必要と認める区域 
□ 土砂災害の前兆現象が発見された場合 

□ レベル３土砂災害警報が発表されている状
況で、 

 ・ 記録的短時間大雨情報が発表された場合 
 ・ 線状降水帯に関する気象防災速報が発表さ

れた場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要
と認める場合 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊
急
安
全
確
保 

□ レベル５土砂災害特別警報が発表され、キキクル（危険度分布）で「災
害切迫（黒）」が点灯した場合 

― 

警戒レベル４を発令した後に、以下の項目に該当する場合に発令することができる。 

□ 垂直移動等の、緊急的に安全を確保する行動を求める場合 
□ 災害が切迫している状況である場合 

・ 即時避難指示対象区域において、レベル４土砂災害危険警報が発表されており、
さらに気象防災速報（記録的短時間大雨）が発表された場合 

・ 土砂災害の前兆現象が発見された場合 
・ 避難指示による立ち退き避難が十分でなく、再度、立ち退き避難を住民に促す
必要がある場合 

□ 土砂災害が発生した場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

(2) 発令 

   区本部長又は市本部長は、発令基準に達した場合、発令する。 

 (3) 解除の目安 

発令中のレベル３土砂災害警報～レベル５土砂災害特別警報が解除され、降雨状況やキキクル

（危険度分布）等から区域内の土砂災害のおそれが解消したと判断できる場合 
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５ 高潮に関する発令基準及び解除の目安 

 (1) 発令基準 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高
齢
者
等
避
難 

□ レベル３高潮警報が発表され、 

 

□ 日没から日出までの間に、台風などによりレベル４高潮危険警報の発表が予
想され、風雨の影響により避難に支障が生じる可能性があり、市民に早めの避
難を呼びかける必要がある場合 

□ 昼間でも、台風などによりレベル４高潮危険警報の発表が予想され、風雨の
影響により避難に支障が生じる可能性があり、市民に早めの避難を呼びかける
必要がある場合 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示 

□ レベル４高潮危険警報が発表され、キキクル（危険度分布）で「危険（紫）」の
格子の点灯を確認した場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊
急
安
全
確
保 

□ レベル５高潮特別警報が発表された場合 
□ 県（海岸管理者）からの通報を覚知した場合 

□ 市本部長又は区本部長が必要と認める場合 

 (2) 発令 

   区本部長又は市本部長は、発令基準に達した場合、発令する。 

(3) 解除の目安 

ア 発令中のレベル３高潮警報が解除され、区域内の浸水のおそれが解消したと認められる場合 

イ 発令中のレベル４高潮危険警報又はレベル５高潮特別警報が解除され、キキクル（危険度分

布）で「警戒（赤）」以下の表示となり、区域内の浸水のおそれが解消された場合 

 

第３節 避難場所の開設 

○ 市（各区）は、避難指示等を発令した場合は、原則として、指定緊急避難場所を開設する。災害

の状況により必要と認める場合は、あらかじめ指定する指定緊急避難場所以外の施設等を施設管理

者等の同意のうえ避難場所として開設することができる。 

○ 市（各区）が、指定緊急避難場所を開設する場合において、当該市立学校等の地域防災拠点運営

委員会等の地域住民は、必要に応じて施設の開錠などについて協力する。当該学校の教職員は、開

設を支援する。 



 

 

 

 

 

 

第３部 

応急対策 

その他自然災害対策編 

 
 



 

目次 

 
第１章 雪害対策 ......................................................................... 1 

１ 情報の収集及び伝達 ............................................................... 1 

２ 道路交通及び輸送の確保 ........................................................... 1 

３ 被災者等の受入れ ................................................................. 1 

４ 施設管理者の対策 ................................................................. 1 

５ その他 市の対策 .................................................................. 1 

第２章 火山災害対策 ..................................................................... 2 

第１節 火山噴火警報等 ................................................................. 2 

第２節 避難 ........................................................................... 2 

第３節 情報受伝達等 ................................................................... 2 

第４節 消防活動 ....................................................................... 2 

第５節 交通対策 ....................................................................... 2 

第６節 都市機能・ライフライン等の応急復旧 ............................................. 3 

１ 道路 ............................................................................. 3 

２ 鉄道 ............................................................................. 3 

３ 電気 ............................................................................. 3 

４ 水道 ............................................................................. 3 

５ 下水道 ........................................................................... 3 

第７節 宅地等の降灰対策 ............................................................... 4 

１ 宅地等 ........................................................................... 4 

２ 河川 ............................................................................. 4 

３ 農作物・畜産 ..................................................................... 4 

第８節 火山灰の収集・処分等 ........................................................... 4 

第９節 健康被害への対策 ............................................................... 5 

第 10 節 施設管理者等の対策 ............................................................ 5 

第 11 節 業務継続 ...................................................................... 5 

 

 

 



Ⅲ(自然)－1 

第１章 雪害対策 

 

１ 情報の収集及び伝達 

○ 市（各区局）は、気象・積雪情報、ライフライン・交通情報、所管する施設・区域における人的・

物的被害状況、市民の避難・帰宅困難者等の状況等について、収集し、把握する。 

 

２ 道路交通及び輸送の確保 

○ 市は、道路、交通機能に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、計画的に除雪を行う。道路・交

通政策局、土木事務所及び港湾局は、道路交通を確保するため、主要道路、バス路線などを重点に早

い段階から降雪対策を行い、必要に応じて凍結防止対策を講じる。消防局は、消防水利確保のための

除雪を行う。 

○ 市（交通局）は、道路・交通政策局及び土木事務所と連携して、市営バスの運行確保に努める。ま

た、市営地下鉄の除雪用列車等必要な措置を講ずる。 

 

３ 被災者等の受入れ 

○ 市（各区）は、家屋損壊等による被災者が発生した場合は、地域防災拠点、地区センター、スポー

ツセンター、公会堂などの公共施設を避難場所として提供し、毛布等の供給など必要な協力を行う。 

○ 公共交通機関の途絶により帰宅困難者が発生し、交通機関等から要請があった場合かつやむを得な

い場合は、市（各区）は、駅周辺の一時滞在施設などを活用して受入れを行う。 

 

４ 施設管理者の対策 

○ 市（施設所管区局）及び施設管理者は、除雪・融雪等の措置を講じ、利用者等の安全を確保する。

また、施設の開設状況、大雪・道路交通に関する情報など、適宜、利用者等に情報を提供する。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、市本部設置時において、市民生活に大きく影響を及ぼすと予想

される市民利用施設の情報などについて、適時、広報を実施する。 

 

５ その他 市の対策 

○ 市（みどり環境局）は、公園の倒木等による二次災害を防止する。また、農業用施設等の被害状況

の把握及び関係機関との調整を行う。 

○ 市（資源循環局）は、ごみ収集作業実施のため、収集計画の作成、処理施設等の受入確保等、除雪、

凍結防止等必要な措置を講じる。 

○ 市（建築局）は、状況に応じて、崖地対策を講じる。 

○ 市（経済局）は、市場を維持管理するとともに、流通状況を把握する。 

○ 市（消防局）は、救急要請の増加に対応するため、救急隊、指令管制員を増強する。 
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第２章 火山災害対策 

 

第１節 火山噴火警報等 

○ 気象庁は、火山活動の観測・監視、評価を行い、居住地域又は火口周辺に危険を及ぼす噴火の発生

又は拡大が予想される場合は、噴火警報を発表する。警戒が必要な範囲に居住地域が含まれる場合は

「噴火警報（居住地域）」、含まれない場合は「噴火警報（火口周辺）」とする。 

○ 気象庁は、火山活動が静穏な状態が予想される場合に、噴火予報を発表する。噴火警報の解除は、

噴火予報として発表する。 

○ 気象庁は、富士山など噴火警戒レベルを導入する火山では、噴火警報又は噴火予報と併せて発表す

る。噴火警戒レベルは、火山活動の状況を、噴火時等の危険範囲、住民・登山者・入山者等がとるべ

き防災行動を踏まえて５段階に区分した指標で、各区分に「避難」、「高齢者等避難」、「入山規制」、「火

口周辺規制」、「活火山であることに留意」を付して発表する。 

○ 気象庁は、噴火の発生事実を端的かつ迅速に発表し、周辺住民や登山者等が身を守る行動を取るた

めの情報として、噴火速報を発表する。ただし、恒常的に噴火している火山において同規模の噴火が

発生した場合、噴火の規模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確認できない場合は発表しない。 

○ 気象庁は、降灰予報として、降灰の範囲及び降灰量等について、「噴火前」、「噴火直後」、「噴火後」

に分けて発表する。降灰量は、降灰の厚さにより、「多量」、「やや多量」、「少量」に区分する。 

 

第２節 避難 

○ 市本部長又は区本部長は、大量の降灰により、建物等の倒壊、土石流、河川の氾濫等の危険性があ

ると判断した場合は、警戒区域の設定、避難指示等の発令などの避難に関する措置を実施する。 

○ 避難等の判断に当たっては、層厚 30cm 以上の降灰で降雨があった場合は木造建物が全壊するおそ

れがあること、10cm 以上で土石流が発生するおそれがあることなどに留意する。 

○ 降灰等があった場合は、原則として、屋内に退避することとし、できるだけ降灰が屋内に入らない

よう窓を閉めるなどの措置を講ずる。 

 

第３節 情報受伝達等 

○ 市及び防災関係機関は、共通対策に準じて、情報受伝達を実施する。降灰状況等の報告に当たって

は、①降灰の有無・堆積の状況、②降灰の程度（層厚等）、③被害等の状況、④降灰時間、⑤構成粒子

の大きさ・特徴等を報告する。 

○ 市及び防災関係機関は、被害の拡大防止及び市民生活の早期安定を図るため、共通対策に準じて、

広報を実施する。主な広報事項は、①火山灰の特性及び注意事項、②降灰による健康被害防止に関す

る事項、③噴火警戒レベルに応じた噴火の状況、安全情報等の提供、④除灰に関する事項等とする。 

○ 市（みどり環境局）は、大気汚染の監視を行う。 

 

第４節 消防活動 

○ 消防活動は、降灰による影響を考慮する。消火栓の水圧低下及び河川等への降灰によるポンプ等へ

の影響の考慮、通行可能な道路の把握及び経路等選定、電子機器等の防護措置を実施する。 

 

第５節 交通対策 

○ 降灰時には、視界不良による衝突事故及びスリップ事故等の急増が予想されることから、県警察は、

共通対策に加えて、次のとおり交通規制を実施する。 
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１ 降灰の範囲や規模等、交通情報の収集に努め、交通障害の実態把握を行う。 

２ 広域的な降灰発生時は、交通規制について、必要な措置を講ずる。また、隣接市町等に通じる国

道その他の幹線道路については、関係する警察本部と連携を密にし、交通秩序の維持に努める。 

 

第６節 都市機能・ライフライン等の応急復旧 

１ 道路 

○ 道路管理者は、道路、その他の道路施設における降灰による被害を調査して、関係機関に周知する

とともに、努めて早期に除灰を行い、その復旧を図る。道路啓開方針の策定要領は共通対策に準ずる。 

○ 除灰作業の優先順位は、原則として、①緊急交通路・緊急輸送路、②災害応急対策に必要となる施

設（区役所・消防署・物資集配拠点等）に接続する道路、③交通量が多い道路等、市民生活の早期安

定のため市本部長が必要と認める道路とする。 

○ 市（道路・交通政策局）は、協定等に基づき、道路清掃事業者及び建設事業者に除灰作業への協力

を要請する。また、必要に応じて、他都市に対して、相互応援協定等に基づく、人員及び資機材の応

援を要請する。 

○ 除灰作業に当たっては、道路の側溝等に流さないよう留意する。万一流入した場合は、事業者等の

協力を得るなど、早期に除去作業を行う。 

○ 宅地等の除灰作業等に大量の水を必要とするため、道路等の除灰作業に当たっては、可能な限り、

工業用水や河川の水等を活用する。 

 

２ 鉄道  

○ 鉄道事業者は、軌道、踏切、その他の鉄道施設における降灰による被害を調査して、関係機関に周

知するとともに、早期の復旧を図る。 

 

３ 電気 

○ 東京電力パワーグリッド(株)及び(株)JERA は、災害により電力設備に被害があった場合には、二次

災害を防止し、速やかに応急復旧を行い、社会公共施設としての機能を維持する。 

 

４ 水道 

○ 市（水道局）は、水道水の水質及び供給を維持するために必要な措置を講ずる。 

○ 浄水施設においては、原水水質に応じた処理及び必要な措置、降灰被害軽減のための施設への覆い

の設置、機器損傷を防ぐための除灰作業、処理能力低下等の被害発生時における他系統からのバック

アップによる対応等を行う。 

○ 配水施設においては、露出管路、ポンプ施設等の制御設備の状況を確認し、必要な処理を行う。 

○ 水道施設に被害を生じた場合は、速やかに復旧活動を行う。 

○ 市（水道局）は、水質悪化、電力及び薬品等の供給停止により浄水処理が停止となり、断水となる

場合は、応急給水を行う。 

 

５ 下水道 

○ 市（下水道河川局）は、降灰時においても水処理機能、雨水排水機能を維持するために必要な措置

を講ずる。 

○ 下水道施設に被害が生じた場合は、主要施設から復旧を図り、影響を最小限にするよう努める。 

○ 管きょ内に降灰が流入し、詰まりが生じた場合は、清掃等の必要な措置を講じる。 
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○ 水再生センター及びポンプ場は、降灰の流入による施設の機能低下を防止するため、施設を点検し、

異常が確認された場合は、施設の閉塞、汚泥の流出防止のための汚泥の引き抜き量、送泥量の管理を

行うなどの必要な措置を講じる。 

 

第７節 宅地等の降灰対策 

１ 宅地等 

○ 宅地等における降灰の除去、障害の軽減は、原則として、所有又は管理等を行う者が自ら実施する。

除去した降灰は、市が指定する「宅地内降灰指定置場」に集積する。 

○ 除灰作業に当たっては、火山灰を道路の側溝等に流さないよう留意する。 

 

２ 河川 

(1) 監視・警戒 

○ 市（下水道河川局、土木事務所、消防署等）は、常時監視に加えて、多量の降灰が予測される

ときは、監視及び警戒を強め、事態に即応する措置を講ずる。（非常警戒） 

○ 常時監視警戒及び非常警戒に当たっては、重要水防区域及び箇所、浸水想定区域、護岸工事等

の施工中の箇所、浸水履歴のある箇所に重点を置く。 

(2) 河床上昇による洪水への対策 

○ 横浜地方気象台は、降灰状況に応じて、大雨警報・注意報の暫定運用基準を検討し、運用する。 

○ 市は、横浜地方気象台及び県の助言を参考に、大雨による避難指示等発令の暫定運用基準を検

討し、運用する。 

(3) 除灰 

○ 降灰により河床上昇が発生した河川の管理者は、浸水が発生する可能性が高い箇所、浸水によ

る被害が大きくなると予測される箇所を優先に、順次、河床に堆積した火山灰の除灰を行う。 

 

３ 農作物・畜産 

○ 市（みどり環境局）は、生産者等に対し、次のとおり処置を行うよう周知する。 

(1) 野菜、花木の生産者等は、応急処置として、作物、ビニール、トンネル等の灰を落とすとともに、

土壌の酸度矯正等の処置を行う。事後措置として、収穫物、ビニールハウスの洗浄、ビニールの取

替、有機物等を用いた土壌改良、追肥・中耕の実施、代替作物の作付けなどを行う。 

(2) 果樹の生産者等は、応急処置として、樹体の除灰を実施する。事後措置として、土壌の酸度矯正、

降灰の園外への排出などを行う。 

(3) 畜産の生産者等は、応急処置として、降灰直後の家畜への飼料作物の給与を控えるとともに、畜

体及び畜舎の除灰、土壌酸度矯正、灌漑施設による散水、サイレージ前の予乾等を行う。事後措置

として、青刈り、牧草類は降灰をよく落としてから与え、多量に付着している場合は給与を控える。 

 

第８節 火山灰の収集・処分等 

○ 火山灰の収集、市が指定する集積場所等までの運搬は、原則として、土地の所有者又は管理者が行

う。なお、集積場所等への運搬開始の時期は、市が道路除灰状況等を勘案し指示する。 

○ 市は、収集した火山灰（宅地以外への降灰）を一時的に保管するため、市、国、県等が所有する遊

休地、公園等の土地を関係者等と調整し、仮置き場として確保する。市域の降灰状況等、並びに除灰

及び運搬の効率性を勘案して仮置き場を指定し、必要に応じて、一次、二次仮置き場を指定する。 

○ 宅地内降灰指定置場に集積された火山灰の仮置き場までの運搬は、市（資源循環局）又は収集請負
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業者等が行う。火山灰の運搬は、一般廃棄物とは別に行い、飛散しないよう努める。 

○ 市（防災・危機管理統括本部、関係局）は、火山灰（宅地以外への降灰）の運送及び処分等、現時

点において定めのない事項について、国及び県と連携して、方策の立案を行う。 

 

第９節 健康被害への対策 

○ 市（医療局、各区）は、健康被害への対策として、目及び呼吸器の保護などを市民等へ広報する。

主な広報事項は、①ゴーグル、マスクの着用等、②外出をなるべく控えること（特に呼吸器系の基礎

疾患を有する方は注意を要すること）、③帰宅時のうがい、手洗い、洗顔等、④火山灰が目に入った場

合は流水で洗い流すこと、等とする。 

○ 市（医療局、各区）、市民等からの健康相談に対応する。 

○ 除灰作業に従事する者（市職員、事業者等を含む。）は、火山灰に長時間暴露することとなるため、

作業中はマスク等の保護具を着用する。また、作業の責任者は、交代要員の確保についても配意する。 

 

第 10 節 施設管理者等の対策 

○ 市（各区局）は、降灰が予測された場合は、直ちに、窓を閉める、出入口を限定する、全館空調換

気システム等を運転停止して吸排気口を保護するなど、火山灰の建物内への侵入防止措置を実施する。

また、停電に備え、非常用電源の確保、非常用発動発電機への火山灰侵入防止措置などを実施する。 

○ 市（各区局）は、降灰が予測された場合は、不要不急の車両の使用を控える。運行中であれば、速

やかに帰庁し、可能な限り地下駐車場などの屋内への移動を実施する。また、必要に応じて、吸気へ

の火山灰侵入防止措置などを実施する。 

○ 市（消防局）は、大気中の火山灰の濃度が飛行可能な範囲であっても、災害対応のため、緊急かつ

やむを得ない場合を除き、航空機（消防局ヘリコプター）の運航を控え、格納庫内に移動させる。 

○ 市（こども青少年局、教育委員会事務局、各学校）は、児童生徒の安全を確保する。 

○ 市（各学校）は、市域において降灰予報が発表された場合は、原則として休校とする。降灰予報の

発表時刻に応じて、児童生徒の登校前の臨時休校措置をとる、又は登校している児童生徒について保

護者への引き渡し等により安全に下校させるものとする。 

○ 市（各学校）は、降灰が継続している間は、原則として休校とするが、降灰の程度を踏まえ、児童

生徒の安全確保及び学校活動に支障がない場合は、学校長の判断で教育活動を継続又は再開できる。 

 

第 11 節 業務継続 

○ 原則として、市の窓口業務は可能な限り継続し、市民生活に過度の制限をかけないよう留意する。 
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第１章 大規模な火災対策 

 

第１節 防災関係機関の主な活動 （◎：主務機関  ○：協力機関） 

関係機関 

 

主な活動 

防災 

協議会 

（企業） 

警察 
ガス 

事業者 

電力 

事業者 
消防局 

市 

（市本部） 

区 

（区本部） 

通報 ◎    ○   

初期消火・避難等 ◎       

現場指揮本部 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 

情報収集 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

警戒区域の設定 ○ ○   ◎   

人命検索・救助 ○ ○   ◎   

消火活動・水損防止 ○    ◎   

避難誘導 ○ ○   ◎  ○ 

救急・救護活動 ○ ○   ◎   

電路遮断 ○   ◎    

ガス緊急遮断 ○  ◎  ○   

排煙・排熱活動 ○    ◎   

現場広報  ○   ◎ ○ ◎ 

群衆整理  ◎   ○   

被害状況調査収集 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

 

第２節 地下街等及び高層建築物等関係者の応急活動 

○ 地下街等及び高層建築物等の所有者又は管理者等の関係者は、火災の発生を覚知したときは、消防

局に通報する。 

○ 地下街等及び高層建築物等関係者は、地下街等又は建築物内の利用者等に対して、非常放送設備等

により火災の発生を通報するとともに、避難誘導を行う。自衛消防隊等の避難誘導を担当する従業員

等は、利用者等の混乱防止に努め、迅速かつ安全に屋外に通じる階段へ誘導し、避難させる。 

○ 地下街等及び高層建築物等関係者は、自らの消防計画に基づき、応急活動を実施する。 

○ 地下街等及び高層建築物等関係者は、消防隊等が火災の現場に到着するまで、消火若しくは延焼の

防止又は人命の救助を行うものとする。 

○ 地下街等及び高層建築物等関係者は、公設消防隊が現場到着した際は、出火点、初期消火状況、人

命危険及び避難状況、消防用設備の作動状況、危険物等の状況などの情報を提供する。 

○ 防災組織の各社共同防火管理協議会は、火災の通報を覚知した際は、協議会加入各社に連絡すると

ともに、対策本部を設置し、各社に応援出場、情報収集、伝達の要請等を実施する。対策本部は、火

元自衛消防隊から応援要請があり、又はその必要があると認めるときは、加入各社に応援要請を行う。 

○ 火元直近建物の自衛消防隊は、消火、避難誘導等の活動に協力する。 

 

第３節 消防活動 

○ 市（消防局）は、災害出場計画に基づき、火災の規模に応じた消防隊等を出場させる。災害の状況

により、増強隊を出場させ消防活動の万全を図る。 

○ 市（消防局）は、災害状況に応じて、消防警戒区域を設定し、関係者以外の者、車両等の出入りを
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禁止又は制限する。 

○ 消防活動の主眼は、情報収集、人命検索・救助、避難誘導、排煙・排熱活動、消火活動、水損防止、 

災害情報等の消防広報、群衆の整理とする。 

 

第４節 避難 

○ 市本部長又は区本部長は、火災の延焼拡大又はガス等の流出拡大により、居住者、滞在者その他の

者に生命の危険が及ぶと認める場合は、避難指示を発令する。 

○ 市（各区）は、地下街等及び高層建築物等の管理者の要請、若しくは現場の状況に応じて避難者の

受入れに対応する。 
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第２章 大規模な爆発対策 

 

第１節 防災関係機関の主な活動 （◎：主務機関  ○：協力機関） 

 

関係機関 

 

主な活動 

① ② 共通 

防災 

協議会 

（企業） 

ガス 

事業者 

ガス 

事業者 
県警察 

電力 

事業者 
消防局 

市 

(市本部） 

区 

(区本部） 

通報 ◎ ○ ◎   ○   

初期消火・避難等 ◎  ◎      

ガス需要家遮断 ◎  ◎      

現場指揮本部 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 

情報収集 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

ガス検知 ○ ◎ ◎   ○   

警戒区域の設定 ○ ○ ○ ○  ◎   

避難誘導 ○  ○ ○  ◎  ○ 

ガス導管遮断  ◎ ◎   ○   

電路遮断 ○  ○  ◎    

人命検索・救助 ○  ○ ○  ◎   

消火活動 ○  ○   ◎   

救急・救護活動 ○ ○ ○ ○  ◎   

排煙・排熱活動 ○  ○   ◎   

現場広報    ○  ◎ ○ ◎ 

群衆整理    ◎  ○   

被害状況調査収集 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

①地下街等における災害 ②都市ガス施設における災害 

第２節 発災施設関係者の応急活動 

○ 地下街等の発災施設関係者は、ガス漏洩又は爆発時には、自らの消防計画に基づき活動する。ガス

監視盤に異常が表示された場合には、保安係員は速やかに現場に出向し、状況を確認して防災センタ

ーに報告する。また、市（消防局）及び東京ガスネットワーク(株)保安指令センターへ通報する。 

○ 発災施設関係者は、ガス検知、火気の使用禁止、周辺シャッターの閉鎖、排煙機・自然排煙口によ

る漏洩ガスの拡散・排出を行う。また、警戒線及び立入禁止区域の設定を行うほか、状況に応じたガ

ス供給の緊急遮断を行い、拡散防止を図る。 

○ 発災施設関係者は、漏洩ガス濃度が危険範囲（警報設定値）を超えるおそれがある場合は、周辺の

者の立入禁止及び緊急避難の指示、並びに自衛消防隊員による緊急避難誘導を実施する。 

○ 発災施設関係者は、ガス洩れ発生場所及び状況の伝達と併せて、火気使用厳禁及び電気スイッチ等

の点滅禁止について非常放送等により徹底を図る。 

 

第３節 消防及び関係機関の活動 

○ 市（消防局）は、災害出場計画に基づき、災害の規模に応じた消防隊等を出場させる。また、災害

の状況により、増強隊を出場させ消防活動の万全を図る。 

○ 市（消防局）は、現場における指揮体制を確立し、総合的に消防活動を実施するため、発災施設関

係者、ガス事業者等を指揮本部要員に加え、現場指揮本部を設置する。 

○ 現場指揮本部は、近隣建物へのガス流入防止、周辺の者への広報・避難指示、増強出場要請、必要



Ⅲ(都市)－4 

資機材の確保、消防隊の進入活動の保護安全等の方策を協議し、協力して実施する。消防隊の現場活

動は、発災施設関係者、ガス事業者等と連携して実施する。 

○ 事故概況の把握は、ガス流動範囲、漏洩・事故発生箇所、経過時間、電路・ガス遮断の状況、負傷

者発生状況について行う。市（消防局）及びガス事業者は協力して、ガス濃度の検知を行う。 

○ 市（消防局）は、災害の規模及び状況に応じて、必要と認める場合は、火災警戒区域を設定して周

辺の者の安全確保及び二次災害の防止をする。警戒区域は、気象及び災害等の状況に応じて拡大又は

縮小する。 

○ 消防隊、警察官、ガス事業者、施設関係者等は、警戒区域への立入禁止、火気厳禁、車両の乗入禁

止を周辺の者に指示する。警察官は、交通機関の規制を行う。 

○ ガスの遮断措置は、原則としてガス事業者等が行う。消防活動の現場最高指揮者は、ガスの遮断措

置を必要と認める場合は、ガス事業者に要請する。ただし、消防隊等がガス事業者に先行して災害現

場に到着し、かつガス事業者等の到着が相当遅れることが予想される場合で、災害の状況を総合的に

判断して必要があると認める場合は、消防隊がガスの供給停止措置を行う。 

○ 電路の遮断は、原則として電力事業者が行う。消防活動の現場最高指揮者は、電路の遮断措置を必

要と認める場合は、電力事業者に要請する。 

○ ガスの拡散・排出は、原則として発災施設関係者が行う。ただし、必要に応じて、消防隊が行う。 

○ ガス事業者（東京ガスネットワーク（株））の応急活動は、共通対策に準じる。 

 

第４節 応急復旧 

○ 完全にガスの噴出が停止したことを確認し、かつ被害が拡大するおそれがない場合は、ガス事業者

及び電力事業者は、ガス及び電路の復旧作業を行う。消防隊は、復旧後の安全確認を行う。 

○ 消防活動の現場最高指揮者は、警戒区域を解除した際は、関係機関へ連絡するとともに、住民等周

辺の者に広報する。 

 

第５節 避難 

○ 市（消防局）は、県警察、ガス事業者、自衛消防隊等の関係者と協議し、必要と認める範囲にある

者に対して避難指示を行う。避難誘導は、ガス漏洩が認められる地下街等、その直上階、直下階、隣

接する店舗等からの避難を最優先とし、危険度の高い区域の避難誘導は、原則として消防隊が行う。 

○ 市本部長又は区本部長は、災害の状況及び必要に応じて、避難指示を行う。 

○ 市（区、施設所管局）は、災害の状況及び必要に応じて、避難者の受入れに対応する。 
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第３章 危険物・火薬類・高圧ガス・毒劇物取扱施設及び輸送時災害対策 

 

第１節 防災関係機関の主な活動 （◎：主務機関  ○：協力機関） 

関係機関 

主な活動 企業 県警察 県 
高圧ガス 

防災協議会 
消防局 

市 

（市本部） 

区 

（区本部） 

通報 ◎    ○   

初期消火・避難等 ◎       

現場指揮本部 ○ ○  ○ ◎ ○ ○ 

情報収集 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

警戒区域の設定 ○ ○   ◎ ◎ ◎ 

人命検索・救助 ○ ○   ◎   

消火活動 ○    ◎   

避難誘導 ○ ○   ◎  ○ 

救急・救護活動 ○ ○   ◎   

処理等応急措置 ◎   ○ ○   

処理剤の補給 ◎  ○ ○ 要請  要請 

現場広報 ○ ○   ◎ ○ ◎ 

群衆整理 ○ ◎   ○   

被害状況調査収集 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

 

機関名 危険物 火薬類 毒劇物 高圧ガス 

市 

消防局 ● ● ● ● 

医療局   ●  

みどり環境局   ●  

県 
くらし安全防災局 ● ●  ● 

健康医療局   ●  

(社)神奈川県高圧ガス防災協議会    ● 

 

第２節 応急活動 

○ 災害の発生を覚知した場合は、市（医療局、みどり環境局、防災・危機管理統括本部）、県（くらし

安全防災局、健康医療局）、県警察、県高圧ガス防災協議会等の関係機関で速やかに共有し、応急活動

を行う。 

○ 市（みどり環境局）は、災害現場周辺の状況について規制対象事業所から情報収集に努める。情報

は、防災・危機管理統括本部、消防局及びその他の関係機関に提供する。 

○ 市（みどり環境局）は、災害時における防御活動に際して、汚染物質等のデータを提供する。また、

発災施設の規模、工程、危険物等の種類、数量等の概要について、関係機関に情報提供する。 

○ 市（みどり環境局）は、災害により発生した大気汚染、水質汚濁等の拡大防止のため、事業者に対

し防除活動等の指導又は要請を行う。 

  

第３節 消防活動 

○ 市（消防局）は、特に発災初期には、総力をあげて災害の拡大と二次災害発生の防止を図る。災害

規模・態様に応じた災害出場計画に基づき、消防隊等及び増強隊を出場させ、消防活動を行う。 

○ 災害発生に伴う負傷者、中毒者等に対しては、早期の救命処置が必要であることから、必要に応じ



Ⅲ(都市)－6 

た資機材を活用し、人命の救助救急活動を実施する。 

○ 消防警戒区域又は火災警戒区域の設定、災害の推移による区域の拡大、縮小に配意する。 

○ 消防活動の主眼は、情報収集、人命検索・救助、消火活動、増強の判断・要請、延焼防止活動、避

難誘導、災害情報等の消防広報、自衛消防隊との連携、固定消火設備の活用、関係者の相互連携、漏

洩又は拡散防止策の実施、必要資機材の確保とする。 

○ 火薬類、火工品等取扱施設等で爆発、火災等が発生した場合は、誘爆の危険があると判断して防御

行動をとることを原則とする。 

 

第４節 避難 

○ 市本部長又は区本部長は、必要に応じて、周辺住民に対する避難の指示等を実施する。 

○ 市（各区）は、必要に応じて、避難者の受入れに対応する。 
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第４章 有毒物質漏洩災害対策 

 

第１節 警戒活動 

○ 市及び不特定多数の者が集まる場所・施設の管理者等（指定管理者を含む。以下同じ。）、又は市民

に影響が大きいインフラ施設等の管理者等は、有毒物質等の漏洩災害が発生するおそれがある場合は、

所管施設（所管区域を含む。）の警戒を強化して、災害を未然に防止するとともに、万が一発生した際

には、必要な活動体制を設置して被害を最小化できるよう備える。 

○ 市（施設所管区局）及び施設管理者等は、従業員等による施設の巡回警戒を強化し、また、必要に

応じて、ごみ箱等の使用制限、禁止等を行うとともに、従業員等へ不審物発見時の対応を徹底する。 

○ 市（施設所管区局）及び施設管理者等は、災害発生に備え、避難経路の確認、関係機関との連絡体

制の確保、必要と認める場合は避難場所としての受入体制の確保を行う。 

○ 市（施設所管区局）及び施設管理者等は、利用者への注意喚起として、不審物発見時は触れずに届

け出ること、避難路・避難口を確認するとともに、避難時は従業員等の指示に従うこと等を広報する。 

○ 市（各区局）は、応急活動に必要な資機材の点検及び確保、関係機関との連絡体制の確保を行う。

みどり環境局は、必要に応じて、試験検査体制を確立する。 

○ 市（消防局）は、必要に応じて、多数の者が集まる場所の巡回警戒等を実施する。 

 

第２節 応急活動 

○ 市（施設所管区局）及び施設管理者等は、利用者及び周辺住民等の安全を図るための措置を行う。 

○ 市（施設所管区局）及び施設管理者等は、有毒物質によると思われる災害が発生したときは、警察

及び消防機関に通報する。市所有又は市管理施設の場合は、併せて防災・危機管理統括本部にも通報

する。通報事項は主に、①災害発生日時、場所、概要、②被害者の人数及び状態・症状、③避難誘導

の状況とする。 

○ 市（施設所管区局）及び施設管理者等は、は、不審物、液体、煙等にふれないよう、放送設備等を

用いて利用者に広報する。 

○ 市（施設所管区局）及び施設管理者等は、は、危険と思われる範囲への立ち入りを制限し、利用者、

従業員等を安全な地上に避難誘導する。誘導に当たっては、落ち着いて行動するよう放送設備等を用

いて広報する。必要と認めるときは、施設の使用を禁止する。 

 

第３節 消防活動 

○ 市（消防局）は、火災、一般的な救急事故と同様に、発生場所や負傷者の有無、程度を把握する。

有毒物質等による災害と判断した場合は、毒劇物災害に準じた必要消防隊等を出場させ、活動する。 

○ 効果的な部隊運用、必要な資機材の活用、交代要員の確保等により、消防隊等の安全確保に配意し

て、人命検索、救助活動を行う。 

○ 消防警戒区域は、ガス検知活動、負傷者の発生位置、隊員の活動などを考慮して設定する。 

○ 有毒物質が特定され、処理作業の実施が必要なときは、所有する処理剤、提供された処理剤等を活

用した除染等の必要な措置を実施する。 

 

第４節 有毒物質の調査・情報集約、健康相談への対応 

○ 市（消防局）は、ガス検知を行い、有毒物質の調査、範囲及び濃度を測定し、危険度を把握する。

ガス検知活動により、危険性が判明したときは、直ちに活動各隊に連絡するとともに、市民に広報す

る。有毒物質が不明なときは、みどり環境局に調査を要請する。 
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○ 市（消防局）は、有毒物質に関する情報を集約する。医療局及びみどり環境局は、これに協力する。

必要に応じて、神奈川県警察、自衛隊、東京ガスネットワーク(株)から情報を収集する。 

○ 市（消防局）は、(公財)日本中毒情報センターと有毒物質の調査に関する連絡体制を確立し、情報

収集を行う。 

○ 市（みどり環境局）は、協定を締結する横浜市環境技術協議会に有毒物質の検査を依頼する。  

○ 市（みどり環境局）は、必要に応じて物質の分析を行う。また、消防局、区（福祉保健センター）

等との連絡調整を行う。 

○ 市（医療局）は、患者の治療方針確立のため情報を収集するとともに、症状などから有毒物質を推

定する。消防局及びみどり環境局はこれに協力する。 

○ 市（各区）は、必要に応じて現場の調査を行う。調査に当たり、医療局及びみどり環境局と調整す

る。 

○ 市民等の健康相談は、区役所で対応する。医療局は、有毒物質に関する情報（予想される原因物質、

汚染範囲、患者の症状、治療可能な医療機関）を、各区に提供する。 

○ 市（施設所管区局）は、施設利用者等の健康被害について、情報収集する。 

 

第５節 避難 

○ 市本部長又は区本部長は、必要に応じて、周辺住民に対する避難の指示等を実施する。 

○ 市（区、施設所管局）は、必要に応じて、避難者の受入れに対応する。 
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第５章 海上災害対策（船舶火災及び爆発事故対策） 

 

第１節 防災関係機関の主な活動 （◎：主務機関  ○：協力機関） 

関係機関 

主な活動 
船主等 

海上 

保安庁 
県警察 消防局 

市 

（港湾局） 

市 

（市本部） 

区 

（区本部） 

通報 ◎ ○  ○    

初期消火・避難等 ◎       

現場指揮本部 ○ ◎(海上) ○ ◎(陸上) ○ ○ ○ 

情報収集 ○ ◎(海上) ○ ◎(陸上) ◎ ◎ ◎ 

警戒区域の設定 ○ ◎(海上) ○ ◎(陸上)    

人命検索・救助 ○ ◎(海上) ○ ◎(陸上)    

消火活動 ○ ◎(海上)  ◎(陸上)    

避難誘導 ○ ◎(海上) ○ ◎(陸上) ○  ○ 

救急・救護活動 ○ ◎(海上) ○ ◎(陸上)    

海洋汚染防止 ◎ ○  ○ ○   

油処理剤等資機材調達 ◎ ○  ○ ○   

消火原液調達 ◎ ○  ○    

現場広報 ○ ◎(海上) ○ ◎(陸上) ◎ ○ ◎ 

群衆整理 ○ ○ ◎ ○ ○   

被害状況調査 ○ ◎(海上) ○ ◎(陸上) ○ ◎ ◎ 

陸上：ふ頭、桟橋又は岸壁に係留された船舶及び上架又は入渠中の船舶で災害が発生したとき。 

海上：海上で災害が発生したとき。 

 

第２節 応急活動 

○ 市（港湾局）は、港湾区域等における船舶火災及び爆発事故の発生に際し、情報収集、連絡活動を

実施する。横浜海上保安部等関係機関から、①災害発生日時、場所、概要、②船名、船籍、総トン数、

船会社、本船の動静、③積荷の情報（内容、量、危険性）等の情報収集を行う。 

○ 市（港湾局）は、港務艇・パトロール艇を災害現場に派遣し、災害規模等の情報収集を行い、関係

機関に伝達する。現場指揮本部との連絡体制を確立する。 

○ 市（港湾局）は、災害の軽減及び安全確保のため、京浜港長に対し、入出港船の停止等の海上交通

規制を要請するとともに、横浜海上保安部等の関係機関と協力して、火災の延焼防止等に努める。ま

た、ふ頭に影響を及ぼす場合は、ふ頭利用者に対して協力を要請する。 

 

第３節 消防活動 

○ 市（消防局）は、海上における火災又は爆発を覚知したときは、災害出場計画に基づき、災害の規

模に応じて消防隊等及び増強隊を出場させて、消防活動の万全を図る。 

○ 現場指揮本部を発災地直近の陸上に設置し、常時消防艇等からの状況把握に努め、必要消防力の判

断及び関係機関との連絡を密にした活動方針の決定、対応を図る。 

○ 二次災害に配意した消防警戒区域の早期設定、災害の推移に基づく区域の拡大、縮小に配意する。 

○ 消防活動の主眼は、人命救助最優先、流出油拡大防止、他船舶・港湾施設への延焼防止、外国船舶

火災消火に伴う免責証書の受理、水損防止、関係機関との連携確保、必要資機材の要請配意とする。 
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第６章 海上災害対策（大規模油等流出事故対策及び海上漂流物対策） 

 

第１節 大規模油等流出事故対策 

１ 情報受伝達 

○ 港湾区域等に影響を及ぼすおそれのある船舶事故、沿岸部の貯油施設等における事故を覚知した者

は、横浜海上保安部、消防機関又は港湾管理者に通報する。港湾局が覚知する又は通報を受けた場合

は、防災・危機管理統括本部に通報する。 

○ 市（港湾局）は、横浜海上保安部との連絡体制の確立、横浜海上保安部への事故情報の確認、港務

艇による情報収集（①事故発生日時、場所及び概要、②船籍、船名、種別、規模、船会社及び荷主、

③流出油等の種類、成分及び流出量、④火災発生及び人的被害の有無等）を行う。収集した情報は、

防災・危機管理統括本部と共有する。 

○ 市（消防局）は、横浜海上保安部、その他関係機関からの事故情報として、①事故発生日時、場所

及び概要、②船籍、船名、種別、規模、船会社及び荷主、③流出油等の種類、成分及び流出量、④火

災発生及び人的被害の有無を確認する。航空隊、水上消防隊によっても情報収集する。収集した情報

は、防災・危機管理統括本部と共有する。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、情報を集約する。また、関係区局（政策経営・国際戦略局、市

民局、経済局、医療局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、港湾局、消防局、教育委員会事

務局、防災・危機管理統括本部）において共有する。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、県と情報受伝達を行う。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、県警察及び川崎市と、ヘリ TV 等の映像を含む情報を相互に提供

する。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、流出油等に毒性があることを把握したときは、関係区局及び防

災関係機関に通報する。その場合は、空気呼吸器、防毒衣等の身体保護具を装備しない者の現場活動

を禁止する。 

○ 流出油等の影響が港湾区域等にあると認めるときは、市（港湾局、消防局）は、港務艇・パトロー

ル艇、航空隊及び水上消防隊による情報収集を継続して、流出油等の監視を行う。なお、消防局は、

必要に応じて、沿岸部に陸上消防隊を派遣して海面監視を行う。 

○ 沿岸部の施設又は区域（外郭施設、係留等施設等の港湾施設、海の公園、山下公園、野島公園及び

水再生センター等）所管局並びに沿岸６区は、流出油等の動向に応じて、海面監視を行う。 

 

２ 大気汚染対策 

○ 市は、流出油等の気化、海上油火災による大気汚染対策として、臭気調査を行う。みどり環境局、

港湾局、消防局は海面監視箇所において、沿岸６区は区庁舎の周辺及び屋上などにおいて調査する。

みどり環境局は、臨海部の事業場に臭気に関する通報を依頼し、状況把握に努める。臭気調査実施区

局は、臭気が確認されたときは、防災・危機管理統括本部に通報する。 

○ 市は、大気汚染の分析等を行う。みどり環境局は、臭気の確認状況に応じた大気の監視及び汚染物

質の分析を行い、また、医療局は、流出油の成分及び大気の分析結果から汚染物質による人体への影

響を調査して、対応を防災・危機管理統括本部に通報する。防災・危機管理統括本部は、各区局に対

応を指示する。 

 

３ オイルフェンスの展張、油等の処理・回収等 

(1) 概要 
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 ○ 流出油等の防除作業は、原則、原因者の負担及び責任において実施するものであるが、原因者

による対応が十分でないと判断される場合、又は海上保安庁長官からの要請があった場合は、市

は、横浜管内排出油等防除協議会の関係機関と作業内容及び使用する資機材等を調整の上、活動

方針を決定し、関係機関と連携して防除作業を実施する。 

 ○ オイルフェンスの展張設置、油処理剤の使用については、船舶交通及び環境への影響が生じる

おそれがあることから、事前に横浜海上保安部の確認を得てから実施する。 

○ 市は、必要に応じて、性状を踏まえた効果的な回収、処理方法について横浜海上保安部等から

情報収集する。 

 (2) オイルフェンスの展張、油等の処理・回収等 

○ 市（港湾局）は、「災害時応急措置に関する協定」に基づき、横浜港災害対策支援協議会の協力

を得て、オイルフェンスの展張を行う。また、「災害時における曳船の協力に関する協定」に基づ

き、横浜川崎曳船に対して、曳船及び人員を要請し、展張作業の支援を実施する。鶴見航路、横

浜航路、八景島、本牧船だまり、河川河口部を展張箇所とする。 

○ 市（港湾局）は、関係機関の協力を得て、油等の処理・回収を実施する。(一社)横浜清港会に

対して清掃船及び人員を要請する。また、横浜港運協会（「災害救援応急措置の協力に関する協

定」に基づく。）、 (株)ポートサービス及び京浜フェリーボート(株)（「災害時における交通船等

の協力に関する協定」に基づく。）、横浜港災害対策支援協議会（「災害時応急措置に関する協定」

に基づく。）の協力を得て、作業を実施する。 

○ 市（消防局）は、災害の状況に応じ油吸着材等の資機材を水上消防出張所に集積するとともに、

活動方針に基づき、油等の処理・回収を実施する。 

○ 市（港湾局、消防局）は、航走又は放水による拡散作業が適切と認めるときは、港務艇・パト

ロール艇の航走による拡散作業、又は消防艇による放水等の拡散作業を実施する。 

○ 市（消防局）は、横浜海上保安部等の関係機関と連携し、流出油等による火災の警戒措置及び

火災が発生した場合の消火活動を実施する。 

○ 市（みどり環境局）は、海の公園等に漂着する油等の回収を、関係機関の協力を得て実施する。 

○ 市は、油吸着材等回収・処理資機材が不足するときは、関係業者等から調達する。防災・危機

管理統括本部は、早期に関係業者の在庫量を調査して調達に備えるとともに、都市間協定に基づ

き、油吸着材等の提供を関係都市に要請する。 

○ 市（港湾局）は、関係者等と協議して、回収油等の陸揚げ場所、ストックヤードを決定し、回

収油等の量、性状、回収方法等、処理に必要な情報とともに、関係機関に連絡する。また、資源

循環局、みどり環境局等と共有する。 

○ 市（消防局、防災・危機管理統括本部）は、オイルフェンスの展張、油等の処理・回収作業に

当たり、必要に応じて、国、他の地方公共団体、自衛隊等関係機関に協力を要請する。 

○ 県警察は、必要に応じて、道路の交通規制を行う。 

(3) 回収油等の処理 

○ 回収油等の処理は、原則として、原因者が実施する。 

○ 市は、原因者が特定されない等やむを得ないときは、回収油等の処理を行う。資源循環局は、

所管焼却工場における焼却可否、動員可能人員、運搬車両、機材等を調査するとともに、産業廃

棄物処理業者等と連絡をとり、流出油の量等の情報を提供して、受入れ可能量等の把握に努める。

その他運搬、処理に必要な事項を検討して、回収油処理計画を策定し、関係機関に連絡する。 

○ 市（資源循環局）は、必要に応じて、産業廃棄物処理業者が組織する団体、他の地方公共団体

に協力を要請する。 
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○ 市（資源循環局）及び産業廃棄物処理業者等は、回収油処理計画に基づき、関係機関と情報を

交換しながら、陸揚げされた回収油等を運搬し、所管の焼却工場又は産業廃棄物処理施設で処理

する。作業の実施に当たっては、資源循環局が中心となり、回収油等の陸揚げ日時・場所、回収

量、回収形態、運搬先、実施期間について周知する。 

○ 市（資源循環局）は、所管の焼却工場、産業廃棄物処理業者等からの報告により、処理状況を

把握するとともに、処理に要した人員、車両、資機材、その経費等を集計する。 

 

４ 市民利用施設対策及び水産物対策 

○ 市（医療局、金沢区）は、海水浴場の監視及び水質検査を実施する。水質汚染の度合いに応じて、

関係者に対して、海水浴場の閉鎖、利用者への広報の実施などの指導を行う。 

○ 市（みどり環境局）は、流出油等の動向に応じて、必要な水域の監視及び水質検査を行い、水質の

汚染の度合いに応じて、関係局に対応を要請する。 

○ 市（みどり環境局、指定管理者）は、海の公園に漂着油による被害が予想される場合又は水質検査

結果等に基づき必要と認める場合は、海の公園管理センター内にみどり環境局現地本部を設置し、海

面監視、閉鎖又は海水浴禁止等の措置、利用者に対する広報、海域に漂着する油の回収を実施する。 

○ 市（みどり環境局）は、山下公園、野島公園において、流出油等による臭気、毒性の揮発成分など

による健康被害が予想されるときは、利用者への広報、公園の閉鎖等の措置をとる。 

○ 市（港湾局）は、海釣り施設、親水公園等において、流出油等による臭気、毒性の揮発成分などに

よる健康被害が予想されるときは、指定管理者等を通じて、利用者への広報、施設の閉鎖等の措置を

とる。また、水質検査結果に応じて、利用者に対して、釣りの禁止、注意事項等を広報する。 

○ 市（みどり環境局）は、漁業協同組合に対して、①事故概要、油等の影響・動向、②漁港被害状況、

③水質検査結果、④大気汚染状況、⑤漁業協同組合のとる措置について、情報の提供及び収集を行う。

港湾局、経済局、沿岸６区は、沿岸部の関連する民間施設に対して、必要に応じて、これに準じて情

報の提供及び収集を行う。 

○ 市（医療局、関係区）は、市場、市内監視指導を強化徹底することで、流出油等による汚染が疑わ

れる水産物の流通を防止する。本場食品衛生検査所において、水産荷受け会社、仲卸し業者等に対し

て、汚染水産物の排除を指導する。各区は、魚介類販売店、スーパー等に対して汚染水産物の排除を

指導する。 

○ 市（医療局）は、水産物の汚染の実態を把握するため、衛生研究所において、厚生労働省から事故

時に示される汚染指標物質の実測値の把握に努める。 

 

５ 広報・広聴 

○ 広報事項は、①事故の概要、②油等、揮発成分の人体への影響、③油等の漂着状況、④沿岸市民利

用施設等の状況、⑤汚染水産物への注意、⑥市の対応状況とする。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、協定に基づき、報道機関に対して、市民が注意すべき事項（注

意を要する地域、外出の自粛、窓・扉の閉鎖、マスク着用等状況に応じた事項）について放送を要請

する。 

○ 市（区、消防局）は、臭気及び大気汚染に関する情報及び区民の注意すべき事項について広報する。 

○ 臭気及び大気汚染、健康被害に関する市民からの広聴・相談は、区役所で実施する。医療局及びみ

どり環境局は、油等及び揮発成分の分析、大気分析結果及び水質検査結果に基づく対応を指示する。

中毒症状などに対する治療可能病院の問い合わせがあったときは、区は、医療局に確認する。 

○ 水産物に関する広聴・相談は、区役所及び本場食品衛生検査所で実施する。 
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○ 市（施設所管区局）は、施設入所者又は施設利用者（学校における児童生徒等）の健康被害につい

て情報収集する。 

 

６ その他留意事項 

○ 市（行財政局、各区局）は、市沿岸部に油等が漂着した場合で、ボランティア等から活動の申し出

があった場合は、関係機関等と連携し、対応する。 

○ 市（みどり環境局）は、流出油等による海鳥などの野生動物への被害が発生したときは、ボランテ

ィア、関係機関の協力を得て、これを保護する。 

○ 流出油等の防除にかかる活動経費は、船舶油濁等損害賠償保障法（昭和 50 年法律第 95 号）等に基

づき当該船舶所有者等に、又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法律第 136

号）に基づき原因者に請求する。各区局は、経費請求に必要な資料を整え、防災・危機管理統括本部

に報告する。 

 

第２節 軽石等の海上漂流物対策 

○ 前節大規模油等流出事故対策に準じた対策を行う。 
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第７章 鉄道災害対策 

 

第１節 防災関係機関の主な活動 （◎：主務機関 ○：協力機関） 

関係機関 

主な活動 
鉄道事業者 県警察 消防局 

市 

（市本部） 

区 

（区本部） 

通報 ◎  ○   

初期消火・避難等 ◎     

現場指揮本部 ○ ○ ◎ ○  

情報収集 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

警戒区域の設定 ○ ○ ◎   

人命検索・救助 ○ ○ ◎   

電路遮断 ◎  ○   

排煙・排熱活動 ◎  ○   

消火活動 ○  ◎   

避難誘導 ○ ○ ◎  ○ 

救急・救護活動 ○ ○ ◎   

現場広報  ○ ◎ ○ ◎ 

群衆整理  ◎ ○   

被害状況調査収集 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

 

第２節 鉄道事業者の応急活動 

１ 東日本旅客鉄道(株)、東海旅客鉄道(株)、東急電鉄(株)、京浜急行電鉄(株)、相模鉄道(株)、横浜

高速鉄道(株)、市営地下鉄、(株)横浜シーサイドライン  

○ 鉄道事業者は、大規模事故等の災害発生時は、対策本部等を設置して、必要な対策を行う。 

○ 鉄道事業者は、災害関連情報を収集するとともに、関係機関に情報提供又は連絡する。 

○ 鉄道事業者は、災害発生現場において、消防隊の設置する現場指揮本部に組織的に参加協力する。 

○ 自衛消防隊は、消防隊の到着以前にあって、応急救急及び初期消火活動を行う。消防隊到着後は、

その指導により、応急活動を行う。 

○ 鉄道事業者は、事故等発生時には、駅構内又は列車内の旅客を安全な場所へ避難誘導する。特に負

傷者、老人、幼児等を優先して誘導し、混乱を招かないようにする。鉄道警察隊等と連携して、駅構

内、列車等における犯罪予防、旅客の整理・誘導、混乱防止、秩序維持に努める。 

○ 鉄道事業者は、負傷者を安全な場所に収容し、応急活動をする。 

○ 鉄道事業者は、災害態様、被害状況、今後とるべき措置、列車の運行状況等の広報を行い、混乱を

防止する。 

○ 鉄道事業者は、運行中に火災等の発生を覚知したときは、速やかに停止措置をとる。トンネル内、

橋梁上等の場合は、できる限り安全な場所まで走行し、停車させる。 

○ 鉄道事業者は、二次的被害を防止するため､後続列車等の停止措置を適切に行う。また、輸送司令、

運輸司令、運転司令等に連絡する。 

 

２ 日本貨物鉄道(株) 

○ 危険品タンク車の事故が発生し、貨物の漏えいその他による火災、爆発、中毒又はそのおそれのあ

るとき等、危険品輸送車両等の緊急措置は、「危険品貨物異常時応急処理ハンドブック」による。 
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○ 事故発生時は、消防機関、県警察に通報するとともに、関係機関及び協力化学企業等に対して通報

する。通報事項は、①事故発生場所及び時刻、②貨車種別及び危険品の品名、数、容量、③事故車両

の状況、危険品の流出、噴出、火災、爆発、中毒の発生危険の有無、又は発生状況、④事故発生場所

付近の状況、延焼危険及び住民避難の必要の有無、⑤死傷者発生状況とする。 

○ 関係する駅区長は、医師及び看護師からなる救護班と救急車の出動を要請するとともに、負傷者を

安全な場所に収容して応急手当を行う。 

○ 引火性液体、石油類等が流出したときは、土砂等をもって下水及び低地への流入を防止し、周辺の

火気使用を禁じるとともに、消火設備を整えて出火に備える。タンク車が横転又は亀裂などが生じ化

成品流出のおそれがあるときは、直ちに連結車両を切り離して安全な箇所に移す。事故タンク車に残

留油のある場合は、消火対策を手配したのち、タンクローリー車に移し替える等の措置をとる。 

○ 可燃性ガス、有毒ガス等が噴出して周辺、風下等に危険発生のおそれあるときは、直ちに危険範囲

にある関係者及び地域住民の避難手配をとる。 

○ 危険品積タンク車に事故が発生したときは、出荷企業又は関係者に通報して、応急措置を要請する。 

○ 駅区長は、事故により火災が発生したときは、自衛消防隊を指揮し、流出防止の措置と併せて、公

設消防隊が到着するまで初期消火作業を行う。 

○ 災害を発した危険品積タンク車両等が運行可能の場合は、切り離して隔離等の措置をとる。 

○ 緊急措置要員のほかは、すべて危険区域への立入りを禁止する。 

○ ボイラー等の機械類は、最も安全な状態で停止処置をとるとともに必要な掲示を行う。 

○ 列車の運行及び旅客公衆の安全確保のため、作業現場は、所要の安全措置を施し、作業を中止する。

工事現場は、必要により仮設物等の撤去を行い、工事を中止する。 

 

第３節 消防活動 

○ 市（消防局）は、災害出場計画に基づき、災害の規模に応じて消防隊等及び増強隊を出場させる。 

○ 災害及び地勢の特異性を考慮し、災害種別に関係なく現場指揮本部を設置して、鉄道関係者と協議・

連携して活動する。なお、災害現場が現場指揮本部又は消防車両から遠隔となる場合は、災害現場直

近に前進基地を設置し、これを拠点として活動する。 

○ 二次災害の防止のため、消防警戒区域を早期に設定し、災害の推移に応じて拡大又は縮小する。 

○ 消防活動の主眼は、人命救助最優先、避難誘導、人命検索等の実施、災害状況の早期把握、関係者

と連絡を密にした活動、設置消防設備を活用した消火活動の実施とする。 

 

第４節 滞留者又は避難者 

○ 市（各区）は、鉄道事業者による実施が困難又は不足する場合において、滞留者又は避難者の受入

れを実施する。 
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第８章 道路災害対策 

 

第１節 防災関係機関の主な活動 （◎：主務機関  ○：協力機関） 

関係機関 

主な活動 
道路管理者 県警察 消防局 

市 

（市本部） 

区 

（区本部） 

通報 ◎ ○ ○   

初期消火・避難等 ◎     

現場指揮本部 ○ ○ ◎ ○ ○ 

情報収集 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

交通規制 ○ ◎    

人命検索・救助 ○ ○ ◎   

消火活動 ○  ◎   

消火剤等資機材調達 ◎  ○   

避難誘導 ○ ○ ◎  ○ 

救急・救護活動 ○ ○ ◎   

排煙・排熱 ○  ◎   

現場広報 ◎ ○ ○ ○ ◎ 

交通整理 ○ ◎ ○   

被害状況調査収集 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

 

自動車専用道路管理機関 

国土交通省関東地方整備局 国道 16 号 

中日本高速道路㈱（東京支社） 東名高速道路 

東日本高速道路㈱（関東支社） 横浜新道、第三京浜道路、横浜横須賀道路 

首都高速道路㈱ 

首都高速道路（神奈川１号横羽線、神奈川２号三ツ沢線、神奈

川３号狩場線、神奈川５号大黒線、湾岸線、神奈川７号横浜北

線、神奈川７号横浜北西線） 

 

第２節 道路管理者の応急活動 

○ 道路管理者は、管理区域内において大規模な事故、火災等が発生した場合、対策本部等を設置し、

これに対処する。道路管理者は、市及び防災関係機関との連絡体制を構築し、災害に関する情報の収

集及び共有を行う。 

○ 道路管理者は、災害を覚知したときは、消防機関に通報する。道路管理者は、初期消火を実施する

とともに、応急救急活動に努める。また、発災現場付近の車両等に対して、安全な場所へ誘導する。 

○ 道路管理者は、緊急時は、通行の禁止、制限を行う。県警察に対応を要請するとともに、これに協

力する。通行の禁止、制限等を実施した場合は、道路利用者への広報を実施する。 

○ 道路管理者は、発災時における交通の混乱を防止し、又は、災害応急活動の実施を円滑に行うため、

あらかじめ関係機関と協議するところにより、う回路の確保に努める。 

○ 道路管理者は、道路施設等の損壊について、速やかに応急復旧を図る。 

 

第３節 消防活動 

○ 市（消防局）は、災害出場計画に基づき、災害の規模に応じて消防隊等及び増強隊を出場させる。 

○ 現場最高指揮者は災害状況に応じて現場指揮本部を設置し、道路管理者等の関係者と連携して、防
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御活動の万全を期する。 

○ 市（消防局）は、①災害の種別、規模、②人命危険及び有害物発生の有無、③車種別、危険物又は

毒劇物等の種別、数量、引火爆発及び毒劇物の流出危険の有無、④トンネルの場合火点の位置、トン

ネル内の風向等、⑤トンネル構造及びその他の特性、⑥交通規制の状況等について、関係機関等から

十分な情報収集を行う。 

○ 市（消防局）は、消防警戒区域を設定する。県警察、高速道路株式会社等による交通規制の早期実

施、また災害の推移により、拡大、縮小に配意する。 

○ 消防活動の主眼は、人命救助最優先、避難誘導、災害状況の把握、水利の確保、自動車専用道路外

からの中断放水体制の確立、交通規制、道路啓開活動及び要請の配意、防災関係機関等の協議・調整、

二次災害防止措置の配意、耐熱服等必要資機材の要請とする。 

 

第４節 滞留者又は避難者 

○ 市（各区）は、道路管理者による実施が困難又は不足する場合において、滞留者又は避難者の受入

れを実施する。 
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第９章 航空災害対策 

 

第１節 防災関係機関の主な活動  （◎：主務機関 ○：協力機関） 

関係機関 

主な活動 

事故機 

関係機関 
県警察 消防局 

市 

（市本部） 

区 

（区本部） 

通報 ◎  ○   

現場指揮本部 ○ ○ ◎ ○  

情報収集 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

警戒区域設定 ○ ○ ◎   

人命検索・救助 ○ ○ ◎   

消火活動 ○  ◎   

避難誘導 ○ ○ ◎  ○ 

救急・救護活動 ○ ○ ◎   

現場広報  ○ ◎ ○ ◎ 

群衆整理  ◎ ○   

被害状況調査収集 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

 

第２節 緊急時の情報受伝達 

○ 航空事故が発生した場合は、「航空事故・墜落（又は不時着等）発生」と告げ、国、県、市及び防災

関係機関においてあらかじめ定める連絡体制により、次の事項を連絡する。なお、第一報において不

明な事項は、判明次第連絡する。 

○ 主な連絡事項は、①時刻及び場所、②事故機の国籍・型式、③乗員数、④積載燃料量（キロリット

ル）、⑤積載物の概要、⑥事故の態様・被害の概要とする。 

 

第３節 消防活動 

○ 市（消防局）は、災害出場計画に基づき、災害の規模に応じて消防隊等及び増強隊を出場させる。 

○ 市（消防局）は、消防警戒区域又は火災警戒区域を設定する。災害の推移に基づき、拡大又は縮小

する。 

○ 消防活動の主眼は、情報収集、人命検索・救助、現場仮救護所の設置及び搬送体制の確立、必要消

防力の早期要請、 泡消火活動及び搬送体制の確立、前進指揮所の設置、医療機関及び防災関係機関へ

の通報連絡及び要請、現場広報の実施、二次災害防止措置及び警戒区域の設定等とする。 
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第 10 章 放射性物質災害対策 

 

第１節 前提 

○ この章は、放射性物質に係る災害について、災害対策基本法及び原災法等関係法令のほか、国の防

災基本計画、県地域防災計画、原子力規制委員会が定める「原子力災害対策指針」等の規定を踏まえ、

本市が対策を要する区域となった場合に必要となる対策をあらかじめ定める。 

○ 現時点では、市内には原子力施設及び核燃料施設はなく、「原子力災害対策指針」等で規定する「原

子力災害対策重点区域」にも含まれていない。ただし、県公安委員会等への届出を経て、核燃料を輸

送する車両が、安全確保対策をとったうえで、市域を通過することは想定される。 

 

第２節 災害の特性 

○ 放射性物質又は放射線の存在は、機器により検知できるが、五感で感じとることができない。 

○ 放射性物質災害が発生した場合は、被ばくや汚染により、復旧・復興作業が困難かつ長期化するこ

とから、拡大防止が重要である。 

○ 外部被ばく（体外にある放射線源から放射線を受けること）及び内部被ばく（体内にある放射線源

から放射線を受けること）は複合的に起こり得ることから、双方を考慮する必要がある。また、被ば

くの影響は、被ばくから長時間経過した後に現れる可能性があることに留意する。 

 

第３節 防災関係機関の主な活動 

関係機関 

主な活動 

原子力 

事業者 

輸送 

事業者 
国 県 県警察 消防局 

市 

（市本部） 

区 

（区本部） 

通報 ◎ ◎    ○   

初期消火・避難等 ◎ ◎       

情報収集 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ 

放射線量測定 ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎  

警戒区域設定 ○ ○   ○ ◎ ◎ ◎ 

避難指示     ○ ○ ◎ ◎ 

避難誘導 ◎ ◎   ○ ◎ ○ ◎ 

人命捜索・救助 ○ ○   ○ ◎   

救急・救護活動 ◎ ◎   ○ ◎  ○ 

除染等緊急被ばく医療   ◎ ◎  ○ ○  

資機材調達 ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ○  

汚染者の措置 ◎ ◎  ◎  ◎  ○ 

汚染物の措置 ◎ ◎ ◎ ◎  ◎  ○ 

被害状況調査収集   ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

広報   ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ 

群衆整理     ◎ ○  ○ 

避難所開設・運営    ○   ○ ◎ 

健康等相談   ◎ ◎   ◎ ◎ 

 

第４節 核燃料物質等輸送事業者又は放射性同位元素保有施設を管理する事業者による応急活動 

○ 輸送中の不測の事態により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の防ぎょ活動は、第一次

的には、輸送事業者が実施する。 

○ 輸送事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、状況を把握し、法令等に規定す

る連絡体制に従い、関係機関に通報・連絡する。 
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○ 輸送事業者は、災害が発生した場合は、異常事態発生に伴う放射線測定、消火及び輸送物への延焼

防止、輸送物の移動、立入制限区域の設定及び立入制限、汚染の拡大防止及び除染、放射線障害を受

けた者及び受けるおそれのある者の救出、その他放射線障害防止のために必要な措置を講じる。 

○ 放射性同位元素保有施設を管理する事業者は、その施設に火災が発生し、又は延焼のおそれがある

場合は、消火又は延焼の防止に努めるとともに、消防機関に通報する。また、施設内部に居る者等の

避難、放射線障害を受けたものの救出、放射性同位元素の汚染拡大防止等、必要な措置を講じる。 

 

第５節 通報、情報受伝達及び状況把握 

○ 市は、環境放射線のモニタリングポスト、又は平常時から観測・測定する放射線量若しくは放射性

物質において異常な数値を検出した場合は、防護等の必要な措置をとるため、国、県、関係機関など

に対して、事故等の発生有無等に関する確認・情報収集を行う。また、観測体制を強化する。 

○ 市は、原子力災害合同対策協議会又は現地事故対策連絡会議等に職員を派遣し、国、県、防災関係

機関及び事業者との情報の共有化に努めるとともに、応急対策の実施のため協力体制を確保する。 

○ 市は、県外原子力施設において災害が発生した場合は、国及び県から緊急時モニタリング（原子力

規制委員会の統括の下、関係機関が実施）の結果等の情報を収集するとともに、防災関係機関との連

絡体制の確保に努め、国の原子力災害対策本部から示される防護措置が講じられる体制を整える。 

○ 市（各区局）は、大気中の放射線量測定のほか、市民利用施設又は区域等について、放射線量の測

定を行う。また、水道水、農産物、下水汚泥焼却灰、一般廃棄物焼却灰及び最終処分場の放流水等に

ついて放射性物質検査を行う。 

○ 市内で生産される農作物などの食品は、市内食品関係検査機関（衛生研究所、本場食品衛生検査所

及び食肉衛生検査所）において、放射性物質検査を行う。 

 

第６節 広報・広聴 

○ 市は、事故発生場所に近い地区から、順次、広報を開始する。広報事項は、①事故の概要、②応急

活動の実施状況、③周辺への影響等（モニタリング・観測の実施状況等）、④事故現場周辺への立入及

び外出の制限、避難に関する事項、⑤飲食に係る制限等とする。 

○ 広報実施時は、優先実施区域（事故現場周辺、病院等の重要施設）の選定、迅速性及び画一性の確

保、応急対策等の推移を踏まえた定期的な広報、平易な表現でわかりやすい内容とするよう留意する。 

○ 市は、放射線災害に起因する市民等からの相談に対応するため、必要に応じて、区役所のほか、避

難場所又は公共施設等に臨時相談室を設置する。臨時相談室には、市職員のほか、放射線量の人体へ

の影響、健康状態の相談等に対応できる専門家（原子力施設関係者、医療関係者等）を派遣する。 

○ 市は、被ばくしたおそれのある市民又は不安のある市民を対象に、臨時相談室と連携しながら、市

立病院、地域中核病院等を会場に指定し、健康診断を行う。被害状況に応じて、巡回健康診断を行う。 

 

第７節 防護措置 

１ 実施方針等 

○ 市は、原子力規制委員会又は原子力災害合同対策協議会等が示す防護措置の実施方針に従い、必要

な措置を講じる。ただし、状況に応じて、市本部長又は区本部長は自らの判断で避難等の措置を行う。 

○ 広範囲に放射性物質の拡散が予測される場合は、避難等の予防的措置が重要となる。市は、国等の

緊急時モニタリングの結果などを踏まえ、防護措置を実施すべき基準（運用上の介入レベル（以下「OIL」

という。））に照らし、避難や除染、飲食物等の摂取制限等の必要な措置を講ずる。 
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２ 屋内退避、避難又は一時移転 

○ 国等が、防護のため、屋内退避、避難又は一時移転（空間放射線量等は低い地域ではあるが、日常

生活継続による無用の被ばくを低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるため実施するも

の）の必要があると判断する場合は、空間放射線量等の状況に応じて、市は、市民等に対して、屋内

退避、避難又は一時移転を指示する。 

○ 避難及び一時移転の実施に当たっては、原子力規制委員会が、原子力施設の状況や緊急時モニタリ

ングの結果、気象予測、拡散予測等を踏まえて、実施の判断を行う。国の原子力災害対策本部は、輸

送手段、経路、避難所の確保等の要素を考慮して避難計画を立案し、避難等の指示を行う。市は、こ

れらの内容を、市民等に伝達する。 

○ 市内で避難を行う場合は、市は、避難対象者の人数、避難対象地域からの移動距離等を考慮し、市

有施設等を避難場所として開放する。また、避難場所を運営する。避難場所には、必要に応じて、臨

時相談員等のスタッフを配置する。 

○ 市域が避難対象区域に含まれる災害が発生するなど必要と判断される場合には、市は、国、県及び

原子力事業所の協力のもと、屋内退避及び避難誘導のための計画を作成する。避難先は防護措置を重

点的に実施すべき区域（PAZ、UPZ）等の外とする。また、避難先の割振りは、地域のコミュニティ維

持に配慮し、同一地区の住民の避難先は同一地域に確保するよう努める。 

○ 市域を超える広域避難計画の作成は、国及び県が中心となり、市町村間の調整を図る。市外への避

難が必要な場合は、市は、国等の指示により実施する。 

 

３ 汚染スクリーニング及び除染 

○ 汚染スクリーニングは、必要な対象（人体、物品等）全てに対して実施できる場所を選定し、可能

な限りバックグラウンドの値が低いところで実施し、OIL４を除染実施の基準とする。避難対象とな

った市民等に対しては、その避難先等において実施し、基準値を超えた場合には、除染を行う。 

○ スクリーニングの実施に当たっては、事故の規模や放射性物質の拡散状況、国からの指示等を踏ま

えて判断し、過剰な対応や風評被害を誘発しないよう配意する。 

 

４ 応急活動従事者の防護措置 

○ 市及び防災関係機関は、汚染が懸念される区域の周辺等における応急活動従事者に対しては、直読

式個人線量計（ポケット線量計等）、被ばくを低減するための防護マスク及び防護衣を配布するとと

もに、作業等実施後、内部被ばく測定等を実施する。市は、県及び防災関係機関に対して、必要に応

じて、防護資機材の調達の協力を要請する。 

○ 応急活動従事者の放射線防護に係る指標は、放射線業務従事者に対する線量限度を目安とするが、

被ばく線量をできる限り少なくすることに努める。 

 

５ 飲食物の摂取制限 

○ 原子力規制委員会は、空間放射線量率に基づき、OIL に照らして、飲食物の接種制限を措置する。

この場合において、原子力規制委員会は、国の原子力災害対策本部を通じて、市に伝達する。市は、

市民等へ周知を図る。 

○ 飲食物の摂取制限を講じる際は、必要に応じて、摂取制限が措置されている区域の外から代替とな

る飲食物の提供に配意する。 
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６ 焼却灰等への対応 

○ 市（資源循環局）は、下水汚泥焼却灰及びごみ焼却工場の焼却灰について、放射性物質検査を行い、

基準を超える放射能濃度が検出された場合は、保管等の適切な管理を行う。また、下水道センター、

ごみ焼却工場、最終処分場等の敷地境界や作業場所等の空間放射線量測定も実施する。 

 

７ 医療活動 

○ 国、県、医療機関等関係機関は、トリアージ、救急処置、スクリーニング、簡易除染、健康相談、

広域的な医療機関等との連携等においてそれぞれの役割を担う。市は、国、県等が行う緊急時におけ

る住民等の健康管理、汚染検査、除染等緊急被ばく医療について協力する。 

○ 放射性物質災害における医療対応は、通常の救急医療、災害医療に加え、被ばく医療の考え方に基

づき、特に、被ばく線量、被ばくの影響が及ぶ範囲、汚染可能性等を考慮し、被災者等に施す医療を

コントロールして、適切に行う。 

○ 国の緊急被ばく医療派遣チーム、横浜市立大学附属市民総合医療センター（以下「市大センター」

という。）の医師、市（区職員）、救急隊等は、現場付近の医療関係施設、公共施設、高速道路のパー

キング等に仮設救護所を設置し、問診、スクリーニング、一次除染、現地本部及び医療機関との連絡

調整、被ばく者の医療搬送等を実施する。 

○ 被ばく者又は被ばくの可能性がある市民等に対する救急医療は、仮設救護所においてスクリーニン

グ、一次除染等を実施した後、被ばく程度、重篤度によって、対応する。 

○ 被ばくがある場合は、県内被ばく医療機関（北里大学病院）において二次的医療行為を、被ばく程

度が大きい場合は、高度専門医療機関（放射線医学総合研究所）において三次的医療行為を行う。被

ばくがなく、重篤な場合は、市大センターにおいて救命医療行為を行う。被ばくがなく、重篤でない

場合は、市立病院、地域中核病院、災害拠点病院において一般的な対処療法による治療を行う。 

 

第８節 消防活動 

○ 市（消防局）は、災害出場計画に基づき、災害の規模に応じた消防隊等を出場させる。災害の状況

により、増強隊を出場させ消防活動の万全を図る。事故の状況に応じて、消防職員の安全確保を図り

ながら、原子力事業者等と協力して、消火、人命救助、救急等必要な措置を実施する。 

○ 現場指揮本部は、各種の被ばく、汚染形態を想定し、風上側の高台等、現場活動に支障のない範囲

で遠方に設置する。 

○ 必要に応じて、放射線危険区域、又は二次災害を防止するための消防警戒区域を設定する。 

○ 消防活動の主眼は、放射線防護基準及び防護要領の順守、放射線危険区域又は消防警戒区域の設定、

活動拠点の設置と必要資機材の集積、救助活動、消防活動交代要員の確保、広報活動、避難誘導、関

係省庁の専門官等の要請、防災関係機関との協議・調整とする。 

 

第９節 災害復旧対策（中長期的な対策） 

○ 市は、一定の事態の収拾がなされた後も、環境中に放出された放射性物質等への対応等、復旧に向

けた中長期的な対策について、関係機関等と連携して進める。 

 

１ 原子力事業者の措置等 

○ 災害発生に係る原子力事業者等は、市が実施する災害復旧対策について、放射線モニタリング、除

染等に必要となる防災資機材及び防災要員の派遣など、必要な措置を講じる。 

○ 災害発生に係る原子力事業者等は、原子力緊急事態解除宣言発出後、災害復旧対策についての計画
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を作成し、国等及び市に提出するとともに、同計画に基づき、対策を実施する。 

○ 災害発生に係る原子力事業者等は、原子力緊急事態解除宣言発出後、被災者の損害賠償請求等への

対応のため相談窓口を設置するなど、必要な体制を整備する。 

 

２ 汚染の除去  

○ 原則として、災害発生に係る原子力事業者等が、放射性物質による汚染を除去する。 

○ 施設管理者等は、局所的に空間放射線量が高まるマイクロスポットが発生しやすい箇所を中心に空

間放射線量の測定を行い、国の示す基準以上の値が検出された場合は、除去や清掃などの措置を行う。 

 

３ 各種制限措置の解除 

○ 市、県及び関係機関は、環境放射線モニタリング、放射性物質による汚染状況等の調査結果及び国

が派遣する専門家の判断、国の指導・助言及び指示に基づき、立入制限、交通規制、飲料水・飲食物

の摂取制限、農水畜産物の採取・出荷制限等の各種制限措置を解除する。 

 

４ 災害地域住民に係る記録の作成等 

○ 市は、避難及び屋内退避の措置をとった市民等が、災害時に当該地域に所在したこと、避難場所等

においてとった措置等をあらかじめ定められた様式により記録する。 

○ 市及び県は、被災地の汚染状況図、応急対策措置図及び事後対策措置図を記録する。 

 

５ 被害等の影響の軽減 

○ 原子力事業者及び市（各区）は、国、県とともに、災害発生現場周辺地域の住民等からの心身の健

康に関する相談に応じるための体制を整備する。 

○ 放射線の被ばくによる健康影響に加えて、長期間の避難又は屋内退避、集団生活等、平常時と異な

る環境下における心身への影響に配意し、健康への負荷を低減すると同時に、市民等の不安を軽減す

るため、必要に応じて、メンタルケア等も含めた健康状態を把握するための健康評価を実施する。 

○ 市は、国、県及び関係機関と連携して、科学的根拠に基づく農漁業、地場産業の産品等の適切な流

通等が確保されるよう、風評被害等の未然防止又は軽減のための広報活動を行う。 

○ 市は、市民等が生活圏における放射線量測定を自ら行えるよう、区役所で放射線量測定器の貸出を

行う。 

○ 市は、避難区域の住民避難完了後の段階において、国が設置する原子力被災者生活支援チームと連

携し、子ども等をはじめとする健康管理調査等、環境モニタリング、適切な役割分担の下での汚染廃

棄物の処理や除染等を推進する。 

 

６ 被災者等への支援 

○ 市は、県等の支援のもと、他の市町村への避難者の所在地等の情報を把握し、行政サービスに関す

る必要な情報・支援の提供に努める。 

○ 市は、国及び県と連携し、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保及び生活資金等の支給に加

え、生業及び就労の回復による生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア等、生

活全般にわたる支援に努める。被災者の自立に対する援助、助成措置について、被災者に広報すると

ともに、総合的な相談窓口等の設置に努める。 

○ 市は、県と連携し、被災者の救済及び自立支援、並びに被災地域の復旧・復興対策等を進めるため、

必要があるときは、災害復興基金の設立等の検討、被災中小企業等に対する資金貸付等の実施に努め
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る。また、被災中小企業等に対する援助、助成措置について広報し、併せて相談窓口を設置する。 
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第 11 章 行事等における雑踏事故対策 

 

第１節 警戒活動（行事等の開催当日の対策） 

１ 警備計画に基づく主催者（公民を問わない。）の対策 

○ 主催者は、情報等の集約及び警備全般の指揮のため、警備本部を設置するとともに、警備責任者を

配置する。 

○ 主催者は、警備員並びに県警察、消防機関、市（防災・危機管理統括本部、会場となる施設の所管

区局）等の関係機関と、通信試験等を行い、情報連絡体制を確立する。 

○ 主催者は、警備員等により、会場及びその周辺の警備並びに公共交通機関への誘導を実施する。 

○ 主催者は、放送及び導線の整備等により、来場者を整理する。過密となる場合には、来場規制、迂

回誘導等の措置により、群衆の分断及び整理を行って、雑踏事故発生を未然に防止する。 

○ 主催者は、①避難経路・避難口の確認、②避難時の注意事項、③仮救護所の位置について、来場者

への広報を行う。 

 

２ 県警察の対策 

○ 県警察は、警察警備計画に基づき、群衆流動等による雑踏事故を未然に防止する。 

○ 県警察は、主催者、消防機関、市（防災・危機管理統括本部）等関係機関との情報連絡体制を確立

するとともに、連携して、会場等の警備を実施する。 

 

３ 市の対策  

○ 市（関係区局）は、情報連絡体制を確保するとともに、警戒体制を確立して、警戒活動を実施する。 

○ 市（行事等を共催する区局）は、行事等の進行状態等の把握及び主催者との連絡調整を行う。 

○ 市（行事等に関係する施設所管区局）は、施設管理上の対策、並びに行事等に関する情報の収集及

び伝達を行う。 

○ 市（防災・危機管理統括本部）は、主催者、県警察及び関係区局等からの行事等に関する情報の収

集及び伝達を行う。また、その他警備上必要な措置を行う。 

○ 市（医療局）は、医療機関との連絡調整を行う。 

○ 市（消防局）は、会場等の警備及び救急業務に関する措置を行う。 

 

第２節 応急対策（雑踏事故発生時の対策） 

１ 関係機関の主な活動 （◎：主務機関 ○：協力機関） 

関係機関 

主な活動 
主催者 県警察 消防局 

市 

（市本部） 

区 

（区本部） 

通 報 ◎ ○  ○  

避難誘導 ◎ ○ ○ ○ ○ 

消防・警察等への報告 ◎     

現場指揮本部 ○ ○ ◎ ○ ○ 

情報収集 ◎ ○ ◎ ◎ ◎ 

警戒区域の設定 ○ ○ ◎ ○ ○ 

人命検索･救助 ○ ○ ◎ ○  

救急・救護活動 ○ ○ ◎ ○  

現場広報 ○ ○ ○ ◎ ◎ 
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群衆整理 ○ ◎ ○ ○  

被害状況調査収集 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

 

２ 主催者の対策 

(1) 通報及び関係機関への報告 

○ 主催者は、群衆流動等による雑踏事故が発生した場合は、直ちに事故発生日時、場所等必要事

項を県警察及び消防局に通報する。 

○ 主催者は、事故概要、負傷者の状況等について、県警察、市（消防局、関係区局）等の関係機

関に報告する。 

(2) 負傷者の救出・救護及び避難誘導 

○ 主催者は、県警察及び市（消防局）等と連携し、負傷者の救出・救護の支援を実施するととも

に、周辺の混乱を防止するため、群衆等の避難誘導を行う。 

(3) 現場広報 

○ 主催者は、県警察及び市（消防局）など関係機関等と協力して、混乱の防止及び収束を図るた

め、広報を行い、群衆等から、事故の拡大防止に対する協力を得る。 

○ 主な広報事項は、①事故の発生及び現在の状況、②避難誘導の実施状況、③う回路、避難場所

及び立入・停滞等の禁止区域の設定に関することとする。 

(4) 行事等の中断又は中止 

主催者は、関係機関と協議し、状況に応じて、行事等の中断又は中止の措置をとる。 

 

３ 県警察の対策 

○ 県警察は、事故の概要、負傷者の人数、負傷者の状態等の情報収集に努め、関係機関と共有する。 

○ 県警察は、市（消防局）等と連携して、負傷者等を救出・救護するとともに、群衆の避難誘導を行

う。また、二次災害を防止するため、警戒区域を設定する。 

○ 県警察は、主催者等と連携して、必要な広報を実施する。 

 

４ 市の対策 

○ 市（防災・危機管理統括本部、関係区局）は、災害に関する情報の収集及び伝達を行う。 

○ 市（行事等に関係する施設所管区局）は、県警察及び消防局に協力するとともに、施設管理上の

保安体制強化、施設利用者等の避難誘導及び職員の安全避難、施設管理者等との連絡調整、並びに

災害に関する情報の収集及び伝達を行う。 

○ 市（各区）は、状況に応じて、避難誘導、区民への広報等を行う。 

○ 市（医療局）は、医療機関との連絡調整を行う。 

○ 市（消防局）は、救助・救急活動を行う。 
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第 12 章 不発弾等爆発事故対策 

 

第１節 関係機関の役割 

１ 前提 

○ 国（自衛隊）は、その責務により、不発弾等そのものの除去及び処理を実施する。 

○ 県警察は、不発弾を発見し、又は発見の届出を受けたときは、自衛隊に処理を要請し、処理完了ま

での間、公共の安全のために必要な警戒措置をとる。 

○ 不発弾の処理に関しては、公共の安全を図る見地から、自衛隊及び県警察等関係機関は、協力する。 

○ 処理に至るまでの発掘等の埋没地の掘削、周辺構築物の除去又は保護、及び市民の安全対策等の対

応は、一般に市町村の責務とされている。 

（参考）昭和 33 年７月４日付４省庁事務次官通達の概要（防衛・警察・自治・通産） 

 

２ 関係機関の主な活動  

○ 自衛隊は、不発弾等の処理を実施する。 

○ 県警察は、自衛隊に対する処理要請、交通規制、並びに警戒区域内の防犯及び警備を行う。 

○ 鉄道事業者及びバス事業者等交通機関は、不発弾等処理が影響する路線の運行に関する調整を行う。 

○ 東京電力パワーグリッド(株)、東京ガスネットワーク(株)、NTT 東日本(株)は、施設の発災に備え

た対応及び必要な広報を行う。東京電力パワーグリッド(株)は、処理等の対策実施に要する電源設備

を、NTT 東日本(株)は、通信設備を確保する。 

○ 市（当該区、関係区局）は、処理に至るまでの発掘等の埋没地の掘削、周辺構築物の除去又は保護、

市民の安全対策等を実施する。 

○ 不発弾等が埋没し、又は発見された土地若しくは施設等の所有者若しくは管理者、及び関係機関は、

処理の内容に応じた必要な事項を実施する。 

 

３ 海上で不発魚雷等が発見された場合 

○ 海上における機雷その他の火薬類の除去及び処理は、自衛隊法第 99 条に基づき、海上自衛隊が行

うが、処理に伴う危険区域の範囲が陸上に及び住民避難が必要となる場合は、本章を準用する。 

○ この場合において、自衛隊への処理要請は、横浜海上保安部が行う。 

 

第２節 処理に至るまでの対策 

１ 埋没不発弾等の発掘 

  (1) 確認 

 ア 通報 

   ○ 市民等からの不発弾の埋没情報などに関する相談窓口は、原則として、区役所とする。相談

を受けた区は、防災・危機管理統括本部及び所轄警察署に連絡する。  

○ 県警察は、市民等からの不発弾の埋没情報などに関する相談を受けた場合は、当該地を所管

する区役所に連絡する。 

 イ 情報の確実性の確認等 

   ○ 市（当該区）は、関連情報の収集及び史実等の調査により、情報の確実性を確認する。防災・

危機管理統括本部は、これに協力する。複数区局に渡る統合的な調整が必要なとき、又は国・

県が所有若しくは管理する土地等に関する相談を受けたときは、防災・危機管理統括本部が行

う。 
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○ 市（当該区）は、届出者（市民等）に対して、自費による探査及び工事実施の意思、並びに

自費による工事実施時の補助（自衛隊又は県警察の立会い等）を求める意思の確認を行う。 

(2) 発掘実施の決定 

  ○ 市長は、埋没の可能性が高い場合には、不発弾の発掘の実施を決定する。 

 (3) 発掘事前準備 

ア 市（当該区）は、発掘日程等を作成する。 

  イ 市（防災・危機管理統括本部）は、県（くらし安全防災局）を通じて、内閣府に交付申請を行

う。（参考：昭和 48 年 10 月 30 日総管第 524 号の２都道府県知事あて総理府総務副長官通達） 

ウ 市（当該区、関係区局）は、埋没不発弾等の探査を行うため、関係区局調整会議を行う。 

  エ 市（当該区、関係区局）は、不発弾の探査終了後、自衛隊、県警察、交通機関等の関係機関に

よる事前調整会議を開催し、①各機関の発掘方針等、②事務分掌に応じた役割分担、③発掘当日

の行動等についての調整を行う。 

  オ 市（当該区、関係区局）及び関係機関は、事務分掌に応じて、主に次の事項について発掘計画

を作成する。 

(ｱ) 発掘に伴う工事の調整又は構造物の移転等に関する計画 

(ｲ) 交通機関の運行計画 

(ｳ) 交通規制計画 

(ｴ) 広報計画 

(ｵ) 警備計画 

(ｶ) 警戒区域設定及び避難計画 

(ｷ) 救急・救護計画 

(ｸ) 発掘日までの保安計画 

(ｹ) 必要に応じて、各機関ごとの行動計画 

  カ 市（当該区）は、事前調整会議及び発掘計画に基づく地域住民説明を行う。 

 (4) 発掘 

  ○ 市（当該区）は、発掘計画に基づき、確認された不発弾等の埋没予測地点において発掘を行う。 

○ 市（当該区）は、発掘に当たり、自衛隊等専門家の意見収集分析に基づき、住民避難・交通規

制等の判断を行うため、状況に応じて、自衛隊（陸上自衛隊朝霞駐屯地第 102 不発弾処理隊）へ

相談し、必要に応じて立会を要請する。 

 

２ 偶発的発見不発弾等の確認 

○ 不発弾等が偶発的に発見された場合の処理に関する対応は、発見場所の属する区役所を窓口とする。

相談を受けた区は、防災・危機管理統括本部及び所轄警察署に連絡する。防災・危機管理統括本部は、

県警察に連絡する。 

○ 県警察は、調査を行う。市（当該区、防災・危機管理統括本部）は、県警察の行う調査に立ち会う。

災害発生に備え必要な場合は、消防局は消防隊を派遣する。 

 

第３節 処理 

１ 不発弾等に爆発のおそれがあり、住民避難等の対応が必要な場合 

(1) 県警察本部長は、自衛隊に不発弾処理要請を行う。 

(2) 市（当該区、関係区局）は、爆発のおそれがあり処理を必要とする場合、必要に応じ処理用防護

工事等を行うため、関係区局調整会議を行う。次いで、市（当該区、関係区局）、自衛隊、県警察、
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交通機関等の関係機関による不発弾処理調整会議を開催する。 

 (3) 自衛隊及び市は、不発弾等の処理に当たり、役割分担を事前に確認するため、協定を締結する。 

  ア 自衛隊が実施する作業の範囲（不発弾等の信管除去及び運搬等） 

イ 市が行う安全管理の対応（処理作業に伴い実施する住民退去等） 

ウ 不発弾等処理を実施する期間 等 

 (4) 区本部長又は市本部長は、不発弾等処理に伴い、災害対策基本法第 63 条に基づく警戒区域を設

定し、住民、車両等の退去と立入禁止の措置をとる。 

 (5) 区本部長は、事前に作成した避難計画に基づき、住民等を避難させる。避難誘導員の配置、地域

住民等に対する避難広報を行うとともに、必要に応じて、避難所の開設及び運営を行う。 

 (6) 県警察による警戒措置のもと、自衛隊は、不発弾等の処理を行う。 

 

２ 不発弾等に爆発のおそれがなく、自衛隊が後日回収する場合 

(1) 県警察本部長は、自衛隊に不発弾処理要請を行う。 

(2) 市（当該区）は、自衛隊の指示に従い、埋没保管（直射日光の当たらない環境での保管）等を行

うとともに、県警察への警戒依頼、又は警備員を配置するなど、盗難防止措置を徹底する。 

(3) 市（当該区）は、必要により住民代表者等への広報を行う。 

 (4) 自衛隊は、後日、不発弾等を回収する。 

 

３ 情報受伝達 

○ 区本部長は、必要な情報の収集に努めるとともに、関係機関等に伝達する。 

 (1) 不発弾等の処理作業の進行状況 

(2) 避難所における避難者の状況 

(3) 交通機関停止、道路交通規制等の状況 

(4) 駅等における人員等の滞留状況 等 

○ 区本部長は、報道機関に対して、必要に応じて、情報提供を行う。 

 

４ その他連絡調整 

○ 市は、国土交通省東京航空局東京空港事務所長に対し、航空会社、航空機所有者等の飛行について

安全対策上の措置を依頼する。 
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第１章 復旧・復興対策の概要 

 

○ 市及び防災関係機関等は、災害が一定程度収拾した後は、市民生活の早期回復を図るため、復旧・

復興対策を実施する。 

○ 市及び防災関係機関等は、災害救助法その他関係法令等に基づき、又は必要に応じて、被災者等の

生活の援護及び再建支援を行う。 

○ 市及び防災関係機関等は、速やかに被災施設及び機能の復旧及び再開を図る。市は、公共施設等の

復旧にあたっては、単に原形復旧にとどまらず、災害の再発を防止するため、被害の程度を十分検討

して、必要な施設の新設又は改良等を行う。 

○ 建物等の所有者若しくは敷地管理者、又は市は、災害によって損壊した建物等の解体、解体廃棄物、

災害がれき、津波堆積物の処理を行う。 

○ 市は、災害復旧・復興に必要な資金需要額を把握し、予算措置及び財源確保に努める。また、激甚

災害法その他関係法令に基づき、国の財政援助に必要な手続を実施する。 

○ 市は、防災関係機関等と連携協力して、被災地において、従前からの中長期的な課題解決に向けた

取組を進め、被災前の状況と比較して、安全性及び生活環境の向上、産業の高度化、地域振興等が図

られる質的な向上を目指す。 
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第２章 生活再建等の支援 

 

第１節 被災者等の生活相談等【市民局、各区局】 

○ 市は、被災市民の生活の立直しを援護し、自力復興を援助するため、所管業務に関する問合せ、相

談、要望等に対応する。なお、原則として、市民の生命及び身体の安全が確保されるようになる発災

後４日目以降の実施を想定する。 

○ 市は、災害応急対策として開設した臨時市・区民相談室を継続し、相談・要望等に対応するととも

に、必要に応じて、各区局と情報を共有する。 

○ 市は、専門知識を必要とする相談案件に対応するため、弁護士会、税理士会、司法書士会、宅地建

物取引業協会等に、臨時市・区民相談室への専門知識を有する者の派遣を要請する。なお、派遣先は、

被害の状況に応じて、市が指定する。 

○ 市は、関係機関等と連携して、市民等からの相談に対応する。 

相談項目 市 主管部署 

外国人への生活情報の提供等及び相談 市民局 

労働（賃金、解雇、社会・労働保険等）相談 経済局 

女性の心やからだ等の相談 市民局 

災害時要援護者の生活、福祉相談 健康福祉局、こども青少年局 

保健医療、生活衛生、動物保護等相談 健康福祉局、医療局 

消費生活相談 経済局 

中小企業の経営・融資等相談 経済局 

住まいに関する相談 建築局 

児童生徒、特別支援教育等に関する相談 教育委員会事務局 

○ 市は、災害により離職を余儀なくされた者（以下「災害による離職者」という。）に対して、職業紹

介の窓口を案内する。 

○ 公共職業安定所及び臨時窓口は、災害による離職者の把握に努めるとともに、神奈川労働局、各公

共職業安定所及び必要に応じて他の地方公共団体と緊密な連絡をとり、職業紹介を行う。 

○ 公共職業安定所及び臨時窓口は、災害による離職者の早期再就職を促進するため、被災地域を管轄

する公共職業安定所の長を通じ、臨時職業相談窓口の設置及び公共職業安定所に出向いて行くことの

困難な地域における臨時職業相談所の開設又は巡回職業相談を実施する。 

 

第２節 被災者台帳の整備【総務局、健康福祉局、防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 市は、被害状況や支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成

し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

○ 市は、被害認定調査、罹災証明書交付、義援金等の支給の処理を管理する被災者支援システムを活

用して、関係部署による情報共有を行い、被災者の援護を統合的に実施するよう努める。 

 

第３節 被害認定調査及び罹災証明書【総務局、消防局、防災・危機管理統括本部、各区】 

○ 市は、災害による住家等の被害について証明するため、罹災証明書等を発行する。 

○ 区役所は、被災した住家等について被害認定調査を行い、罹災証明書等を発行する。この場合にお

いて、消防署は、被害認定調査に協力する。 

○ 消防署は、火災・消火損について、被害認定調査を行い、罹災証明書を発行する。 

○ 住家の被害の程度の判定は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針（内閣府）」等を参考とする。 
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第４節 住宅の確保、応急修理 

○ 市は、災害救助法に基づき、災害により住家を失い、又は破損等により居住できなくなった被災者

に対して、住宅の確保又は被災した住宅の応急修理等を行い、住生活の早期回復と安定を図る。 

 

１ 応急仮設住宅の供与【建築局、関係区局】 

○ 応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの資力では

住宅を得ることができない者に対して提供するものとする。 

○ 仮住まいを自ら探すことが可能な被災者は、自らが探すことを原則とする。 

○ 応急仮設住宅の供与方法は、賃貸型応急住宅、建設型応急住宅、及びその他適切な方法による。 

○ 被災者への速やかな供与の観点から、原則として、賃貸型応急住宅を優先し、不足分について、建

設型応急住宅によるものとする。 

○ 市は、市内の住家の全壊、全焼、流出世帯数、設置要望戸数等から必要戸数を把握し、県を通じた

広域的な調整結果を踏まえ、供与する戸数、仕様等を決定する。 

○ 市は、指揮命令の系統及び権限を定めるほか、関係区局から職員を配置した応急仮設住宅推進室を

設置し、被災者の早期の住宅確保を推進する。 

 (1) 賃貸型応急住宅 

○ 供給可能戸数の把握について、市は、不動産関連団体等を通じて、民間の賃貸住宅の利用可能

戸数及び協力可能な不動産事業者の状況を把握する。 

○ 民間賃貸住宅の条件  

ア 家賃額等の上限があらかじめ定めた基準以内であること。  

イ 市が借り上げて被災者に提供することについて、貸主が同意していること。  

ウ 原則として、新耐震基準（昭和 56 年６月）に適合していること、若しくは同等の耐震性能を

確保していること。 

 (2) 建設型応急住宅 

○ 建築計画について、建物配置は、駐車区画も含め、敷地形状に応じて効果的に建設する。また、

入居者の生活環境や、コミュニティに配慮した住宅構造・配置形式（ふれあいの場の創出、集会

所等と広場の一体的な計画など）に配慮する。必要に応じて福祉仮設住宅の設置も検討する。 

○ 一定規模以上の公園のほか、国有地、市保有土地等から、一定の要件を満たす建設用地を確保

する。 

○ 入居者の選定に当たっては、災害時要援護者及びその他の世帯における優先順位を設定する。

また、地域レベルのコミュニティ維持への配慮に加え、応急仮設住宅におけるコミュニティの継

続的な運営のため、入居者の世帯構成等の偏在等に配慮する。 

 

２ 入居者支援【健康福祉局、建築局、各区】 

○ 市は、応急仮設住宅における生活課題に対応するため、入居後の生活や介護等の支援をはじめ相談・

情報提供を行うこととし、関係部署相互の情報共有を図り、連携して入居者支援を行う。また、入居

者の多様なニーズに対応できるよう、支援には、男女双方の職員が携わるとともに、入居者による応

急仮設住宅のコミュニティ運営への女性の参画に配慮する。 

 

３ 公営住宅等の一時提供住宅【建築局】 

○ 対象施設は、市営住宅、県営住宅、県及び市住宅供給公社住宅、独立行政法人都市再生機構住宅、

国等の職員住宅、その他（他都市公営住宅等）とする。 
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○ 供給可能戸数の把握は、市営住宅については所管部局、その他の公的賃貸住宅等については、県及

び住宅提供事業者を通じて行う。 

○ 入居者の選定は、対象施設の所管部署の基準による。 

 

４ 住宅の応急修理・障害物の除去【建築局、各区】 

○ 被災者は、区役所において、住宅の応急修理・障害物の除去の申込及び受付を行う。 

○ 市は、必要に応じて、関係団体との協定に基づき、被災者に対して、住宅の応急修理・障害物の除

去（工事の依頼、委託契約等の締結、支払い等）を行う。 

 

第５節 被災者等への経済的支援 

１ 被災者生活再建支援金【健康福祉局】 

○ 市は、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給に係る諸調整を行う。 

 

２ 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付（災害弔慰金の支給等に関する法

律、災害弔慰金の支給等に関する条例）【健康福祉局、各区】 

○ 市は、県内で災害救助法が適用された災害、又は規則等で定める規模以上の災害により死亡した市

民の遺族に対して災害弔慰金を、また、精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対して、災害障害

見舞金を支給する。 

○ 市は、県内で災害救助法が適用された災害により家財等に被害のあった者に対して、災害援護資金

の貸付けを行う。 

○ 災害救助法適用に至らない場合は、区社会福祉協議会が、生活福祉資金の貸付相談等を受け付ける。 

 

３ 災害見舞金・弔慰金の交付（横浜市災害見舞金・弔慰金交付要綱）【健康福祉局、各区】 

○ 市は、市内に居住する者又は市内で事業を営む者が災害による家屋半壊以上の被害を受けたときは、

被災者又はその遺族に対して、見舞金及び弔慰金を交付する。ただし、弔慰金は、災害弔慰金の支給

等に関する条例が適用された場合には、交付しない。 

 

４ 義援金の募集、配分、保管【健康福祉局、会計室】 

○ 市は、義援金を配分する必要があるときは、災害ごとに義援金配分委員会を開催する。ただし、県

単位で義援金配分委員会を設置する場合は、県と協議する。 

 

５ その他経済的支援等【経済局、みどり環境局、建築局、各区局】 

○ 住宅金融支援機構は、市から、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、工事を実施するよう勧告

又は改善命令を受けた者に対し、工事に必要な資金を貸付ける（宅地防災工事資金融資制度）。 

○ 市は、崖崩れが予想される崖又は崖崩れが発生し二次災害が予想される崖で、居住用の建物に被害

が及ぶおそれがある場合、土地所有者等が行う防災工事の費用を一部助成する（崖地防災対策工事助

成金制度、崖地減災対策工事助成金制度）。 

○ 住宅金融支援機構は、災害により住宅を失い、又は破損した者が住宅の建設、補修、購入、宅地整

備等を行えるよう、災害復興住宅資金を融資する（災害復興住宅融資）。 

○ 市は、災害により損害を受けた中小企業等に対して、「横浜市中小企業融資制度要綱」に基づき、横

浜市信用保証協会及び取扱金融機関と連携して融資制度を実施する。 

○ 市は、経済関係者等と協力し、あらかじめ定める時期及び場所において、被災中小・零細事業者へ
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の一元的な緊急相談窓口を開設・運営する。被災事業者が求める金融・労務・経営・法律等の情報提

供、相談、手続を可能な限りその場で満たし、事業再建を支援する。 

○ 市は、天災等により被害を受けた農家が農協から緊急融資を受けて経営の安定を図るときは、市長

が認める場合、その融資に係る利子の補給を行うことができる（農業施設関連融資）。 

○ 市民は、災害により被害を受けた場合において必要があると認められる場合は、所定の申請により、

市税等の減免及び納期限の延長等を受けることができる。なお、手続及び減免の範囲等は、法令等の

定めるところによる。 

○ (株)NTT ドコモ、KDDI(株）及びソフトバンク(株)は、災害救助法適用時は、通信料金の減免、支払

期限延長等を検討する。 
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第３章 災害復旧 

 

第１節 公共施設等の災害復旧【施設所管区局】 

○ 被災した公共施設は、次の復旧計画を定め、実施する。公共施設等の災害復旧にあたっては、単に

原形復旧にとどまらず、災害の再発を防止するため、被害の程度を十分検討して、必要な施設の新設

又は改良等を行う。 

 １ 公共土木施設災害復旧事業計画 

(1) 河川災害復旧事業計画 

(2) 道路災害復旧事業計画 

(3) 港湾災害復旧事業計画 

２ 都市災害復旧事業計画 

(1) 街路災害復旧事業計画 

(2) 公園施設災害復旧事業計画 

(3) 市街地埋没災害復旧事業計画 

３ 農林水産施設災害復旧事業計画 

４ 上水道施設災害復旧事業計画 

５ 工業用水道施設災害復旧事業計画 

６ 下水道施設災害復旧事業計画 

７ 住宅災害復旧事業計画 

８ 社会福祉施設災害復旧事業計画 

９ 市立医療施設、病院等災害復旧事業計画 

10 学校教育施設災害復旧事業計画 

11 社会教育施設災害復旧事業計画 

12 その他の災害復旧事業計画 

 

第２節 災害廃棄物の処理（解体廃棄物等の処理のうち、市で実施するもの）【資源循環局】 

○ 災害によって損壊した建物等の解体、解体廃棄物、災害がれき、津波堆積物（以下「解体廃棄物等」

という。）の処理は、所有者又は敷地管理者が行う。ただし、解体廃棄物等の処理が災害等廃棄物処理

事業費国庫補助金交付要綱（平成 19 年４月２日付環廃対発第 070402002 号）の適用を受ける事業と

なる場合は、市が処理を行うことができる。 

 (1) 解体廃棄物の処理計画の策定 

○ 市は、市内の解体廃棄物発生量を推計し、家庭系ごみの処理計画を踏まえて解体廃棄物等の処

理計画を策定する。 

○ 市による処理は、人命救助、道路啓開若しくは二次災害が発生する恐れがあるなど、緊急を要

するものを最優先する。 

 (2) 市の処理対象 

  ○ 市は、緊急性及び必要性を考慮して、また、区役所において受け付けた市民等からの申請に基

づき、損壊した建物等の解体及び処理を行う。 

(3) 解体廃棄物等の分別 

○ 解体廃棄物等は、解体時又は収集時から分別の徹底を図り、可能な限り再利用・再資源化を促

進し、最終処分量の低減に努める。また、石綿含有産業廃棄物等の有害物質は、他の廃棄物への

混合防止措置及び周辺環境への流出防止措置を講じる。 
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(4) 仮設処理施設の設置 

○ 災害のために既存施設が稼動できない場合、又は処理能力が不足する場合は、二次仮置場等に

焼却炉等の仮設の処理施設を設置する。 

(5) 解体廃棄物等から発生する有害物質による環境汚染への配慮 

○ 石綿含有産業廃棄物等などの有害物質による環境汚染を防止するため解体廃棄物等の適正な

保管、収集、運搬、処分等を行う。 

 (6) 支援要請 

○ 市は、必要に応じて民間事業者及び他都市に協力を要請する。 

 

第３節 復旧・復興に関する財源確保【行財政局、各区局】 

○ 市は、災害復旧・復興に必要な資金需要額を把握し、予算措置及び財源確保に努める。また、激甚

災害法の他、関係法令に基づき、国の財政援助に必要な手続を実施する。 
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第４章 復興対策 

 

第１節 復興の定義 【政策経営・国際戦略局】 

○ 被災地において、従前からの中長期的な課題解決に向けた取組を進め、被災前の状況と比較して、

安全性及び生活環境の向上、産業の高度化、地域振興等が図られる質的な向上を目指すこととする。 

○ 本章では、主に震災復興を想定する。なお、地震以外の災害において復興対策を要する場合には、

災害の状況等に応じて、本章を準用又は参考として検討し、必要な対策を行うものとする。 

 

第２節 復興の理念 【政策経営・国際戦略局】 

○ 自助、共助、公助の連携を図り、地域力を生かした復興を行う。 

○ 復興事業は、市民生活の全分野を対象とする。 

 

第３節 復旧・復興期の区分及び復興施策への取組時期 【政策経営・国際戦略局】 

○ 復旧期と復興期は連続性を有しており、明確に区分することは困難である。本計画では、①復興の

大きな方向性が整理されている、②業務の大部分が市災害対策本部から市震災復興本部（以下「復興

本部」という。）に移行された状態となっている（併設可）、③復興本部が設置されている、の３つの

要件を満たす時期を復興期とする。 

○ 復興施策に取り組む時期の目安は、次のとおりとする。   

区分 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

期間 発災～ 

２週間後 

２週間後～ 

2.5 か月後 

2.5 か月後～ 

６か月後 

６か月後～ 

１年後 

１年後以降 

取組の

目安 

被害状況把握、

復興本部設置 

震災復興の基本

的方向の策定 

震災復興基本計

画の策定 

震災復興基本計

画施策編の策定 

震災復興基本計

画の進行管理 

 

 

 

 

 

（参考）大規模震災時における災害対策本部と復興本部の業務の流れ 

 発災 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期  

 

部門 

Ａ 

 

 

       

部門 

Ｂ 
       

部門 

Ｃ 
       

 

 

       

 

 

       

        

※ 上記関係図は、災害の規模及び態様による。 

復興期 復旧期 

人

命

救

助 
応急活動 

通

常 

業

務 復旧業務 

災害対策本部 

順次通常業務再開 

復興本部 

復興業務 

震災復興 
基本計画 
進行管理 

震災復興 
基本計画 
施策編策定 

震災復興
基本計画 
策定 

震災復興の 
基本的方向 
策定 

被害 
把握 
(概要) 
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第４節 復興本部  

１ 目的 

○ 被災状況等から、広範囲及び長期間に渡り、復興に関する重大な政策課題が発生すると予測される

場合において、多岐に渡る対策を要する復興に係る計画の策定、及び復興事業の実施について、意思

決定を行い、統合的に推進する。 

 

２ 設置基準及び設置 

(1) 復興本部 

  ア 設置基準 

    被災状況等から、広範囲及び長期間に渡り、復興に関する重大な政策課題が発生すると予測さ

れる場合において、市長が必要と認める場合 

  イ 設置 

    復興本部は、市災害対策本部と併設できる。 

 (2) 現地震災復興本部（以下「現地復興本部」という。） 

  ア 設置基準 

    復興本部における本部長が、被災現地において復興対策を推進する上で、必要と認める場合 

イ 設置 

設置場所は、被災現地又はその周辺の施設とする。 

 

３ 組織 

 (1) 復興本部  

ア 本部長 

    市長をもって充てる。 

  イ 副本部長 

    副市長をもって充てる。 

  ウ 復興チーム長 

主管局の事務を担当する、所管副市長をもって充てる。 

  エ 構成等 

   ○ 全市一体とした体制とし、区ごとの本部は設置しない。 

○ 局及び区は、平常時の事務分掌に応じて、連携して復興対策を推進するものとし、復興本部

における局区の事務分掌は、別に定める。 

○ 局区横断的な事項に効果的かつ効率的に対応するため、市災害対策本部における機能別チー

ムに準じて、統括調整チーム及び４つの復興チームを設置する。各チームの事務分掌は、別に

定める。 

 (2) 現地復興本部 

  ア 現地復興本部長 

    本部長が、副本部長、その他の職員の中から指名する。 

  イ 構成 

現地本部員は、本部長が、副本部長、その他の職員の中から指名する。 

 

４ 主な活動 

 (1) 震災復興の基本的方向、震災復興基本計画等の策定 
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(2) 復興事業の実施に係る総合調整 

(3) 市災害対策本部及び市防災会議等の方針と復興対策との整合性確保の検討 

(4) 県震災復興本部との連絡調整及び近隣市町村（県下市町村連絡会議、九都県市首脳会議、８市連

携市長会議等）との連携 

   

５ 廃止基準 

○ 本部長が、復興に係る事業の進捗状況から、復興本部設置の目的が達成されたと認める場合 

 

第５節 震災復興基本計画等の策定【政策経営・国際戦略局】 

○ 市は、復興に当たっては、被害状況の早期把握に努め、計画・事業に反映する。大規模災害からの

復興に関する法律（平成 25 年法律第 55 号。以下「大規模災害復興法」という。）等に基づき、被害状

況や基盤整備状況等に応じた震災復興基本計画を策定して、速やかな事業の実現を図る。 

○ 事業の実施にあたっては、必要に応じて関連諸制度を活用しながら、良好な市街地の形成、都市機

能の更新、経済、住宅、生活・暮らし復興を図る。 

 

１ 被害状況の概略把握（第１期：発災～２週間） 

○ 震災復興本部は、災害対策本部と連携して、被害概況を把握する。 

○ 都市復興にかかる情報収集のため、発災後早期に被災状況図を作成し、基礎資料とする。 

○ 被害状況について、現地調査、航空写真等による情報を総合して被害概況を把握する。 

 

２ 震災復興の基本的方向の策定（第２期：２週間～2.5 か月） 

(1) 被害状況の詳細把握 

災害対策本部と連携した情報収集を行うとともに、情報を総合して、被害の特徴を把握する。 

(2) 震災復興にかかる市長メッセージの発信 

   避難所で生活する被災者に対し、市民の生活再建に関する当面の取組等を示すとともに、中長期   

的な視点からの復興に向けた考え方として、復興に向けたビジョン、基本理念、視点等を示す。 

(3) 震災復興の基本的方向の策定 

   復興に向けたビジョンについて、都市復興、住宅復興、経済復興、生活・暮らしの各分野別に具     

体化し、基本計画策定の方向性を示す。 

 

３ 震災復興基本計画の策定（第３期：2.5 か月～６か月） 

(1) 震災復興基本計画の策定 

ア 計画の位置づけ 

市の復興に係る最上位計画とし、震災によって状況の変更が生じた横浜市中期計画を補完する

計画として位置付ける。復興基本計画は中期計画が整理する中長期的戦略が目指す将来像を共有

しつつ、復興を通じて生活再建・防災対策とともに新たな都市づくりを目指す計画とする。 

イ 計画期間 

10 年とする。そのうち、５年間を復興重点推進期間とし、集中的に復興施策を実施する。 

ウ 大規模災害復興法との関係 

    対象とする災害が、大規模災害復興法の特定大規模災害（第２条第１号）に該当し、市が特定

被災市町村（第 10 条第１号）にあたる場合、同法の復興計画に位置付ける。 

エ 策定体制 
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    計画の策定に当たっては、有識者により構成する市震災復興検討委員会で検討する。別途、市

会による審議を行い、策定する。 

オ 策定項目 

(ｱ) 基本理念 

(ｲ) 方向性 

(ｳ) 基本方針・目標 

(ｴ) 目標年次 

(ｵ) 対象地域 

(ｶ) 復興施策（都市復興、経済復興、住宅復興、生活・暮らし復興）の体系 

(ｷ) 復興施策及び復興事業の推進方策 

(ｸ) 復興施策及び復興事業の優先順位 

 (2) 地区別整備計画の策定 

被害規模及び態様等により、地区別の被災の特徴を踏まえてきめ細やかな復興事業を推進する必

要がある地区において、地区整備課題・方針、整備手法、整備スケジュール等のうち必要なものを

定める。また、まちづくり協議会等の組織化・活性化を図るとともに、十分な調整を行う。 

 

４ 地区別細部計画の策定（第４期：６か月～１年） 

(1) 震災復興基本計画施策編の策定 

震災復興基本計画が定める取組の方向性を踏まえて、復興にかかる施策の事業化の状況を見据え

ながら、復興施策を中期的な事業量等とあわせてとりまとめ、策定し、公表する。 

 (2) 地区別細部計画の策定 

地区別整備計画を策定している地区において、被害規模及び態様等により、地区別の具体的な整

備計画を策定する必要がある場合は、市は、費用負担、手続、スケジュール、各種助成・優遇策を

合わせて提示する。 

 

５ 復興施策の推進（第５期：１年～） 

○ 震災復興基本計画及び震災復興基本計画施策編等に基づく進捗管理を行うとともに、市と市民、事

業者が十分に連携を図り、復興施策を推進する。 

 

６ 配慮事項 

○ 策定に当たっては、市民への情報提供を実施する。また、復興に関する市民ニーズを段階に応じ

て把握する。 

○ 女性、高齢者、障害者、子ども、外国人等の視点を考慮するとともに、策定過程への参画に配慮

する。 

 

第６節 分野別復興施策 

１ 都市の復興【政策経営・国際戦略局、都市整備局】 

(1) 基本的な考え方 

○ 都市復興は、平常時から進めるまちづくり計画を生かしながら進める。 

○ 復興の基本的方向を踏まえ、復興基本計画に都市づくりの目標、根幹的都市施設整備方針、地

区別整備方針等を盛り込む。 

 (2) 地域指定等の検討 
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○ 被災前の市街地整備状況、被害状況等を踏まえ、復興事業の導入やまちづくりを誘導すべき地

域の検討を行い、必要に応じて関連諸制度を踏まえた地域指定等を行う。 

○ 関連諸制度を踏まえた地域指定等及び市民への広報・周知等を適時実施する。 

 (3) 地区別整備計画及び地区別細部計画策定に係る配慮事項 

  ○ 地域力を生かした復興に取り組むため、地域の復興を進める母体となる「復興まちづくり協議  

会（仮称）」を設置する。 

○ 暫定的な生活の場を確保する。 

 

２ 地域経済の復興【政策経営・国際戦略局、にぎわいスポーツ文化局、経済局、みどり環境局】 

(1) 基本的な考え方 

○ 市は、経済復興に向けて緊急的な経済対策をとりまとめるとともに、中長期的な視点に立って

復興基本計画に経済復興分野の取組を盛り込む。 

○ 観光資源、MICE 施設等の安全性及び復旧・復興状況の発信を適時行う。また、中長期的な視点

で観光・MICE の復興に関する情報の発信に取り組む。 

○ 市及び産業防災会議は連携して、産業間の連携による事業者（企業）活動の早期復旧、事業者・

地域・行政の協力体制の整備等を支援する。 

 (2) 消費生活情報の把握 

○ 市は、生活関連商品等の価格動向、需給、流通状況など必要な事項を調査し、必要があるとき

は、災害に伴う便乗値上げや売り惜しみなどを防止するための措置を講じる。 

○ 市は、職員調査の活用により、生活関連情報の収集を行う。 

○ 市は、生活関連商品等の安定的な供給を確保するため、生活関連物資等の買占め及び売惜しみ

に対する緊急措置に関する法律（昭和 48 年法律第 48 号）第３条にある特定物資について、事業

者による買占め、売惜しみなどの不適切な行為がある場合は、売渡しの指示又は命令を行う。 

 (3) 産業ワンストップセンターの開設・運営等 

○ 被災した中小企業者への一元的な緊急相談窓口として、震災時産業ワンストップセンターを開

設・運営し、緊急的な経営相談及び国の支援と連携した緊急的な融資を実施する。 

 (4) 農業災害関連融資 

○ 市は、被災した農業者が、農協から事業資金を借り入れる際、利子補給等を行う。 

 

３ 住宅の復興【政策経営・国際戦略局、建築局】  

(1) 基本的な考え方 

○ できるだけ早期に被災者に対して住宅復興への道筋を明示する。中長期的な視点に立って、復

興基本計画に住宅復興分野の取組を盛り込み、応急仮設住宅や応急修理がされた住宅を恒久住宅

へと復興するためのプロセスを明確にする。 

○ 住宅再建意見調査等により被災者のニーズを把握し、民間住宅の再建や災害復興公営住宅の供

給による支援など具体的な手順を定めた住宅復興基本計画を策定する。なお、住宅復興ニュース

（仮称）等を活用し、復興関連の情報の伝達にも配慮する。 

 

４ 生活・暮らしの復興【政策経営・国際戦略局、市民局、健康福祉局等】 

(1) 基本的な考え方 

○ 生活基盤・環境を整え、被災者の暮らしを被災前の状態に回復し、質的向上を図るため、復興

基本計画に生活・暮らし復興分野の取組を盛り込む。 
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○ 災害弔慰金、生活再建支援金等の給付金、税の減免、義援金による被災者への経済的支援を進

めるとともに、雇用の維持確保、再就職支援を進める。 

○ 医療・福祉・保健サービス等の回復、メンタルヘルスケアの充実、学校、幼稚園・保育所の再

開などに努める。 

○ デイサービス、グループホーム、ショートステイなど福祉サービスを担う民間事業者、ボラン

ティアとも連携し、生活・暮らしの復興を図る。 

 



参考－1 

【参考１】修正等の状況（令和６年（2023 年度）以降） 

 

施行年月   

令和６年４月 横浜市防災計画 全部修正 

 「震災対策編」「風水害等対策編」「都市災害対策編」の３編を統合し、再編。 

令和８年５月 水防法及び気象業務法の改正に伴う修正（雨水出水浸水想定区域・防災気象情

報）等 

第１次（修正） 

 

 

 

 

 

  



参考－2 

【参考２】修正等の状況（昭和 38 年度から令和５年度まで） 

 

施行年度   

昭和 38 年度 横浜市地域防災計画 策 定（新規） 

昭和 39 年度 横浜市地域防災計画 修 正 

昭和 48 年度 同「地震対策編」 策 定（分冊） 

昭和 49 年度 同「風水害対策編」 策 定（分冊） 

昭和 49 年度 同「地震対策編」 第１次（修正） 

昭和 49 年度 同「石油コンビナート等対策編」(都市災害対策を含む。） 策 定（新規） 

昭和 51 年度 同「風水害対策編」 第１次（修正） 

昭和 51 年度 同「石油コンビナート等対策編」（石油コンビナート等災害防止法（昭和

50年法律第84号)施行に伴い、神奈川県石油コンビナート等防災計画に包括。） 
廃 止 

昭和 52 年度 同「地震対策編」 第２次（修正） 

昭和 53 年度 同「都市災害対策編」 策 定（新規） 

昭和 54 年度 同「風水害対策編」 第２次（修正） 
昭和 55 年度 同「地震対策編」 第３次（修正） 

昭和 55 年度 同「東海地震対策」 策 定（新規） 

昭和 56 年度 同「都市災害対策編」 第１次（修正） 
昭和 57 年度 同「風水害対策編」 第３次（修正） 

昭和 58 年度 同「地震対策編」（「東海地震対策」を統合） 第４次（修正） 

昭和 60 年度 同「風水害対策編」 第４次（修正） 
昭和 61 年度 同「地震対策編」 第５次（修正） 

昭和 62 年度 同「都市災害対策編」 第２次（修正） 

昭和 63 年度 同「風水害対策編」 第５次（修正） 
平成元年度 同「地震対策編」 第６次（修正） 

平成２年度 同「都市災害対策編」 第３次（修正） 

平成４年度 同「風水害対策編」(平成３年度修正) 第６次（修正） 
平成５年度 同「都市災害対策編」(平成４年度修正) 第４次（修正） 

平成７年度 同「地震対策編」(兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）後、早急に対

応すべき事項のみを対象とした限定的部分修正) 
 

平成８年度 同「風水害対策編」(平成７年度修正) 第７次（修正） 

平成８年度 横浜市防災計画「震災対策編」(名称変更) 第７次（修正） 
平成 10 年度 横浜市防災計画「風水害対策編」(名称変更) 同「都市災害対策編」 第８、５次（修正） 

平成 11 年度 同「震災対策編」 第８次（修正） 

平成 13 年度 同「風水害対策編」及び「都市災害対策編」 第９、６次（修正） 
平成 15 年度 同「震災対策編」 第９次（修正） 

平成 16 年度 同「風水害対策編」及び「震災対策編」（東海地震対策） 第 10 次（修正） 

平成 17 年度 同「震災対策編」 第 10 次（修正） 
平成 18 年度 同「風水害対策編」 第 11 次（修正） 

平成 19 年度 同「風水害対策編」及び「都市災害対策編」 第 12、７次（修正） 

平成 20 年度 同「震災対策編」及び「風水害対策編」 第 11、13 次（修正） 
平成 21 年度  同「風水害対策編」                     第 14 次（修正） 

平成 22 年度 同「震災対策編」及び「風水害対策編」 第 12、15 次（修正） 

平成 23 年度 同「震災対策編」(東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)後、早急に対

応すべき事項について修正)及び「風水害対策編」 
第 13、16 次（修正） 

平成 24 年度 同「震災対策編」(東日本大震災の教訓等を踏まえた全面修正)及び「風
水害対策編」 

第 14、17 次（修正） 

平成 25 年度 同「風水害等対策編」及び「都市災害対策編」（火山災害対策） 第 17、８次（修正） 

平成 26 年度 同「震災対策編」及び「風水害等対策編」（雪害対策） 第 15、18 次（修正） 

平成 27 年度 同「風水害等対策編」 第 19 次（修正） 

平成 28 年度 同「都市災害対策編」及び「震災対策編」 第９、16 次（修正） 

平成 29 年度 同「震災対策編」 第 17 次（修正） 

平成 30 年度 同「風水害等対策編」 第 20 次（修正） 

令和元年度 同「都市災害対策編」、「震災対策編」及び「風水害等対策編」 第10、18、21次（修正） 

令和３年度 同「都市災害対策編」、「震災対策編」及び「風水害等対策編」 第11、19、22次（修正） 

令和４年度 同「風水害等対策編」 第 23 次（修正） 

令和５年度 同「都市災害対策編」及び「震災対策編」 第 12、20 次（修正） 
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